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はじめに 

人的資本経営とは何か？ 

令和６年度に当協会が取り組んだ調査・研究事業「人口減少時代に

おける福島県版人的資本経営」の報告書、第１章の表題である。今年

度実施したアンケート調査では県内中小・小規模事業者の皆さんに「人

的資本経営」という言葉の認知度と、その取組の重要性に対する考え

を確認させていただいた。詳細は本編でご覧いただくことになるが、

アンケート結果からは、その言葉自体はまだ十分には浸透していない

一方で、その取組が重要と考えている割合は８割を超えた。その他の

様々な設問への回答も通じて、経営者の皆さまが事業を営まれる中、

日頃から「人」について考え、試行錯誤を重ね、あるいは色々と悩まれている姿が想像された。 

先日読んだ本の中に、私自身の人的資本経営についての考え方をしっくりさせる一節があった。

いわゆる経営資源の中で、たえず成長と発展を期待することができるのは「人間」のみであるとい

ったものであり、中世の政治学者ジョン・フォーテスキューが「人々の意思」と呼んだもの、すな

わち「自由な意思を持った人々が方向づけされ、統合された活動によってはじめて、単なる寄せ集

めとは異なる本当の意味での『全体』を生み出すことができる」といったものであった。シンプル

な内容ながら、深く考えさせられ、しっくりと腹落ちした瞬間であった。 

人口減少とグローバル化、気候変動の激化と自然災害の激甚化、指数関数的な技術の進化など、

中小企業経営を取り巻く環境は今まさに激変期の真っ只中にある。日々の経営は平坦で穏やかな道

ではなく、向かい風や吹き荒れる突風の中で坂道を上り続けている状況にあるとも言える。 

昨年度から今年度にかけて実施した 15 社のインタビュー、あるいはこれまでにお会いしてきた

経営者から学ばせていただいた「人的資本経営とは何か？」という問いへの答えの一つが、顧客の

満足度を高め、地域や社会から求められ続ける企業であるためには「社員の満足度、幸福度が高ま

ることが極めて重要」ということである。高い目的意識と幸福度を有する「人財」が、高い生産性

とお客様満足を実現し、取引先や関係者との Win-Winの関係を構築し、一緒に働く仲間を呼び込む

吸引力となる。このサイクルが自走し始めるまでの、ひと転がり目、ふた転がり目が特に抵抗が強

く馬力を要するが、上り坂であるとすればなおさらである。経営者の皆さんがこの局面を乗り越え

る上では、善き経営者仲間と身近な伴走支援者が必要と考えられ、私たち中小企業診断士、中小企

業診断協会が、これまで以上に力強くその役割を担うことができれば幸甚である。 

末尾ながら取材にご協力くださった企業の皆さま、ならびに今回当協会として初めて取り組んだ

大規模アンケート調査の実施に当たりご協力を頂戴した商工三団体の皆さまを中心に様々な関係機

関の方々に心より謝意を申し上げたい。 

                       令和８年２月 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                            代表理事会長 小堀 健太  
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エグゼクティブサマリー（2024～2025） 

 

人的資本経営 八策 

 人材版伊藤レポート1「３Ｐ５Ｆモデル」を補完する人的資本経営モデルを提唱する。 

【二つの理念2に基づく】 

 理念の一 共感と協働の組織文化の構築 

 理念の二 持続可能な社会を見据えた人材育成 

【人的資本経営 八策3】 

 第一策  「人を惹きつける」採用戦略 

 第二策  「働きたくなる」職場づくり 

 第三策  「人を育て、組織を強くする」学びの仕組み 

 第四策  「地域と共に成長する」共創経営 

 第五策  「心を一つにする」理念経営 

 第六策  「健康が企業を支える」活力経営 

 第七策  「納得感で結束する」公正な人事 

 第八策  「デジタルで未来を拓く」持続可能経営 

現在、福島県内企業が置かれている状況を深く考察し、先進事例とも比較検討した結果、本施

策こそが最優先で取り組むべき課題であると結論づけました。 

これらの施策を着実に実行へと移していくことで、地域経済の活力を取り戻し、企業価値を大

きく向上させ、首都圏の大企業と肩を並べる競争力の獲得も、十分に実現可能であると確信して

おります。その競争力の源泉は、社員を自社の枠を超えた個人の成長主体として尊重し、その能

力開発と自律的なキャリア形成を支援することで、組織と人材の永続的な相互作用を創出するこ

とに他なりません。 

経営者の皆様には、信頼と公平性を旨とした経営理念のもと、企業文化と地域社会の根本的な

変革を推進していただけますよう、心よりお願い申し上げます。 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 熊田 理希 

 
1 「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」報告書（2020年 9月、経済産業省）の通称。座長を務めた伊藤邦雄氏

（一橋大学名誉教授）の名を冠する。 
2 一般社団法人福島県中小企業診断協会『令和 6年度「調査・研究事業」人口減少時代における福島県版人的資本経営 報告書』

2025年 2月、p.116-117。 
3 本調査・研究事業において、福島県内の中小企業の実情に合わせ、人的資本経営の要諦を独自に体系化した指針。 
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◇マクロ的調査の実施体制 

◇ミクロ的調査の取材先 

調査・研究事業 

「人口減少時代における福島県版人的資本経営」の全体像 

■マクロ的調査（アンケート調査） 

県内企業における人的資本経営の実態調査及び課題分析（令和７年度） 

 【主な調査項目】 
 Ⅰ全般 ○人的資本経営の認知度 
     ○人材不足の課題 
     ○高齢者雇用 
     ○外国人材の雇用・活用 
     ○副業・兼業 

 Ⅱ個別 ①人材確保の手段 
     ②働きやすい職場環境 
     ③人材育成・スキル開発 
     ④地域貢献 
     ⑤経営理念の浸透・共有 
     ⑥健康経営 
     ⑦処遇の透明性・公平性 
     ⑧DX 

■ミクロ的調査（企業ヒアリング） 

10社の実践事例から成功要因の仮説８項目を導出（令和６年度） 

５社の実践事例から仮説８項目の実効性について検証（令和７年度） 

 【仮説８項目】 
 ①地域密着型の採用戦略は、人材確保に有効 
 ②働きやすい職場環境の整備は、人材定着に寄与 
 ③体系的な育成プログラムの充実は、専門性向上と 
  組織力強化をもたらす 
 ④地域社会との信頼構築は、企業価値向上に寄与 
 ⑤理念の共有は、モチベーションと一体感を高める 
 ⑥健康経営の実践は、エンゲージメント向上と生産 
  性改善に寄与 
 ⑦処遇の透明性・納得感は、モチベーションと定着 
  率を高める 
 ⑧DX推進は、持続可能な経営モデルを可能にする 

■ヒューマノイド・ロボットの展望 

ヒューマノイドの技術的進展が人的資本経営に及ぼす影響に関する考察（令和７年度） 

■提言 

 ○人的資本経営 八策（令和７年度） 

 ○人的資本経営支援スキーム（協働プラットフォーム）の創設（令和７年度）  
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第１章 

調査・研究事業の趣旨 
 

１. 人的資本経営に関する調査研究 
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4 経済産業省における定義。 
5 持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書～人材版伊藤レポート～, 2025-12-22閲覧,  
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8 人的資本経営の実現に向けた検討会報告書～人材版伊藤レポート 2.0～, 2025-12-22閲覧, 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf 
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２. 令和６年度調査・研究事業「人口減少時代における福島県版人的資本経営」の総括 

令和６年度に福島県中小企業診断協会が実施した調査・研究事業では、人的資本経営を実践的

観点から分析するため、県内企業 10社を対象とした事例調査を実施した。 

■令和６年度 事例調査対象一覧 

No. 事業者名 業種 所在地 社員数(人) 

01 あぶくま信用金庫 金融業 南相馬市 112 

02 (株)エフコム 情報処理通信業 郡山市 391 

03 (株)くつろぎ宿 宿泊業 会津若松市 115 

04 (株)こんの 再生資源卸売業 福島市 171 

05 渋谷レックス(株) 卸売・小売業 福島市 63 

06 (株)東邦銀行 金融業 福島市 1,881 

07 東陽電気工事(株) 電気・通信・消防設備業 西郷村 12 

08 (株)福島銀行 金融業 福島市 591 

09 福島鈑金工業グループ 鈑金製造業・ダクト工事業 福島市 14 

10 (株)保志 仏壇・仏具・位牌製造販売業 会津若松市 330 

 

県内企業 10社の選定にあたっては、業種・地域バランスに配慮したうえで、東京証券取引所上

場企業、ベストプラクティス企業9、ユースエール認定企業10、もにす認定企業11、くるみん認定

企業12、福島県次世代育成支援企業13、ワーク・ライフ・バランス大賞受賞企業14、ふくしま女性

活躍応援宣言賛同企業など、人材活用や組織文化において先進的な取組を行う企業群を対象とし

た。 

調査は原則として２名１チーム体制で訪問取材により実施し、事前に「ヒアリングシート」を

送付することで情報の体系的整理を行った。 

○人的資本経営に関する８つの仮説設定 

プロジェクトチームでは、人的資本経営を構成する主要因を８つのテーマに整理し、仮説検証

型のアプローチを採用した。各テーマは、福島県内企業の実践事例に基づき、地域特性と経営戦

略の関連を分析した結果、以下の仮説と示唆が得られた。 

 
9 厚生労働省が実施する「過重労働解消キャンペーン」の一環として、ワーク・ライフ・バランスの推進等において他の模範と

なる取組を行っている企業。 
10 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働

大臣が認定する制度。 
11 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者雇用の促進及び安定に関する取組の実施状況が優良な中小企業を厚生

労働大臣が認定する制度。 
12 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満

たした企業を厚生労働大臣が認定する制度。 
13 仕事と育児の両立支援など、男女ともに働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む県内企業を福島県が認証する制度。 
14 公益財団法人日本生産性本部が主催し、憲章や指針の普及に資する取組を表彰するもの。 
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①人材採用（あぶくま信用金庫、東陽電気工事 等） 

 仮説：地域密着型の採用戦略は、人材確保に有効である。 

②職場環境（エフコム、渋谷レックス、東邦銀行、保志 等） 

 仮説：働きやすい職場環境の整備は、人材定着に寄与する。 

③人材育成（くつろぎ宿、渋谷レックス、東邦銀行、福島銀行 等） 

 仮説：体系的な育成プログラムの充実は、専門性向上と組織力強化をもたらす。 

④地域連携（東陽電気工事、福島鈑金工業 等） 

 仮説：地域社会との信頼構築は、企業価値向上に寄与する。 

⑤経営理念浸透（こんの、保志 等） 

 仮説：経営理念の共有は、従業員のモチベーションと一体感を高める。 

⑥健康経営（くつろぎ宿、こんの 等） 

 仮説：健康経営の実践は、エンゲージメント15向上と生産性改善に寄与する。 

⑦透明性・公平性（エフコム、福島鈑金工業 等） 

 仮説：処遇の透明性・納得感は、モチベーションと定着率を高める。 

⑧DX16（デジタルトランスフォーメーション）（あぶくま信用金庫、福島銀行 等） 

 仮説：DX推進は、人口減少下でも持続可能な経営モデルを可能にする。 

３. 令和７年度調査・研究事業について 

令和６年度調査・研究事業においては、福島県内企業 10 社を対象に「人的資本経営の先進事

例」に関するヒアリング調査を実施し、その成果をもとに、主として県内の中堅・中小企業経営

者及び行政機関等に向けた提言を取りまとめた。 

これを踏まえ、令和７年度調査・研究事業では、より広範かつ実態に即した人的資本経営上の

課題を明らかにし、中小企業・小規模事業者の経営者を対象とした戦略的な支援設計の構築に重

点を置いて実施することとした。 

(1) マクロ的調査の実施  

県内中小企業を対象に、人的資本経営に関する課題把握を目的とした実態調査（アンケート調

査）を実施した。有効回答数 1,000社以上を目標とし、県内の中小企業・小規模事業者の実態を

統計的に把握・分析することを目的とした。 

 
15 従業員エンゲージメントとは、組織の目標達成に向けて自発的に貢献しようとする意欲を指す。これは従来の「従業員満足

度」が個人の居心地に焦点を当てるのに対し、組織と個人の「双方向の信頼関係」を重視する概念である。 
16 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービ

ス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立す

ること。経済産業省「デジタルガバナンス・コード」等の定義に準ずる。 
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調査の実施にあたっては、商工三団体（福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、福島

県中小企業団体中央会）にも共催団体として参画を得て、県内全域の中小企業・小規模事業者に

対し、広く調査協力を依頼した。 

(2) ミクロ的調査の実施  

人材不足が特に深刻化している建設業、運輸業、医療福祉の３業種において、先進的な取組を

実践する５社の県内企業を対象に、上記のアンケート項目に基づいた詳細なヒアリング調査（事

例取材）を実施し、人的資本経営の実践的な取組内容を把握した。 

(3) ヒューマノイド・ロボットの展望に関する考察  

フィジカル AI17の進化に伴い、ヒューマノイド・ロボット（人型ロボット）の開発が急速に進

展している。例えば米テスラ社では、2026年頃に同社製ロボット「Optimus」の市場投入を目指し

ており18、こうした次世代技術は将来的な人材不足の解決策としても期待されている。これは、人

間をロボットに置き換える「省人化」のみを目的とするものではなく、人間がより高付加価値な

業務に注力するための「人的資本の再配置」を可能にするという観点から、人的資本経営の重要

な構成要素として位置づけられる。 

本調査研究では、これら先端技術の動向を踏まえ、人的資本経営の在り方及び中小企業経営へ

の影響について展望的な考察を行った。 

(4) 調査結果の分析と実践的提言の作成  

上記の調査結果について多角的な分析を行った。分析に際しては、令和６年度調査・研究事業

で抽出した先進事例 10社の成果を基に整理した「人的資本経営のポイント」の有効性を検証し、

その深化と体系化を図った。 

また、得られた知見を踏まえ、中小企業・小規模事業者の経営者にとって実装可能な形での「実

践的提言」を取りまとめ、今後の経営支援や政策形成への活用を目指していく。 

(5) 人的資本経営支援ツールの作成  

令和６年度調査・研究事業の試作「人的資本管理支援ツール」は、当協会会員をはじめとする

支援機関が経営診断・支援の現場で広く活用することを想定して作成したものである。 

令和７年度調査・研究事業では、上記(1)の調査・分析結果を参考としてツールの有効性を検証

するとともに、中小企業・小規模事業者において活用可能な「完成版」の開発・リリースを目指

した。 

 
17 生成 AIなどの情報処理に特化した AIに対し、センサーやアクチュエーターを備え、現実の物理空間で作業を行うロボット等

に搭載される AIのこと。 
18 Tesla, Inc., "Q3 2025 Financial Results and Q&A Webcast", October 22, 2025. なお、同社 CEOイーロン・マスク氏は

2026年内の限定生産開始及び外部販売の可能性を示唆している。 
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(5) 人的資本経営支援ツールの作成  
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17 生成 AIなどの情報処理に特化した AIに対し、センサーやアクチュエーターを備え、現実の物理空間で作業を行うロボット等

に搭載される AIのこと。 
18 Tesla, Inc., "Q3 2025 Financial Results and Q&A Webcast", October 22, 2025. なお、同社 CEOイーロン・マスク氏は

2026年内の限定生産開始及び外部販売の可能性を示唆している。 
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このバージョンは、経営者自身による自己診断・課題把握を促すとともに、支援機関と経営者

との間で双方向的なコミュニケーションを促進し、支援の実効性を高める仕組みとなることを意

図したものである。 

(6) 令和７年度調査・研究事業の実施体制  

福島県中小企業診断協会に所属する 12名（うち７名は企業内診断士19）の中小企業診断士にて

構成された「調査研究プロジェクトチーム」において、アンケート調査項目の検討、人的資本経

営の実践事例の取材、調査結果の分析などを実施した。 

■調査研究プロジェクトチーム 

No. 氏名 区分／現職 

01 熊田 理希 企業内診断士・調査研究プロジェクトチーム 座長 

福島県職員（企画調整部デジタル変革課） 

02 阿部 真 企業内診断士 

株式会社福島情報サービス 執行役員 

03 梅津 國藏 企業内診断士 

福島県中小企業団体中央会会津事務所 所長 

04 大須賀 健一 企業内診断士 

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 財務・監査室長 

昭和女子大学現代ビジネス研究所 研究員 

05 岡本 浩一郎 独立診断士 

AIF Consulting 代表 

06 鈴木 優太 企業内診断士 

 

07 髙橋 貞夫 企業内診断士 

あぶくま信用金庫審査管理部 副部長 

東北大学特任准教授（客員） 

08 土屋 俊博 独立診断士 

まちとしごととくらしの研究所 所長 

09 橋本 祐樹 独立診断士 

LSNマネジメント 代表 

10 南山 勇人 独立診断士 

株式会社 ForBestコンサルティング 代表取締役 

南山勇人税理士事務所 代表税理士 

11 小堀 健太 独立診断士・福島県中小企業診断協会 代表理事会長 

小堀コンサルタント事務所 代表 

12 段林 孝信 独立診断士・福島県中小企業診断協会 代表理事副会長 

株式会社 CoHOPE 代表取締役 

  

 
19 中小企業診断士の登録区分を指すものではなく、経済産業大臣登録の資格を有しながら、主として民間企業、行政機関、金融

機関等に雇用され、その組織内または業務外で活動する者を指す（対義：独立診断士）。 

第１章 調査・研究事業の趣旨 
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第２章 

マクロ的調査（アンケート調査） 
 

１. アンケート調査の実施 

(1) 調査概要  

多くの中小企業経営者においては、慢性的な人的リソース不足や業務の繁忙化により、人材戦

略や組織開発に十分な時間や資源を割けない状況にあると考えられる。こうした状況下において、

実効性ある支援施策の構築や政策連携を進めるためには、まず現場における経営者の「実感」「困

りごと」「改善意欲」を丁寧に掘り起こすことが不可欠である。 

特に、中小企業においては、形式的な制度整備やデータ管理の遅れに加え、従来型の定型的な

経営診断では把握しきれない「暗黙の経営判断」や「属人的な業務運用」「非制度的な意思決定」

などが、人的資本経営の推進を阻害する要因となっているケースが少なくない。これらの“目に

見えないボトルネック”を可視化し、定量的に把握した上で、今後の経営支援や政策形成に反映

させることが本調査の目的である。 

具体的には、商工三団体（福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、福島県中小企業団

体中央会）との連名により、アンケート調査への協力を広く呼びかけたものである。 

○調査対象及び実施手法 

・対象企業：有効回答数＝県内企業 1,000社以上を目標 

・実施形式：Googleフォーム（オンライン回答方式） 

○調査項目の構成・趣旨 

調査項目は、令和６年度調査・研究事業で抽出された人的資本経営の要点（８項目）20、並びに

福島県商工労働部及び商工三団体からの意見21を踏まえ、以下の二つの柱で構成される。 

Ⅰ全般的な質問項目： 

Ⅱ個別施策に関する質問項目：（R6調査・研究事業に基づく仮説＋検証） 

   １人材確保の手段    （地域密着型の採用が人材確保に有効） 

   ２働きやすい職場環境  （働きやすい職場環境であることが人材定着に有効） 

   ３人材育成・スキル開発 （育成プログラムの充実が専門性向上、組織力強化に有効） 

   ４地域貢献       （地域社会との信頼構築が企業価値向上に寄与） 

 
20 一般社団法人福島県中小企業診断協会『令和 6年度「調査・研究事業」人口減少時代における福島県版人的資本経営 報告書』

2025年 2月、p.109-110． 
21 2025年 7〜8月に実施された「福島県商工労働部」及び「商工三団体（福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、福島

県中小企業団体中央会）」へのヒアリング・意見聴取に基づく。 
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   ５経営理念の浸透・共有 （理念共有がモチベーション向上・一体感醸成に有効） 

   ６健康経営       （健康経営でエンゲージメント・生産性向上に寄与） 

   ７処遇の透明性・公平性 （処遇に対する納得感あれば、モチベーション向上に寄与） 

   ８DX          （DXで、人口減少時代でも持続可能な経営モデルを確立） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇協力依頼のチラシ           ◇アンケート回答フォーム 

(2) アンケート調査票  

中小企業経営者を対象とした「人的資本経営に関する実態調査」 

情報の取り扱いについて： 本アンケートでご回答いただいた内容は、福島県内中小企業（零細

事業者を含む）の人材確保・育成に関する実態把握及び今後の支援策検討のためにのみ使用しま

す。個別企業を特定して外部に公表することはありません。 

Ⅰ全般的な質問項目 

  このセクションでは、貴社の基本情報と、経営者様の人材に対するご意識をお伺いします。 

１企業名・連絡先をご記入ください。※任意回答 

  （      ） 
 意図：調査対象企業を特定するために伺うもの。 

２本社所在地をお選びください。  

  □県北地域 □県中地域 □県南地域 □会津地域 □南会津地域 □相双地域 

  □いわき地域 □福島県外 
 意図：地域による雇用環境や人材確保の状況に差があるため、地域特性を踏まえた分析を行うために伺うもの。 

３主な事業内容をお選びください。 

  □製造 □建設 □電気・ガス・熱供給・水道 □情報通信 □運輸 □卸売 □小売 

  □宿泊 □飲食 □不動産 □物品賃貸 □医療・福祉 □サービス □その他（自由記述） 
意図：業種ごとに人材活用や育成の傾向が異なることから、業種別の特徴を把握するために伺うもの。 

４現在の事業の状況を教えてください。 

□成長している □横ばい（現状維持） □縮小傾向にある 
意図：事業の成長段階によって人的資本への投資意欲や課題が異なるため、事業状況との関係を探るために伺うもの。 

５経営者のご年齢(調査時点)をお選びください。 

  □20代 □30代 □40代 □50代 □60代以上 

第２章 マクロ的調査（アンケート調査） 
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意図：経営者の年代によって、人的資本への考え方や企業文化に違いが現れる場合があるため、年齢層別の傾向を把

握するために伺うもの。 

６従業員数をお選びください。 

□1～  9人 □10～ 29人 □30～ 99人 □100～299人 □300 人以上 
意図：企業規模によって人的資本経営（人材への投資・育成の考え方や取組状況）が異なるため、規模別の違いを明

らかにするために伺うもの。 

７従業員の構成について、当てはまるものを全て選んでください。（複数回答可） 

□女性社員が多い □若手社員（20～30代）が多い □シニア社員（60代以上）が多い 

□非正規社員（パート・アルバイト等）が多い □外国人社員がいる □特に偏りはない 

８「人的資本経営」という言葉をご存じですか？ 
  ※人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につな

げる経営の在り方のことをいいます。 

□すでに取り組んでいる □よく知っている □なんとなく知っている 

□聞いたことはあるが意味はわからない □まったく知らなかった 

９「人的資本経営」への取組の重要性について、どうお考えですか？ 

□非常に重要 □ある程度重要 □あまり重要ではない □重要ではない 

10現在直面している人材不足の課題を全てお選びください。 

□必要な人材が集まらない □採用後の定着が難しい 

□求めるスキルを持つ人材が少ない□後継者不足 □特に問題はない 

□その他（自由記述） 
意図：企業が直面している人材確保の具体的な問題点を明らかにし、必要な対策を検討するために伺うもの。 

11人材不足に関する問題の深刻度を、10段階でお答えください。  

  （1＝全く問題ない ～ 10＝非常に深刻） 
意図：人材確保問題の深刻度を定量的に把握し、優先度の高い支援ニーズを特定するために伺うもの。 

12人材不足の問題に対して必要と考えている取組を全てお選びください。 

□採用競争力の強化（給与や福利厚生の改善等） □社名の認知度向上や PR活動の強化 

□多様な人材活用（外国人や高齢者雇用等）や多様な働き方（短時間勤務、副業等）の導入 

□離職防止の取組  □労働生産性の向上（デジタル化等） □現時点ではわからない 

□必要はない □個社ではなく、県や国全体としての取組 □その他（自由記述） 
意図：企業が自社の課題に対してどのような取組が必要と考えているのか（意識）を把握したい。 

13高齢者雇用について、貴社で実施している施策を全てお選びください。 

□定年延長 □継続雇用制度（嘱託・再雇用など） □定年廃止 □セカンドキャリア支援 

□特に実施していない □その他（自由記述） 
意図：定年制度や高齢者雇用に関する企業側の対応が、従業員が安心して働くための重要課題であるため。 

14外国人材の雇用・活用について、現在の状況や課題として当てはまるものをお選びください。 

＜現在の状況＞ 

□現在、外国人材を活用している □現在はいないが、今後活用を検討している 

□活用の予定はない 

＜課題・懸念事項＞（複数回答可） 

□日本語能力に不安がある □文化や習慣の違いへの対応が難しい 

□在留資格・制度（ビザなど）が複雑で分かりにくい 

□採用ルートや紹介機関の情報が少ない 

□社内の受け入れ体制（教育・管理）が整っていない □離職率が高い 

□特に課題は感じていない □その他（自由記述） 
意図：外国人材の雇用状況や導入意向、具体的な活用上の課題を一体的に把握し、現場のニーズに即した支援策検討

の基礎資料とするため。 

15「副業・兼業」で働く人材の雇用について、どうお考えですか？ 
  （※週 1～2日の稼働や特定業務の委託など、柔軟な働き方を想定） 

□積極的に受け入れたい 

対象職種（複数回答可） 

□経営管理 □IT □人事・労務 □事務 □営業 □財務 □広報 □技術 

□条件に合えば検討したい（業務内容や費用面など） 

12
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意図：企業が直面している人材確保の具体的な問題点を明らかにし、必要な対策を検討するために伺うもの。 
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意図：外国人材の雇用状況や導入意向、具体的な活用上の課題を一体的に把握し、現場のニーズに即した支援策検討

の基礎資料とするため。 

15「副業・兼業」で働く人材の雇用について、どうお考えですか？ 
  （※週 1～2日の稼働や特定業務の委託など、柔軟な働き方を想定） 
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対象職種（複数回答可） 

□経営管理 □IT □人事・労務 □事務 □営業 □財務 □広報 □技術 

□条件に合えば検討したい（業務内容や費用面など） 
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対象職種（複数回答可） 
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＜成果＞ 

これらの取組で、応募数・採用数・定着率などの向上をどの程度感じましたか？ 

 （1＝全く感じない ～ 5＝非常に感じる） 
意図：地域資源を活用した採用が実際に人材確保に寄与しているかを評価し、仮説 1（地域密着型の採用が人材確保
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 （1＝全く感じない ～ 5＝非常に感じる） 
意図：働きやすさ向上が定着に与える影響を把握し、仮説２（働きやすい職場環境であることが人材定着に有効で
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意図：育成施策が専門性向上・組織力強化に寄与するかを把握し、仮説３（育成プログラムの充実が専門性向上、組
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４地域貢献 

地域連携の取組を全てお選びください。 

□地域イベントへの協賛・参加 □地域団体との共同事業 □ボランティア活動 
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＜成果＞ 

企業ブランド向上や取引拡大、人材確保への効果をどの程度感じましたか？ 

 （1＝全く感じない ～ 5＝非常に感じる） 
意図：地域との信頼関係構築が企業価値に与える影響を把握し、仮説４（地域社会との信頼構築が企業価値向上に寄

与する。）を検証する。 

５経営理念の浸透・共有 

会社の経営理念を社員に伝え、理解を深めるための取組を全てお選びください。 

□朝礼・定例会議 □社内 SNS／イントラネット □ワークショップ・勉強会 

□社内報・ニュースレター □社長メッセージ □特に実施していない □その他（自由記述） 

＜成果＞ 

第２章 マクロ的調査（アンケート調査） 
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一体感醸成やモチベーション向上などの効果をどの程度感じましたか？ 

 （1＝全く感じない ～ 5＝非常に感じる） 
意図：経営理念の共有が組織文化醸成に与える影響を把握し、仮説５（経営理念の共有・実践がモチベーション向上・

一体感醸成に有効である。）を検証する。 

６健康経営 

社員の健康増進のための取組を全てお選びください。 

□健康診断後のフォローアップ □年 1回以上のストレスチェック □メンタルヘルス研修 

□運動・食事のサポート □カウンセリング窓口 □リフレッシュ休暇制度 

□特に実施していない □その他（自由記述） 

＜成果＞ 

社員の意欲向上や生産性向上など、どの程度効果を感じましたか？ 

 （1＝全く感じない ～ 5＝非常に感じる） 
意図：健康経営がエンゲージメント・生産性に与える効果を把握し、仮説６（健康経営に力を入れるとエンゲージメ

ント・生産性向上に寄与する。）を検証する。 

７処遇の透明性・公平性 

公正な処遇制度（人事・給与）の取組を全てお選びください。 

□評価制度の文書化 □賃金テーブルの社内公開 □目標管理制度（MBO等）導入 

□フィードバック面談 □人事制度説明会 □特に実施していない □その他（自由記述） 

＜成果＞ 

離職率低下や満足度向上などの効果をどの程度感じましたか？ 

 （1＝全く感じない ～ 5＝非常に感じる） 
意図：処遇の透明化がモチベーション向上に与える効果を把握し、仮説７（処遇に対する納得感あれば、モチベーシ

ョン向上に寄与する。）を検証する。 

８DXの取組状況 

人口減少や人手不足が進行する中、企業が限られた人材・資源で持続的に成長していくために

は、デジタル技術を使って業務の効率を高めるだけでなく、事業のやり方や顧客との関係を見直す

「企業変革（DX）」が重要になっています。 

ここでは、DXの取組状況と成果についてお聞きします。 

□定型的な作業の自動化 

 （例：請求書の自動作成、チャットボットによる問い合わせ対応など） 

□少人数でも事業が回る体制づくり 

 （例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視など） 

□経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 

 （例：売上や在庫などの見える化・分析） 

□オンラインでの営業・サービス提供 

 （例：Web商談、インターネット販売など） 

□DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 

□商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジネスモデルの構築 

 （例：サブスクリプション化、顧客ニーズに応じた個別対応 など） 

□特に取り組んでいない 

□その他（自由記述） 

＜成果＞ 

上記の DXの取組により、どのような効果を感じていますか？、該当するものを全て選んでくだ

さい。 

□業務効率の向上 □業務品質の向上 

□人手不足への対応（人員削減、省力化、業務負担軽減など） 

□顧客対応力の強化（スピード・柔軟性の向上） □コスト削減 

□新たな売上機会や事業展開の創出 □特に効果は感じていない 
意図：仮説８（人口減少社会を見据えた DXで、持続可能な経営モデルを確立できる。）を検証する。 
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２. 単純集計及びクロス集計 

2025年９月 1日から同年 11月 30日（当初予定の 10月 31日より延長）の期間においてアンケ

ート調査を実施し、計 345 件の有効回答22を収集した。県内全域の多種多様な業種から有効な回

答を得ることができ、実態把握に十分なデータセットを構築した。 

調査研究プロジェクトチームは、得られたデータに対し単純集計及びクロス集計を実施した。

分析の主たる目的は、前年度の調査・研究事業にて設定した「人的資本経営に関する８つの仮説」

の有効性を検証することにある。仮説（Ⅱ個別施策に係る質問項目）の分析においては、回答数

が比較的多数を占めた製造業及び建設業を対象として、業種別の詳細分析もあわせて実施した。 

検証結果及び考察は以下のとおりである。 

(1)「全般的な質問項目」に対する検証結果及び考察  

 ○本社所在地 

  質問２: 本社所在地をお選びください。 (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

県北地域 135 39.13% 

県中地域 53 15.36% 

県南地域 21 6.09% 

会津地域 42 12.17% 

南会津地域 1 0.29% 

相双地域 55 15.94% 

いわき地域 28 8.12% 

福島県外 10 2.90% 

 

 ○主な事業内容 

  質問３: 主な事業内容をお選びください。 (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

製造 75 21.74% 

建設 69 20.00% 

電気・ガス・熱供給・水道 8 2.32% 

情報通信業 4 1.16% 

運輸 8 2.32% 

卸売 23 6.67% 

小売 31 8.99% 

宿泊 12 3.48% 

 
22 当初目標の 1,000社には達しなかったものの、有効回答数 345件は、福島県内の企業母集団数を考慮した場合、信頼度 95％、

許容誤差約 5.3％の範囲内にあり、統計的に県全体の概況を推計するに足りるサンプルサイズと判断した。 

第２章 マクロ的調査（アンケート調査） 
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飲食 13 3.77% 

不動産 5 1.45% 

物品賃貸 2 0.58% 

医療・福祉 11 3.19% 

サービス業 58 16.81% 

その他（自由記述） 26 7.54% 

 

 ○現在の事業の状況 

  質問４: 現在の事業の状況を教えてください。 (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

成長している 87 25.22% 

横ばい（現状維持） 193 55.94% 

縮小傾向にある 65 18.84% 

 

 ○経営者の年齢 

  質問５: 経営者のご年齢（調査時点）をお選びください。 (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

20代 0 0.00% 

30代 18 5.22% 

40代 63 18.26% 

50代 116 33.62% 

60代以上 148 42.90% 

 

 ○従業員数 

  質問６: 従業員数をお選びください。 (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

1～ 9人 143 41.45% 

10～ 29人 93 26.96% 

30～ 99人 62 17.97% 

100～299人 28 8.12% 

300人以上 19 5.51% 

 

 ○従業員の構成 

  質問７: 従業員の構成について、当てはまるものを全て選んでください。 (回答数: 345, 複

数回答) 

選択肢 回答数 割合 

女性社員が多い 88 25.51% 
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30～ 99人 62 17.97% 

100～299人 28 8.12% 

300人以上 19 5.51% 

 

 ○従業員の構成 

  質問７: 従業員の構成について、当てはまるものを全て選んでください。 (回答数: 345, 複

数回答) 

選択肢 回答数 割合 

女性社員が多い 88 25.51% 
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若手社員（20〜30代）が多い 61 17.68% 

シニア社員（60代以上）が多い 85 24.64% 

非正規社員（パート・アルバイト等）が多い 54 15.65% 

外国人社員がいる 30 8.70% 

特に偏りはない23 124 35.94% 

その他（選択肢外）24 40 11.59% 

 

 ○人的資本経営への認知とコミットメント 

  質問８:「人的資本経営」という言葉をご存知ですか？ (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 
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よく知っている 46 13.33% 

なんとなく知っている 140 40.58% 

聞いたことはあるが意味はわからない 72 20.87% 

まったく知らなかった 61 17.68% 

本設問は、企業が人材を「コスト」ではなく「会社の価値を高める資源（資本）」として捉え

る人的資本経営の考え方が、どの程度浸透しているかを示す。 

分析の結果、「すでに取り組んでいる」（7.54%）と「よく知っている」（13.33%）という積極

的な行動・認知層は全体の約２割（20.9%）にとどまっている。これは、国や大企業が主導するこ

の新しい経営手法が、特に地方の中小企業においては、まだ具体的な戦略として組み込まれる段

階には至っていないことを示唆している。 

一方で、「なんとなく知っている」（40.58%）が最多であり、「聞いたことはあるが意味はわ

からない」（20.87%）、「まったく知らなかった」（17.68%）を合わせると、概念レベルでの理

解が不十分な企業が約８割を占める。これは、多くの経営者が人的資本経営について抽象的な情

報には触れているものの、それが自社の経営にどのような利益をもたらし、具体的に何から始め

ればよいのかという情報が不足していることを示している。 

この「知識の壁」と「実行ノウハウの欠如」こそが、人的資本経営の実践を遅らせる主要因で

あると分析される。 

質問９:「人的資本経営」への取組の重要性について、どうお考えですか？ (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

非常に重要 128 37.10% 

 
23 「特に偏りはない」を選択している回答のうち 11 件は他の選択肢を選択しているが、選択肢が必ずしも偏りではないとする

回答も推測されるため、集計値のまま掲載している。 
24 その他（選択肢外）の主なものとして、男性社員が多い、家族経営、役員のみなどが挙げられる。 
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18 

ある程度重要 161 46.67% 

あまり重要ではない 21 6.09% 

重要ではない 8 2.32% 

分からない・その他 27 7.83% 

このデータは、質問８で示された低い実行率とは対照的に、「非常に重要」（37.10%）と「あ

る程度重要」（46.67%）を合わせて、８割以上（83.77%）の企業がその重要性を高く評価してい

ることを示している。 

この結果から、企業経営者は、人材不足の深刻化（質問 11）や持続的な成長の難しさを肌で感

じており、人材への戦略的な投資が不可欠であるという理論的な危機意識を強く共有しているこ

とが読み取れる。 

しかし、この「高い意識」と「低い行動」との間には大きな隔たりが存在する。その背景とし

て、単なる知識不足だけでなく、限られた経営資源の制約や、人材への投資は短期的に効果が見

えにくいという事情が考えられる。つまり、目の前の資金繰りや業務対応といった短期的な課題

が、長期的な人材への投資の優先順位を下げているという、経営判断における時間軸の矛盾が存

在すると読み取れる。 

 ○人材不足の課題と必要とされる対策 

  質問 10: 直面している人材不足の課題を全てお選びください。（回答数: 345, 複数回答） 

選択肢 回答数 割合 

必要な人材が集まらない 203 58.84% 

採用後の定着が難しい 104 30.14% 

求めるスキルを持つ人材が少ない 144 41.74% 

後継者不足 63 18.26% 

特に問題はない 56 16.23% 

本設問は、企業が直面する人材問題が、単なる人数の不足にとどまらない、複雑な構造を持っ

ていることを示している。 

最も多い課題は「必要な人材が集まらない」（58.84%）という量の不足である。しかし、これ

に続き「求めるスキルを持つ人材が少ない」（41.74%）という質の不足が非常に高い割合で挙げ

られている点は重要である。 

この事実は、産業構造の変化やデジタル化の進展（DX）に伴い、企業が必要とする人材の能力

（スキルセット）が急速に変化しているのに対し、そのスキルを持つ人材が市場に不足している

か、あるいは既存社員の能力開発が追いついていないという、深刻な能力のミスマッチが生じて

いることを示唆する。 

18
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また、「採用後の定着が難しい」（30.14%）という課題は、採用活動のコストが無駄になるだ

けでなく、組織内部の働きやすさや評価制度（質問Ⅱ-２、Ⅱ-７参照）といったマネジメント体

制に根本的な問題がある可能性を指摘している。さらに、「後継者不足」（約２割）は、事業承

継という企業の存続そのものに関わる危機が、既に一部の企業で顕在化している状況を裏付ける

ものである。 

  質問 11: 人材不足に関する問題の深刻度を、10段階でお答えください。 (回答数: 345) 

選択肢 回答数 割合 

1（全く問題ない） 23 6.67% 

2 20 5.80% 

3 31 8.99% 

4 10 2.90% 

5（中間） 44 12.75% 

6 34 9.86% 

7 54 15.65% 

8 67 19.42% 

9 23 6.67% 

10（非常に深刻） 39 11.30% 

人材不足問題に対する深刻度の評価は、平均値25が 6.18であり、「７」以上の深刻度を付けた

企業が５割以上（53.04%）に達している。 

このデータは、福島県内の多くの企業が、人材不足を「自社の経営を左右する非常に重大なリ

スク」として共通認識していることを示している。単に「人が集まらない」という採用の困難さ

だけでなく、質問 10で明らかになったように、「特定のスキルを持つ人材がいないこと」や「後

継者がいないこと」といった、解決に時間と費用がかかる構造的な課題が複合的に影響している

結果であると分析される。 

この事実は、人材不足が個々の企業努力の限界を超えた、地域全体の産業構造や社会構造の問

題として捉えられている可能性が高いことを示唆している。したがって、企業の努力を後押しす

る行政や地域レベルでの包括的な対策が不可欠であるという認識が、経営者層に浸透していると

推察される。 

質問 12: 人材不足の問題に対して必要と考えている取組を全てお選びください。 (回答数: 

345, 複数回答) 

選択肢 回答数 割合 

採用競争力の強化（給与や福利厚生の改善等） 197 57.10% 

 
25 深刻度の平均値は、各選択肢（1〜10）に回答数を乗じた合計を、全回答数（345）で除した加重平均値である。 
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社名の認知度向上や PR活動の強化 151 43.77% 

多様な人材活用（外国人や高齢者雇用等）や多様

な働き方（短時間勤務、副業等）の導入 
93 26.96% 

離職防止の取組 121 35.07% 

労働生産性の向上（デジタル化等） 138 40.00% 

現時点では分からない 37 10.72% 

必要はない 21 6.09% 

個社ではなく、県や国全体としての取組 49 14.20% 

企業が考える人材不足への対策の優先順位は、現実的な市場原理に基づいている。最も選択率

が高いのは「給与や福利厚生の改善による採用力の強化」（57.10%）である。これは、人材獲得

競争を勝ち抜くためには、まず「待遇の改善」という直接的な対応が不可欠であるという、経営

判断を反映したものである。 

また、「労働生産性の向上（デジタル化など）」（40.00%）が上位に挙げられていることは、

採用による「量」の確保が困難であるという前提のもと、デジタル技術や設備導入等による業務

効率化・省人化が、事業維持のための重要な戦略として認識されていることを示唆する。これは、

人材不足をテクノロジーで補い、少ない人数で高い成果を上げる経営モデルへの転換を目指す意

識の高まりを裏付けている。 

更に、「社名の認知度向上」（43.77%）が上位に含まれているのは、特に知名度の低い中小企

業にとって、広報戦略による採用市場での存在感の確立が不可欠であるという認識を示している。 

これらのデータは、企業が待遇改善、効率化、そして広報活動という、多角的かつ現実的な解

決策の必要性を感じていると読み取れる。 

 ○多様な人材活用（高齢者、外国人材、副業・兼業） 

質問 13: 高齢者雇用について、貴社で実施している施策を全てお選びください。（回答数: 345, 

複数回答） 

選択肢 回答数 割合 

定年延長 115 33.33% 

継続雇用制度（嘱託・再雇用など） 198 57.39% 

定年廃止 25 7.25% 

シニア層のセカンドキャリア支援 14 4.06% 

特に実施していない 87 25.22% 

高齢者雇用の最も一般的な施策は、「継続雇用制度（嘱託・再雇用など）」（57.39%）である。

これは、多くの企業が従来の定年制度という枠組みは維持しつつ、必要なシニア社員を柔軟に再

雇用するという、現在の雇用慣行と労働力確保の必要性との間で妥協点を見出している状況を示

している。 
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一方で、「定年延長」（33.33%）や「定年廃止」（7.25%）といったより大胆な制度改革の実施

率はやや低い。このことは、企業が人件費管理や組織の新陳代謝といった観点から、シニア層の

活用を限定的かつ個別の対応に留めていることを示唆する。 

特に、「シニア層のセカンドキャリア支援」（4.06%）の実施率が極めて低い26点は、高齢者雇

用が、シニア社員の長年の経験や知識を若手に伝承する、あるいは新規事業に活かすといった戦

略的な目的ではなく、単なる労働力不足を補う「補充的雇用」にとどまっており、シニア層が持

つ暗黙知の形式知化や、リスキリングを介した配置転換には至っていない現状が浮き彫りとなっ

ている。 

質問 14-1: 外国人材の雇用・活用27について、現在の状況や課題として当てはまるものをお選

びください。 (回答数: 345） 

選択肢 回答数 割合 

現在、外国人材を活用している 39 11.30% 

現在はいないが、今後活用を検討している 56 16.23% 

活用の予定はない 250 72.46% 

外国人材の活用状況は、「活用の予定はない」企業が７割以上（72.46%）を占めており、県内

企業の多くにとって、外国人材の活用がまだ労働力確保の主要な選択肢となっていない現状が示

された。 

質問 14-2: 外国人材の雇用・活用について、現在の状況や課題として当てはまるものをお選び

ください。（複数回答）（回答数: 324） 

選択肢 回答数 割合 

日本語能力に不安がある 148 45.68% 

文化や習慣の違いへの対応が難しい 165 50.93% 

在留資格・制度が複雑で分かりにくい 92 28.40% 

採用ルートや紹介機関の情報が少ない 67 20.68% 

社内の受け入れ体制（教育・管理）が整っていな

い 
168 51.85% 

離職率が高い 23 7.10% 

特に課題は感じない 57 17.59% 

外国人材活用の課題として、「文化や習慣の違いへの対応」と「社内の受け入れ体制」がとも

 
26 言葉や定義自体がまだ一般的では無く、よく分からないが故に選択した回答者が少なかった可能性、又は「定年後や早期退職

後に、再就職、起業、学び直し、地域活動など新たなキャリア形成を企業や公的機関、人材サービスがサポートする取組」といっ

た定義と認識されている可能性もある。 
27 外国人材の活用については、2024年（令和 6年）6月に成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和

6年法律第 60号）」により、従来の「技能実習制度」に代わり、人材確保と育成を目的とした「育成就労制度」が創設された。

中小企業における活用の検討にあたっては、これら新制度への対応も重要な変数となる。 
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に 50% を超え（文化・習慣：50.93%、受け入れ体制：51.85%）、最多となっている。 

この結果は、在留資格や採用ルートといった制度的な障壁（ハード面）よりも、企業内部の異

文化理解やマネジメント能力といった受入環境（ソフト面）の未整備が、外国人材の受け入れを

妨げる最大の要因となっていることを示している。特に中小企業においては、外国人材を円滑に

受け入れ、育成・定着させるための専門的な人事・教育体制の構築が困難であることが、活用が

進まない要因であると分析される。 

質問 15: 「副業・兼業」で働く人材の雇用について、どうお考えですか？（回答数: 345） 

選択肢 回答数 割合 

積極的に受け入れたい 32 9.28% 

条件に合えば検討したい 145 42.03% 

今のところ受け入れる予定はない 143 41.45% 

よく分からない 20 5.80% 

その他 5 1.45% 

検討対象職種（「積極的に受け入れたい」又は「条件に合えば検討したい」） 

検討対象職種 回答数 

経営管理 17 

IT 49 

人事・労務 25 

事務 43 

営業 42 

財務 16 

広報 20 

技術 66 
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このデータは、企業が深刻な人材不足、特に特定の能力を持つ人材の不足（質問 10）に対し、

正社員雇用という伝統的な雇用形態に固執せず、外部の専門能力を柔軟に活用しようとする、戦

略的な柔軟性の高まりを反映していると分析できる。特に、副業・兼業で補いたいと考える検討

対象職種の上位が「技術」（66件）と「IT」（49件）であるという構造は、企業のニーズの焦点

がどこにあるかを示している。 

この事実は、企業が副業・兼業人材に期待している役割が、単なる一般事務や補助業務といっ

た「労働力の量的な補完」ではなく、社内での育成や確保が困難な専門スキル・知見の外部調達

に向けられていることを示唆している。すなわち、副業・兼業は、「求めるスキルを持つ人材の
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不足」（質問 10）という質の課題を解消するための有効な手段として、企業経営者に期待されて

いると分析できる。 

一方で、「今のところ受け入れる予定はない」企業も 41.45%と依然として高い。その背景には、

情報漏洩のリスク、本業との兼ね合いによる労務管理の複雑化、そして外部人材に任せる業務の

切り出し（ジョブデザイン28）の難しさといった、制度的・マネジメント的な懸念が存在すると推

察される。 

副業・兼業という新しい働き方を定着させるには、柔軟な活用意向と、実際の導入におけるリ

スク管理の難しさという二つの要素のバランスを取るための、詳細な運用ルールの整備が不可欠

である。 

  

 
28 ジョブデザイン（職務設計）とは、組織目標の達成と個人の満足度向上のため、業務の構成要素や責任範囲、遂行方法を体系

的に構築すること。人的資本経営における「ジョブ型雇用」への移行議論と密接に関連する。 
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(2)「個別施策に係る質問項目」に対する検証結果及び考察  

 ○人材採用の手段と成果 

  仮説①（地域密着型の採用戦略は、人材確保に有効である。）の有効性検証 

質問Ⅱ-１：人材確保の手段として実施している取組を全てお選びください。（回答数: 345, 

複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

ハローワーク 271 78.55% 

有料求人媒体（求人サイト、フリーペーパー等） 142 41.16% 

紹介（知人・社員）29 207 60.00% 

学校・専門機関連携（合同説明会など） 109 31.59% 

自社ウェブサイト・SNSの活用 120 34.78% 

地元広報誌・情報誌 31 8.99% 

地域合同説明会 72 20.87% 

特に実施していない 30 8.70% 

質問Ⅱ-１：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価30） 

総合評価平均値 2.80 

人材確保の手段として、「ハローワーク」（78.55%）と「紹介（知人・社員）」（60.00%）と

いった、費用対効果が高く、地域に根ざした伝統的な手法が依然として広く用いられていること

が確認できる。これは、特に経営資源が限られる中小企業にとって、外部の有料媒体（41.16%）

や自社ウェブサイト・SNS（34.78%）といったコストやノウハウを要する手段よりも、安定的で既

知の採用チャネルが優先されている現状を裏付けている。 

しかし、これらの取組の総合成果平均値は 2.80と相対的に中程度の評価であり、企業が実施し

ている採用活動が、現在の深刻な人材不足（質問 11）を解消するほどの高い有効性を持っていな

いことが定量的に示されている。このことから、従来の採用手法では、労働市場での競争激化に

対応できていないと分析できる。 

この事実は、企業が「必要な人材が集まらない」（質問 10）という重要課題を抱えているにも

かかわらず、その解決策として最も多く用いられている手法が十分な成果を生んでいないという、

構造的な問題を示唆している。 

今後の採用戦略においては、単にハローワークや縁故採用といった受動的な手法に依存するだ

けでなく、有料媒体や自社ウェブサイトを活用した広範な情報発信と、給与・福利厚生の改善（質

 
29 「紹介（知人・社員）」は、一般にリファラル採用と呼ばれ、価値観のミスマッチが少なく定着率が高い傾向にある。ただ

し、過度な依存は組織の同質化を招くリスク（エコーチェンバー現象）がある点に留意が必要である。 
30 5段階評価の算出にあたっては、「5：非常に成果を感じている」から「1：全く成果を感じていない」までの回答に対し、5点

から 1点を割り当て、その加重平均値を「総合評価平均値」として算出している。 
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問 12）を裏付けとした戦略的な採用ブランディングの強化が不可欠である。特に、採用後の定着

率の向上も低い評価であることは、採用チャネルの問題だけでなく、入社後の働きやすさや処遇

の納得感といった内部要因（質問Ⅱ-２、Ⅱ-７）にも、解決すべき課題があることを示唆している。 

質問Ⅱ-１の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

ハローワーク 
78.55% 81.58% 

+3.03pt31 

有料求人媒体（求人サイト、フリーペーパー等） 
41.16% 56.58% 

+15.42pt 

紹介（知人・社員） 
60.00% 68.42% 

+8.42pt 

学校・専門機関連携（合同説明会など） 
31.59% 43.42% 

+11.83pt 

自社ウェブサイト・SNSの活用 
34.78% 46.05% 

+11.27pt 

地元広報誌・情報誌 
8.99% 14.47% 

+5.48pt 

地域合同説明会 
20.87% 28.95% 

+8.08pt 

特に実施していない 
8.70% 0.00% 

▲8.70pt 

高成果企業は、全体と比較して以下の施策を組み合わせて実施していることが明らかになった。 

・能動的な情報発信 

「有料求人媒体」の実施率が 15.42ポイント増、「自社ウェブサイト・SNSの活用」は 11.27ポ

イント増と、大きく増加している。これは採用に成功している企業ほど、費用を投じてでも広

範に情報を発信し、自社の魅力を能動的に伝える戦略を採用していることを示している。 

・人材プール形成への注力（学校・専門機関連携） 

「学校・専門機関連携」の実施率が 11.83ポイント増となっており、この施策も成功に寄与し

ている。単なる欠員補充ではなく、中長期的な視点で人材パイプラインを構築し、早期から候

補者との接点を持つことが有効であることを示唆している。 

・基本的な施策の徹底（ハローワーク・紹介） 

依然として「ハローワーク」や「紹介（知人・社員）」といった施策も高い実施率を維持し、

全体よりわずかに高い水準となっている。人材確保に成功している企業においても、基礎的な

チャネルを疎かにせず、安定的な基盤として活用している。これに上記のような「攻めの施策」

を上乗せする複合的な戦略の重要性を示している。 

 

 
31 pt（ポイント）：パーセントで表された数値同士の差を表す単位。 
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質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

ハローワーク 
78.55% 75.86% 

▲2.69pt 

有料求人媒体（求人サイト、フリーペーパー等） 
41.16% 55.17% 

+14.01pt 

紹介（知人・社員） 
60.00% 58.62% 

▲1.38pt 

学校・専門機関連携（合同説明会など） 
31.59% 42.53% 

+10.94pt 

自社ウェブサイト・SNSの活用 
34.78% 50.57% 

+15.79pt 

地元広報誌・情報誌 
8.99% 11.49% 

+2.50pt 

地域合同説明会 
20.87% 27.59% 

+6.72pt 

特に実施していない 
8.70% 8.05% 

▲0.65pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・採用チャネルの多様化と戦略的な投資 

成長企業は、「有料求人媒体」（+14.01pt）、「自社ウェブサイト・SNS」（+15.79pt）、「学

校・専門機関連携」（+10.94pt）といった、コストや労力を要するチャネルを、全体平均と比

較して大幅に高い割合で活用している。これは、成長企業が受動的な採用（ハローワーク、縁

故紹介）に頼るだけでなく、積極的に採用資源を投資し、より広範で戦略的な情報発信を通じ

て人材を確保しようとしている姿勢を示している。 

 ・デジタル・オンライン媒体の積極活用 

「自社ウェブサイト・SNS」の実施率が全体より 15.79 ポイント高い 50.57%に達している点は

注目に値する。成長企業は、自社の魅力を直接伝え、企業ブランディングを行いながら採用を

進めるデジタルメディアの重要性を認識し、実践していると言える。 

 ・伝統的手法の相対的な低さ 

「ハローワーク」や「紹介（知人・社員）」といった伝統的手法の実施率は、成長企業でも依

然として高い水準（75.86%）であるが、全体平均よりはわずかに低くなっている。これは、伝

統的手法を軽視しているわけではなく、むしろ、より有効性の高い戦略的チャネルを並行して

活用することで、採用ポートフォリオを最適化していると考えられる。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-１について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 
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＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-１について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 
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選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

ハローワーク 
78.55% 96.00% 

+17.45pt 

有料求人媒体（求人サイト、フリーペーパー等） 
41.16% 45.33% 

+4.17pt 

紹介（知人・社員） 
60.00% 54.67% 

▲5.33pt 

学校・専門機関連携（合同説明会など） 
31.59% 48.00% 

+16.41pt 

自社ウェブサイト・SNSの活用 
34.78% 40.00% 

+5.22pt 

地元広報誌・情報誌 
8.99% 9.33% 

▲0.34pt 

地域合同説明会 
20.87% 26.67% 

+5.80pt 

特に実施していない 
8.70% 2.67% 

▲6.03pt 

 ・公的及びパイプライン型チャネルの徹底活用 

製造業は「ハローワーク」の実施率が 96.00%であり、全体を 17.45ポイント上回っている。ま

た、「学校・専門機関連携」も 48.00%で、全体を 16.41 ポイント上回っている。この結果は、

製造業が、低コストで広範囲な公的機関（ハローワーク）と、技能継承を目的とした中長期的

な人材パイプライン（学校連携）の構築に重点的に取り組んでいることを示している。 

 ・縁故採用（紹介）の相対的な低さ 

「紹介（知人・社員）」の実施率は、54.67%で、全体（60.00%）より 5.33ポイント低くなって

いる。製造業は事業所規模が大きく、伝統的な職種構成を持つことから、属人的な縁故採用よ

りも組織的・公的なチャネルを重視する傾向にあると推察される。 

＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-１について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

ハローワーク 
78.55% 78.26% 

▲0.29pt 

有料求人媒体（求人サイト、フリーペーパー等） 
41.16% 34.78% 

▲6.38pt 

紹介（知人・社員） 
60.00% 71.01% 

+11.01pt 

学校・専門機関連携（合同説明会など） 
31.59% 31.88% 

+0.29pt 

自社ウェブサイト・SNSの活用 
34.78% 33.33% 

▲1.45pt 

地元広報誌・情報誌 
8.99% 10.14% 

+1.15pt 

地域合同説明会 
20.87% 21.74% 

+0.87pt 

特に実施していない 
8.70% 7.25% 

▲1.45pt 
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 ・縁故採用（紹介）の相対的な高さ 

建設業では「紹介（知人・社員）」の実施率が 71.01%と、全体（60.00%）より 11.01ポイント

高く、このチャネルへの依存度が高いことが特徴である。その反面、有料求人媒体の利用率は

全体より低い水準にある。採用が特定の人脈（縁故）に依存することで、新たな技術や発想を

持つ多様な人材の確保が困難となっている可能性がある。 

 ○働きやすい職場環境の取組と成果 

  仮説②（働きやすい職場環境の整備は、人材定着に寄与する。）の有効性検証 

質問Ⅱ-２：働きやすい職場環境づくりに向けて実施している取組を全てお選びください。（回

答数: 345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

残業削減 220 63.77% 

テレワーク・リモートワークの導入 43 12.46% 

短時間勤務制度の導入 92 26.67% 

育児・介護両立支援 145 42.03% 

有給休暇取得の促進 226 65.51% 

特に実施していない 51 14.78% 

質問Ⅱ-２：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.94 

働きやすい職場環境づくりの取組では、「有給休暇取得の促進」（65.51%）と「残業削減」（63.77%）

といった、労働基準法や働き方改革関連法に基づいた基本的な労務管理の徹底が中心であること

が確認される。一方で、「テレワーク・リモートワークの導入」（12.46%）や「短時間勤務制度

の導入」（26.67%）といった、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方32の導入率は、依然として

低い水準にとどまっている。 

これらの取組の総合成果平均値は 2.94であり、相対的にやや高い評価と認められた。基本的な

労務管理の徹底とワーク・ライフ・バランスへの配慮が、社員の定着率向上と満足度向上に一定

の正の影響を与えていることが確認できる。これは、「採用後の定着が難しい」（質問 10）とい

う課題に対し、働きやすい環境の整備が有効な解決策であることを裏付けている。 

しかし、テレワークなどの柔軟な働き方の導入率が低い点は問題である。柔軟な働き方は、単

に社員の利便性を高めるだけでなく、「労働生産性の向上（デジタル化等）」（質問 12）とも深

く関連しているからである。これは、通勤時間の削減や業務効率化を通じて企業の生産性を高め

 
32 テレワーク等の柔軟な働き方は、単なる福利厚生ではなく、災害発生時の事業継続計画（BCP）や、育児・介護等の制約を持つ

優秀な人材の離職を防ぐ「守りの経営戦略」としての側面も持つ。 

28
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るポテンシャルを持っている。 

今後の施策においては、基本的な労務管理の徹底に加え、ICT を活用した柔軟な働き方の導入

支援を強化し、人材不足への対応（質問Ⅱ-８）としての側面も追求することが重要である。 

質問Ⅱ-２の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

残業削減 
63.77% 81.82% 

+18.05pt 

テレワーク・リモートワークの導入 
12.46% 26.14% 

+13.68pt 

短時間勤務制度の導入 
26.67% 32.95% 

+6.28pt 

育児・介護両立支援 
42.03% 57.95% 

+15.92pt 

有給休暇取得の促進 
65.51% 86.36% 

+20.85pt 

特に実施していない 
14.78% 1.14% 

▲13.64pt 

高成果企業は、全体と比較して以下の施策を組み合わせて実施していることが明らかになった。 

・基本的な労務管理の徹底（残業削減・有休促進） 

高成果企業は、「有給休暇取得の促進」と「残業削減」の実施率が全体を約 18〜20ポイント上

回っている。これは、働きやすい環境づくりにおいて、労働時間と休暇に関する基本的な施策

の徹底が、社員の満足度向上と定着に直結することを示唆している。 

・柔軟な働き方の積極的な導入（テレワーク） 

「テレワーク・リモートワークの導入」は、成果に満足している企業では 26.14%と、全体（12.46%）

の２倍以上の実施率となっている。場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が、単なる福利厚

生ではなく、労務管理の成果を増幅させるブースターとして機能することを示唆している。柔

軟な働き方は労働生産性の向上（デジタル化等）とも関連が深く、高成果企業はこれを実践し

ていると言える。 

・多様なニーズへの対応（育児・介護両立支援） 

「育児・介護両立支援」は、高成果企業では 57.95%と、全体（42.03%）を約 16 ポイント上回

っている。この施策は、特にライフイベントを迎えた優秀な人材の離職リスクを低減し、長期

的な人材定着に貢献しているものと評価される。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

第２章 マクロ的調査（アンケート調査） 
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選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

残業削減 
63.77% 68.97% 

+5.20pt 

テレワーク・リモートワークの導入 
12.46% 25.29% 

+12.83pt 

短時間勤務制度の導入 
26.67% 39.08% 

+12.41pt 

育児・介護両立支援 
42.03% 56.32% 

+14.29pt 

有給休暇取得の促進 
65.51% 72.41% 

+6.90pt 

特に実施していない 
14.78% 11.49% 

▲3.29pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・柔軟な働き方への積極的な投資 

成長企業は、「テレワーク・リモートワーク」（+12.83pt）、「短時間勤務制度」（+12.41pt）、

「育児・介護両立支援」（+14.29pt）といった、柔軟性・多様性を重視した施策について、全

体平均と比較して高い実施率を示している。これは、成長企業が、単なる法令遵守のレベルを

超えて、従業員の多様なライフスタイルに対応するための制度整備に積極的に取り組んでいる

ことを示唆している。柔軟な働き方は、優秀な人材の離職を防ぐと同時に、働く場所を広げる

ことで採用競争力も高める。 

 ・基本施策の徹底 

「有給休暇取得の促進」や「残業削減」といった基本的な施策も、成長企業の方が全体より高

い実施率となっている。これは、成長企業は「基本的な労務管理の徹底」と「柔軟な制度の導

入」の両輪で、社員満足度と定着率の向上を図っていることを示している。 

 ・成長と柔軟性の相関 

成長企業は、人材を確保・定着させるための競争力として、「働きやすさ」を重要視しており、

特に「場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」や「ライフイベントとの両立支援」といった、

より高度な施策に積極的に投資している。これらの柔軟な制度は、質問Ⅱ-1の分析で確認され

た「自社ウェブサイト・SNS を活用した戦略的な採用」とも親和性が高く、企業の魅力を高め

る重要な要素となっていると推測される。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-２について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

残業削減 
63.77% 70.67% 

+6.90pt 

テレワーク・リモートワークの導入 
12.46% 9.33% 

▲3.13pt 
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選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 
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63.77% 70.67% 

+6.90pt 

テレワーク・リモートワークの導入 
12.46% 9.33% 

▲3.13pt 
 

31 

短時間勤務制度の導入 
26.67% 28.00% 

+1.33pt 

育児・介護両立支援 
42.03% 53.33% 

+11.30pt 

有給休暇取得の促進 
65.51% 72.00% 

+6.49pt 

特に実施していない 
14.78% 8.00% 

▲6.78pt 

 ・基本的な労務管理の徹底 

「残業削減」（70.67%）と「有給休暇取得の促進」（72.00%）の実施率が全体を上回っており、

製造業が法定要件や基本的なワーク・ライフ・バランス施策の徹底に注力していることが分か

る。「特に実施していない」が全体より大幅に低い（-6.78pt）ことは、製造業が環境整備に対

する意識が高いことを示唆する。 

 ・育児・介護両立支援への積極性 

「育児・介護両立支援」の実施率が 53.33%と、全体（42.03%）を 11.30ポイントも大きく上回

っており、ライフイベントを迎えた社員の定着を強く意識していることが特徴的である。 

＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-２について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

残業削減 
63.77% 71.01% 

+7.24pt 

テレワーク・リモートワークの導入 
12.46% 4.35% 

▲8.11pt 

短時間勤務制度の導入 
26.67% 13.04% 

▲13.63pt 

育児・介護両立支援 
42.03% 31.88% 

▲10.15pt 

有給休暇取得の促進 
65.51% 71.01% 

+5.50pt 

特に実施していない 
14.78% 11.59% 

▲3.19pt 

 ・現場依存型の労務管理への集中と柔軟性施策の遅れ 

建設業は「残業削減」（71.01%）と「有給休暇取得の促進」（71.01%）の実施率が全体よりも

やや高く、基本的な労務管理に注力していることが分かる。一方で「短時間勤務制度の導入」

は全体より 13.63ポイント、「育児・介護両立支援」は 10.15ポイント、それぞれ低い水準に

ある。 

建設業における「働き方改革」は、長時間労働是正（残業・有休）という法規制対応33が中心と

なっており、柔軟な勤務形態を提供する施策が他産業全体と比較して遅れている状況である。

 
33 建設業においては、2024年 4月より時間外労働の上限規制が適用（いわゆる「2024年問題」）されたことを背景に、長時間労

働の是正が喫緊の課題となっている。 
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現場作業という特性上、柔軟な働き方の導入が難しいという構造的な制約があるにせよ、働き

方の見直しが進んでいないことが、他産業との競争における採用面でのハンディキャップとな

っていると考えられる。 

 ・ワーク・ライフ・バランス支援の不足 

「短時間勤務制度」や「育児・介護両立支援」といった、特定のライフイベントに対応するた

めの施策の実施率が低い（全体より 10～13ポイント低い）ことは、柔軟な働き方を求める人材

層への配慮が不足していることを示している。これらの施策の遅れは、子育て世代や介護を担

う人材の採用と定着を阻害する要因となり得るものである。 

 ○人材育成・スキル開発の取組と成果 

  仮説③（体系的な育成プログラムの充実は、専門性向上と組織力強化をもたらす。）の有効性

検証 

質問Ⅱ-３：人材育成・スキル開発に向けて実施している取組を全てお選びください。（回答数: 

345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

社内研修 185 53.62% 

外部研修への参加 177 51.30% 

現場での指導（OJT） 257 74.49% 

資格取得の奨励（報奨金支給等） 179 51.88% 

新しいスキル取得の支援（リスキリング34支援） 70 20.29% 

特に実施していない 37 10.72% 

質問Ⅱ-３：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.99 

人材育成・スキル開発の取組は、「現場での指導（OJT）」（74.49%）が最も一般的であり、半

数以上の企業が「社内研修」（53.62%）や「外部研修への参加」（51.30%）、「資格取得の奨励」

（51.88%）を実施している。この結果は、企業が実務経験や国家資格取得を通じた内製化された

育成に重点を置いていることを示している。 

これらの取組の総合成果平均値は 2.99であり、相対的にやや高い評価と認められた。このこと

から、人材育成への投資が、社員の能力開発と組織の生産性向上に直接的かつ強い好影響を与え

ていることが確認できる。これは、企業が抱える「求めるスキルを持つ人材が少ない」（質問 10）

という「質の不足」に対し、内部での教育投資が信頼できる解決策として機能していることを定

 
34 リスキリング（Re-skilling）：新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応する

ために、必要なスキルを獲得すること。経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」等の定義に準ずる。 
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量的に裏付けている。 

一方で、「新しいスキル取得の支援（リスキリング支援）」の実施率が 20.29%と低い点は、今

後の大きな課題である。DXの進展や産業構造の変化に伴い、従来の OJTだけでは対応できない新

しい知識や技術が求められている（質問 10の質の不足）。業務効率化・生産性向上をさらに伸ば

し、企業の持続的成長を確保するためには、OJT の枠を超えた体系的なリスキリングプログラム

の導入が不可欠であると分析される。 

質問Ⅱ-３の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

社内研修 
53.62% 66.28% 

+12.66pt 

外部研修への参加 
51.30% 69.77% 

+18.47pt 

現場での指導（OJT） 
74.49% 82.56% 

+8.07pt 

資格取得の奨励（報奨金支給等） 
51.88% 61.63% 

+9.75pt 

新しいスキル取得の支援（リスキリング支援） 
20.29% 31.40% 

+11.11pt 

特に実施していない 
10.72% 2.33% 

▲8.39pt 

高成果企業は、「外部研修」や「リスキリング支援」といった外部に目を向けた施策を、全体

よりも高い比率で取り入れていることが明らかとなった。 

 ・「外部研修」の実施が成果に直結 

最も顕著な差が見られるのは「外部研修への参加」で、高成果企業の実施率は全体より 18.47

ポイント高い 69.77%となっている。自社にない専門知識や最新の知見を外部から積極的に取り

込む姿勢が、育成成果を大きく高める要因になっていることを示唆している。 

・リスキリングと OJTの相乗効果 

「新しいスキル取得の支援（リスキリング支援）」も、高成果企業では全体より 11.11ポイン

ト高い 31.40%で実施されている。新しい知識・技術への投資が、既に定着している OJT 

（+8.07pt）の効果を増幅させ、より高い成果を生み出していると考えられる。 

 ・多角的な育成ポートフォリオの構築 

高成果企業は、全ての育成施策（OJT、社内研修、外部研修、資格取得奨励、リスキリング支援）

において、全体平均よりも高い実施率を示している。対照的に、「特に実施していない」と回

答した企業の割合は、高成果企業では 2.33%と低く、育成活動自体に積極的であることが裏付

けられる。 
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質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

社内研修 
53.62% 60.92% 

+7.30pt 

外部研修への参加 
51.30% 65.52% 

+14.22pt 

現場での指導（OJT） 
74.49% 80.46% 

+5.97pt 

資格取得の奨励（報奨金支給等） 
51.88% 57.47% 

+5.59pt 

新しいスキル取得の支援（リスキリング支援） 
20.29% 27.59% 

+7.30pt 

特に実施していない 
10.72% 5.75% 

▲4.97pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・外部リソースを活用した体系的なスキルアップ 

成長企業は、「外部研修への参加」の実施率が全体より 14.22ポイント高い。このことは、OJT

（現場指導）を基本としつつも、外部の専門知識や最新ノウハウを積極的に取り込み、体系的

かつ質の高いスキルアップを追求していることを示唆している。また、OJT 以外の全ての育成

手段の実施率が全体平均を上回っている点も、成長企業が育成に多角的・積極的な投資を行っ

ている証左であると言える。 

 ・リスキリングへの先行投資 

「新しいスキル取得の支援（リスキリング支援）」の実施率は、全体（20.29%）と比べて 7.30

ポイント高い 27.59%となっている。依然として低い水準ではあるが、成長企業の方が、変化に

対応できる将来的なスキル開発への意識が高く、先行して投資を始めていることが分かる。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-３について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

社内研修 
53.62% 62.67% 

+9.05pt 

外部研修への参加 
51.30% 58.67% 

+7.37pt 

現場での指導（OJT） 
74.49% 81.33% 

+6.84pt 

資格取得の奨励（報奨金支給等） 
51.88% 46.67% 

▲5.21pt 

新しいスキル取得の支援（リスキリング支援） 
20.29% 21.33% 

+1.04pt 

特に実施していない 
10.72% 5.33% 

▲5.39pt 
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▲5.39pt 
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 ・内製化育成の重視 

「現場での指導（OJT）」（81.33%）の実施率が全体を 6.84ポイント上回っており、製造業の

伝統的な育成手法である OJTがより徹底されていることが分かる。「社内研修」（+9.05pt）や

「外部研修への参加」（+7.37pt）の実施率も高く、育成活動自体には積極的であると言える。

これは、内製化された育成に重点が置かれていることを裏付けている。 

 ・資格取得奨励の相対的な弱さ 

一方で、「資格取得の奨励」の実施率が全体（51.88%）より 5.21ポイント低い結果となってい

る。このことは、技術・技能継承の核となるべき資格取得への金銭的な動機づけや報奨が、他

業種ほど強くない可能性を示唆している。 

＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-３について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

社内研修 
53.62% 50.72% 

▲2.90pt 

外部研修への参加 
51.30% 44.93% 

▲6.37pt 

現場での指導（OJT） 
74.49% 81.16% 

+6.67pt 

資格取得の奨励（報奨金支給等） 
51.88% 71.01% 

+19.13pt 

新しいスキル取得の支援（リスキリング支援） 
20.29% 23.19% 

+2.90pt 

特に実施していない 
10.72% 5.80% 

▲4.92pt 

 ・伝統的な OJTと資格取得への集中 

建設業の育成施策は、「現場での指導（OJT）」（81.16%）と「資格取得の奨励」（71.01%）の

実施率が全体を大きく上回っている。特に「資格取得の奨励」は全体（51.88%）より 19.13ポ

イントも高く、この分野に注力していることが分かる。これは、国家資格や実務経験が直接的

に業務遂行能力や企業の信頼性（入札等）に結びつくという業界の特性を反映したものと考え

られる。 

 ・外部知見の活用不足 

一方で、「外部研修への参加」の実施率は 44.93%と、全体（51.30%）より 6.37ポイント低く、

外部の専門知識や最新動向を取り入れる機会が少ないことが示されている。このことは、業界

外の先進的な知識やマネジメント手法を取り入れにくく、結果として思考の固定化を招く恐れ

がある。 
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 ○地域貢献の取組と成果 

  仮説④（地域社会との信頼構築は、企業価値向上に寄与する。）の有効性検証 

質問Ⅱ-４：地域社会との連携・貢献に向けて実施している取組を全てお選びください。（回答

数: 345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 242 70.14% 

地域団体との共同事業 121 35.07% 

ボランティア活動 130 37.68% 

社外向け企業見学会 69 20.00% 

地域メディアでの情報発信 76 22.03% 

特に実施していない 62 17.97% 

質問Ⅱ-４：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.68 

地域貢献の取組では、「地域イベントへの協賛・参加」（70.14%）が最も広く実施されている。

これは、地域社会の一員としての最低限の責務や、慣習的な活動として捉えられている側面が強

いことを示している。 

一方で、この取組の総合成果平均値は 2.68と相対的に低い評価にとどまった。この乖離は、地

域貢献活動が、企業の「価値」を外部に積極的に発信し、それを採用や事業機会に結びつけるた

めの「戦略性」に欠けていることを示唆している。 

多くの企業において地域貢献を「慣習的な関係維持コスト」と捉えており、「地域メディアで

の情報発信」（22.03%）や「社外向け企業見学会」（20.00%）といった企業価値を可視化・発信

する施策の実施率が低いことが、成果の低迷につながっていると分析される。 

質問Ⅱ-４の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 
70.14% 79.45% 

+9.31pt 

地域団体との共同事業 
35.07% 43.84% 

+8.77pt 

ボランティア活動 
37.68% 58.90% 

+21.22pt 

社外向け企業見学会 
20.00% 35.62% 

+15.62pt 

地域メディアでの情報発信 
22.03% 43.84% 

+21.81pt 

特に実施していない 
17.97% 5.48% 

▲12.49pt 
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 ○地域貢献の取組と成果 

  仮説④（地域社会との信頼構築は、企業価値向上に寄与する。）の有効性検証 

質問Ⅱ-４：地域社会との連携・貢献に向けて実施している取組を全てお選びください。（回答

数: 345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 242 70.14% 

地域団体との共同事業 121 35.07% 

ボランティア活動 130 37.68% 

社外向け企業見学会 69 20.00% 

地域メディアでの情報発信 76 22.03% 

特に実施していない 62 17.97% 

質問Ⅱ-４：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.68 

地域貢献の取組では、「地域イベントへの協賛・参加」（70.14%）が最も広く実施されている。

これは、地域社会の一員としての最低限の責務や、慣習的な活動として捉えられている側面が強

いことを示している。 

一方で、この取組の総合成果平均値は 2.68と相対的に低い評価にとどまった。この乖離は、地

域貢献活動が、企業の「価値」を外部に積極的に発信し、それを採用や事業機会に結びつけるた

めの「戦略性」に欠けていることを示唆している。 

多くの企業において地域貢献を「慣習的な関係維持コスト」と捉えており、「地域メディアで

の情報発信」（22.03%）や「社外向け企業見学会」（20.00%）といった企業価値を可視化・発信

する施策の実施率が低いことが、成果の低迷につながっていると分析される。 

質問Ⅱ-４の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 
70.14% 79.45% 

+9.31pt 

地域団体との共同事業 
35.07% 43.84% 

+8.77pt 

ボランティア活動 
37.68% 58.90% 

+21.22pt 

社外向け企業見学会 
20.00% 35.62% 

+15.62pt 

地域メディアでの情報発信 
22.03% 43.84% 

+21.81pt 

特に実施していない 
17.97% 5.48% 

▲12.49pt 
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高成果企業は、どの活動においても全体平均より高い実施率を示しているが、特に以下の活動

で実施率の差が顕著である。 

 ・情報発信による企業価値の可視化 

「地域メディアでの情報発信」の実施率は、高成果企業（43.84%）が全体（22.03%）の約２倍

と顕著な差（+21.81pt）が見られる。これは、活動を「実施する」だけでなく、その内容や企

業の姿勢を積極的に外部に伝え、企業価値を可視化することが、地域貢献の成果に最も直結す

る戦略的な要素であることを示唆している。 

 ・人的貢献（ボランティア）の強化 

ボランティア活動も、高成果企業（58.90%）が全体（37.68%）より 21.22ポイント高い実施率

となっている。ボランティア活動は、地域住民の企業に対する親近感や信頼度を高める上で有

効であり、継続的な成果に結びついていると言える。 

 ・企業理解を深める場（見学会）の提供 

「社外向け企業見学会」は、全体（20.00%）に対する高成果企業（35.62%）の実施率が約 1.8倍

と高い差（+15.62pt）を示している。自社の技術や事業を具体的に地域に紹介し、地域人材の

採用や事業に対する理解促進を通じて、企業の長期的な成果に貢献しているものと考えられる。 

 ・共同事業の実施 

「地域団体との共同事業」は、他の活動と比較して差は小さい（+8.77pt）ものの、高成果企業

では実施率（43.84%）が全体（35.07%）より高く維持されている。慣習的な協賛・参加にとど

まらず、地域団体と連携した具体的な課題解決に取り組むことが、企業の存在意義を高め、成

果を実感する上で重要であることを示唆している。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 
70.14% 75.86% 

+5.72pt 

地域団体との共同事業 
35.07% 44.83% 

+9.76pt 

ボランティア活動 
37.68% 39.08% 

+1.40pt 

社外向け企業見学会 
20.00% 27.59% 

+7.59pt 

地域メディアでの情報発信 
22.03% 40.23% 

+18.20pt 

特に実施していない 
17.97% 13.79% 

▲4.18pt 
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全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・発信と連携への強い意識 

成長企業は、「地域メディアでの情報発信」の実施率が全体より 18.20ポイント高い 40.23%と、

大きな差を示している。また、「地域団体との共同事業」（+9.76pt）や「社外向け企業見学会」

（+7.59pt）といった、外部へ自社の存在や価値を可視化・発信したり、地域と深く連携したり

する施策の実施率が高い。 

これは、成長企業が地域貢献活動を、単なる慣習的な参加で終わらせず、「採用（企業見学）」

「事業機会の創出（共同事業）」「企業イメージ向上（情報発信）」といった戦略的な成果に

結びつける手段として積極的に活用していることを示している。 

 ・慣習的活動の実施率はほぼ変わらず 

実施率が高い「地域イベントへの協賛・参加」は、成長企業でも実施率は高いものの、全体と

の差は若干上回る程度（+5.72pt）である。成長企業は伝統的な活動は維持しつつ、その上で戦

略的な発信活動を上乗せしていることを示している。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-４について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 
70.14% 73.33% 

+3.19pt 

地域団体との共同事業 
35.07% 32.00% 

▲3.07pt 

ボランティア活動 
37.68% 36.00% 

▲1.68pt 

社外向け企業見学会 
20.00% 41.33% 

+21.33pt 

地域メディアでの情報発信 
22.03% 29.33% 

+7.30pt 

特に実施していない 
17.97% 17.33% 

▲0.64pt 

 ・企業理解促進への積極性 

「社外向け企業見学会」の実施率が 41.33%と、全体（20.00%）を 21.33ポイントも大きく上回

っており、製造業が自社の事業内容や技術を地域に直接紹介し、理解を深めてもらうことに特

に注力していることが特徴的である。 

 ・情報発信への意識の高さ 

「地域メディアでの情報発信」も全体より 7.30ポイント高く、製造業が地域貢献活動を単なる

慣習で終わらせず、その活動を外部に伝え、企業イメージ向上につなげようとする意識が相対

的に高いことが分かる。  
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全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・発信と連携への強い意識 

成長企業は、「地域メディアでの情報発信」の実施率が全体より 18.20ポイント高い 40.23%と、

大きな差を示している。また、「地域団体との共同事業」（+9.76pt）や「社外向け企業見学会」

（+7.59pt）といった、外部へ自社の存在や価値を可視化・発信したり、地域と深く連携したり

する施策の実施率が高い。 

これは、成長企業が地域貢献活動を、単なる慣習的な参加で終わらせず、「採用（企業見学）」

「事業機会の創出（共同事業）」「企業イメージ向上（情報発信）」といった戦略的な成果に

結びつける手段として積極的に活用していることを示している。 

 ・慣習的活動の実施率はほぼ変わらず 

実施率が高い「地域イベントへの協賛・参加」は、成長企業でも実施率は高いものの、全体と

の差は若干上回る程度（+5.72pt）である。成長企業は伝統的な活動は維持しつつ、その上で戦

略的な発信活動を上乗せしていることを示している。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-４について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 
70.14% 73.33% 

+3.19pt 

地域団体との共同事業 
35.07% 32.00% 

▲3.07pt 

ボランティア活動 
37.68% 36.00% 

▲1.68pt 

社外向け企業見学会 
20.00% 41.33% 

+21.33pt 

地域メディアでの情報発信 
22.03% 29.33% 

+7.30pt 

特に実施していない 
17.97% 17.33% 

▲0.64pt 

 ・企業理解促進への積極性 

「社外向け企業見学会」の実施率が 41.33%と、全体（20.00%）を 21.33ポイントも大きく上回

っており、製造業が自社の事業内容や技術を地域に直接紹介し、理解を深めてもらうことに特

に注力していることが特徴的である。 

 ・情報発信への意識の高さ 

「地域メディアでの情報発信」も全体より 7.30ポイント高く、製造業が地域貢献活動を単なる

慣習で終わらせず、その活動を外部に伝え、企業イメージ向上につなげようとする意識が相対

的に高いことが分かる。  
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＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-４について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

地域イベントへの協賛・参加 
70.14% 71.01% 

+0.87pt 

地域団体との共同事業 
35.07% 36.23% 

+1.16pt 

ボランティア活動 
37.68% 50.72% 

+13.04pt 

社外向け企業見学会 
20.00% 13.04% 

▲6.96pt 

地域メディアでの情報発信 
22.03% 13.04% 

▲8.99pt 

特に実施していない 
17.97% 14.49% 

▲3.48pt 

 ・現場依存型の地域貢献の実態 

建設業は「ボランティア活動」（50.72%）の実施率が全体（37.68%）より 13.04ポイント高く、

災害復旧やインフラ整備など、現場での直接的かつ物理的な貢献活動に積極的であることが分

かる。一方で、「地域メディアでの情報発信」（13.04%）は全体（22.03%）より 8.99ポイント

低く、「社外向け企業見学会」（13.04%）も低い水準にある。 

これは、地域社会への貢献に取り組んでいるものの、その活動を戦略的に可視化し、企業価値

や魅力として外部に発信する取組が不足していることを示唆する。 

 ○経営理念の浸透・共有の取組と成果 

  仮説⑤（経営理念の共有は、従業員のモチベーションと一体感を高める。）の有効性検証 

質問Ⅱ-５：経営理念の浸透・共有に向けて実施している取組を全てお選びください。（回答数: 

345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

朝礼・定例会議での唱和・共有 202 58.55% 

社内 SNS/イントラネット 67 19.42% 

ワークショップ・勉強会 58 16.81% 

社内報・ニュースレター 63 18.26% 

社長メッセージ 122 35.36% 

特に実施していない 85 24.64% 

質問Ⅱ-５：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.79 
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経営理念の浸透・共有策として、「朝礼・定例会議での唱和・共有」（58.55%）といった、ト

ップダウン的で伝統的なコミュニケーション手段が中心である。一方で、「特に実施していない」

企業が 24.64%存在することも見過ごせない事実である。 

これらの取組の総合成果平均値は 2.79と、相対的に中程度の評価にとどまった。この原因は、

理念の共有が単なる伝達や唱和に終始しており、社員がその理念を自分事として捉え、日々の業

務や意思決定に結びつけるための「双方向的な対話」や「実践への紐づけ」が不足している点に

あると読み取れる。 

経営理念の浸透は、社員のエンゲージメント（貢献意欲）を高め、離職率の低下（質問 10）に

も間接的に寄与するものであり、今後はワークショップ・勉強会（16.81%）といった、理念を実

践へと落とし込む施策の強化が求められる。 

質問Ⅱ-５の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

朝礼・定例会議での唱和・共有 
58.55% 82.50% 

+23.95pt 

社内 SNS/イントラネット 
19.42% 41.25% 

+21.83pt 

ワークショップ・勉強会 
16.81% 38.75% 

+21.94pt 

社内報・ニュースレター 
18.26% 31.25% 

+12.99pt 

社長メッセージ 
35.36% 58.75% 

+23.39pt 

特に実施していない 
24.64% 2.50% 

▲22.14pt 

高成果企業は、全ての施策において全体の実施率を大きく上回っており、特に以下の３点に特

徴が見られる。 

 ・施策の実行量と多角的展開 

全体の 24.64%が「特に実施していない」と回答しているのに対し、高成果企業ではこの割合が

2.50%に激減している。理念浸透において「何もやらない」という選択肢を排除し、継続的に施

策を実行することが、成果を出すための絶対的な前提条件であることが示されている。また、

高成果企業は、「朝礼・定例会議」（82.50%）のような伝統的な手段を基礎としつつ、ワーク

ショップ、社内 SNSといった異なる性質を持つチャネルを組み合わせている。 

 ・トップダウンとボトムアップの組み合わせ 

「社長メッセージ」の実施率が全体（35.36%）と比較して 23.39ポイントの増と大きく増加し
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経営理念の浸透・共有策として、「朝礼・定例会議での唱和・共有」（58.55%）といった、ト

ップダウン的で伝統的なコミュニケーション手段が中心である。一方で、「特に実施していない」

企業が 24.64%存在することも見過ごせない事実である。 

これらの取組の総合成果平均値は 2.79と、相対的に中程度の評価にとどまった。この原因は、

理念の共有が単なる伝達や唱和に終始しており、社員がその理念を自分事として捉え、日々の業

務や意思決定に結びつけるための「双方向的な対話」や「実践への紐づけ」が不足している点に

あると読み取れる。 

経営理念の浸透は、社員のエンゲージメント（貢献意欲）を高め、離職率の低下（質問 10）に

も間接的に寄与するものであり、今後はワークショップ・勉強会（16.81%）といった、理念を実

践へと落とし込む施策の強化が求められる。 

質問Ⅱ-５の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

朝礼・定例会議での唱和・共有 
58.55% 82.50% 

+23.95pt 

社内 SNS/イントラネット 
19.42% 41.25% 

+21.83pt 

ワークショップ・勉強会 
16.81% 38.75% 

+21.94pt 

社内報・ニュースレター 
18.26% 31.25% 

+12.99pt 

社長メッセージ 
35.36% 58.75% 

+23.39pt 

特に実施していない 
24.64% 2.50% 

▲22.14pt 

高成果企業は、全ての施策において全体の実施率を大きく上回っており、特に以下の３点に特

徴が見られる。 

 ・施策の実行量と多角的展開 

全体の 24.64%が「特に実施していない」と回答しているのに対し、高成果企業ではこの割合が

2.50%に激減している。理念浸透において「何もやらない」という選択肢を排除し、継続的に施

策を実行することが、成果を出すための絶対的な前提条件であることが示されている。また、

高成果企業は、「朝礼・定例会議」（82.50%）のような伝統的な手段を基礎としつつ、ワーク

ショップ、社内 SNSといった異なる性質を持つチャネルを組み合わせている。 

 ・トップダウンとボトムアップの組み合わせ 

「社長メッセージ」の実施率が全体（35.36%）と比較して 23.39ポイントの増と大きく増加し
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ている。経営トップが理念を自身の言葉で発信することが、理念に重みと現実味を与え、社員

の共感と目的意識を高める上で不可欠であることを示している。また、「ワークショップ・勉

強会」の実施率（38.75%）は全体（16.81%）の２倍以上となっている。社員が自ら理念の意味

を理解し、日々の業務への具体的な行動計画として落とし込むプロセスを経ることで、理念の

自分事化を促進している。 

 ・デジタル活用による常時共有 

「社内 SNS／イントラネット」の実施率（41.25%）も全体（19.42%）の 2 倍以上であり、理念

を「日常の業務インフラの一部」として定着させていることが伺える。デジタルツールを活用

することで、理念に関する成功事例や好事例などを「生きた情報」としてリアルタイムで共有

し、風化を防いでいることが示唆される。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

朝礼・定例会議での唱和・共有 
58.55% 63.22% 

+4.67pt 

社内 SNS/イントラネット 
19.42% 29.89% 

+10.47pt 

ワークショップ・勉強会 
16.81% 16.09% 

▲0.72pt 

社内報・ニュースレター 
18.26% 24.14% 

+5.88pt 

社長メッセージ 
35.36% 52.87% 

+17.71pt 

特に実施していない 
24.64% 16.09% 

▲8.55pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・トップの強いコミットメントと発信 

成長企業では、「社長メッセージ」の実施率が全体より 17.71ポイント高く、大きな差を示し

ている。これは、成長企業において、経営トップが自ら理念を語り、社員と直接コミュニケー

ションを取ることの重要性が高く認識されていることを示すものである。 

 ・デジタルメディアの活用 

「社内 SNS／イントラネット」の実施率も全体より 10.47ポイント高い 29.89%となっている。

成長企業が、従来の朝礼などの対面形式に加え、デジタルツールを積極的に活用することで、

理念の浸透をより頻繁かつ広範に、また双方向的なコミュニケーションを目指して行っている

ことが示唆される。これは、質問Ⅱ-5で確認された「自社ウェブサイト・SNSの活用」（人材

確保）の高さと共通しており、成長企業のデジタル活用能力の高さを裏付けるものである。 
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 ・施策実施への積極性 

「特に実施していない」の割合が全体より 8.55ポイント低いことから、成長企業は、理念浸透

の重要性を認識し、何らかの施策を行うことに積極的であることが分かる。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-５について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

朝礼・定例会議での唱和・共有 
58.55% 66.67% 

+8.12pt 

社内 SNS/イントラネット 
19.42% 24.00% 

+4.58pt 

ワークショップ・勉強会 
16.81% 21.33% 

+4.52pt 

社内報・ニュースレター 
18.26% 25.33% 

+7.07pt 

社長メッセージ 
35.36% 49.33% 

+13.97pt 

特に実施していない 
24.64% 13.33% 

▲11.31pt 

 ・トップダウン型施策の徹底 

「社長メッセージ」（+13.97pt）や「朝礼・定例会議」（+8.12pt）といった、経営トップや既

存の会議体を通じたトップダウン型の伝達施策を、全体より高いレベルで実施している。また、

「特に実施していない」割合が全体より 11.31ポイント低く、製造業が理念浸透の活動自体に

積極的であることが裏付けられる。 

 ・情報伝達ツールの活用 

「社内報・ニュースレター」（+7.07pt）や「社内 SNS/イントラネット」（+4.58pt）の実施率

も全体を上回っており、文書やデジタルツールを用いた情報伝達に積極的であると言える。 

＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-５について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

朝礼・定例会議での唱和・共有 
58.55% 56.52% 

▲2.03pt 

社内 SNS/イントラネット 
19.42% 20.29% 

+0.87pt 

ワークショップ・勉強会 
16.81% 14.49% 

▲2.32pt 

社内報・ニュースレター 
18.26% 14.49% 

▲3.77pt 

社長メッセージ 
35.36% 40.58% 

+5.22pt 

特に実施していない 
24.64% 21.74% 

▲2.90pt 
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 ・トップダウン型コミュニケーションの偏重 

建設業では「社長メッセージ」の実施率が 40.58%と、全体（35.36%）より 5.22ポイント高く、

経営理念の浸透が経営トップからの発信に依存していることが分かる。しかしながら、このよ

うなトップダウンの一方的な伝達に偏重することで、社員が理念を自分事として捉え、日々の

業務や意思決定に結びつけることが困難となる可能性もある。 

 ○健康経営の取組と成果 

  仮説⑥（健康経営の実践は、エンゲージメント向上と生産性改善に寄与する。）の有効性検証 

質問Ⅱ-６：健康経営に向けて実施している取組を全てお選びください。（回答数: 345, 複数

回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

健康診断後のフォローアップ 210 60.87% 

年 1回以上のストレスチェック 99 28.70% 

メンタルヘルス研修 50 14.49% 

運動・食事のサポート 46 13.33% 

カウンセリング窓口 46 13.33% 

リフレッシュ休暇制度 44 12.75% 

特に実施していない 101 29.28% 

質問Ⅱ-６：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.67 

健康経営の取組は、「健康診断後のフォローアップ」（60.87%）が中心であり、法的要請35や最

低限の対応にとどまっている。一方で、「特に実施していない」企業が 29.28%と高く、約３割の

企業が健康経営への取組を開始できていない現状にある。 

これらの取組の総合成果平均値は 2.67と、相対的に低い評価にとどまった。この結果は、企業

が健康経営を、健康診断後のフォローという「受動的」な対応に留めていることを示唆している。

すなわち、「ストレスチェック」（28.70%）や「メンタルヘルス研修」（14.49%）といった、社

員の心身の健康を積極的に増進するための施策が十分に展開されていないことを示唆する。 

健康経営は、社員の健康増進を通じて労働生産性の向上（質問 12）に一定程度寄与するが、現

状の取組は、その戦略的な効果を発揮するレベルに至っていないと分析される。 

質問Ⅱ-６の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

 
35 労働安全衛生法第 66条第 4項及び第 5項に基づき、事業者は健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者につい

て、医師等の意見を聴くとともに、必要に応じて就業場所の変更や作業の転換等の措置を講じることが義務付けられている。 
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以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

健康診断後のフォローアップ 
60.87% 75.47% 

+14.60pt 

年 1回以上のストレスチェック 
28.70% 54.72% 

+26.02pt 

メンタルヘルス研修 
14.49% 33.96% 

+19.47pt 

運動・食事のサポート 
13.33% 32.08% 

+18.75pt 

カウンセリング窓口 
13.33% 32.08% 

+18.75pt 

リフレッシュ休暇制度 
12.75% 35.85% 

+23.10pt 

特に実施していない 
29.28% 11.32% 

▲17.96pt 

 ・高成果企業は、メンタルヘルス・能動的な健康増進に注力 

高成果企業の実施率は、全ての施策において全体を大きく上回っている。全体では、多くの企

業が「健康診断後のフォローアップ」（+14.60pt と差はあるものの、他の施策よりは小さい）

といった受動的・最低限の対応にとどまっている。しかし、高成果企業では、法律で義務付け

られた施策（ストレスチェック）や、自発的な健康行動を促し、心の健康をサポートする施策

を積極的に展開していることが分かる。 

これは、健康経営が目指す「社員の健康増進を通じた生産性向上」の実現には、受動的なフォ

ローアップだけでなく、多角的・能動的な支援が不可欠であることを示唆している。 

 ・健康経営に取り組まない企業と成果の関係 

高成果企業においても、「特に実施していない」と回答した割合が 11.32%となっている。全体

（29.28%）と比較して大幅に低い（-17.96pt）ものの、成果を感じている企業の中にも一定数

存在することは注目に値する。これは、制度化された取組としては認識されていなくとも、企

業の文化や風土、あるいは経営者層の意識といった、測定が難しい非公式な要素によって、何

かしらの経営上の成果を感じている可能性も考えられる。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

健康診断後のフォローアップ 
60.87% 59.77% 

▲2.25pt 

年 1回以上のストレスチェック 
28.70% 36.78% 

+8.08pt 

メンタルヘルス研修 
14.49% 21.84% 

+7.35pt 

運動・食事のサポート 
13.33% 17.24% 

+3.91pt 
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（29.28%）と比較して大幅に低い（-17.96pt）ものの、成果を感じている企業の中にも一定数

存在することは注目に値する。これは、制度化された取組としては認識されていなくとも、企

業の文化や風土、あるいは経営者層の意識といった、測定が難しい非公式な要素によって、何

かしらの経営上の成果を感じている可能性も考えられる。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

健康診断後のフォローアップ 
60.87% 59.77% 

▲2.25pt 

年 1回以上のストレスチェック 
28.70% 36.78% 

+8.08pt 
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14.49% 21.84% 

+7.35pt 
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カウンセリング窓口 
13.33% 17.24% 

+3.91pt 

リフレッシュ休暇制度 
12.75% 12.64% 

▲0.11pt 

特に実施していない 
29.28% 24.14% 

▲5.14pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・予防とメンタルヘルス対策への意識の高さ 

成長企業は、「年 1回以上のストレスチェック36」（+8.08pt）と「メンタルヘルス研修」（+7.35pt）

といった、社員のメンタルヘルスを積極的に管理・ケアする施策の実施率が、全体平均より高

い傾向にある。これは、成長企業が、健康経営を単なる義務ではなく、社員の生産性低下や離

職を防ぐための「戦略的なリスク管理・投資」として捉えていることを示唆している。 

 ・基本施策の実施率は同水準 

法定対応である「健康診断後のフォローアップ」の実施率は全体平均との差は少ない。これは、

成長企業とそうでない企業で基本的な義務への取組は差がなく、差が付いているのは「＋αの

戦略的施策」であることを示している。 

 ・積極的な健康増進への課題 

「運動・食事のサポート」や「リフレッシュ休暇制度」の実施率は、全体よりやや高いか同等

にとどまっている。「特に実施していない企業」が一定存在することも相まって、成長企業で

あっても社員の心身を積極的に増進させる施策には、まだ伸びしろがあることを示している。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-６について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

健康診断後のフォローアップ 
60.87% 66.67% 

+5.80pt 

年 1回以上のストレスチェック 
28.70% 40.00% 

+11.30pt 

メンタルヘルス研修 
14.49% 17.33% 

+2.84pt 

運動・食事のサポート 
13.33% 21.33% 

+8.00pt 

カウンセリング窓口 
13.33% 14.67% 

+1.34pt 

リフレッシュ休暇制度 
12.75% 18.67% 

+5.92pt 

特に実施していない 
29.28% 25.33% 

▲3.95pt 

 
36 ストレスチェックの実施は、労働安全衛生法に基づく義務となっている（2015年～：従業員 50人以上、2025年～：従業員 50

人未満）。 
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 ・法定施策と能動的サポートの積極性 

「年 1回以上のストレスチェック」（40.00%）の実施率が全体（28.70%）を 11.30ポイント上

回っており、法定要件にとどまらず、社員のメンタルヘルスへの意識が全体より高いことが示

唆される。また、「運動・食事のサポート」（+8.00pt）や「リフレッシュ休暇制度」（+5.92pt）

といった、能動的な健康増進・リフレッシュを促す施策の実施率も高い傾向にある。 

＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-６について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

健康診断後のフォローアップ 
60.87% 76.81% 

+15.94pt 

年 1回以上のストレスチェック 
28.70% 31.88% 

+3.18pt 

メンタルヘルス研修 
14.49% 18.84% 

+4.35pt 

運動・食事のサポート 
13.33% 11.59% 

▲1.74pt 

カウンセリング窓口 
13.33% 15.94% 

+2.61pt 

リフレッシュ休暇制度 
12.75% 10.14% 

▲2.61pt 

特に実施していない 
29.28% 17.39% 

▲11.89pt 

 ・受動的・法的対応への注力 

建設業では「健康診断後のフォローアップ」（76.81%）の実施率が全体（60.87%）よりも 15.94

ポイント高く、法的要請や最低限の義務対応に高い意識をもって取り組んでいることが分かる。

また、「特に実施していない」の割合も全体（29.28%）より 11.89ポイント低く、健康経営へ

の意識は高いと言える。しかし、「運動・食事のサポート」（11.59%）の実施率は全体（13.33%）

同様に低い水準であり、「リフレッシュ休暇制度」（10.14%）も全体（12.75%）同様に低い。 

この状況は、建設業における健康経営が、「病気の早期発見・対応」や「義務的な対応」にと

どまっていることを示唆している。すなわち、社員の健康を積極的に増進するための「予防的・

能動的な施策」（運動・食事サポート、リフレッシュ制度）が不足していることが示唆される。 

 ○処遇の透明性・公平性の取組と成果 

  仮説⑦（処遇の透明性・納得感は、モチベーションと定着率を高める。）の有効性検証 

質問Ⅱ-７：処遇の透明性・公平性に向けて実施している取組を全てお選びください。（回答数: 

345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

評価制度の文書化 111 32.17% 
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 ・法定施策と能動的サポートの積極性 
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＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-６について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 
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+15.94pt 
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+3.18pt 

メンタルヘルス研修 
14.49% 18.84% 

+4.35pt 

運動・食事のサポート 
13.33% 11.59% 

▲1.74pt 

カウンセリング窓口 
13.33% 15.94% 

+2.61pt 

リフレッシュ休暇制度 
12.75% 10.14% 

▲2.61pt 

特に実施していない 
29.28% 17.39% 

▲11.89pt 
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この状況は、建設業における健康経営が、「病気の早期発見・対応」や「義務的な対応」にと

どまっていることを示唆している。すなわち、社員の健康を積極的に増進するための「予防的・

能動的な施策」（運動・食事サポート、リフレッシュ制度）が不足していることが示唆される。 

 ○処遇の透明性・公平性の取組と成果 

  仮説⑦（処遇の透明性・納得感は、モチベーションと定着率を高める。）の有効性検証 
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賃金テーブル37の社内公開 75 21.74% 

目標管理制度（MBO38等）導入 53 15.36% 

フィードバック面談39 109 31.59% 

人事制度説明会 43 12.46% 

特に実施していない 171 49.57% 

質問Ⅱ-７：実施している取組による成果について、当てはまるものをお選びください。（５段

階評価） 

総合評価平均値 2.61 

処遇の透明性・公平性の施策を「特に実施していない」企業が 49.57%と、全施策中最も高い割

合を占めている。また、実施している施策も「評価制度の文書化」（32.17%）にとどまっており、

「賃金テーブルの社内公開」（21.74%）といった、真に透明性の高い施策の実施率も低い。 

これらの取組の総合成果平均値は 2.61と、全施策の中で最も低い評価であり、制度未整備によ

る「実施率の低さ」と、運用力不足による「成果実感の低さ」という二重の構造的問題を示して

いる。 

このデータの示す事実は、企業が「給与や福利厚生の改善による採用競争力の強化」（質問 12）

を必要としているにもかかわらず、その前提となる「評価や昇給の基準を明確にし、公正な仕組

みで運用する」という基盤整備が、最も遅れていることを示している。 

処遇の仕組みの不明確さは、社員の不満や不信感を増幅させ、離職（質問 10）やモチベーショ

ンの低下につながる要因の一つであると分析される。この施策の遅れは、人的資本経営への移行

における克服すべき最重要課題であると示唆される。 

質問Ⅱ-７の５段階評価において、成果４又は５を選択した回答者（高成果企業）の実施状況は、

以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成果 4・5実施率(%) 

評価制度の文書化 
32.17% 67.31% 

+35.14pt 

賃金テーブルの社内公開 
21.74% 50.00% 

+28.26pt 

目標管理制度（MBO等）導入 
15.36% 40.38% 

+25.02pt 

フィードバック面談 
31.59% 57.69% 

+26.10pt 

人事制度説明会 
12.46% 32.69% 

+20.23pt 

 
37 職務、職能、あるいは役割の等級ごとに支給額を一覧表にしたもの。 
38 MBO（Management by Objectives）：個々の従業員が設定した目標の達成度を評価に直結させる手法。ドラッカーが提唱した組

織管理概念に基づき、自主的な目標設定を通じたモチベーション向上を図るもの。 
39 フィードバック面談は、単なる評価の伝達ではなく、評価の根拠を共有し、次期に向けた能力開発の方向性を合意する「対話

（ダイアログ）」の場として機能することが、納得感を高めるポイントとなる。 
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特に実施していない 
49.57% 15.38% 

▲34.19pt 

 

高成果企業は、全体平均と比較して、全ての施策の実施率が著しく高く、以下の３点に特徴点

が集約される。 

 ・公平性と透明性の同時実施が不可欠 

高成果企業では、「評価制度の文書化」（公平性、実施率 67.31%）と「賃金テーブルの社内公

開」（透明性、実施率 50.00%）がともに高水準で実施されている。従業員が処遇に対して納得

し、信頼関係を築くためには、評価プロセスの公正性（公平性）と、最終的な報酬決定基準の

明確性（透明性）の両面を担保する施策の同時実施が不可欠であることが示されている。 

 ・「賃金テーブルの社内公開」が成果実感の強力なドライバー 

全体実施率（21.74%）が低いにもかかわらず、高成果企業での実施率が 50.00%と約 2.5倍に急

増している。この賃金テーブルの社内公開は、施策の中で最も成果実感に寄与する効果の高い

ドライバーであるとみなされる。評価基準が明確になるだけでなく、自身の努力が処遇にどの

ように反映されるか（アウトカム）を可視化することが、従業員の不信感を解消し、将来への

期待とモチベーションを高める上で重要であることを示唆している。 

 ・「実施しない」ことが成果を遠ざける要因 

高成果企業で「特に実施していない」と回答した企業の割合は 15.38%にとどまっており、全体

回答（49.57%）から大きく減少している。処遇の透明性・公平性に関する施策は、その内容の

質だけでなく、「何らかの施策を導入し、運用すること自体」が、従業員の成果実感の前提条

件であることを示している。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

評価制度の文書化 
32.17% 41.38% 

+9.21pt 

賃金テーブルの社内公開 
21.74% 28.74% 

+7.00pt 

目標管理制度（MBO等）導入 
15.36% 18.39% 

+3.03pt 

フィードバック面談 
31.59% 41.38% 

+9.79pt 

人事制度説明会 
12.46% 10.34% 

▲2.12pt 

特に実施していない 
49.57% 39.08% 

▲10.49pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 
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特に実施していない 
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全体実施率（21.74%）が低いにもかかわらず、高成果企業での実施率が 50.00%と約 2.5倍に急

増している。この賃金テーブルの社内公開は、施策の中で最も成果実感に寄与する効果の高い

ドライバーであるとみなされる。評価基準が明確になるだけでなく、自身の努力が処遇にどの

ように反映されるか（アウトカム）を可視化することが、従業員の不信感を解消し、将来への

期待とモチベーションを高める上で重要であることを示唆している。 

 ・「実施しない」ことが成果を遠ざける要因 

高成果企業で「特に実施していない」と回答した企業の割合は 15.38%にとどまっており、全体

回答（49.57%）から大きく減少している。処遇の透明性・公平性に関する施策は、その内容の

質だけでなく、「何らかの施策を導入し、運用すること自体」が、従業員の成果実感の前提条

件であることを示している。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 
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32.17% 41.38% 

+9.21pt 

賃金テーブルの社内公開 
21.74% 28.74% 

+7.00pt 

目標管理制度（MBO等）導入 
15.36% 18.39% 

+3.03pt 

フィードバック面談 
31.59% 41.38% 

+9.79pt 

人事制度説明会 
12.46% 10.34% 

▲2.12pt 

特に実施していない 
49.57% 39.08% 

▲10.49pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 
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 ・対話と実践の強化 

成長企業は、「フィードバック面談」の実施率が全体より 9.79 ポイント高い 41.38%と、明確

な差を示している。これは、制度を文書化するだけでなく、評価結果や期待値を社員に個別に

伝え、納得感と成長を促すための「対話」の場を重視していることを意味する。 

 ・透明性への意識の高さ 

「評価制度の文書化」（+9.21pt）や「賃金テーブルの社内公開」（+7.00pt）も全体より高い

実施率となっている。成長企業は、処遇の仕組みをより明確にし、公平性を担保することで、

社員の不満や不信感を低減し、採用競争力を高める努力をしていることが分かる。 

 ・未実施率の低減は課題 

「特に実施していない」企業の割合が全体より 10.49ポイント低い 39.08%であり、成長企業で

も未実施率は高いものの、この分野の重要性を認識し、最低限の制度整備や運用を試みる企業

が多いことが分かる。 

＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-７について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

評価制度の文書化 
32.17% 38.67% 

+6.50pt 

賃金テーブルの社内公開 
21.74% 24.00% 

+2.26pt 

目標管理制度（MBO等）導入 
15.36% 28.00% 

+12.64pt 

フィードバック面談 
31.59% 42.67% 

+11.08pt 

人事制度説明会 
12.46% 17.33% 

+4.87pt 

特に実施していない 
49.57% 38.67% 

▲10.90pt 

 ・目標設定と対話の意識の高さ 

「目標管理制度（MBO等）導入」（+12.64pt）と「フィードバック面談」（+11.08pt）の実施率

が全体を大きく上回っている。これは、製造業が目標設定を通じて業務を管理し、その結果に

ついて社員と対話する機会を全体よりも多く設けていることを示している。 

 ・基礎施策の実施意識 

「評価制度の文書化」も全体より 6.50ポイント高く、処遇の仕組みの公平性（プロセス）を担

保しようとする意識がやや強い。また、「特に実施していない」の割合が全体より 10.90ポイ

ント低く、製造業は他業種と比較して「何もしない」という選択を避ける傾向にある。 
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＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-７について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

評価制度の文書化 
32.17% 27.54% 

▲4.63pt 

賃金テーブルの社内公開 
21.74% 15.94% 

▲5.80pt 

目標管理制度（MBO等）導入 
15.36% 15.94% 

+0.58pt 

フィードバック面談 
31.59% 26.09% 

▲5.50pt 

人事制度説明会 
12.46% 10.14% 

▲2.32pt 

特に実施していない 
49.57% 56.52% 

+6.95pt 

 ・「特に実施していない」企業の多さと基盤整備の遅れ 

処遇の透明性・公平性の施策を「特に実施していない」と回答した建設業の企業は 56.52%に上

り、全体の 49.57%よりも 6.95ポイント高くなっている。これは、半数以上の建設業の企業が、

人事・給与制度の基盤整備に着手できていないという深刻な状況を示している。 

 ・透明性を提供する施策の実施率の低迷 

「評価制度の文書化」（27.54%）や「賃金テーブルの社内公開」（15.94%）、「フィードバッ

ク面談」（26.09%）といった、処遇の透明性・公平性を確保するための施策の実施率が、全体

を下回っている。評価基準や賃金決定ロジックが不明確であると、労働意欲（モチベーション）

の低下を招く恐れがある。 

 ○DXの取組と成果 

  仮説⑧（DX推進は、人口減少下でも持続可能な経営モデルを可能にする。）の有効性検証 

質問Ⅱ-８：DXの取組状況について、当てはまるものを全てお選びください。 

（回答数: 345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

定型的な作業の自動化 
（例：請求書の自動作成、チャットボットによる
問い合わせ対応など） 

86 24.93% 

少人数でも事業が回る体制づくり 
（例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視
など） 

67 19.42% 

経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 
（例：売上や在庫などの見える化・分析） 

95 27.54% 

オンラインでの営業・サービス提供 
（例：Web 商談、インターネット販売など） 

67 19.42% 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 59 17.10% 
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＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-７について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 
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67 19.42% 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 59 17.10% 
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商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジ
ネスモデルの構築 
（例：サブスクリプション化40、顧客ニーズに応
じた個別対応など） 

29 8.41% 

特に取り組んでいない 144 41.74% 

質問Ⅱ-８：DXの取組による成果41について、当てはまるものを全てお選びください。 

（回答数: 345, 複数回答） 

選択肢 回答数 全体実施率(%) 

業務効率の向上 169 48.99% 

業務品質の向上 80 23.19% 

人材不足への対応（人員削減、省力化、業務負担

軽減など） 
97 28.12% 

顧客対応力の強化（スピード・柔軟性の向上） 75 21.74% 

コスト削減 81 23.48% 

新たな売上機会や事業展開の創出 36 10.43% 

特に効果は感じていない 129 37.39% 

DX（デジタル変革）を「特に取り組んでいない」企業が 41.74%と、依然として高い割合であり、

県内企業のデジタル化への取組がまだ初期段階にあることを示している。これは、デジタル技術

の導入に必要な初期投資の高さ、専門知識を持つ人材の不足（質問 10）、そして DX の具体的な

進め方に関するノウハウの欠如が、特にリソースが限られる中小企業にとって大きな障壁となっ

ているためである。 

現在実施されている取組は、「経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり」（27.54%）や「定

型的な作業の自動化」（24.93%）といった、既存業務の効率化や可視化を目的とした「守りのデ

ジタル化42」が中心である。これは、「労働生産性の向上」（質問 12）という切実なニーズに対

し、まず「手間のかかる作業を減らす」という直接的な解決を目指していることを示している。 

成果として「業務効率の向上」（48.99%）が最も多く挙げられ、「人材不足への対応（省人化）」

（28.12%）も上位に挙げられている。この結果は、DXが既に、労働生産性の向上と省人化を通じ

て「人材不足」（質問 10）の課題緩和に貢献し始めていることを示している。企業は、DXを人手

不足への有効な解決策として認識し、少ない人数で事業を維持・拡大する経営モデルの実現に役

立てていると読み取れる。 

しかし、「新たな売上機会や事業展開の創出」といった「事業そのものを変革する攻めのデジ

タル化」の成果は 10.43%と低い。これは、多くの企業がデジタル技術を既存業務の改善ツールと

して捉えるにとどまっており、事業戦略と結びついた、より深い変革にまでは至っていない現状

 
40 製品を売って終わりの「売り切り型」から、利用期間や利用量に応じて課金する「継続課金型」のビジネスモデルへの転換。 
41 当質問の回答数には、DXの取組の有無にかかわらず回答者が想定する成果として答えたものも含まれると推測される。 
42 経済産業省「DXレポート」等では、既存業務の効率化・コスト削減を「守りの IT化/デジタイゼーション」、新たな価値創造

やビジネスモデルの変革を「攻めの DX/デジタルトランスフォーメーション」と区別して定義している。 
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を示唆している。DXによる本来的な付加価値の創出のためには、「DXを進めるための人材育成・

外部専門家の活用」（17.10%）の強化を通じて、技術を戦略に活かす能力を高める必要がある。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

定型的な作業の自動化 
（例：請求書の自動作成、チャットボットによる
問い合わせ対応など） 

24.93% 
 

40.23% 
+15.30pt 

少人数でも事業が回る体制づくり 
（例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視
など） 

19.42% 
 

29.89% 
+10.47pt 

経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 
（例：売上や在庫などの見える化・分析） 

27.54% 
 

34.48% 
+6.94pt 

オンラインでの営業・サービス提供 
（例：Web 商談、インターネット販売など） 

19.42% 
 

32.18% 
+12.76pt 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 
17.10% 

 
31.03% 

+13.93pt 
商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジ
ネスモデルの構築 
（例：サブスクリプション化、顧客ニーズに応じ
た個別対応など） 

8.41% 
 

16.09% 
+7.68pt 

特に取り組んでいない 
41.74% 

 
27.59% 

▲14.15pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・守りと攻めの両面での積極的な実施 

成長企業は、「定型的な作業の自動化」（+15.30pt）、「少人数でも事業が回る体制づくり」

（+10.47pt）といった「守り」の DX（業務効率化・省人化）だけでなく、「オンラインでの営

業・サービス提供」（+12.76pt）や、「商品・サービスの見直し/新ビジネス」（+7.68pt）と

いった「攻め」の DX（事業変革）の実施率も、全体より高くなっている。 

 ・DX実現のための人材投資 

「DX を進めるための人材育成・外部専門家の活用」の実施率が全体より 13.93 ポイント高い

31.03%である点は重要である。成長企業は、DXを成功させるための要点が「人材」にあること

を認識し、育成や外部知見の活用に積極的に投資していることが分かる。 

 ・施策未実施率の低さ: 

「特に取り組んでいない」企業の割合が全体より 14.15ポイント低い 27.59%であり、成長企業

は DX が持続的成長の重要な条件であることを認識し、未着手のままとどまる企業が少ないこ

とが分かる。  
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を示唆している。DXによる本来的な付加価値の創出のためには、「DXを進めるための人材育成・

外部専門家の活用」（17.10%）の強化を通じて、技術を戦略に活かす能力を高める必要がある。 

質問４「現在の事業の状況」において、「成長している」を選択した回答者（成長企業）が実

施している取組は、以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 成長企業実施率(%) 

定型的な作業の自動化 
（例：請求書の自動作成、チャットボットによる
問い合わせ対応など） 

24.93% 
 

40.23% 
+15.30pt 

少人数でも事業が回る体制づくり 
（例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視
など） 

19.42% 
 

29.89% 
+10.47pt 

経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 
（例：売上や在庫などの見える化・分析） 

27.54% 
 

34.48% 
+6.94pt 

オンラインでの営業・サービス提供 
（例：Web 商談、インターネット販売など） 

19.42% 
 

32.18% 
+12.76pt 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 
17.10% 

 
31.03% 

+13.93pt 
商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジ
ネスモデルの構築 
（例：サブスクリプション化、顧客ニーズに応じ
た個別対応など） 

8.41% 
 

16.09% 
+7.68pt 

特に取り組んでいない 
41.74% 

 
27.59% 

▲14.15pt 

全体と成長企業の施策を比較した結果、以下のような傾向が見て取れる。 

 ・守りと攻めの両面での積極的な実施 

成長企業は、「定型的な作業の自動化」（+15.30pt）、「少人数でも事業が回る体制づくり」

（+10.47pt）といった「守り」の DX（業務効率化・省人化）だけでなく、「オンラインでの営

業・サービス提供」（+12.76pt）や、「商品・サービスの見直し/新ビジネス」（+7.68pt）と

いった「攻め」の DX（事業変革）の実施率も、全体より高くなっている。 

 ・DX実現のための人材投資 

「DX を進めるための人材育成・外部専門家の活用」の実施率が全体より 13.93 ポイント高い

31.03%である点は重要である。成長企業は、DXを成功させるための要点が「人材」にあること

を認識し、育成や外部知見の活用に積極的に投資していることが分かる。 

 ・施策未実施率の低さ: 

「特に取り組んでいない」企業の割合が全体より 14.15ポイント低い 27.59%であり、成長企業

は DX が持続的成長の重要な条件であることを認識し、未着手のままとどまる企業が少ないこ

とが分かる。  
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＜製造業（n=75）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-８について、全体の実施状況と製造業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 製造業実施率(%) 

定型的な作業の自動化 
（例：請求書の自動作成、チャットボットによる
問い合わせ対応など） 

24.93% 
 

25.33% 
+0.40pt 

少人数でも事業が回る体制づくり 
（例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視
など） 

19.42% 
 

16.00% 
▲3.42pt 

経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 
（例：売上や在庫などの見える化・分析） 

27.54% 
 

40.00% 
+12.46pt 

オンラインでの営業・サービス提供 
（例：Web 商談、インターネット販売など） 

19.42% 
 

18.67% 
▲0.75pt 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 
17.10% 

 
26.67% 
+9.57pt 

商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジ
ネスモデルの構築 
（例：サブスクリプション化、顧客ニーズに応じ
た個別対応など） 

8.41% 
 

5.33% 
▲3.08pt 

特に取り組んでいない 
41.74% 

 
32.00% 

▲9.74pt 

 ・データ活用への先行と現場自動化への課題 

「経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり」の実施率（40.00%）は全体を 12.46ポイント

と大きく上回り、製造業がデータ収集・可視化に積極的であることが示される。一方で、デー

タ活用に直結するはずの「定型的な作業の自動化」の差分はわずか+0.40 ポイントにとどまっ

ている。このことは、データを「見える化」するために実際に現場レベルで自動化・効率化す

るという実行力が不十分である可能性を示唆する。 

 ・DX推進への高い意識と施策の方向性の課題 

「DX を進めるための人材育成・外部専門家の活用」は全体より 9.57 ポイント高く、「特に取

り組んでいない」の割合は 9.74 ポイント低いことから、DX への着手意識は高いものと考えら

れる。一方で、「少人数でも事業が回る体制づくり」はむしろ全体を下回っており（-3.42pt）、

人材育成・活用への意識は高いにも関わらず、人手不足への対応（省人化）に直結する取組が

遅れている。このことは、DX推進が部分的な業務改善にとどまり、事業全体を見据えた抜本的

な省人化戦略になっていないことを示唆する。 

＜建設業（n=69）における実施状況＞ 

質問Ⅱ-８について、全体の実施状況と建設業の実施状況を比較分析した結果は以下のとおり。 

選択肢 全体実施率(%) 建設業実施率(%) 

定型的な作業の自動化 
（例：請求書の自動作成、チャットボットによる
問い合わせ対応など） 

24.93% 
 

27.54% 
+2.61pt 
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少人数でも事業が回る体制づくり 
（例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視
など） 

19.42% 
 

20.29% 
+0.87pt 

経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 
（例：売上や在庫などの見える化・分析） 

27.54% 
 

17.39% 
▲10.15pt 

オンラインでの営業・サービス提供 
（例：Web 商談、インターネット販売など） 

19.42% 
 

14.49% 
▲4.93pt 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 
17.10% 

 
13.04% 

▲4.06pt 
商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジ
ネスモデルの構築 
（例：サブスクリプション化、顧客ニーズに応じ
た個別対応など） 

8.41% 
 

7.25% 
▲1.16pt 

特に取り組んでいない 
41.74% 

 
44.93% 
+3.19pt 

 ・守りのデジタル化 

建設業では「特に取り組んでいない」企業が 44.93%と、全体（41.74%）よりも 3.19 ポイント

高く、時間外労働の上限規制（2024年問題）への対応が急務となる中、DXへの着手が遅れてい

る企業が半数近く存在することは、将来的な事業継続性における重大な懸念材料である。実施

している取組は、「定型的な作業の自動化」（27.54%）や「少人数でも事業が回る体制づくり」

（20.29%）といった既存業務の効率化・省人化を目的とした「守りのデジタル化」に集中して

いる傾向が見て取れる。 

 ・経営戦略と DXの連動性の欠如 

「経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり」の実施率が 17.39%と、全体（27.54%）よりも

10.15 ポイント低くなっている。また、「オンラインでの営業・サービス提供」（14.49%）や

「新たなビジネスモデルの構築」（7.25%）といった攻めの DXも低い水準にある。これは、DX

が現場や事務のツール導入にとどまっており、経営戦略とデータ活用が連動していないことを

示唆するものである。 

 ○総括的な有効性スコア43分析（質問 Ⅱ-１～７の有効性スコア分析） 

施策 

 

主な実施内容 

 

未実施割合 

 

成果平均値 

１～５ 

Ⅱ-１ 人材確保の手段 
ハローワーク 

（78.55%） 
8.70% 2.80 

Ⅱ-２ 働きやすい職場環境 
有給休暇取得の促進 

（65.51%） 
14.78% 2.94 

Ⅱ-３ 人材育成・スキル開発 
現場での指導（OJT） 

（74.49%） 
10.72% 2.99 

Ⅱ-４ 地域貢献 
地域イベントへの協賛・参加 

（70.14%） 
17.97% 2.68 

 
43 本分析における「有効性スコア」は、施策ごとの成果平均値を比較したものであり、各施策が独立して機能するのではなく、

相互に影響し合う（補完性がある）点に留意が必要である。 
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少人数でも事業が回る体制づくり 
（例：セルフレジの導入、遠隔カメラによる監視
など） 

19.42% 
 

20.29% 
+0.87pt 

経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり 
（例：売上や在庫などの見える化・分析） 

27.54% 
 

17.39% 
▲10.15pt 

オンラインでの営業・サービス提供 
（例：Web 商談、インターネット販売など） 

19.42% 
 

14.49% 
▲4.93pt 

DXを進めるための人材育成・外部専門家の活用 
17.10% 

 
13.04% 

▲4.06pt 
商品・サービスそのものの見直しや、新たなビジ
ネスモデルの構築 
（例：サブスクリプション化、顧客ニーズに応じ
た個別対応など） 

8.41% 
 

7.25% 
▲1.16pt 

特に取り組んでいない 
41.74% 

 
44.93% 
+3.19pt 

 ・守りのデジタル化 

建設業では「特に取り組んでいない」企業が 44.93%と、全体（41.74%）よりも 3.19 ポイント

高く、時間外労働の上限規制（2024年問題）への対応が急務となる中、DXへの着手が遅れてい

る企業が半数近く存在することは、将来的な事業継続性における重大な懸念材料である。実施

している取組は、「定型的な作業の自動化」（27.54%）や「少人数でも事業が回る体制づくり」

（20.29%）といった既存業務の効率化・省人化を目的とした「守りのデジタル化」に集中して

いる傾向が見て取れる。 

 ・経営戦略と DXの連動性の欠如 

「経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり」の実施率が 17.39%と、全体（27.54%）よりも

10.15 ポイント低くなっている。また、「オンラインでの営業・サービス提供」（14.49%）や

「新たなビジネスモデルの構築」（7.25%）といった攻めの DXも低い水準にある。これは、DX

が現場や事務のツール導入にとどまっており、経営戦略とデータ活用が連動していないことを

示唆するものである。 

 ○総括的な有効性スコア43分析（質問 Ⅱ-１～７の有効性スコア分析） 

施策 

 

主な実施内容 

 

未実施割合 

 

成果平均値 

１～５ 

Ⅱ-１ 人材確保の手段 
ハローワーク 

（78.55%） 
8.70% 2.80 

Ⅱ-２ 働きやすい職場環境 
有給休暇取得の促進 

（65.51%） 
14.78% 2.94 

Ⅱ-３ 人材育成・スキル開発 
現場での指導（OJT） 

（74.49%） 
10.72% 2.99 

Ⅱ-４ 地域貢献 
地域イベントへの協賛・参加 

（70.14%） 
17.97% 2.68 

 
43 本分析における「有効性スコア」は、施策ごとの成果平均値を比較したものであり、各施策が独立して機能するのではなく、

相互に影響し合う（補完性がある）点に留意が必要である。 
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Ⅱ-５ 経営理念の浸透・共有 
朝礼・定例会議 

（58.55%） 
24.64% 2.79 

Ⅱ-６ 健康経営 
健康診断後のフォローアップ 

（60.87%） 
29.28% 2.67 

Ⅱ-７ 処遇の透明性・公平性 
評価制度の文書化 

（32.17%） 
49.57% 2.61 

この総括的なスコア分析は、福島県内企業が実施する人的資本施策の実効性を定量的に示すも

のである。 

いずれの施策も成果平均値が中間値である３を下回っており、総じて人的資本経営の取組が十

分な成果を生んでいる状況にはないと判断されるものの、その中でも比較的効果が高かったのは、

「Ⅱ-３ 人材育成・スキル開発」（2.99）と「Ⅱ-２ 働きやすい職場環境」（2.94）であり、企

業が内発的な能力向上と基本的な労働条件の整備に投資することが、社員の能力開発と定着に貢

献していることが確認された。これは、「質の不足」（質問 10）と「定着の難しさ」（質問 10）

という二つの主要な課題に対する、内部要因による解決策の有効性を裏付けるものである。 

一方で、実施率が低く、かつ成果平均値も低かったのは「Ⅱ-７ 処遇の透明性・公平性」（2.61）

であった。この事実は、企業が「給与改善による採用力強化」（質問 12）を切望しているにもか

かわらず、その前提となる公正で納得感のある評価・報酬の仕組みの整備が最も遅れているとい

う構造的な問題を示している。この仕組みの不透明さが、社員の不満や離職につながる最大の内

部要因であると分析され、この施策の遅れが、その他の施策の効果を相殺している可能性が高い。 

また、DX（質問Ⅱ-８）に関する施策については、有効性スコアには含まれないものの、「業務

効率の向上」（48.99%）や「人材不足への対応」（28.12%）といった具体的な成果を既に生み出

しており、「労働生産性の向上」（質問 12）という企業ニーズに応える、最も戦略的な解決策と

して機能し始めていると評価される。企業は、効果の高い「人材育成」を軸に据えつつ、遅れて

いる「処遇の透明性」の抜本的な改革と、「DXによる生産性の向上」を連動させた、複合的な人

的資本戦略を推進する必要がある。 

(3) 結論 

質問Ⅱ-１からⅡ-８までの全ての項目について、高成果企業及び成長企業は、全体回答と比較

して多くの施策で実施率が高いことが確認された。  

「実施していない」と回答した企業の割合は、両者において軒並み減少しており、人的資本経

営の施策は、その内容の質だけでなく、「実行の量と積極性」自体が成果実感や事業成長に直結

することを定量的に示している。 

以上のことから、前年度設定した「人的資本経営に関する８つの仮説（施策）」は、その実行

レベルが高い企業において、採用力強化や事業成長といった具体的な成果に結びついており、施

策の有効性が定量的に確認されたと結論付けることができる。  
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３. 人的資本経営に関する「取組」と「成果」の関連についての検証 

(1) はじめに  

２．では、福島県内中小企業を対象としたアンケート調査結果より、「人的資本経営に関する

８つの仮説（施策）」がいずれも採用力強化や事業成長といった具体的な成果に結びついており、

各施策の有効性が定量的に確認された。 

本節ではこれを一歩進め、「人的資本経営が自社の経営にどのような成果をもたらし、具体的

に何から始めるのが良いか」を分かりやすく伝える観点から、今回の調査結果を基に、各施策が

採用・定着の強化や事業成長にどのように結びついているかを、人的資源管理に関する有力な理

論の一つである「AMO理論」の考え方を参考にして分析・検証を試みる。 

AMO理論とは、従業員の「能力（Ability）」、「意欲（Motivation）」、「機会（Opportunity）」

の三要素に関する企業の取組が「人的資本」と「従業員モチベーション」に関連し、これらが「離

職の抑制」「業務成果」「財務業績」といった企業業績に影響を与えるとするモデルである。AMO

理論のモデルをかなり単純化して示すと図表１のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

AMO 理論は人的資本経営の考え方にも近く、本調査の仮説検証を補完する理論的枠組みとして

は適当と考えられる。なお、経済産業省及び金融庁がオブザーバーとして参加する「人的資本経

営コンソーシアム（会長：伊藤邦雄氏）」の好事例集（2023年 10月）では、AMOフレームワーク

に基づく情報開示を行っている企業事例44が紹介されている。 

(2) 分析 

①分析項目 

まず、今回の分析においては、可能な限りアンケートの各質問を AMOモデルの各項目に相応

しい部分に当てはめ、質問にある選択肢の取組数や成果点を用いて各項目の点数化を行った。

 
44 株式会社明電舎（P.35）（https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/goodpractice2023.pdf） 

図表１ 取組と成果の関連に関する AMO理論モデル（単純化イメージ） 
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各項目の具体的内容は図表２のとおりであり、取組の「個数」を指標とすることで、「どの項

目の取組が多い企業が人的資本や従業員モチベーション、採用・定着や事業成長に効果がある

か」の観点から検証するものとなっている。本調査では人材確保の取組に対する主観的成果を

質問しているため、AMO モデルにはないが分析項目として追加した。一方、財務業績について

はデータがないため今回の分析対象から除外した。 

なお、取組の三要素の一つである「就業機会の向上(O)」は、今回の分析では「従業員全体の

働き方の充実に関する取組（O1）」と「雇用対象拡大の取組（O2）」に区分した。これは、両

者は就業機会としてはやや性質が異なるものであり、区分して分析した方が現在の福島県内中

小企業の状況を正しく把握することができると考えたためである。分析には IBM SPSS 

Statistics ver.30を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考として、「企業の取組」の各質問項目における得点（個数）の分布を図表３に示す。全

体的に各項目とも４個以上の施策に取り組む企業は多くはないが、質問Ⅱ-１（人材確保）や質

問Ⅱ-３（人材育成）では取組数が４個以上の企業が全体の３割程度を占め、企業によって取組

の量に差があることが分かる。また、質問Ⅱ-７（処遇の透明性・公平性）やⅡ-８（DX）は、

取組数がゼロ又は１個の企業が約７割を占めており、これらの分野で取組を充実させることは

他社との差別化につながる可能性があると言える。 

 

第２章 マクロ的調査（アンケート調査） 

図表２ 分析項目一覧（アンケートの質問番号の対応表） 
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図表３ 企業の取組数の分布（アンケートの質問番号別） 

(%) 
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図表３ 企業の取組数の分布（アンケートの質問番号別） 

(%) 

59 

②分析１：企業の取組と企業の内的成果との関連 

企業による「能力」「意欲」「機会」向上への取組数が「人的資本」「従業員モチベーショ

ン」といった内的な成果にどのように影響するかを重回帰分析45によって検証した。企業の取

組（A・M・O1・O2）を説明変数、内的な成果（HC・MO）を目的変数として分析を行い46、統計的

有意確率は 10％を目安とした（ただし、本報告は傾向を探索的に把握することを目的としてお

り、統計的有意性は解釈上の参考指標として扱う）。あわせて、A・M・O1・O2の単純相関につ

いても確認した。結果を図示すると図表４のとおりになる。「企業の取組」と「内的な成果」

を結ぶ緑の線は、それぞれの結び付きの相対的な強さ（標準化回帰係数（β：ベータ）を示し

ている（マイナスは逆効果であることを示す）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【結果のポイント】 

・相関分析では、企業の取組（A・M・O1・O2）は相互に正の関連を示し、特に A・M・O1間で強

い関連が見られた。 

・重回帰分析では、人的資本（HC）には就業機会の充実（O1）と意欲向上の取組（M）が、従業

員モチベーション（MO）には意欲向上の取組（M）がそれぞれ相対的に強く直接的に関連して

いた。 

 （交互作用について） 

・上記は個々の取組の直接的な関連に着目した分析結果であるが、各取組項目が相互に相関す

る結果を踏まえると、単独では内的な成果に関連がなくとも、企業の取組の「組合せ方」が、

 
45 ２つ以上の要因（説明変数）が１つの結果（目的変数）に対してどのように影響を与えているのかを明らかにする統計手法。 

46 分析に当たり、質問 2（本社所在地）、3（主な事業内容）及び 6（従業員数）を共変量として統制した。また、分野によって

平均等の数値が異なるため、データを比較可能な形に揃えて（標準化）から分析を行った。 

第２章 マクロ的調査（アンケート調査） 

図表４ 「企業の取組」と「内的な成果」との関連 
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人的資本や従業員モチベーションへの影響に変化を与える可能性がある（交互作用47）。この

ため、A・M・O1・O2の各項目の組合せについて交互作用を確認・分析した。 

・交互作用の分析からは、取組の組合せによって内的成果への影響が変化する可能性が確認さ

れた。特に、人的資本（HC）または従業員モチベーション（MO）のいずれかに影響を与える

取組が既に多い場合、同じ内的成果につながる取組を上乗せしても効果の増分が相対的に小

さくなる、いわゆる「限界効用逓減」の傾向が見られた。 

 （層別分析について） 

上記は回答全体（345件）を母集団とした分析結果であるが、業種（質問３）や従業員の構成

（質問７）といった属性によってどのように傾向が異なるかを層別して分析した。結果のうち、

統計的に有意であった項目を図表５に示す。全体結果と比べて興味深い点は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・従業員構成別及び業種別に層別した全ての区分において、就業機会の充実（O1）の取組数と

人的資本（HC）との強い関連が見られた。 

・従業員構成別では、若手社員が多い企業のみ、意欲向上の取組（M）が従業員モチベーション

と強く関連した。 

 
47 例えば、暑さ（寒さ）やイベントといった要因が単独でアイスの売上に影響する一方で、両者の組合せによって、その効果が

単純な足し算とは異なる形で現れる場合がある。このような現象を交互作用と呼ぶ。 

図表５ 層別分析の結果（統計的に有意なもの） 
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・若手社員やシニア社員が多い企業では、就業機会の拡大（O2）が人的資本（HC）又は従業員

モチベーション（MO）と逆向きの関連を示す傾向が見られた。このことは、他の施策に同時

に取り組まず、単に高齢者や副業人材等に雇用を広げるだけでは全体の従業員モチベーショ

ンを下げる可能性を示唆する。この傾向は業種別分析での建設業でも同様に見られた。 

・製造業においては、能力向上の取組（A）が単独でも人的資本（HC）の内的な成果と関連する

可能性を示唆した。 

・（様々な業種が混在するため、あくまで参考ではあるが）製造業及び建設業以外の企業では、

能力向上の取組（A）が従業員モチベーションにプラスの影響を与える可能性を示唆した。 

 

 ③分析２：企業の内的成果と外的成果の関連 

次に、企業の取組による内的な成果である「人的資本（HC）」と「従業員モチベーション（MO）」

がそれぞれ、従業員の「人材定着」の向上（VT：１～５点、質問Ⅱ-２）、「人材確保」の向上

（RE：１～５点、質問Ⅱ-１ ※AMOモデルにはないが分析項目に追加）及び「業務成果」（OO：

１～３点、質問４））の３つの外的な成果にどのように関連するかを重回帰分析により検証し

た。分析は、内的な成果（HC・MO）を説明変数、外的な成果（VT・RE・OO）を目的変数として

実施した（その他の条件は分析１と同様）。結果を図示すると図表６のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【結果のポイント】 

・人的資本（HC）は、人材定着（VT）、人材確保（RE）及び業務成果（OO）の全てに正の関連

を示した。 

・従業員モチベーション（MO）は、人材定着（VT）及び人材確保（RE）と正の関連を示した。

業務成果（OO）とは関連が統計的に明確でなかった。 

 

図表６ 「内的成果」と「外的成果」との関連 
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 （層別分析について） 

上記は回答全体（345件）を母集団とした分析結果であるが、業種（質問３）による傾向を把

握するため、製造業及び建設業に層別して分析した。結果を同様に図示する（図表７）。全体

結果と比較して特徴的な点は次のとおり。 

・製造業では人的資本（HC）と従業員モチベーション（MO）の双方が人材定着・確保と関連す

る一方、建設業では人的資本（HC）との関連が中心であった。建設業では、個々の従業員の

技能や経験といった人的資本が受注や施工などの業務遂行に直結しやすく、こうした業種特

性が結果に反映された可能性がある。 

・製造業、建設業とも、業務成果（OO）と内的な成果との関連が統計的には見られなかった。

これらの業種では、業績が景気など時々の外部要因の影響を受けやすく、それが結果に影響

している可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④分析３：「人的資本経営」の認知度と企業の取組・成果との関連（比較） 

「人的資本経営」の経営者認知度（質問８）が他の設問回答にどう影響したかを検証するため、

回答者を「高認知群(既に取り組んでいる＋よく知っている)」と「低認知群（その他）」の２群
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このことから、経営者の人的資本経営に対するコミットメントが各取組の充実度や成果に関連

することが示唆される。特に、意欲向上の取組（M）（1.97倍）と就業機会の充実（O1）（1.51

倍）においてその違いが顕著であった。 
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業務全体に影響を与えることがあり、人的資本の厚みがそのまま事業の安定性や将来見通しに関

連するものと考えられる。 

このように、今回の分析結果からは「モチベーションは人材の定着・確保に効きやすく、人的

資本は事業の安定や成長に結びつきやすい」という、内的成果の役割分担モデルが示された。こ

の点は中小企業が人的資本経営を進める際に「何を優先するか」を考える上で以下のような重要

な示唆を与える。 

・ 人材流出や採用難が課題である企業では、研修やスキルアップ施策を拡充する前に、まずは「経

営理念の浸透や健康経営、評価・処遇の分かりやすさ」といった従業員モチベーションに直結

する取組を見直すことが効果的である可能性が高い。 

・ 事業の成長を見据える場合には、「人材育成や働きやすい職場づくり、DX、地域との関係性強

化」といった人的資本形成に関わる取組が重要と考えられる。 

・ 加えて、能力向上や就業機会拡大の施策はそれ単独で取り組んでも人的資本や従業員モチベー

ションに与える影響は限定的であり、意欲向上や就業機会充実の取組と併せて実施することが

成果に結びつきやすい。 

また、分析３の結果からは、人的資本経営に対する経営者の認知度の高さが内的成果及び外的

成果と正の関連を示すことが確認された。人的資本経営の取組において経営者のコミットの強さ

は重要な要素と言える。 

ただし、経営資源が限られる中小企業においては、人的資本経営の取組が「多ければ多いほど

よい」ものではない点には留意が必要である。今回の分析結果からも、人的資本（HC）又は従業

員モチベーション（MO）のいずれか一方に影響を与える取組数が既に多い場合、同じ分野（HC／

MO）の取組を加えてもその上積みが相対的に小さくなる「限界効用逓減」の傾向が見られた。こ

のことは、取組に際しては自社が不足している分野を優先することが有効である可能性を示唆し

ている。 

以上を踏まえると、福島県内中小企業における人的資本経営では、自社が目指す外的成果や課

題に応じて人的資本（HC）又は従業員モチベーション（MO）のいずれを高めるべきかを意識しな

がら、「能力・意欲・機会」の取組を段階的に継続していくことが効果的であると考えられる。 

 本分析の限界点は次のとおりである。第一に、横断的分析であり、因果関係や時間的な順序を

厳密に検証していない。したがって分析結果は「どのような取組や内的成果が外的成果に結びつ

きやすいか」を示す関連性として理解する必要がある。第二に、本分析で用いた成果指標は客観

的データや従業員アンケートではなく、経営者自身の主観的評価を代用したものである。このた

め、分析結果の頑健性には留意が必要である。第三に、本調査では人的資本経営の内容や効果そ

のものは厳密に定義付けしておらず、また、質問項目以外にも人的資本経営に影響を与えうる要

素がありうるが、その影響を十分には捉えきれていない。また、業種や従業員構成、地域等を層

別した分析も限定的である。したがって、本分析は福島県内の中小企業における人的資本経営の
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全体像や傾向を把握するための参考整理として位置づけることが適当である。 

(4) 結論 

本分析は、福島県内中小企業を対象とした人的資本経営に関する取組の実態と成果との関係の

全体像を、AMO 理論を参照して探索的に検証したものである。その結果、企業が目指す外的成果

に応じて重視すべき人的資本経営の内的成果や取組の方向性が異なる可能性が示唆された。 

具体的には、人材の定着・確保といった「人」に関わる成果については、従業員モチベーショ

ンとの関連が相対的にやや高く、経営理念の共有や健康への配慮、処遇の納得感を得るための経

営者の取組が成果の実感に結びつきやすい一方、事業成長の実感については、人的資本の形成、

すなわち人材育成、地域貢献や DXによる能力拡張といった取組が関連することが示された。 

また、本分析からは、人的資本経営の取組は「とにかく多く実施すればよい」という単純なも

のではないことも示唆された。経営資源が限られる中小企業は、自社の現状や課題に応じて重点

的に取り組む分野を選択しながら、段階的に取組を進めていくことが重要と考えられる。 
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                      調査研究プロジェクトチーム 

                         中小企業診断士 大須賀 健一48 
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第３章 

ミクロ的調査（企業ヒアリング） 
 

１. 事例調査の追加実施 

(1) 調査概要  

本調査では、令和６年度において事例調査の対象とならなかった建設業、運輸業、医療福祉と

いった業種に対して実施した。これらの業種は、慢性的な人材不足に直面していると同時に、地

域社会の生活基盤やインフラ維持に不可欠な役割を担っている点において重要な存在である。 

調査の目的は、これら一般的には人材不足が深刻であるとされる業種における人的資本経営の

現状と課題、そして先進的な取組事例を把握することである。また、事前に実施するアンケート

調査による定量的分析と、企業ヒアリングによる定性的把握を組み合わせ、企業行動の実態を多

面的に検証することを意図したものである。 

(2) 対象企業の選定  

調査対象企業の選定にあたっては、福島県雇用労政課をはじめとする関係機関の協力を得なが

ら、「福島県ワーク・ライフ・バランス大賞」等の公的認証を取得している企業の中から、先進

的かつ具体的な人的資本経営の取組を実践している企業への絞り込みを図った。 

２.実践事例 

以下の５社から取材協力のご承諾をいただき、2025 年 10～11 月の期間、原則として２名１チ

ーム（主担当１名、副担当 1名）の体制で訪問取材を実施した。 

■対象企業の一覧49 

No. 事業者名 業種 所在地 社員数(人) 

11 第一緑化工業(株) 建設業 会津若松市 17 

12 (株)野地組 建設業 二本松市 62 

13 福浜大一建設(株) 建設業 いわき市 108 

14 熱海運送(株) 運輸業 郡山市 75 

15 社会福祉法人心愛会 医療，福祉 郡山市 472 

   

 
49 一覧表の掲載順は、日本標準産業分類順（D建設業、H運輸業・郵便業、P医療，福祉）及び企業名の五十音順に基づいてい

る。 
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実践事例 11 第一緑化工業株式会社 
 

 

 

 

■会社概要 

 会社名   第一
だいいち

緑化
りょっか

工業
こうぎょう

株式会社 

 本社所在地 福島県会津若松市神指町大字黒川 

字湯川東 210番地 
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す ず き
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しょういち
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の通行を確保するためにも緊急性が問われるなど作業は過酷な状況となることもある。いわゆる

私たちは、 
環境と安全を真心で創ります 

人的資本経営のポイント 

◇第一緑化工業(株)本社 

◇代表取締役 鈴木 正一 氏 
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３Ｋ（きつい・きたない・きけん）と言われる仕事であり、同社においても従業員の確保には苦

戦してきた経緯がある。特に近年は報酬によるインセンティブが従業員確保において以前より効

果的に機能しなくなっており、代表取締役である鈴木氏は働きやすい職場環境、仕事の内容を見

直すことにより従業員の確保と事業の拡大に取り組んできた。 

鈴木氏は専門性が高く、正に職人の世界であった会社の改革に社長就任時から取り組んできた。

公共事業の減少から法面業界の市場も縮小していく中、公園の整備に進出。他にもゴルフ場やス

キー場などの造園やカーポート販売などにも進出を図り、会社経営の安定を図ってきた。同時に

働きやすい職場環境づくりや従業員の健康確保などにも積極的に取り組み、ふくしま健康経営優

良事業所の認定を受けるなど着実に成果を出している。 

鈴木氏の考えとしては、会社の成長と従業員の成長は両輪ということである。会社の成長、売

上の増加がなければ従業員の確保、そして社員の成長もない。また、いい従業員が定着してやる

気を出して成長してもらわなければ会社の成長もないということである。そして重要なことは会

社が中小企業ということである。大企業と同じような仕事内容や職場環境を確保することは難し

く、その中で売上の増加、社員の確保・定着のためには中小企業ならではの独自の工夫が求めら

れる。 

鈴木氏は常に会社経営におけるバランスと自社の特性に応じた工夫を経営の中に取り入れてき

た。小規模な専門工事業者はどうしてもその専門性の高さから、会社よりは職人集団になりがち

である。職人としてのプライドの高さを持ち仕事をしてもらうことはいいことであるが、行き過

ぎた職人気質は会社経営においては問題になることもある。 

鈴木氏としては社長の経営方針と会社のルールを徹底させること、社員研修において OJTのみ

の従来のやり方だけでは無く、費用を掛けて社員を研修に参加させるなどをし、工事技術と会社

員として両面で成長できる環境を整備している。無駄な時間を短縮し、現場作業に集中できる働

き方や、評価と報酬についても社長が責任を持って１人１人を見て決めていくなど、同社として

方針が徹底されている。 

 【主な施工実績】 

○押切川公園緑地管理業務委託（2015年） 

○耶麻郡北塩原関屋道路橋りょう整備(交付)工事(法面)（2016年） 

○会津総合運動公園わんぱく広場遊具更新工事（2016年） 

○地すべり防止工事 野辺沢山地区（2020年） 

○林道山都線（４号・５号）災害復旧工事喜多方山都地区（2023年） 

○復旧治山工事会津若松市大戸町大字芦牧字峠地区（2025年） 

■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 

同社では、激変する建設業を取り巻く環境に適合していくため、事業分野の拡大と社員の確保、

育成に取り組んできた。会社が生き残るために、社員が会社を辞めず、一人一人が成長してもら

える職場づくりに取り組んで来た結果が、人的資本経営に結びついている。問題が発生した状況
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の改善とそこから生み出された知見を経営にフィードバックさせ、少しずつ、しかし着実に変化

させている。理論だけにならず、実践が伴うことを社長である鈴木氏は重要視している。 

以下では、事前に実施したアンケート調査の回答及び、代表取締役鈴木氏へのヒアリング結果

を踏まえ、同社の人的資本経営における主要な取組分野を整理する。 

①人材確保の手段 

現代の若者に建設業はあまり人気が無く、特に

中小企業が高卒者を採用しようとするとなかな

か難しい状況である。同社においても自社で技術

者を育成することに拘り、高卒者の採用に以前か

ら取り組んできた。しかし、高校に求人票を出し

ただけでは採用に結び付くことは無かったとの

ことである。 

鈴木氏が社長に就任してからは、積極的に高校

で行われる企業説明会に参加し、就職担当の先生

方とのコネクションを構築してきた。そこから徐々に採用に結び付いていったとのことである。

就職担当の先生、高校生にとっては建設業という業界、更にはその中での専門工事業がどのよう

な仕事内容であり、その給与、待遇など具体的に知る機会はなく、就職先としての選定範囲に入

ってこない。 

中小企業において、本当に高校生を採用したいと思えば、やはりトップが学校を回り、就職担

当の先生、高校生に自らが会社の内容について説明をすることが重要である。その際には会社と

しての成長性、やりがいのある仕事内容であるか、報酬面も含め、高校生にとって具体的な夢を

描けるものであることが肝要であり、彼らの希望を裏切らない会社とすることがトップとしての

責任であることを鈴木社長から説明を受けた。 

中途採用についてはハローワークにも求人を出しているがあまり応募はなく、既存の社員には

常日頃から友人やいいと思う人がいたら、声をかけるように話をしているとのことである。人か

らの紹介が、地域の企業においては今も重要な人材採用の方法となっている。 

②働きやすい職場環境 

建設業の仕事場は屋外であり、夏は暑く、冬は寒い。オフィスの中での仕事だけというわけに

はいかず、やはり過酷な環境下での作業となることが多い。また、雨など天候に影響を受け、工

期が短くなることでの連続勤務などが発生することで休みが取りにくい業界でもある。 

同社はそのような状況の中でもできる限り社員が働きやすい環境づくりや、労働時間の削減に

取り組んでいる。具体的には現場への直行直帰による労働時間の削減と現場作業時間の確保、水

曜日はノー残業デーとするなど、これまで当たり前とされてきた建設業の労働時間の長さをでき

◇インターンシップ・高校生現場見学 
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る限り削減しようと努めてきた。建設業界では長年に亘り従業員の確保のため必要と言われてき

た週休二日制や残業抑制等の働き方改革であるが、なかなか実行できていない。建設業において

も DX（デジタルトランスフォーメーション）により労働時間の削減などが徐々に可能となってき

てはいるが、業務の多くを自動化できる訳では無く、現場作業はどうしても時間がかかる。労働

時間を削減することで、やはり工期の延長、一日の出来高が減少するなどその代償は企業経営に

影響を与える。 

同社においても例外なくそのような課題はあったが、社員に働きやすい環境を提供し、長く働

いてもらい技術の習得に励んでもらいたいとの思いから労働時間の削減に取り組んできたとのこ

とである。重要なことは経営者側が出来高の減少に対して覚悟を持つということである。それを

覚悟しなければ人が雇用できない時代になっていることについて企業側は認識を新たにしなけれ

ばならない。そして、ただ単に売上の減少を許容するのではなく、それを補うだけでの新しい事

業、高付加価値の事業に会社として取り組む姿勢が大切であると同社は考えている。 

③人材育成・スキル開発 

法面工事や造園土木などの仕事は技術者、職人

の世界であり先輩の仕事を見て学ぶということが

通常であった。そのような教育だけでは、優秀な感

のいい人間はすぐに見て仕事を覚えるが、そうで

はない人間はなかなか仕事が覚えられず、会社と

しての技術力も一定にならない。また、仕事が面白

くならずに辞めていってしまう社員を生み出しか

ねない。 

同社ではそのような教育方針を改め、会社とし

て技術者を養成するため各種研修の受講など OFF-

JTを利用した人材育成に力を入れている。特に建

設業関係の資格取得を支援しており、土木施工管

理技士（国家資格）や、法面施工管理技術者（民間

資格）などの取得を推奨している。会社として資

格取得の費用を負担し、資格取得者には給与面に

も資格手当として反映させることで、社員のやる

気を引き出している。経費はかかるが、民間のコンサルティング企業が開催するセミナー等へも

参加をさせ、管理職としてのスキルを学ばせ、職人としての技術だけでなく、施工管理や経営管

理なども行えるよう人材育成を図っている。 

このような成果は確実に出ており、社員の勤続年数も伸びており、国家資格保有者の数も増加

している。 

◇社内勉強会 
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④地域貢献 

社長である鈴木氏は高校、大学と野球選手として活躍したこともあり、高校の野球部へ寄付を

行い、地域のスポーツ活動を支えている。また、会社や鶴ヶ城周辺のゴミ拾いを会社として行う

など地域貢献活動にも積極的に取り組んでいる。 

会社としては何よりも仕事で地域貢献を果たしているとの意識が強い。法面は大雨などによる

土砂崩れなどにより破損し、道路を通行止めにしてしまうことがある。その修繕工事を行うこと

が同社は多い。道路という生活インフラを守っているとの意識が強く、会津地域において法面崩

落などの災害が発生した場合は、行政機関からの緊急的な依頼にもできる限り応じて緊急復旧の

業務に優先的に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

⑤経営理念の浸透・共有 

同社は「私たちは、環境と安全を真心で創ります。」との経営理念を掲げ、 
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３.技術の研鑽による競合他社との差別化で社会資本整備活動に貢献する。 

という活動指針を掲げて日々活動を行っている。 

経営理念の浸透については朝礼で社長が訓示を行う他、言葉だけで無く、会社として具体的な
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短期的な目標、利益だけで無く長期的な視野に立って会社の経営を行っていくため、法面工事

だけでなく、造園土木や建設工事分野にも進出し事業の広がりを創ることと、社員に多様な仕事

の機会を設けている。最近は大雪の会津でも潰れないカーポートの販売、施工も行っている。技

術力の確保のためには社長自ら新たな工法に関する知識の習得に励んでいる。 

また、施工技術に関する各種研究会に積極的に参加し技術の習得に励み、会社としての技術力

◇林道山都線（４号・５号）災害復旧工事 喜多方山都地区（2023年） 

復旧施工中 復旧施工前 
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の向上に努めている。福島県自然循環型工法協会では鈴木社長が代表を務めている。当然、この

ような社長の姿勢は社員にも浸透しており、会社内での新たな技術習得に対する熱意は高いもの

がある。 

⑥健康経営 

同社はふくしま健康経営長期優良事業所として認定を受けている。社員の休暇取得を推進する

ほか、社員一人一人の健康管理にも気を配っている。建設業という仕事柄、体力を使うことが多

く、体の不調が仕事上の事故にも直結する。鈴木社長を中心に管理者は朝礼等で社員の顔色や体

の変化などに気を付けて見ているということである。その他、会社としてはインフルエンザの予

防接種については全額会社の負担としている。 

また、社員が休みをとっても他の社員が仕事をカバーできるよう、個人ではなく組織として仕

事ができる体制づくりに取り組んでいる。社員に元気で長く働いてもらうためには、健康づくり

を会社として推進する他、休みが取りやすい環境、個人に大きな負荷を与えない仕事のやり方な

どマネジメントが大きく作用する。社長自身がこれまでの建設業の仕事の在り方、経営管理に疑

問を持ち、他社の優れた事例、マネジメント手法などを学習し、自社の経営に取り入れている。 

⑦処遇の透明性・公平性 

同社の人事評価については、最終的には社長個人の判断により行われている。社員それぞれの

頑張り、能力などを社長が見て決めるということであり、そこは敢えて仕組化、透明化はしてい

ない。社員数が少なく、個々の社員を社長が直接見ることができる環境にあることが大きい。 

公平性を期すため評価ポイント制などを導入することは良い面もあるが、その人間がもたらす

会社に対する貢献度など一律には評価できない面があるため、あえてアナログに評価を行ってい

るとのことである。しかし、保有資格により明確に給与面などには差をつけており、仕事上必要

となる資格取得に努力した社員には報酬面で報いており、頑張れば報われるという社風を作り出

している。 

⑧DXの取組状況 

同社は労務管理の DX を進めているところであり、勤怠管理が出先でもできるシステム導入を

計画している。働き方改革による残業時間規制もあり、休みを確保しつつ、現場作業の時間を確

保していくためには、直接作業以外の間接作業、管理業務の時間削減を重要視している。そのた

めには DXへの取組は重要であることを経営者層は理解している。 

課題としては社内に DX を進めるための責任者となるような人材がいないことである。多くの

中小企業と同じく、DXに知識を持つ人材がいないため、システムの構築については外注先任せに

なる傾向がある。同社にあったシステム構築を進めるため専門家によるアドバイスなどが必要と

思われる。 
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■人的資本経営の成果・展望 

同社は、法面工事の専門工事業者として創業をされた。法面工事は特殊な施工や危険な斜面で

の作業などその仕事の内容から専門の職人が集い、仕事を行う技能集団という側面が強かった。 

しかし、現在の鈴木社長が経営の舵を取るようになってからは社員の意識も変化している。会

社員としての自覚を持ち、同社の一員として仲間と協力するという雰囲気が会社の中に生まれて

いる。これは単に言葉で意識改革を促すだけでなく、会社への帰属意識を高めるための研修や個

人の成長と会社としての技術力を高めるための国家資格取得の支援を行い、採用については新卒

採用に力を入れ、会社として育成する方針を掲げるなど、地道で具体的な取組がその根底にあり、

確実に成果を上げている。 

現代の若者が仕事に対して抱いている負のイメージや雇用環境についても目を背けず、できる

限り働きやすい環境を作ることで離職の防止や仕事へのモチベーションの向上をはかっている。

また、会社として新たな工法の開発や造園業など新規事業分野についても進出をしており、会社

の成長と社員の増加が見込まれる。 

■ヒアリングを終えて 

鈴木社長からもお話をいただいたが、建設業は３Ｋと言われている代表的な職場である。屋外

で自然を相手にする仕事であり、天候にも左右されるため休みも不定期になりやすい。現在の若

者には敬遠される仕事であり人材不足が最も叫ばれる業界である。 

しかし、そのような業界にありながら、同社は地道な社員教育と採用を続け着実な成長を遂げ

ている。その根底にあるのは社会のインフラを支えている責任と自社や社員の技術への自負であ

る。そしてそれを単なる精神論として社員に強制するのではなく、頑張った者が報われる人事制

度、社員１人１人をしっかりと評価する経営管理により実現している。 

この社風を作り出しているのは鈴木社長のトップマネジメントによるところが大きい。会社と

して目指すべき方向とそこに貢献できる社員の育成との関係が明確になっている。このような会

社の場合、得てして社長の独断や強権が強くなりすぎてしまう場合があるが、同社の鈴木社長は

自分を戒めるため、常に他社や先人の経営者達の経営哲学を勉強している。会社のトップである

経営者は自分をコントロールできるものは自分しかいないとの考えのもと、常に勉強、研鑽をし

なければならないとの姿勢で、その姿は社員にも伝わっているものと思われる。 

同社は後継者も育っており、今後、会社の規模も大きくなっていくものと思われる。人と技術

を大事にする同社の社風を残しつつ、時代の変化に対応する会社として更なる成長が期待できる。 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 梅津 國藏   
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実践事例 12 株式会社野地組 
 

 

 

 

■会社概要 

 会社名   株式会社野地組
のじくみ

 

 本社所在地 福島県二本松市油井字赤坂山 27 

 設立    1957年８月 

 業種    総合建設業 

 代表者氏名 野地
のじ

 武之
たけし

  

 資本金   30百万円（2025年４月現在） 

 社員数    59名（2026年 1月現在） 

 公的認証等 子育てサポート企業くるみん認定 2022年認定 

令和４年度優良工事国土交通省東北整備局長表彰 

令和５年度福島県優良建設工事表彰 

令和５年度福島県ワーク・ライフ・バランス先進的取組大賞 

ふくしま健康経営「長期」優良事業所 2024認定 

令和６年度福島県ワーク・ライフ・バランス大賞 

株式会社野地組は、1957年（昭和 32年）に福島

県二本松市で設立した総合建設会社であり、60年

以上にわたり地域の社会基盤を支える事業を展開

している。二本松市は県内でも交通・生活動線の

要所に位置し、道路・河川・公共施設などの維持更

新は地域の安全と利便性に直結する。同社は、そ

の根幹を担う企業として、長期にわたり地域イン

フラを支えてきた実績を持つ。 

主要事業は、道路や橋梁、河川改修などの土木

工事をはじめ、学校や庁舎などの公共建築、さら

には住宅の設計・施工・販売、不動産取引まで多岐

にわたり、地域の社会基盤整備を担う公共事業と、

個人のライフスタイルを提案する住宅事業の両輪で事業を展開している。公共工事は品質・安全・

工期の確実性が求められる一方、住宅・不動産は顧客対応力や提案力が問われる。同社は両分野

を手がけることで、技術・人材・ノウハウを相互に活かし、経営の安定性と地域サービスの幅を

両立している点が特徴である。 

①従業員が自分の会社を薦めたく
なる職場環境 

②地域になくてはならない会社 

人的資本経営のポイント 

◇株式会社野地組本社 

◇野地武之代表 
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同社の特徴は地域に根差した人材基盤にある。社員数 59 名のうち、若手技術者が一定数在籍

（35 歳以下、２級施工管理資格以上所持が８名）するなど、専門性の高い技術者集団を形成して

いる。資格取得支援制度を整備し、入社後に段階的に技術者としての成長ができる環境を築いて

いる点も特徴的である。 

さらに、同社の直近の実績は平均時間外労働：月 19時間、有給休暇取得率：64％、育児休業取

得者：４名（女性２名・男性２名）である。また、若手向けの借上げアパート制度、子育て配慮

の勤務調整など、従業員の生活基盤を支える施策も整備することで働きやすい職場環境づくりに

積極的に取り組んでいる。 

同社は「社員が仕事を通じて成長し、健康で活躍できる企業」を目指す姿として掲げている。

近年では、建設業界の課題である長時間労働や若手人材不足に対し、野地代表自らが「イクボス

宣言」を行い、ワーク・ライフ・バランスの推進や健康経営に注力。その結果、若手社員や女性

技術者の採用・定着が進み、次世代を担う人材が育つ組織へと変革を遂げている。「採用して終

わり」ではなく、入社後に定着し、技能を獲得し、次世代の採用にもつながる循環をつくること

が人的資本経営の重要なポイントであるが、同社は働き方・健康・育成を一体で捉えることで、

この循環を強化している。 

特に、「仕事は働く人たちと家族が幸せな人生を送るためにある」という野地代表の信念のも

と、社員一人ひとりの生活と成長を尊重する経営スタイルは、地域社会や求職者から高い評価を

得ている。 

 【主な施工実績】 

○道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）国

道 349号（2025年） 

○防災・安全交付金事業 笠張・山口線舗装補修

工事（2025年） 

○道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修） 県

道安達太良山線（2023年） 

○［復興］一般農道整備 0301工事 小島３期地区

（2023年） 

上記のように、道路の改良・維持補修や復興関

連工事など、地域生活に直結する工種を継続的に

担っていることが分かる。 

 

 

◇施工現場の様子 
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■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 

①人材確保の手段 

同社の人材確保における最大の特徴は、ハローワークや有料求人媒体に依存せず、社員や知人

からの紹介及び地元高校との強固な連携によって人材を確保している点にある。いわゆるリファ

ラル採用が「制度として整っている」というより、「社内文化として自然に機能している」点に

強みがある。  

また、県や地元メディアが主催する合同企

業説明会等にも積極的に参加し、企業説明会

等を通じて仕事の内容ややりがいを発信して

いる。会場で実際に働く社員の体験談を語っ

てもらうことで、学生の不安を払拭し、応募増

加につながっているという。建設業は仕事内

容が分かりにくく、入社前後のギャップが離

職要因になりやすい。同社が現場で働く社員

の言葉を重視しているのは、リアリティのあ

る情報提供を通じてミスマッチを減らす狙い

がある。 

さらに、地域密着型企業としての「安心感」も採用上の強みである。長年地域で信頼を積み上

げてきた同社の名前は、地元高校や地域社会に浸透しており、社員が母校や後輩へ同社の口コミ

を広げ、その母校から社員を採用することができる好循環が生まれている。また、入社後のギャ

ップを減らし、早期離職を防ぐ効果も生んでいる。地域での評判は、本人だけでなく保護者や学

校関係者の意思決定にも影響する。同社が長年の実績を背景に「安心して送り出せる会社」とし

て認知されていることが、採用の下支えになっている。 

これは、社員が自分の会社を薦められるだけの信頼感と職場満足度が形成されていることの裏

付けであり、社内環境が若者にとって魅力的であることが同社の強い採用力の源泉とも言える。

採用の難しさが増す中で重要になるのは、応募を増やすことだけでなく入社後の納得感を高める

ことである。建設業は、現場の雰囲気や仕事の進め方が会社ごとに大きく異なり、入社前のイメ

ージと現実の差が離職につながりやすい。同社が説明会で社員の体験談を重視している点は、業

務内容を抽象的に伝えるのではなく、現場のリアルを言語化して共有し、入社前にギャップを小

さくする工夫と捉えられる。 

また、地域内での紹介が機能している企業では、会社の評判が応募動機になる一方で、期待値

が過度に上がると失望にもつながり得る。そのため、仕事の厳しさや求められる姿勢も含めて説

明し、納得して入社してもらうことが重要である。採用は入口であり、人的資本経営としては採

用後の育成と定着が成果を左右する。同社のように、地域の学校・社員・家族といった周辺関係

◇高校生向け現場見学会 
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■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 
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者と信頼を築きながら、応募者の不安を丁寧に解消していく姿勢は、採用市場が厳しくなるほど

差別化要因として効いてくる。結果として、採用コストを抑えながら、職場に合う人材を確保し

やすい構造を形成している。 

さらに注目すべき点は、同社が人材確保を短期的な人数充足ではなく、将来の担い手づくりと

して捉えている点である。建設業では、即戦力を求めるあまり経験者採用に偏りがちだが、同社

は地元高校との継続的な関係構築を通じて、若年層の段階から建設業への理解を促している。こ

れは、単なる採用活動というより、地域の産業理解を支える取組とも言える。 

②働きやすい職場環境 

建設業界は長時間労働や休日出勤といっ

たイメージを持たれがちだが、同社はそうし

た「古い建設業の働き方」からの脱却を重要

な経営課題と位置づけている。労働時間管理

や休暇取得をめぐる法令改正に対応するだ

けでなく、「家族との時間」「自分の時間」

を大切にできる職場づくりを目指し、現場の

運営体制そのものを見直してきた。 

同社の有休取得実績は 64％であり、同規

模の建設業における全国平均よりも高い水準となっている。これは単に規程や制度が整っている

だけでなく、職場の雰囲気として「休みが取りやすい」「早く帰ることが悪いと思われない」状

態がつくられていることを示している。インタビューにおいても「昔のように長時間働くことを

評価する時代ではない」「早く帰れる環境を作りたい」という野地代表の明確な方針が語られて

おり、経営トップのメッセージが現場の運用にまで浸透している。 

子育て世代への支援も特徴的である。女性社員はもちろん、男性社員にも育児休業の取得実績

があり、「誰もが家庭を大切にできる環境」が整備されている。野地代表は「子どもが熱を出し

た時など、突発的な休みは誰にでも起こり得る。そのときにお互い様と助け合える文化が大事」

と述べており、柔軟な勤務調整や急な休みに対応できる組織体制を意識的に作っている。 

また、現場環境においても、女性を含む多様な従業員が働きやすいようにトイレや更衣室の整

備、現場の安全性確保、重機作業や ICT活用による身体負担の軽減などが進められている。その

他、メンター制度の導入や独身寮の整備により、生活面・仕事面の両方から社員を支える体制が

構築されている。 

③人材育成・スキル開発 

人材育成においては、「資格取得への手厚い支援」が同社の大きな特徴である。資格取得にか

かる費用（受験料、交通費、講習費）を会社が全額負担するだけでなく、就業時間内（8:00〜17:00）

◇社内の様子 
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での試験勉強を認めている。一般的には勤務後や休日に自己負担で勉強することが多いなかで、

同社は勉強する時間も業務の一部と位置づけている。これにより、社員はプライベートの時間を

過度に犠牲にすることなくスキルアップに専念できる。 

また、女性社員の職域拡大にも積極的であ

り、女性による現場パトロールやドローン操縦

技能の習得、ICT 機器の操作など、新しい技術

分野への挑戦を後押ししている。現在、若手技

術者（35歳以下、２級施工管理技士以上）が８

名在籍しており、その育成成果が着実に現れて

いる。キャリアコンサルティングも導入し、社

員一人ひとりの希望やライフイベントを踏ま

えながら、中長期的なキャリア形成を支援して

いる。 

④地域貢献 

建設業の本業である「インフラ整備」そのものが最大の地域貢献であるという意識が社員に浸

透している。「自分が舗装した道路を家族や友人が通る」ことが社員の誇りややりがいにつなが

っているという声もあり、日々の仕事と地域住民の生活が直接結びついていることがうかがえる。

こうした「地域に成果が見える仕事」は、若手の仕事観形成にも影響し、定着・育成の面でもプ

ラスに働く。 

野地代表も同社の仕事について「関わった仕事の多くが形に残り、地図にも残って、地域の人

たちの利便性や安全性につながっていることが実感できる仕事」と語っており、地域への貢献は

同社の存在意義そのものと位置づけられている。地元高校への出前授業、地域清掃ボランティア、

スポーツチーム支援（福島ファイヤーボンズ）、地域行事への参加など、地域社会との結びつき

の強さがうかがえる取り組みが多くみられる。 

また、若い社員が後輩を紹介し、さらにその後輩が別の若者を呼ぶという好循環が地域内で起

きていることから、地域内の若者ネットワークを活かした地域貢献の一形態でもあると言える。

若者が離れがちな地域において、同社が「働き口」と「誇り」を提供することで、地域の人口維

持と働く場の確保に寄与している。 

⑤経営理念の浸透・共有 

経営理念の浸透については、月 1 回の全社朝礼や定例会議を通じて行われている。形式的な社

内報などは用いていないが、野地代表自らが「仕事は人生の目的ではなく、幸せになるための手

段である」というメッセージを発信している。現場で働く社員に対して、働くことの意味や会社

として大切にしたい価値観を、日常的な会話の中でも伝えるよう努めている。 

◇キャリアコンサルティング 
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かつては、いわゆる「昔ながらの建設業の価値観」を踏襲する風潮があったが、野地代表は「今

の時代に合わせた会社に変わらなければならない」と強く意識を変革した。このトップの意識変

革が、若手社員や女性社員が働きやすい風土（心理的安全性）の醸成につながっていると考えら

れる。社員が安心して意見を言える環境があるからこそ、現場の改善提案や新しい取り組みも生

まれやすくなっている。 

⑥健康経営 

社員の健康維持・増進に関しては、「健康経営優良事業所」の認定を取得するなど積極的であ

る。特徴的な取り組みとして、非喫煙者・メタボリックシンドロームに該当しない社員に対して

最大 5,000円の「健康増進手当」を支給している。これは、健康管理を個人の努力だけに委ねず、

会社としてインセンティブを与えるユニークな制度であり、生活習慣の見直しや禁煙のきっかけ

にもなっている。 

また、社内にトレーニングルームやバスケット

ゴールを設置し、社員が気軽に身体を動かしてリ

フレッシュできる環境を整えている。メンタルヘ

ルス対策としては、外部委託によるストレスチェ

ックを年 1 回実施し、必要に応じて産業医やカウ

ンセリング窓口につなぐ体制を構築している。心

身の健康が仕事のパフォーマンスに直結するとい

う考え方が、会社全体に共有されている。 

⑦処遇の透明性・公平性 

処遇の透明性は、社員の納得感と定着に直結する要素であり、同社もその重要性を認識してい

る。厚生労働省の「若者雇用促進総合サイト」において、同社はユースエール認定企業として掲

載されており、若者の採用・育成に積極的で、労働条件や社内制度の整備状況が一定の基準を満

たしていることが示されている。 

人事評価制度に関しては、形式的な評価シートの運用にとらわれず、実質的なフィードバック

を重視する方針をとっている。過去には詳細な評価シートを導入しようとしたものの形骸化した

経験を踏まえ、現在は所属長や OJT担当者による対話を通じた評価を行っている。日常業務の中

でこまめに声をかけ、良い点・改善点をその都度伝えることで、評価に対する納得感を高めてい

る。 

また、男女間での処遇差別をなくす意識も強く、ライフイベントとキャリアの両立を支援する

制度とあわせて、誰もが長期的に安定したキャリアを築くことができる環境を整え、公平性の確

保に努めている。  

◇トレーニングルーム 
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⑧DXの取組状況 

建設現場における生産性向上と長時間労働是正のため、同社は DX（デジタルトランスフォーメ

ーション）を重要なテーマと位置づけている。具体的には、ICT建機の導入や、スマートフォンで

黒板撮影・写真整理が自動化できる「電子小黒板」の活用を進めており、これにより現場技術者

の事務作業負担が軽減されている。若手社員がこうした新しいツールの活用を牽引している点も

特徴的である。 

今後は、現場の書類作成業務等を本社で一括処理する「バックオフィス支援」体制を強化し、

現場技術者が施工管理や品質管理に注力できる環境（分業化）を目指している。DXを単なる効率

化の手段にとどめず、「若手の負担軽減」「人材育成」「働き方改革」と一体で進めようとして

いる点に、同社の人的資本経営としての特徴が表れている。 

■人的資本経営の成果・展望 

同社の人的資本経営は、建設業界の構造的な課題である「人手不足」「高齢化」を払拭し、具

体的な成果を生み出している。 

例えば、「若手人材の確保と定着」という観点について、「就業時間内の勉強」「若手ランチ

会」「有休の取りやすさ」など、若手社員の視点に立った環境整備により、直近３年で 10名の新

卒採用に成功し、20代・30代の社員比率が増加している。従業員が自社を友人に紹介する「リフ

ァラル採用」が機能していることは、エンゲージメントの高さの証明である。なお、若者が離れ

がちな地方においてそのようなリファラル採用が機能していることは、地域における若者の定着

となり、会社が位置する二本松地域に対する地域貢献に寄与していると言えるだろう。また、採

用・定着の実績は、単独施策の成果というより、働きやすさ・育成・文化が積み重なった総合成

果であるといえる。 

また、「女性活躍」の観点について、「くるみん認定」や「ユースエール認定」に裏打ちされ

た制度整備により、女性技術者が活躍する事例が生まれている。これは企業の多様性を高めるだ

けでなく、公共工事入札における加点対象となるなど、経営上のメリットにも直結していると考

えられる。 

このように、現在は、様々な取り組みが評価され、成果に結びついている一方、野地代表への

ヒアリングで「以前は社員が定着せず悩んだ時期があった」という率直な振り返りと、「変わる

べきは社員ではなく、会社のあり方だった」という気づきの言葉があった。 

野地代表は、環境が快適になることで社員のハングリー精神が失われる「ゆるい職場」になる

ことを危惧しており、規律と自律を伴った組織風土の醸成を目指している。野地代表自身が悩み、

気づき、整理してきた現在の「働きやすい環境」を土台として、いかに「働きがい（成長実感・

貢献実感）」を高めていくかが今後のテーマとなる。 

また、野地代表自身が「仕事は人生の目的ではない」と断言し、社員の幸福を第一義に掲げる
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姿勢が、現在の同社の求心力となっている。特に、地元工業高校とのパイプラインや社員からの
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■ヒアリングを終えて 
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は、「社員が自社を友人に薦められる」ほどの高い従業員満足度とエンゲージメントの証明であ

◇社員のみなさんの様子 

第３章 ミクロ的調査（企業ヒアリング） 
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ると思われます。また、年間平均 12日という高い有給休暇取得実績が示す「働きやすさ」の実現

は、性別やライフステージに関わらず社員が安心してキャリアを築ける環境を生み出しています。 

今後は、この快適な環境が「ただゆるいだけの職場」とならないよう、社員一人ひとりの「働

きがい」（成長実感と地域への貢献実感）をいかに最大化していくかという、次のステージの課

題に直面していると拝察します。 

「地域になくてはならない会社」として、社員の幸福と地域発展の両立を目指す野地組様の、

今後のさらなる発展と成功を心よりお祈り申し上げます。 

 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 南山 勇人 

 

参考資料 

・株式会社野地組ホームページ：http://www.nojigumi.net/ 

・エン株式会社：https://en-gage.net/nojigumi/?banner=1 

・キラっとふくしま：https://kiratto-f.com/interview/527/ 

  

82



82 

ると思われます。また、年間平均 12日という高い有給休暇取得実績が示す「働きやすさ」の実現

は、性別やライフステージに関わらず社員が安心してキャリアを築ける環境を生み出しています。 

今後は、この快適な環境が「ただゆるいだけの職場」とならないよう、社員一人ひとりの「働

きがい」（成長実感と地域への貢献実感）をいかに最大化していくかという、次のステージの課

題に直面していると拝察します。 

「地域になくてはならない会社」として、社員の幸福と地域発展の両立を目指す野地組様の、

今後のさらなる発展と成功を心よりお祈り申し上げます。 

 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 南山 勇人 

 

参考資料 

・株式会社野地組ホームページ：http://www.nojigumi.net/ 

・エン株式会社：https://en-gage.net/nojigumi/?banner=1 

・キラっとふくしま：https://kiratto-f.com/interview/527/ 

  

83 

実践事例 13 福浜大一建設株式会社 
 

 

 

 

■会社概要 

 会社名   福浜大一建設
ふくはまだいいちけんせつ

株式会社 

 本社所在地 福島県いわき市小名浜字中原 16番地の１ 

 設立    昭和 36年３月 

 業種    総合建設業 

 代表者氏名 佐藤
さとう

 毅
たけし

  

 資本金   80百万円（令和７年３月末現在） 

 社員数    121名（正社員 84名・嘱託 17名・ 

            契約社員 20名、 

            令和７年９月 26日現在） 

 公的認証等 ISO 9002 認証取得（平成 11年９月 21日, 平成 15年に ISO 9001移行） 

       ISO 14001 認証取得（平成 20年９月 29日） 

       「仕事と生活の調和」推進企業認証（平成 19年 10月５日） 

       イクボス宣言（平成 30年４月 16日） 

       くるみん認定（令和５年 12月 20日） 

       「働く女性応援」中小企業認証（平成 28年７月 29日） 

       女性活躍推進企業 認証（平成 29年２月 14日） 

       SDGs宣言（令和２年９月 20日） 

       みなと SDGsパートナー登録（令和４年 12月 23日） 

       中小企業版 SBT認定 

       福島県産業安全衛生大会、いわき地区産業安全衛生大会 表彰（令和７年 10月） 

  施工実績 アクアマリンふくしま新築工事 

 （平成 16年度 第９回公共建築賞 社団法人公共建築協会） 

小名浜港東港地区防波堤（第二沖）被覆工事 

 （平成 17年度 優良工事賞 国土交通省小名浜港湾事務所長)  

災害公営住宅小名浜団地新築工事 

 （平成 28年度 いわき市優良建築工事表彰（建築部門）） 

公共災害復旧（再復）工事（河川）神白川筋 

 （平成 30年度 福島県優良工事表彰 特殊構造物（災害）部門） 

道路橋りょう整備（再復）工事（トンネル）（仮称）戸渡トンネル 

 （令和元年度 福島県優良工事表彰（特殊構造物部門）） 

水産研究拠点整備 2902工事 水産試験場地区 

 （令和元年度 福島県優良工事表彰（一般建築部門）） 

ふくしま復興再生道路 国道 399号十文字工区道路改良事業 

 （令和５年度 全建賞） 

三春ダム周辺維持工事（令和６年度表彰 東北地方整備局三春ダム管理所長） 

双葉町駅西地区災害公営住宅等整備事業（令和７年度 全建賞） 

小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波外工事 

 （令和７年度表彰 国土交通省小名浜港湾事務所長) 

①｢どこまで行っても人｣ 

② ワーク･ライフ･バランス（WLB） 

③｢思考力｣｢成長意欲｣の開発 

人的資本経営のポイント 

◇福浜大一建設本社 

第３章 ミクロ的調査（企業ヒアリング） 
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福浜大一建設株式会社は、昭和 36年３月 30日に福浜工業株式会社として創業したことに端を

発する。創業当初、本社は東京都千代田区神田錦町に置かれ、福島県磐城市（現・いわき市）に

営業所を開設。その後、昭和 38年９月には本店を福島県磐城市甚太郎東（現・いわき市小名浜字

中原）へ移転した。福浜工業がいわきに拠点を設けた背景には、当時、いわきエリアで新産業都

市への転換を見据えた大規模な市町村合併が進展していたことがあり、同地域が将来的に大きく

発展する潜在力を備えているとの期待があった。 

平成６年６月には資本金を 8,000万円へ増資し、さらに平成８年５月には建設業許可を県知事

許可から国土交通大臣許可へと変更することで、事業基盤を一層強化した。この頃、現代表取締

役である佐藤毅氏は、平成 10年７月に社長として就任し、経営を引き継いでいる。 

その後、平成 17年３月１日には、福浜工業株式会社と大一建設株式会社が合併し、福浜大一建

設株式会社として新たな体制での事業運営が始まった。合併の背景には、バブル崩壊後の売上減

少に歯止めがかからない中、県内の別エリアへ進出し事業を開拓するという経営戦略があった。

大一建設は福島県田村郡三春町に拠点を置き土木分野で実績を重ねていた一方、福浜工業は土木

分野をメインとして建築分野においてもその強みを発揮していた。両社が得意分野を補完し合っ

たことで相乗効果が生まれ、総合建設業としての競争力が高まり、業績は順調に推移した。この

合併は、血縁関係や既存取引のない中小企業同士が地域において行った第三者承継の先駆的な事

例でもあった。 

さらに令和５年６月には、福浜ホールディングス株

式会社を設立した。ホールディングス化の目的は全体

最適を指向しつつ、M&A による新たな可能性の追求や

社員の成長促進など、より戦略的な取組を進めること

であった。当社は、地域的な広がりや異業種への展開を

視野に入れつつ、企業が成長し地域から必要とされる

存在であり続けるためには、業種の枠を越えた未来志

向の発想が重要であると考えている。また、建設業の景

況が悪化した際の影響を最小限に抑えるためには、建

設業と相関性の低い事業領域を確保する必要性も認識

している。そのため、地域企業の存続を支援するプラッ

トフォーム「ツグナラ」に参画している。令和 5年の合併においても、地域企業を引き継いで雇

用を継続させ、関係者全員にとっての win-win を実現しながら規模拡大を進めてきた。ホールデ

ィングス化は、地域社会や建設業界から求められる役割に積極的に挑戦し続けるという当社の前

向きな姿勢を体現する取組である。 

  

◇代表取締役 佐藤 毅氏 
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■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 

Ⅰ.人材確保の手段 

人材不足の深刻度を 10段階中「７」と高く認識しており、「必要な人材が集まらない」（特に

建築技術者）及び「後継者不足」（組織の管理職的役割を担う人材）が主な課題であることから、

多角的な手段を講じて人材確保に取り組んでいる。 

Ⅰ-1.人材募集のための直接的な採用チャネル 

当社は、新入社員採用時に複数のチャネルを活用しており、これらの取組は応募数・採用数・

定着率などの向上に「４」（５段階中）の効果を感じていると評価している。 
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は、福島高専において企業説明会とは別に出

前授業を実施しており、授業内容は会社の PR

に偏らず、「建設業とはどのような仕事か」「働

くとはどういうことか」といった建設業全般の基礎的な紹介を中心に構成されている。 

また、採用が継続している大きな要因として、先輩社員が後輩に「いい会社だよ」と伝えてき

た点が挙げられる。こうした積み重ねが毎年続くことでネットワークが機能し、後輩層が自然に

会社に興味を持つ流れが確立されている。さらに、先輩と後輩の年代が近く、必ず１年上の先輩

がいるため、新入社員にとって相談しやすい環境が整っている。先輩の働く姿を見ることで、「２
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年後には自分もこのくらい成長できるかもしれない」と具体的な将来像を持ちやすく、モチベー

ションの維持や定着にもつながっている。特に平工業高校の卒業生については、10年以上退職者

が出ていない状況が続いている。 

Ⅱ.働きやすい職場環境 

「働きやすい職場環境」を整備するために行っている取組は多岐にわたる。当社はこれらの取

組により、離職率の低下や従業員満足度（ES）の向上に「４」（５段階中）という高い効果を感

じていると回答している。 

Ⅱ-1.ワーク・ライフ・バランス（WLB）と家族支援の充実 

当社は、社員一人ひとりが仕事にやりがいを感じつつ、人生の各段階で多様な生き方が実現で

きる雇用環境を目指している。 

(1)育児両立支援 

過去 10年間において、育児休業の取得率は男女ともに 100％を達成している（令和６年度、令

和７年度にも、産後パパ育休を各１名取得）。当社が最初に着手したのは男性の育児休業に関す

る施策であり、「最低でも連続２週間の取得」を目標に、対象者全員が取得する方針のもと継続

的に取組を進めてきた。現在では、この２週間の取得が社内で“当たり前”として定着するまで

になったという。こうした取組の結果、当社は子育てサポート企業として「くるみん認定」を受

けるに至った（令和５年 12月 20日認定）。 

育児休業を取得した従業員からは、「身体的にも十分に休息できたことに加え、子どもとの時

間が持てたことで、次の仕事への良い弾みになった」といった肯定的な声が寄せられている。 

また、令和６年６月には、高校生までの子を持つ従業員を対象に、学校行事への参加、予防接

種、不妊治療、妊婦健診などに必要な時間を、通常の有給休暇とは別に年間 50時間まで取得でき

る「ファミリーサポート休暇」を創設した。この制度は特に女性社員によって積極的に活用され

ており、年間 50時間の上限を使い切り、その後は自身の有給休暇を使用して対応するケースも見

られるなど、制度が十分に定着している。具体的には、三者面談のために２時間だけ外出すると

いった短時間利用が可能である点が、利用の広がりにつながったと考えられている。 

(2)休暇取得の促進 

有給休暇の取得については、部門長がその進捗を定期的に確認することで、取得しやすい雰囲

気づくりに努めている。かつては有給休暇を取る際に理由を尋ねていたため、社員が休暇を申請

しにくい風潮があったが、現在は会社側が理由を聞かない運用に改められた。また、上司が出勤

を続けていると部下が休みづらくなることから、上司自ら休暇を取得する姿勢を示すことで、部

下も休みやすい環境づくりを進めている（“上司も休んでいるんだよ”という状況の可視化）。 

会社全体として「休みたい」という申請に対しては原則として承認する文化が定着しており、

業務に支障をきたす場合のみ調整を行う程度である。こうした取組の結果、令和６年度の平均有
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給休暇取得日数は 12.6日となり、社員からは「気兼ねなく休みを申請できるようになった」との

声も寄せられている。 

また、有給休暇の管理手法として、四半期（３か月）に一度、各部門の取得状況が社長に報告

される。社長は取得が進んでいない社員がいる場合、ヒアリングを行い、部門長に対して取得促

進の責任を明確化している。さらに、年度末の繁忙期に取得が集中することを防ぐため、年度途

中から有給休暇の取得状況を集計・管理している。有給休暇や時間外労働については、各部門長

が必ず状況を把握し、取得促進や必要な調整を行っている。 

Ⅱ-2.女性の登用促進と能力開発 

当社は、社員一人ひとりが多様な生き方を選択し実現できる社会の実現を理念として掲げてい

る。「仕事と生活の調和」推進企業認証（平成 19年）、「働く女性応援」中小企業認証（平成 28

年）、「女性活躍推進企業認証」（平成 29年）、いわき市女性活躍推進企業、福島県家庭教育応

援企業など、働き方や公平性に関する公的認証を多数取得している。 

かつて女性社員は電話応対やお茶出しといった補助的業務が中心であったが、現在は総合職へ

の転換が積極的に推進されている。能力のある女性社員は、DX推進に関わる業務や現場での後方

支援業務など幅広い領域で登用されており、前述の出前授業も女性の課長代理が担当している。

一定の裁量ある仕事を任せ、その成果を適切に評価することで、女性社員を総合職に転換し、能

力を最大限に引き出すことが企業の成長に不可欠であるとの考え方が浸透している。 

総合職へ転換した女性社員は、高い意欲と能力を発揮しており、経営陣からも高く評価されて

いる。上司が１つ指示を出すと「５つの回答を返してくる」ような人材も多く、成長ポテンシャ

ルとやる気が認められた社員の成長スピードは速い。業務に集中する時は徹底して集中し、退勤

する際は無駄なく終える、休む時はしっかり休むといったメリハリのある働き方が定着しており、

仕事と家庭の両立にもつながっている。責任ある仕事を任され、その成果をきちんと評価される

ことで、社員の「やる気」の向上にも寄与している。 

Ⅲ.人材育成・スキル開発 

当社は人材を「資本」として捉える人的資本経営を重視しており、人材育成とスキル開発に非

常に注力している。育成施策によって、スキル向上や業務効率化に「非常に感じる」（５段階中

「４」）という高い効果を感じている。 

Ⅲ-1.育成施策の体系と実施状況 

当社は、社員の育成施策として複数の取組を実施しており、人材育成・スキル開発に関する仮

説（育成プログラムの充実が専門性向上、組織力強化に有効である）を検証するために、これら

の施策を重要視している。 

(1)社内研修 

社内研修で外部機関を利用する際には、外部の研修プログラムをそのまま適用するのではなく、
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当社の実態に合わせて調整し、研修効果の最大化を図っている。具体的には、外部のコンサルテ

ィング会社などと連携し、自社の課題を共有しながら研修プログラムを構築している。一方的に

サービスを受けるのではなく、「ここをさらに改善してほしい」といった要望を示しつつ、自社

の実情に適合した形へカスタマイズを行っている。これは、定型的な「聞いてくれ」という形式

的な研修に陥ることを避け、問題意識に基づいた実効性の高い研修とすることを目的としている。 

(2)OJTを行う管理職への研修 

OJT（現場での指導）を適切に実施するため、指導者側の育成にも注力している。管理監督者に

は「どのように指導すべきか」を体系的に学ぶ研修を行い、特に層が薄いとされる中堅層のマネ

ジメント力を強化する方針である。これにより、部下の成長を促す仕事の割り振りや働きかけを

実践的に身につけさせている。また、現場での OJTの質を底上げするため、高齢のシニア社員（継

続雇用者）に期待される役割として「技術の伝承」と「経験の共有」を明確に位置づけている。

建設現場では、50代・60代で初めて直面する工事も珍しくないため、長年蓄積された知識や判断

力を持つベテラン社員による継承が、OJTを強力に補完する役割を果たしている。 

(3)外部研修への参加 

業務に集中してもらうため、OJTと並行して階層別に外部研修（OFF-JT）の機会を設けている。

異業種との合同研修などへの参加を通じて、社員が交流を通じて知識や経験を得る機会を提供し、

価値観や視野が広がるきっかけとなることを期待している。これらの外部講習への参加支援は、

社員の長期的なキャリアをより豊かにするためのサポートの一環と位置づけている。 

(4)「10年間で身につけてほしい 100のスキル」 

「10年間で身につけてほしい 100のスキル」という方針を軸に、社員と上司の双方の成長を促

す仕組みづくりを進めている。社員自身が技術の習熟度を可視化できるようにすることが目的で

あり、現在は「力量マップ（スキルマップ）」の標準化を進め、スキルアップ目標を明確に示す

取組を展開している。 

これは従来の「見て覚える」型からの脱却を図り、社員が自ら学びキャリアを選び取る「自立

型育成」を後押しする OJTの一環として策定された。力量マップは次世代リーダープログラムの

一部として位置づけられ、内容の体系化が進められている。 

マップに整理されるスキルは技術要素にとどまらず、現場の管理・運営に関わる行動まで幅広

い。たとえば「調達ができる」「下請事業者と打ち合わせができる」「朝礼を運営できる」「安

全書類を作成できる」など、日々の仕事を具体的に分解した項目が並ぶ。こうした具体化が進む

ことで、上司のアドバイスも褒めるポイントもより的確になり、社員の成長を後押ししている。 

Ⅲ-2.キャリア形成を支える仕組み 

資格取得は、単なるスキル向上ではなく、社内でのポジションを獲得するための明確な要件と

して位置づけられている。主任（監督職）への昇格には特定の国家資格の保有を必須としており、

若手社員にとってはキャリア形成における具体的な目標となる。また、後輩に追い越されないよ
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う努力する動機づけにもなっており、社員の成長意欲を高める仕組みとして機能している。 
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Ⅳ-2.環境保全と SDGsを通じた貢献 

持続可能な社会の実現に向けた取組を推進し、その成果を地域に還元している。当社は、国連

が提唱する SDGs（持続可能な開発目標）の達成に寄与する企業活動に取り組んでおり、令和２年

９月 20日には、ワーク・ライフ・バランスや環境、DXなどの具体的な行動計画を盛り込んだ 

「SDGs宣言書」を公表した。また、国際的なイニシアチブである SBTi（Science Based Targets 

initiative）より、中小企業版 SBT認定を取得している。 

当社は、Scope１・２における温室効果ガス排出量を、令和 10年までに令和３年度比で 42％削

減することを目標として掲げている。具体的な削減策には、DX推進による現場移動の削減や、燃

費効率の高い重機や社用車の電気自動車・ハイブリッド車への入れ替えなどが含まれる。また、

国土交通省港湾局が創設した「みなと SDGsパートナー」にも登録されている（令和 4年 12月 23

日登録）。 

Ⅳ-3. 地域交流と PR活動 

当社は、社員が地元に親しみ、「地域で働

く誇り」を持てるようにすることを目的とし

て、業務関連だけでなく地域イベントへの協

賛・参加や地元の祭事にも積極的に関与して

いる。具体的には、ボランティア活動を通じ

て社員が「人のためになった」という達成感

やチームの一体感を感じる機会を創出して

いる。過去には、創業 60 周年記念イベント

の一環として、いわき FC50の子どもたちと共

に小名浜の街中や海岸でボランティア活動

を行った。また、いわき FC に関しては、会

社見学も受け入れている。 

当社は社名の認知度向上や PR 活動の強化も重視しており、地域メディアでの情報発信を行っ

ている。具体例としては、いわき FCの試合の番組提供や、いわき FC U-18のユニフォームへの社

名掲出など、ビジネスパートナー活動を通じて親世代を含む地域住民への認知度向上を図ってい

る。このように、当社は企業ブランドの向上と地域社会との連携強化を同時に推進している。 

Ⅴ.基本方針・経営理念の共有・浸透 

当社の基本方針は「豊かな環境の創造」である。 

ここでいう「豊かな環境」とは、人が集い、暮らしを育み、文化を生み出し、活力あるまち（地

域）を醸成することを指す。地域住民の快適で安全な生活環境を直接的に支え、「暮らしを育む」

 
50 福島県いわき市と双葉郡をホームタウンとする、Jリーグに加盟するプロサッカークラブ。 

◇国道 252号の清掃ボランティア活動への参加 
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営みの中心に位置づけられる存在となることで、地域から「世の中に必要な存在」と認識される

ことが重要である。当社は、その理念のもと、地域とともに成長・発展していくことを目指して

いる。 

また「創造」とは、100年先の未来を見据え、矜持を保ち技術を伝承し、持続可能な未来を創造

することを意味する。当社の事業は、河川や橋梁工事などの災害を未然に防ぐ取組を通じ、人々

の命と安全を守る重要な役割を担っている。こうした建造物は「次の世代が育つまちの資産」と

なり、「次世代に、そして地域に残っていく仕事」であるという強い自負を持って取り組んでい

る。 

さらに、基本方針を実現・補完するため、以下の５つの経営理念を掲げている。 

Mission 

○「共存・共生・共創により、笑顔で安心して暮らせる未来づくりに貢献します。」 

「人と自然、人と人とのふれあいを大切に、お客様の満足・安心・信頼に応え、豊かな環境を

創造します」という考えのもと、自然環境・社会環境、そして社員や地域住民との関係性を大

切にする姿勢を示している。 

Domain 

○「社会のニーズに対し、企画・提案力、組織力で、快適な暮らしを安全に提供します。」 

当社の強みは、総合評価方式の公共工事における高い技術提案力にある。入札で重視される提

案書の作成を主導する機会が多く、これは設計力・応用力の両面で高い信頼を得ている証であ

る。また、社員の「思考力」や「成長意欲」を引き出す人的資本経営を重視しており、現場で

の実践を通して培われた自信と判断力こそが、社員の真の強みとなっている。 

Core Value 

○「無限の可能性を信じ、新たな未来への挑戦と一人ひとりのやりがいを大切にします。」 

「挑戦による成長」と「個人の価値の重視」は、当社の経営戦略及び人的資本経営の根幹をな

す要素であり、日頃の取組において強く実践されている。社員の成長なくして会社の成長はな

いという考えのもと、思考力や成長意欲を伸ばすことを重視している。 

Vision 

○「持続可能な社会の実現に貢献し、地域と共に成長・発展する組織を目指します。」 

◇施工実績例 アクアマリンふくしま新築工事・いわきアリオス新築工事・地方道整備工事 
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建設業は「次世代に、そして地域に残っていく仕事」である。地域の方々から「この会社があ

ってよかった」「世の中に必要な存在」と認識される企業を目指し、地域活動や祭事への積極

的な参加を通して、地域で働く誇りを醸成している。 

Strategy 

○「時代を先取り、事業領域を拡げ、次世代に笑顔あふれる明るい未来を築きます。」 

ICT施工やドローン測量、3D設計など新技術の導入に積極的に取り組み、時代の変化に対応し

ている。事業領域の拡大は、自社の新たな可能性を見出し、社員の成長を促すための有効な手

段である。また、自社の成長と地域発展の両立を目指し、若者が建設業に関心を持てるよう、

「給与」「休暇」「希望」「かっこよさ」という“新 4K”を積極的に発信し、建設業が「ずっ

と希望ある職業」であり続けることを目指している。 

当社の経営理念は、創業 60周年という節目に、佐藤社長が祖父・先代の言葉を時代に合わせて

再解釈し、幹部候補社員を中心として１年以上にわたり議論を重ねて策定された。トップダウン

で掲げられた理念ではなく、社員が主体的に関わり、自らの言葉として紡いだ想いであるからこ

そ、日々の業務に自然と根づいている。 

その浸透・定着に向けては、継続的な共有から始まる。全社員が参加する毎月の定例会議で唱

和することに加えて、事業計画書への掲載、年１回の事業計画発表会で部門長が計画を発表する

取組を実施している。遠隔地の社員もオンラインで参加し、全員が同じ情報と方向性を持って仕

事に向き合い、また、社内 SNSやイントラネットで情報を共有するなど、この積み重ねが、組織

としての一体感とモチベーションの維持につながっている。 

基本方針・理念が「言葉」にとどまらないよう、人と人とのつながりも大切にしている。グル

ープ全体での社員旅行や合同懇親会など、部署や拠点の垣根を越えた交流の場を意図的に設けて

きた。若手社員の発案による取組も多く、日常のふれあいを通じて「人を大切にする」という理

想を体感できる環境が育まれている。 

また、人材を「資本」と捉え、成長と公平性を重視した仕組みづくりを進めている。育成面で

は、「見て覚える」という従来型の指導から脱却し、自ら学びキャリアを築く自立型育成へと転

換。「10年間で身につけてほしい 100のスキル」による成長の可視化や、資格取得支援の充実に

より、現在では社員の約 60％が 1 級施工管理技士の資格を有するまでに専門性が高まっている。

シニア社員による技術伝承や、管理職向けの育成研修も、組織全体の力を底上げしている。 

安心して働ける環境づくりも、重要な要素である。育児休業は男女問わず過去 10年間 100％取

得を達成し、「くるみん認定」を取得、ファミリーサポート休暇の創設や、評価制度・賃金テー

ブルの公開、定期的なフィードバック面談を通じて、公平で透明性の高い処遇を実現している。 

さらに DXの推進は、業務効率化にとどまらず、社員の負担軽減と「豊かな環境の創造」を同時

に実現する手段として位置づけている。オンライン会議の活用により移動時間を削減し、労働時
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間の縮減と環境負荷低減を両立。ICT施工やドローン測量、3D設計といった新技術への挑戦は、

若手社員の成長とやりがいにもつながっている。 

基本方針・理念を掲げ、共有し、人を育て、働く環境を整え、現場で実践する――。 

これが当社の実践している基本動作となっている。 

Ⅵ.健康経営 

当社は、従業員の心身の健康維持と、安心して働き続けられる環境づくりを目的として「健康

経営」を推進している。これらの取組の成果について、社員の意欲向上や生産性向上に「どちら
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当社は、性別や入社時の経験に関わらず、努力と成長に基づきキャリアを築ける環境を整え、

機会の公平性を確保している。役職に就くためには、国家資格の取得が必須であると明確に定め、
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能力開発が処遇に直結する仕組みを構築している。社員のスキル習熟度やタスクレベルを可視化

する「力量マップ」の標準化を進め、社員が目指すべきスキルアップ目標を明確に認識できるよ

うにしている。また、DX化に伴う業務や現場での後方支援業務などを通じて女性社員の登用にも

積極的に取り組み、職務機会の公平性を広げている。 

Ⅷ.DXの取組状況 

人口減少や人手不足が進む社会において持続可能な経営モデルを確立するため、デジタル技術

を活用した企業変革（DX）に積極的に取り組んでいる。DX推進は、働き方改革と脱炭素社会への

貢献を実現するための主要な手段と位置づけており、業務効率の向上や人手不足への対応など、

アンケートの選択項目に挙げた主要な効果を全て感じていると回答している。 

Ⅷ-1.DX推進体制と目的 

DX推進を組織的に行っており、具体的な目的を定めている。業務の DX化を推進するため、2022

年に土木部内へ ICT推進室を設置した。さらに、事業所内・現場の双方で取組を進められるよう、

2023 年に名称を DX 推進室へ変更し、土木部から独立した部門として再編した。これにより、当

社は業務効率の向上、業務品質の向上、人手不足への対応（人員削減、省力化、業務負担軽減な

ど）、及び顧客対応力の強化（スピード・柔軟性の向上）という効果を感じている。 

Ⅷ-2.具体的な DXの取組内容 

当社は、現場の効率化と間接業務の自動化の両面でデジタル技術を活用している。 

(1)現場 DX（施工管理・測量） 

現場での省力化や業務負担の軽減のために、新たな技術を導入し、ICT 施工やドローン測量、

3D設計など、新しい技術の導入に積極的に取り組んでいる。これにより、現場での測量作業など、

これまで何人かでやっていた作業がドローンを飛ばすことですぐに完了できるようになるなど、

省力化を実現している。BIM/CIM（建設業における情報モデル）を活用した情報共有システムの構

築や、タブレット等の活用による生産性向上を図り、効率的に業務を行える体制の確立を目指し

ている。 

(2)間接部門 DX（定型作業の自動化） 

事務作業やコミュニケーションの効率化により、従業員の負担を軽減している。具体的には支

払案内書の自動作成など、定型的な作業の自動化を進めたことで、以前は支払案内書を封筒に入

れて郵送する作業に１日かけていた社員もいたが、現在は電子でやり取りすることで一瞬で終わ

るようになった。請求書の電子化などにより、ペーパーレス化も促進された。またグループ企業

を含めた会議について、出席型と ZOOMを活用したオンライン型を並行して行うことで、各現場に

いながら会議に参加できるようにし、これにより従業員の移動負担をなくすとともに、労働時間

縮減（残業削減）も達成している。 
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Ⅷ-3.DXと人的資本経営・環境対策の連動 

DXは、単なる効率化だけでなく、当社の主要な経営戦略である「人的資本経営」と「脱炭素社

会への貢献」に不可欠な要素となっている。 

(1)労働生産性の向上と働きがい 

DXは、労働生産性の向上に必要な取組として選択されており、これにより残業時間が直接的に

減るというよりも、定型的な作業に費やしていた時間が短縮され、社員が「前向きな仕事」に費

やせる時間が増加した。若手社員は新技術への適応力が高く、まるでゲームをするかのように難

なく操作してくれるため、DX技術の導入は、工程の最適化や安全性の向上はもちろん、社員のや

りがいや成長にもつながっている。若い世代は、自社の DX化が進んでいることを、他社の同級生

と比較して会社の魅力として捉え、エンゲージメントの向上にも寄与しており新たな領域でのス

キル開発の対象となっている。 

(2)脱炭素目標の達成への貢献 

DXの推進は、当社が取得した中小企業版 SBT認定に基づく、温室効果ガス排出量削減目標を達

成するための具体的な取組の一つである。DX推進により極力現場を行き来せずに業務を行える体

制を確立することで、温室効果ガスの排出削減に寄与することを目指す。前述のとおり当社は令

和 10年までに令和３年度比で 42％削減する目標を設定している。 

Ⅷ-4.DX推進への取組 

当社は DX を推進し続けるため人材育成や外部専門家の活用を実施している。かつては自社 SE

が作った独自システムが多かったため、その担当者がいなくなると運用できなくなるという属人

化を防ぐために、汎用性のある市販のシステムへ移行を進めている。DXへの取組は、現場の省力

化（ドローン測量等）と事務作業の自動化（請求書の電子化等）を両輪で回すことで、社員の身

体的・時間的な負担を軽減し、その結果生まれた余裕を、より創造的な「前向きな仕事」や、脱

炭素という企業の社会的責任を果たす活動に振り向けていると言える。 

■人的資本経営の成果・展望 

「どこまで行っても人なんだ」という佐藤社長の強い信念のもと、「人的資本経営」を非常に

重要な経営課題と位置づけ、「すでに組織的に取り組んでいる」と回答している。これらの取組

は、具体的な成果を上げている一方で、中長期的な成長と継承に向けた明確な展望も持つ。人的

資本経営の成果として、各種施策は特に既存社員の定着とスキルアップ、及び公平な労働環境の

整備において具体的な成果を上げており、その効果を高く評価している。 

１.人的資本経営の展望 

当社は、地域に根差した総合建設業として、将来にわたる持続的な成長を実現することを目指

している。そのためには、社員一人ひとりの成長と活躍の場を確保しつつ、事業構造の変革や新

たな挑戦を進めることが不可欠である。 
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次世代リーダー育成においては、中堅層のマネジメント能力向上や力量マップの活用により、

社員のスキルや成長目標を可視化し、自立的なキャリア形成を支援している。事業面では、民間

建築分野の強化や M&Aの活用により、官民バランスの最適化と地域経済への貢献を両立させる。 

また、女性技術者の登用や Uターン人材の採用促進により、多様な人材が活躍できる環境を整

備し、組織の柔軟性と活力を高める。加えて、DX 推進や温室効果ガス削減など SDGs に基づく取

組を通じて、環境負荷を低減しながら生産性を向上させる体制を整えている。 

これらの取組により、社員が安心して働き、成長できる環境を構築するとともに、地域社会か

ら必要とされ、信頼される企業として、持続的な発展を遂げることを目指す。 

２.経営者の想い 

 佐藤社長は、特に「人的資本経営」と「地域社会への貢献」を企業の根幹と捉えており、その

理念の裏には、自らの承継の経験や東日本大震災での壮絶な復旧作業を通じた強い覚悟と使命感

が込められている。 

(1)経営の根幹：「人」であり「資本」であるという信念 

佐藤社長は、人材を単なるコストではなく「資本」として捉える「人的資本経営」を非常に重

視している。「我々中小企業は、どこまで行っても人なんですよね」という信念のもと、会社が

どれほど内部留保を蓄えても、何かが起こればそれは失われる。しかし、人材が揃っていれば将

来に向かって進んでいけると考えている。社員の「思考力」や「成長意欲」を単なる建前として

ではなく、会社の成長に欠かせない重要な要素と捉えている。 

(2)建設業の真の使命と地域への変わらぬ愛情 

当社の経営理念が大切にしている価値は、「人と自然、人と人とのふれあいを大切に、誠実で

高品質な仕事を行い、お客様の満足・安心・信頼に応え、豊かな環境を創造します」であり、「地

域で働く誇り」が当社の原点であるという考えを強く持っている。佐藤社長は、東日本大震災直

後、社員とその家族に負担をかけることへの不安を抱えつつも、社員が動じずに重機で瓦礫を片

付けていく姿を目にし、「うちの社員は頼もしい」と誇りに思ったという。この経験を通じ、建

設業の仕事は「建造物として地域に残り、次世代の育成やまち創りに貢献する」との認識を深め、

若い力が地域のために力を発揮できる環境づくりを志向している。 

(3)社員の成長と未来への期待 

人材育成の目標は、単なる技術者ではなく、「一市民として正しい判断や対応ができ、地域に

必要とされる人材を育てること」にある。佐藤社長は、地域復旧の経験を経た社員が困難な状況

を乗り越え、「自信を持って仕事に取り組む姿」「現場改善の提案を自ら行う姿」に成長を感じ

ている。特に若手社員は ICT施工やドローン測量などの新技術への適応力が高く、会社としてそ

のチャレンジを後押ししている。また、県外に進学した学生が「地元に戻りたい」と思える会社

づくりを進めることで、若手技術者の活躍の場も広げている。 

96



96 

次世代リーダー育成においては、中堅層のマネジメント能力向上や力量マップの活用により、

社員のスキルや成長目標を可視化し、自立的なキャリア形成を支援している。事業面では、民間

建築分野の強化や M&Aの活用により、官民バランスの最適化と地域経済への貢献を両立させる。 

また、女性技術者の登用や Uターン人材の採用促進により、多様な人材が活躍できる環境を整

備し、組織の柔軟性と活力を高める。加えて、DX 推進や温室効果ガス削減など SDGs に基づく取

組を通じて、環境負荷を低減しながら生産性を向上させる体制を整えている。 

これらの取組により、社員が安心して働き、成長できる環境を構築するとともに、地域社会か

ら必要とされ、信頼される企業として、持続的な発展を遂げることを目指す。 

２.経営者の想い 

 佐藤社長は、特に「人的資本経営」と「地域社会への貢献」を企業の根幹と捉えており、その

理念の裏には、自らの承継の経験や東日本大震災での壮絶な復旧作業を通じた強い覚悟と使命感

が込められている。 

(1)経営の根幹：「人」であり「資本」であるという信念 

佐藤社長は、人材を単なるコストではなく「資本」として捉える「人的資本経営」を非常に重

視している。「我々中小企業は、どこまで行っても人なんですよね」という信念のもと、会社が

どれほど内部留保を蓄えても、何かが起こればそれは失われる。しかし、人材が揃っていれば将

来に向かって進んでいけると考えている。社員の「思考力」や「成長意欲」を単なる建前として

ではなく、会社の成長に欠かせない重要な要素と捉えている。 

(2)建設業の真の使命と地域への変わらぬ愛情 

当社の経営理念が大切にしている価値は、「人と自然、人と人とのふれあいを大切に、誠実で

高品質な仕事を行い、お客様の満足・安心・信頼に応え、豊かな環境を創造します」であり、「地

域で働く誇り」が当社の原点であるという考えを強く持っている。佐藤社長は、東日本大震災直

後、社員とその家族に負担をかけることへの不安を抱えつつも、社員が動じずに重機で瓦礫を片

付けていく姿を目にし、「うちの社員は頼もしい」と誇りに思ったという。この経験を通じ、建

設業の仕事は「建造物として地域に残り、次世代の育成やまち創りに貢献する」との認識を深め、

若い力が地域のために力を発揮できる環境づくりを志向している。 

(3)社員の成長と未来への期待 

人材育成の目標は、単なる技術者ではなく、「一市民として正しい判断や対応ができ、地域に

必要とされる人材を育てること」にある。佐藤社長は、地域復旧の経験を経た社員が困難な状況

を乗り越え、「自信を持って仕事に取り組む姿」「現場改善の提案を自ら行う姿」に成長を感じ
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づくりを進めることで、若手技術者の活躍の場も広げている。 
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(4)経営判断と次世代へのバトン 

佐藤社長は、合併や重要経営判断において強い覚悟を持って臨んできた。後継者不在で承継先

を探していた大一建設との合併は、血縁も取引もない中小企業同士の統合であり、前例のない判

断だったため、「自身の覚悟が試された機会」と語る。社長就任後の業績下降期には、最終決断

の責任が自分にあることを重く受け止め、先代に頼らず「自分で判断する」と覚悟を決めた時に、

経営者として独り立ちした実感を得たという。今後６～７年かけて、外部専門家と連携しながら

丁寧に後継者へ経営を引き継ぐ予定である。 

佐藤社長にとって最も重要なのは、「社員一人ひとりが前向きであるかどうか」であり、ほん

のわずかでも前進しようとする意志が会社の魅力に直結すると実感している。最終的な願いは、

社員の子どもたちが「うちの親、この会社に勤めている」と胸を張れる会社であり、社員の家族

や地域の人々に「この会社があってよかった」と思ってもらえる企業であり続けることと語る。 

 

■ヒアリングを終えて 

まずは多忙な中、取材を快く受けていただいた取締役常務執行役員の遠藤様、常務執行役員の

吉村様に御礼申し上げたい。 

取材を通じて強く印象に残ったのは、当社が「どれだけ内部留保があろうとも、人がいなけれ

ば会社は続かない」という確固たる考えを持ち、社員の思考力・主体的な考え・成長意欲といっ

た内面的な要素を引き出すことを何より重視していた点である。 

とりわけ、女性社員に「ある程度の裁量を伴う仕事を任せ」、総合職への転換を進めながら、

その能力をのびやかに開花させている取組は、訪問時の受付で対応いただいた総務部課長代理の

山本様の姿勢や、お二人のご説明からも随所に感じられた。当社が一貫して「結局、会社をつく

るのは人」という価値観を大切にし、人材ならぬ「人財」を中心に据えた経営を行っていること

が、現場の空気として伝わってきた瞬間であった。 

建設業という特性を持ちながらも、社員の力を最大限に引き出し、非効率を取り除くための変

革を進めてきた背景には、バブル崩壊後の厳しい時期や東日本大震災など、幾多の困難を乗り越

えてきた経験がある。その歩みから生まれた哲学は、企業を支える根幹であり、多くの示唆を与

えてくれるものであると強く感じた。 

最後に、当社の今後ますますの発展と成功を心より願う。本記事が、当社の魅力と価値を伝え

るささやかな一助となり、新たな発見や共感につながれば幸いである。 

 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 髙橋 貞夫 
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参考資料 

・当社ホームページ：https://fd-const.com/ 

・マイナビ 2027： 

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp211022/outline.html?msockid=0f94918f724865131f9587e

073306416 

・ツグナラ：https://tgnr.jp/company/fd-const/ 

・経審ビズ東北版：https://keisin.biz/tohoku/00-016611/ 

・iTube （いわき市公式動画チャンネル）、みつけて GOOD JOB！！～ season2～ 第 1話 福浜大一建設

(株)：https://www.youtube.com/watch?v=ifHPSTnOfPM&t=12s 

・平工業高校 _企業紹介チャンネル、求む、若者たち！【福浜大一建設株式会社】：

https://www.youtube.com/watch?v=jiLQcrucL1o 

・ふくしまの建設、建設 DXの取組紹介：https://www.youtube.com/watch?v=oj08l4_qsCY&t=1s 
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実践事例 14 熱海運送株式会社 
 

 

 

 

■会社概要 

 会社名   熱海
あたみ

運送
うんそう

株式会社 

 本社所在地 福島県郡山市喜久田町卸３丁目８番地 

 設立    1956年 10月 

 業種    運送業 

 代表者氏名 佐藤
さとう

 友美
ともみ

  

 資本金   40百万円（2025年３月末現在） 

 社員数    68名 

 公的認証等 安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）（2007.6） 

       グリーン経営認証         （2007.6） 

働きやすい職場認証制度登録認定（一つ星 21LD0408-000）（2022.2） 

熱海運送株式会社は、1956年に福島県郡山市におい

て牛乳輸送を起点として創業され、以来 60年以上にわ

たり、地域社会の物流を支える役割を担ってきた企業

である。顧客の要望に対しては、人員やトラックに余

裕がなくてもすぐに断ることをせず、一呼吸置いて「ど

うすればできるか」を社員一丸となって考え柔軟に対

応することで、顧客にとってなくてはならない企業と

なることを目指している。 

物流業界が直面する「2024年問題」を成長の契機と

捉え、経営改善と事業エリアの拡大を推進している。

その具体的な成果として、福島県外への営業所展開と

いうビジョンを実現し、2025 年９月には埼玉営業所

（埼玉県幸手市）を本稼働させた。これは、広域ネッ

トワークの構築による経営効率の向上と、事業基盤の

強化を明確に示す戦略的ステップである。 

主な業務内容は、一般貨物自動車運送業、自動車運送取扱事業、軽車両等運送事業、及び複数

の顧客の荷物をまとめて運ぶ共同輸送事業である。保有車両は、2tバンからトレーラーまで多種

多様で、合計 70台以上となっている。配送ルートは、北は岩手県北上、西は関西、北陸まで及ぶ

①安心と信頼をお届けする福島県 
 郡山市の運送会社 

②男女とも働きやすく自己表現 
 できる職場環境 

人的資本経営のポイント 

◇熱海運送本社 

◇代表取締役 佐藤 友美 氏 
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定期便に加え、県内チャーター便、ドラッグストア、ホームセンターへの日々の納品業務など、

多様なニーズに応えている。 

代表取締役の佐藤友美氏は、元ピアノ教師という異業種からのキャリアチェンジで、独自の視

点が経営に色濃く反映されている。佐藤社長は入社後５年間、父親である前社長のもと副社長を

務め、2022年６月に三代目として代表取締役に就任した。 

2019 年に国会で働き方関連法の改正が成立し、2024 年４月１日から運送業に対しても労働時

間の上限規制が適用されることが決定した。一方で、集荷や納品時間は荷主主導で決められるこ

とが多く運送業者側が労働時間をコントロールすることが難しいこと、運賃交渉力が弱く待機時

間や付帯作業が運賃に反映されにくいこと、長時間の荷待ちなど非効率な拘束時間の発生が不可

避であること、深刻なドライバー不足といった業界の構造的な問題があり、一企業の自助努力だ

けで対応するのは難しいというのが大方の見解であった。 

国としても運送業への適用が容易でないことを理解していたために５年間の猶予が設けられた

という経緯があり、実際に労働時間の上限規制が適用されてから間もなく２年となる現在におい

ても、多くの運送業者は規制に対応できていないのが現状である。 

そのような状況の中、佐藤社長は 2024年４月１日の法施行に向け、２年前の 2022年から改革

に着手したが、障害となったのは人、コスト、運行の問題であった。会社の指示を守らず身勝手

な運行を繰り返すベテランドライバー、非効率な運行経路の組み合わせ、運行日前後の運行が考

慮されない荷主主導の商習慣、これらを一つ一つ丁寧かつスピード感を持って解決していった。 

ベテランドライバーに対して頭ごなしに規制を守るよう指示するのではなく、道徳観を持って

もらうための社員教育から始めた。運送業界では、１人のドライバーに対して１台のトラックが

割り当てられるのが一般的であるが、ドライバーが自身のトラックに強い愛着を持っている状態、

いわばトラックの属人化を廃することで、長距離運送を複数のドライバーや車両で区間ごとに分

担して荷物を引き継ぎながら運ぶリレー輸送が可能となった。加えて、輸送運行経路の組み合わ

せの最適化や業務上の合理性を欠く早期出発の取りやめなど、ムリ、ムダ、ムラを徹底的に排除

した。さらには、顧客と個別に協議を行い待機時間や移動時間を考慮の上、運行効率の最適化を

図った。非常に困難で、労力と時間を要する取組であったが、２年という短期間で労働時間の上

限規制を遵守しつつ、最低限の人員で業務を遂行する体制を確立した。 

 

 

 

 

 

◇熱海運送(株)「リクルートサイト」より（https://recruit.atamiunso.co.jp/about/） 
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一方で、当時の売上では、規制を遵守した上で十分な収益を確保することは難しいことも明確

になったため、顧客ごとの収益を根拠として示し個別に価格交渉に臨んだ。当社の適切な分析と

労働時間の上限規制への対応に向けた努力が顧客に好意的に受け止められ、大部分の顧客が値上

げに応じ、大幅な収益の改善につながった。 

「どんぶり勘定」が常態化しており、根拠を持った価格交渉がなされることが少ないとされる

運送業界においては、労働時間の上限規制に対応するために値上げを求めるといったアプローチ

が一般的である。当社においては、売上が減少することを覚悟の上で、まずは自らが徹底的な改

革に取り組んだ上で、明確な根拠を示して価格交渉を行ったことで顧客の信頼を勝ち得るととも

に顧客自身をも動かした。 

価格交渉を行った際には、顧客が当社の収益状況を初めて確認し、これまで低い単価で業務を

依頼していたことを詫びる場面もあった。今では、顧客を大切にする当社の姿勢、法令遵守・働

き方改革への妥協のない取組への共感が広まり、当社の業務効率化を支援するため、顧客が高速

料金を負担してでも当社に高速道路を利用することを促すなど、業界の慣習をも変えるようなう

ねりが生まれ始めている。 

経営理念として「安心・安全」「品質・信頼」「ジェンダー平等」の三つの柱を掲げ、特に「男

女とも働きやすく、自己表現できる職場環境」の実現を重要目標としている。ユニークな営業活

動として、2025年に初めて佐藤社長自身をモデルとするカレンダーを作成した。作成した 200部

は予約だけで在庫がなくなるなど、取引先や関係者から非常に好評であり、2026年は 500部に増

刷した。ピアニストである長女の妃華氏と撮影したテレビ CM も当社のイメージアップに寄与し

ている。 

女性目線での職場環境改善、法令遵守の徹底、子育て経験者の積極登用などを通じて「笑顔の

数だけ 幸せがある」会社づくり、多様性を尊重した新しい運送業の経営モデルの確立を目指して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇オリジナルカレンダー ◇CM撮影の様子（当社 Instagramより） 
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■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 

①人材確保の手段 

人口減少、少子高齢化を背景とする人手不足が多くの業界で継続する中、当社については福島

県内を中心に採用の応募が殺到している。全国各地からも申し込みがあり、当社の理念や風土に

合った人材の採用につながっている一方、採用には至らないケースもある。 

採用に至らない理由は、社長が採用にあたって重視している笑顔、やる気、向上心、協調性と

いった一見当たり前のことに思えるようで難しい要素を満たすことができない応募者が少なくな

いことにある。 

佐藤社長が取り組んできた社員の意識改革により、社員のモチベーションが非常に高い状態に

保たれ、社員同士の良好な関係が構築されている中で、それを阻害しかねない人材の採用には慎

重にならざるを得ないというのが佐藤社長の考えである。 

前提として昨今の人手不足下において採用の応募が多くあるのは、Instagramや TikTokといっ

た SNSを活用した情報発信によるところが非常に大きい。 

佐藤社長や運送部門の責任者である業務部長が中心となり当社の取組や社内イベント等につい

て幅広く発信しており、Instagramのフォロワーは 2,000人を超える。（2025年 12月時点） 

2024 年問題への対応や営業活動を始めとする様々な取組により全国的にも当社の知名度が高

まる中で、明るい社内の様子を見える化して発信していることが、効果的に作用しているものと

考える。 

②働きやすい職場環境 

佐藤社長は代表取締役への就任を契機にこれまでの体制を大きく変革する組織づくりに着手し

た。 

佐藤社長は、副社長時代から挨拶もできないベテランドライバーが幅を利かせ、他の社員がス

トレスを感じていた状況を憂い、社員がストレスを感じない環境づくりに率先して取り組む必要

性を感じていた。 

こういった状況を生み出していた本質的な原因は、業務が属人的であり、各社員が自分にしか

できない業務を抱えていることで、ベテラン社員がある種あぐらをかいていたことにあった。佐

藤社長は、改善に向けてコロナ禍を逆手にとり「コロナに罹って休むようになったら困るでしょ？」

を謳い文句に業務を「ガラガラポン」し、代替が利く状況をつくることで、ベテラン社員があぐ

らをかいていられない状況を作り出した。 

業務の属人化を解消できたことで、佐藤社長が重んじる「笑顔が見られない」あるいは「挨拶

ができない」社員をある種「冷遇」することが可能となった結果、ベテラン社員自ら「自分はど

んなところを直せばよいか？」といった問いを佐藤社長に投げかけ、佐藤社長との対話を通して
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■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 
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自らを見つめ直した結果、今や立派なリーダーに成長したという話を伺った。 
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常日頃から、社員自らが考え行動するよう促しており、社員が自分で頭を使って考える、それ
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つながっている。 

社員のモチベーションを保つために重きを置いていることは信頼と期待である。人は誰でも楽
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な方向に流されがちであるが、やりがいを持って働いてもらうためには、時には適度な負荷も必

要である。難しい仕事をやり遂げた後の達成感は成功体験として向上心につながる。 

大切なのはただ仕事を割り振るのではなく、信頼してお願いすること、期待していることを伝

えること、やり遂げたら評価し褒めることである。適切なコミュニケーションが、「どうして自

分だけ」というネガティブな感情を 180度変える効果をもたらす。 

こうしたコミュニケーションは、当社のように社長と社員の間に常日頃から信頼関係が構築さ

れていること、社長と社員全員が同じ方向を向いているという土台があって初めて成り立つもの

であると考える。 

 

 

 

 

 

④地域貢献 

働き方改革への対応を始め、佐藤社長は就任後多くのことを成し遂げてきたが、まだまだ思う

ような会社にはなっていないと考えている。今後２年を自身の学びの機会と捉えており、本業に

より注力する意向である。 

優先順位を大切にされており、佐藤社長が思い描くような会社になったら、あるいは引退した

ら社会貢献に取り組みたいと話されていた。 

⑤経営理念の浸透・共有 

当社の人材にフォーカスした取組は、経営理念の明確化と、その組織全体への浸透から始まる。 

「安心・安全」「品質・信頼」「ジェンダー平等」という理念は、現代表の就任を機に改めて

制定されたものであり、このうち「ジェンダー平等」は、働き方改革や人材登用の根幹を成す価

値基準と位置づけられている。この理念は、形式的な掲示物ではなく、現代的なデザインで制作

され、またスワロフスキーを用いた SDGsバッジの作成・共有を通じて、社員のエンゲージメント

と意識向上を図るツールとして活用されている。 

経営理念の浸透・共有にあたっても SNSが大きな役割を果たしており、社員全員が当社の投稿

を閲覧している。加えて、業務部長は非常に優秀な社長の右腕であり、佐藤社長の考えを体現す

◇熱海運送(株)「リクルートサイト」より（https://recruit.atamiunso.co.jp/interview/） 
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る伝道者的な役割を担っている。 

経営者があれもこれも手当たり次第に取り組もうとすることで社員が方向性を見失ってしまう

ことが良くあるが、佐藤社長はやるべきことを絞って明確に示し、目標を達成するためには費用

をかけることも厭わない。経営者が今取り組むべき目標を明確に示せば、社員は迷うことがなく、

経営者と同じベクトルを持って所属する企業に主体的に関わることができる。 

優先順位を付けて、一つずつ地道にしかし着実に課題を解決していくことが、理想への近道に

なると感じた。 

⑥健康経営 

社員の心身の健康維持は、安全運行

と安定した経営の基盤であると言え

る。当社の健康経営は、物理的な労働負

荷の軽減と、社内コミュニケーション

を通じたメンタルヘルスサポートによ

って推進されている。佐藤社長が「何が

あったとしても社員の命が大事」と話

されていたのが印象的であった。 

物理的な労働負荷軽減策として、本

社物流センター内にダイフク社製の全

自動大型洗車機を導入した。この洗車

機は 2t車から大型・トレーラーまで全てに対応し、短時間での洗車を可能にする。この導入は、

従来のスプレー式や手洗い作業に伴う社員の身体的負担を大幅に軽減し、労働時間の短縮と省力

化、さらにはトラックの美化による社員のモチベーション向上と安全運行の確保に直結している。 

精神的な健康面では、佐藤社長や取引先からの差し入れによる定期的な社内ランチ会が重要な

役割を担っている。佐藤社長自らが腕を振るう具だくさんの豚汁、舞茸ご飯等の提供は、社員の

栄養面をサポートするだけでなく、「こころも体もほかほかになりました！」という社員の声に

あるように、食事を通じたコミュニケーションの活性化と心理的安心感の醸成に大きく寄与して

いる。 

これは、社員の一体感を高め、メンタルヘルスを良好に保つための、実効性の高い福利厚生施

策である。また、日中の寒暖差が激しい時期に栄養たっぷりのキノコや野菜を使った豚汁を提供

するなど、社員の体調管理への配慮もなされている。 

⑦処遇の透明性・公平性 

当社は、法令遵守の徹底を前提とし、特に「2024年問題」に対応するため、適正な労働時間の

◇熱海運送(株)「リクルートサイト」より 
（https://recruit.atamiunso.co.jp/） 
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管理への移行を不可避の経営課題として認識している。長時間労働による高収入を望む社員の意

向も理解しつつ、法令遵守に基づく新しい働き方と報酬体系への転換が不可欠であると結論付け

ている。 

前述した女性管理職の例にもあるように成果主義的な要素も取り入れており、それが社員のモ

チベーションの向上につながっている。年功序列を廃し、部長に次ぐ役職であるリーダー６名の

うち、５名が 20代から 30代の女性である。若い女性であれば、年配のドライバーも指示に従い

やすいというメリットもあるとのことである。 

子育てをしていたり、そもそも裕福でお金を稼ぐことにそこまでモチベーションがなかったり、

社員の置かれる状況は三者三様である。佐藤社長の強いリーダーシップにより、やる気のある社

員、優秀な社員を正当に評価する、それが客観的に見て妥当であり納得できるとすれば、本来の

意味で公平な人事評価と言えるのかもしれない。 

⑧DXの取組状況 

DXについては、一般的なソフトウェア等は導入しているものの、優先順位としてはさほど高く

ない印象である。 

一方で、トラックには４台のカメラを搭載しており、本社からリアルタイムで映像を確認する

ことが可能となっている。煽り運転による被害を防ぐことを目的としたもので、中には嫌がるド

ライバーもいるものの「社員を守るため」に搭載している。 

実際にドライバーの運転に対するクレームの電話が本社に入った際も、撮影した映像で状況を

確認しながら話を聞くと大きなトラブルにつながりにくい。 

■人的資本経営の成果・展望 

熱海運送株式会社の人的資本経営は、佐藤社長の「女性目線で、男女ともに輝ける職場環境を

実現する」という強い覚悟とリーダーシップに基づき、物流業界の構造的課題である人口減少に

伴う労働力不足に対応する具体的な成果を生み出していると評価できる。 

佐藤社長自身が「少しずつ会社が変わってきている」と述べるように、従来の運送業の古い常

識からの脱却に部分的ながらも成功し、特に多様な人材確保の面で大きな前進が見られる。 

具体的には、「ジェンダー平等」を核とした働きやすい環境整備（全自動洗車機による労働負

荷軽減、子育て世代に配慮した短時間・近距離輸送業務の創出等）が、従来の採用対象外であっ

た女性ドライバーという新たな人材確保に成功した要因となっている。若い女性ドライバーが運

送部門でリーダーを務めていることも、円滑なコミュニケーションにつながっている。 

また、年功序列を廃し、能力のある社員を積極登用する人事戦略は、社員それぞれの日頃の業

務への向き合い方、モチベーションの向上など、ポジティブな効果をもたらしている。 
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さらには、「働きやすい職場認証制度」の取得や Gマーク（貨物自動車運送事業安全性評価）
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■ヒアリングを終えて 

本報告書の作成にあたり、佐藤社長にお会いする機会を三度いただいたが、時にはこちらが圧

倒されてしまうような非常にパワフルな方であった。 

取材の中で、再三「分別」という発言があった。例えば取引先の分別。売上が減少したとして

も佐藤社長が付き合うべきでないと考える企業との取引はやめた。採用についても社長が重要視

する笑顔、やる気、向上心、協調性がない方は採用しない。一方でタイヤの購入先については、

競争を促すため１社だった購入先を３社に増やした。 

中でも最も印象に残ったのは今やるべきことの分別であった。多くの社長が総花的に施策を立

てる中で、当社は時間の使い方を重視する佐藤社長が優先順位を付けて、全社を挙げて一つの目

標を達成するために旗を振る。右腕である業務部長の力も相まって社員は道に迷うことがない。

やるべきことは明確である。 

今回の取材では、佐藤社長から新たに取り組んだことのお話も多く伺ったが、同じくらいやめ

たことやしないことについてもお伺いした。例えば、運送業大手との取引、属人的な業務分担、

年功序列、時間による無用な社員の拘束などである。 

月並みではあるが、私が経営にあたって重要だと考えていることとして、ドラッカーの「もし

今日この事業をやっていなかったとしたら、いま始めるだろうか？」という問いがある。ポータ

ーも「戦略とは捨てること」と話しており、経営資源が限られる中にあっては、何かを選べば何

かを捨てなければならない。とりわけ、事業環境の変化が非常に激しい現代においては、マネジ

メント層は企業の事業領域や存在意義自体について絶えず問い続けるべきであり、時流や自社の

体制に合わないものはやめる勇気も必要ではないか。 

当社においては、やめたあるいはしないことがある一方で、社員の意識改革など優先順位の高

いものについては、社員それぞれが育った環境や今置かれている状況に合わせて対話の方法を変

えるなど、時間と労力を惜しまず丁寧に解決してきた。社員のモチベーションを上げる施策と、

いわゆる衛生要因を改善することによる社員のストレスを無くす施策を上手く組み合わせて、社

員が働きやすい環境の整備に取り組まれている。佐藤社長は簡単にやられているような印象を受

けるが、長い時間と労力を伴うものである。 

社員が協調性を持って働くためには、金銭的、時間的余裕が必要であるというお考えも非常に

印象的なものであった。社員は会社にお金を稼ぎに来ており、それぞれが満足できる水準の収入

を得たいと考えている。時間的な面でも業務を詰め込み過ぎるのではなく、ある程度余裕を持た

せている。金銭的な安心感と時間的な余裕という前提が揃って初めて、人は他者を思いやること

ができ、協調性を保つことができる。時間的な余裕は、常にアンテナを張り巡らせ、新たな取組

に意識を向けることにもつながる。佐藤社長が代表取締役に就任してからまだ４年足らずだが、

以前はぎすぎすしていた社員の関係性が変わり、笑顔の会話が圧倒的に増えた。全社員が同じ方

向を向いて顧客のために一丸となって取り組んでいること、社長や業務部長から信頼・期待され
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ていることで当社が自分の居場所であるという「安心感」を得られていることの現れである。 

佐藤社長は、経営について体系的に学ぶというご経験はされていないが、各地の経営者や輝く

女性達と積極的に関わりを持ち、得た知識、経験を自社の経営に取り入れてこられた。一見、感

覚的に経営されている印象を受けるが、佐藤社長の高い想像力と戦略眼に基づく施策は極めて合

理的かつ論理的であり、私自身非常に考えさせられ、学びの多い取材となった。 

西洋占星術では、2020 年 12 月にモノや地位、所有によって豊かさを測る土の時代が終わり、

つながりや思想、情報など目に見えない価値に重きが置かれる風の時代に入ったとのこと。「ス

ピリチュアルな意味でも風の時代に合った自由な経営をしていきたい」と話された佐藤社長が、

風に乗って舞うように、どこまでもしなやかに経営をされていく姿が目に浮かんだ。 

 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 橋本 祐樹 
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実践事例 15 社会福祉法人 心愛会 
 

 

 

 

 ■会社概要 

 会社名   社会福祉法人心
しん

愛
あい

会
かい

 

 本社所在地 福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目 26番地２ 

 設立    2000年 10月 

 業種    社会福祉事業（高齢福祉サービス・ 

障がい福祉サービス） 

 代表者氏名 三瓶
さんぺい

 英司
えいじ

 

 社員数    481名 

 公的認証等 令和２年度福島県ワーク・ライフ・バランス先進的取組大賞 

くるみん認定（2018年６月） 

トモニンマーク取得（2018年４月） 

福島県次世代育成支援企業認証マーク（ウォリバー）取得（2019年 10月） 

イクボス宣言（2018年６月） 

健康経営宣言 など 

心愛会の母体は、地域のインフラを支えてきた建設会社である。長年、公共工事を中心とした

事業を展開する中で、「地域への恩返し」として寄付などの地域貢献活動を行ってきた。そのな

かで、行政を通じた寄付だけでは「自分たちの想いが、誰をどう救っているのか」直接見えにく

いという課題を感じていた。「もっと自分たちの手で、血の通った支援を届けたい」という渇望

が、社会福祉事業という異業種への挑戦へと突き動かした。 

心愛会は、平成 12年に設立され、以来、社会福祉事業の展開を積極的に進めている。 

高齢福祉サービス事業としては、特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、グル

ープホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅、デイサービスセンター、小規模多機能

型居宅介護等の事業を展開している。介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心しながら、

その方らしい生活を営めるように、一人ひとりの心身の状況や要望に合わせた心のこもったケア・

サービスを提供している。 

障がい福祉サービス事業としては、生活支援、就労支援、障がい児保育、放課後等デイサービ

ス、相談支援等の事業を展開している。地域の中で、誰もが生きがいや役割を持って、いきいき

と活躍できる社会をつくるために、障がいがある方の暮らしを様々な形で支えている。 

心愛会では、創立以来「一人ひとりが大切にされ、生きる喜びの分かち合える社会を目指しま

す」という理念を掲げ、「やってみんべ」を合言葉に、職員の主体性を引き出す経営を実践して

「やってみんべ」 
の精神で職員の主体性を引き出し
誰もが安心して働き続けられる 

「人を大切にする経営」 

人的資本経営のポイント 

◇ハーモニーみどりヶ丘 
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いる。特に、職員が安心して働くことのできる環境整備に注力しており、福島県「ワーク・ライ

フ・バランス先進的取組大賞」も受賞している。 

心愛会は、福祉業界の常識に縛られない「人を大切にする経営」を徹底することで、人的資本

経営の取り組みを実践・深化させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 【事業所】 

○郡山エリア 特別養護老人ホーム「ハーモニーみどりヶ丘」 

地域密着型事業所「ハーモニー並木」「ハーモニー日和田」「ハーモニー中田」

など、住み慣れた地域で生活を続けられるための事業所を展開 

○会津エリア 特別養護老人ホーム「ハーモニーハウス」、ケアハウス「ハーモニーあいづ」「ハ

ーモニーみさと」等、障がい福祉サービス事業所「コパン」等、広範な福祉ニー

ズに応える体制を構築 

■アンケート調査項目に基づくヒアリング結果 

心愛会における人的資本経営のポイントや主な取組について、

代表の三瓶英司理事長からヒアリングを行った。  

①人材確保の手段 

福祉業界全体が深刻な人材不足に直面する中、心愛会では「選

ばれる法人」になるための多角的な施策を展開している。 

心愛会では「やってみんべ」の合言葉のもと、「ないものは自分

たちで創る」というフロンティアスピリットを、福祉の現場に持ち

込むことで、単なる介護ではなく、「クリエイティブな挑戦ができ

る場」を職員に提供している。 

具体的な採用手法としては、自社の求人サイトでの募集、学校との連携、エージェントの活用、

SNS（Instagram等）を通じた積極的な情報発信、リファラル採用（職員の紹介）、ハローワーク

等の公的ルートの活用など、幅広い施策を実施している。 

◇「やってみんべ」を合言葉に職員の主体性を引き出す 

◇三瓶 英司 理事長 
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特に SNSでは、職員が新たな取組に挑戦する姿や介護の仕事のやりがいに関するエピソードな

ど、現場の生き生きとした姿を可視化することで、理念に共感する人材の採用につなげている。

SNSは、職員の両親が見ているケースも多く、「我が子の活躍する姿を見ることができて嬉しい」

というコメントも寄せられている。更新頻度が非常に高く、タイムリーな情報が発信されている

点も特筆すべきところである。 

また、住宅手当や奨学金の返済支援などの制度も導入するなど、福利厚生の充実にも積極的で

ある。「くるみん」や「ともにん」といった複数の公的認証は、求職者に対する「安心・安全な

職場」の証明となっており、新卒採用だけでなく、中途採用においても訴求効果が期待できる。 

「スポットワーク」などの新しい働き方の推進にも積極的に取り組んでいる。働き方に対する

ニーズが多様化している昨今の情勢を踏まえて、スポットで短時間働きたいという人材も受け入

れている。多様な働き方を認め、尊重することで、幅広い人材の獲得につなげている。スポット

で仕事を経験した人材について、希望があれば正職員として採用することも検討している。 

一方で、外国人の活用については、金銭的な負担が大きいことや、受け入れ体制構築に向けた

負担感、仕事を覚えたタイミングでの離職への対策が必要になるなど、課題が多い現状である。

制度の活用促進のためには、国や自治体による制度設計や補助等の充実が更に重要になるものと

考えられる。 

 

 

②働きやすい職場環境 

心愛会における「働きやすさ」は、単なるスローガンではなく、各種データや公的な認証によ

って裏打ちされている。 

心愛会は、子育て支援の「くるみん」、仕事と介護の両立支援「ともにん」、そして、仕事と
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生活の調和に積極的に取り組む企業を福島県が認定する「ウォリバーマーク」を取得している。

これらの認証を維持することは、組織として高い水準の労務管理を継続していることを意味する。 

民間の口コミサイト※のアンケート結果でも、休日・休暇に対する納得度は 77％、勤務時間の

納得度は 75％と、同業他社を上回る満足度を記録している。職員間の人間関係に対する満足度も

75％と高く、福利厚生と心理的安全性が確保された環境が、離職防止とエンゲージメント向上に

直結しているものと考えられる。 

※エン カイシャの評判（https://en-hyouban.com/company/10200247663/） 

新しい制度の導入にも積極的であり、「子連れ出勤制度」や「産後パパ育休制度」などの制度

が導入されている。「子連れ出勤制度」では、職員の働きやすさの向上や満足度向上のみならず、

高齢者が子供と接する機会が生まれ、利用者側の喜びや活力アップにつながるなど、複次的な効

果も生まれている。正式に制度化し、経営陣が活用を推奨することで、全職員が施策を活用しや

すい環境整備するとともに、利用しやすい雰囲気を醸成している点がポイントである。 

そのほか、事実婚・同性婚を想定した就業規則に変更するなど、多様性を重視した制度設計に

も取り組んでいる。 

また、職員の腰痛予防と利用者の安全・安心な生活を実現するための包括的な取り組みとして

「ノーリフティング」が実施されている。福祉用具を積極的に導入することで、「抱え上げない・

持ち上げない・引きずらない」介護を実現し、職員の身体的な負担を軽減させている。 

③人材育成・スキル開発 

心愛会では、入職後に初任者研修を実施

し、座学と実技の両面で仕事の習得を支援

している。さらに、先輩職員が半年から 1年

かけて新入職員をサポートする「エルダー

制度」によって、職員の不安を軽減しつつ

OJT によって人材育成を進めるプログラム

が組まれている。介護福祉士などの資格取

得支援も積極的に実施しており、資格取得

手当を設けるなど、職員の挑戦を応援して

いる。 

上司との面談も、月１回以上の実施を推

奨し、年に２回は内容の報告を求めている。

人間関係のボタンの掛け違いや期待のすれ

違いを減らすことで、職場の人間関係を良

好に維持するとともに、１on１文化の浸透 ◇キャリアパスのロードマップ 
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を目指している。 

働き甲斐や楽しさは仲間に認められることによって得られるという考えのもと、チームでの仕

事を大切にする組織文化の醸成にも取り組んでいる。 

制度面では、全職員を対象に１等級から５等級までの「等級制度」を運用しており、それぞれ

の等級に求められる資格や職務遂行能力（できる・できないの基準）を明確にしたキャリアマッ

プを提示している。これにより、職員は自分の現在地と、次に目指すべきステップを客観的に把

握することが可能となっている。 

心愛会の育成方針は、単なる技術習得に留まらず、将来の経営幹部を育成する「サクセッショ

ンプラン（後継者育成）」にも踏み込んでいる。特筆すべきは、2030年に向けた長期経営計画「ビ

ジョン 2030」の策定プロセスである。この計画づくりには、30代中盤から 50代前半の中堅・若

手リーダー10数名が、部署横断的に「計画メンバー」として参画しました。彼らが自ら「10年後

の心愛会はどうあるべきか」を議論し、ミッション、バリュー、スピリットを再定義することで、

経営感覚を持った次世代リーダーとしての自覚を養っている。 

④地域貢献 

前述のとおり、心愛会の設立動機は、極めて純粋な「地域貢献への渇望」にあった。「自分た

ちの手で、血の通った支援を届けたい」という想いが、現在の広範な福祉サービスの展開につな

がっている。 

地域貢献としては、心愛会コンサート、地域交流事業、ボランティア活動の支援、各種イベン

トの開催など、様々な取組を実施している。地域との交流を何よりも大切にしており、地域との

連携によって、“施設の風呂ではなく、地域の温浴施設に行ったり”“お店屋さんごっこではな

く、実際に店舗で購入したり”“理髪店に来てもらうのではなく、地域にある理髪店に行く”な

どのサービスが実現し、利用者の満足度の向上にもつながっている。また、ボランティアに参加

した学生が心愛会に就職するなど、採用につながったケースもあり、そういった職員は離職率が

低いとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 
◇イベントの様子 ◇農福連携事業の様子 
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現在は、障がい者支援事業を通じて、地域の経済活性化や雇用創出にも寄与している。例えば、

農業の労動力不足を補うために農福連携を実施したり、地元の伝統工芸である「会津木綿」を用

いた商品を制作・販売したりしている。 

⑤経営理念の浸透・共有 

心愛会の組織文化を象徴する言葉、それが「やってみんべ（やってみよう）」である。心愛会

では、経営理念という抽象的な概念を、誰もが即座に行動に移せる具体的な言葉に翻訳している。

「お客様や仲間のためによいと思えることは、何でもやってみんべ」というこの合言葉は、現場

の職員に強力な権限委譲と心理的安全性を与えている。 

「やってみんべ」を実践した事例は、心愛会のホームページや SNSで数多く発信されており、

「居酒屋風料理の提供」「野菜の栽培」「音楽会の開催」などなど、職員の企画・提案した事業

が本当に数多くあることに驚かされる。 

例えば、「居酒屋風料理の提供」は、利用者が忘年会シーズンに「昔はこの時期の忘年会が楽

しみだったな」と話している様子を見て「それなら給食を居酒屋メニューにして雰囲気を楽しん

でもらおう」と考え職員が提案したものである。おしながきを作って注文を受けるなど、料理だ

けでなく居酒屋らしい演出も取り入れたことも奏功し、利用者の皆さんは満面の笑みで喜んでく

れた。 

また「野菜の栽培」は、食欲が落ち込んだ利用者に対し、ある職員が「自分で育てた野菜なら

食べていただけるのではないか」と発案したものである。周囲の仲間も「やってみんべ」と賛同

し、畑での栽培から調理までを利用者と共に行った。その結果、食の細かったお客様が完食され

るという奇跡のような変化が起きた。 

その「やってみんべ」という言葉が定着していることで、失敗を恐れずに自分のアイディアを

試せる。この文化が、職員一人ひとりを「指示を待つ作業者」から「価値を創るプロフェッショ

ナル」へと変貌させている。 

⑥健康経営 

人的資本の基盤は、職員の健康にある。心愛会では、定期健康診断の確実な実施はもちろん、

過度な労働による疲弊を防ぐための厳格な時間管理を行っている。平均残業時間についても月５

時間程度に抑えられている。 

KPIとして、定期健康診断受診率 100％、二次検診の結果報告回収率 100％、腰痛の労災事故ゼ

ロ、ストレスチェック受検率 80％等を掲げている。 

福利厚生としては「子育て・介護との両立」を制度として確立していることで、家庭生活での

ストレスを職場に持ち込まず、心身ともに充実した状態で業務に当たれる環境を整備している。 

また、キャリアコンサルタントを正社員として採用し、メンタル的なフォロー、カウンセリン
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グ、悩み相談などに対応している。各拠点を巡ってリアルの面談を実施するほか、LINEや電話で

相談に乗る体制を敷いており、気軽に相談することが可能になっている。相談内容は守秘義務に

よって守られており、職員の抱える問題の早期解決、ストレス軽減や離職防止において一定の成

果が得られている。 

メンタルヘルス対策にも注力しており、後述する DX（見守りセンサー）の導入は、実は健康経

営の側面からも大きな意味を持っている。夜勤中の職員が抱える「もしものことがあったらどう

しよう」という孤独な不安をテクノロジーで解消することは、精神的な健康を守るための実効性

のある施策となっている。 

⑦処遇の透明性・公平性 

職員のモチベーションを維持するため、処遇の透明化と公平性の確保を経営の最優先課題の一

つに掲げている。 アンケート結果によると、心愛会では「評価制度の文書化」「賃金テーブルの

社内公開」「目標管理制度（MBO）の導入」「フィードバック面談」が全て実施されている。どの

資格を取得し、どのポジションに就けば、どれだけの給与が得られるのかが明確に示されている

ため、将来の設計が立てやすい構造になっている。 

一方で、他社でも見られるように、現場からは「責任の重さからリーダー職を敬遠する」とい

う声も少なからず上がっている実態もある。このような状況に対応するため、評価する側のスキ

ル開発を支援する評価者研修や、リーダー手当の適正化などを通じて、ステップアップへの意欲

を高める工夫を継続的に行っている。 

「頑張りが正当に評価され、それが処遇として目に見える形になる」という納得感が得られる

制度設計が長期的な人材定着の鍵となっている。 

⑧DXの取組状況 

心愛会の DXの取組で特徴的な点は、「見守り用のベッドセンサー」の導入である。 

現場の職員が求めていたのは「利用者が健やかに息をしていることを確認できることによって

得られる安心感」であった。見守り用のベッドセンサーは、呼吸や心拍の細かな動きをリアルタ

イムで可視化する特徴がある。これにより、夜勤職員は何度も居室を訪れて確認することなく、

利用者の睡眠を妨げるリスクも減らしつつ、「無事に眠っていること」をモニター越しに確認で

きるようになった。職員の心理的不安を取り除くためにテクノロジーを使うという考え方、この

人間中心の DXこそが、心愛会が目指す DX化の形といえる。 

一方で、一時期注目を集めた介護ロボットについては、実用性や使い勝手の面で現場での活用

までには課題が多いという実態もある。 

チャットボットでの問い合わせ対応や請求書処理など、バックオフィス業務の自動化について

は一定の効果が見込まれることから、今後も導入を進め、現場職員の負担軽減を図る方針である。 
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は一定の効果が見込まれることから、今後も導入を進め、現場職員の負担軽減を図る方針である。 
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■人的資本経営の成果・展望 

心愛会は「人」を経営の中心に置くことで、地域屈指の福祉グループへと成長を遂げた。「や
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現在は、人材の採用・育成と事業展開のスピード感を合わせて事業の成長を目指しつつ、「ビ

ジョン 2030」の実現に向けて、策定したバリュー・ミッション・スピリットを全職員の「自分事」

へと落とし込むフェーズにある。 

今後は、「ビジョン 2030」と連動した評価・報酬制度の構築や育成体系の整備によって更なる

職員のエンゲージメント向上とサービスの質向上につなげる考えである。また、IT・DXの活用の

幅を広げ、職員の作業負担・事務負担等を削減することで、職員が「対人援助という福祉の本質」

や「自身がやりたい理想の介護の実現」に 100％の力を注げる環境を構築していく方針である。 

職員の幸せを追求し、職員のやりがいや働き甲斐を高めることで、その果実をお客さまや地域

に還元していくスタイルが心愛会の人的資本経営の形であり、「やってみんべ」の精神のもと、

心愛会はこれからも積極的な挑戦と着実な成長を実現いくものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヒアリングを終えて 

あらためて、お忙しい中、この度のヒアリングにご協力をいただいた三瓶理事長に心から御礼

を申し上げたい。 

取材を通じて感銘を受けたのは、心愛会における「人材」への投資が、決して福利厚生の充実

という表面的な次元に留まっていない点である。「やってみんべ」という合言葉のもと、現場の

職員に「自分のアイディアで誰かを幸せにできる」「お客さま満足の最大化を目指すことができ

◇職員が企画したパンバイキングの様子 
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る」というポジティブなメッセージが伝わっていると感じた。それが結果として、職員の満足度

向上、サービスの質向上、離職率の低下等につながっている。 

「やってみんべ」の精神の定着がもたらす“実行力”と、利用者と職員の幸せを第一に考える

“人を大切にする経営”が高いレベルで融合した心愛会の人的資本経営は、人材不足に悩むあら

ゆる事業者にとって、重要な示唆を得ることのできるものだと感じた。 

三瓶理事長におかれましては、現状にとどまることなく、「ビジョン 2030」の策定と実現に向

けて、更なる人的資本経営の充実に取り組まれており、引き続き勉強させていただきたいと強く

感じた。 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 鈴木 優太 

参考資料 

・ホームページ … https://sin-ai.com/ 

・採用サイト  … https://www.sin-ai.com/recruit/career/ 

・Instagram  … https://www.instagram.com/shinaikai.insta/ 

・YouTube   … https://www.youtube.com/channel/UCk_GIAPZVP28GOsCrT0ILqQ 
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３.実践事例のまとめ 

本調査対象となった５社は、人的資本を経営の中心に置くことで、持続可能な成長基盤を構築

している。以下に、人的資本経営８項目の観点から具体的な実践事例を総括する。 

①人材確保の手段 

地域密着型の採用戦略が有効に機能している。(株)野地組では地元高校との連携に加え、社員

が自社を推奨するリファラル採用が自然な社内文化として定着し、ミスマッチのない人材確保を

実現している。また、熱海運送(株)では SNS を通じて代表自らが職場のリアルな日常を可視化す

ることで、理念に共感した人材が全国から集まるなど、情報開示の質が採用力を左右している。 

②働きやすい職場環境 

物理的負荷や拘束時間の長さが課題となりやすい業界において、環境の質的転換が進んでいる。

第一緑化工業(株)では直行直帰の推奨やノー残業デーの徹底により、業務の効率化と私生活の充

実を両立させている。福浜大一建設(株)の「ファミリーサポート休暇」や心愛会の「子連れ出勤

制度」は、従業員のライフイベントに柔軟に対応する仕組みであり、心理的安全性を高め、長期

的な定着に直結している。 

③人材育成・スキル開発 

単なる技能習得にとどまらず、キャリアの可視化が組織力を強化している。(株)野地組では就

業時間内での資格取得学習を認めるなど、会社が学習時間を保障することで、従業員の自己研鑽

を組織の競争力へと変換している。福浜大一建設(株)では「力量マップ」によって技術の習熟度

を標準化し、個人の成長を促している。心愛会では次世代リーダーが経営計画策定に参画するな

ど、高度な意思決定機会を提供している。 

④地域貢献 

本業を通じた社会課題の解決が、従業員の「働く誇り」を醸成している。福浜大一建設(株)や

第一緑化工業(株)による災害復旧やインフラ維持は、地域住民の生命を守る公共的価値の高い活

動として認識されている。また、心愛会が障がい者支援事業を通じて地元伝統工芸の振興を担う

など、地域社会との互恵的な関係構築が企業ブランドの向上と信頼獲得に寄与している。 

⑤経営理念の浸透・共有 

抽象的な理念を現場の具体的な行動規範へと翻訳し、共有している。心愛会の「やってみんべ」

という合言葉は、失敗を許容し挑戦を促す文化を象徴し、自発的な改善提案を生む土壌となって

いる。熱海運送(株)では「ジェンダー平等」の推進を掲げ、トップの明確な意思を SNSや対話を

通じて日常的に発信することで、組織全体のベクトルを統一し、一体感を醸成している。 

⑥健康経営 

従業員の心身の健康を経営基盤と捉え、多角的な支援を展開している。(株)野地組の「健康増
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進手当」によるインセンティブ付与や、心愛会の専任キャリアコンサルタントによるメンタルケ

ア体制は、生産性維持に不可欠な施策となっている。熱海運送(株)では全自動洗車機の導入によ

り身体的負荷を物理的に軽減するなど、労働環境の改善が従業員のエンゲージメント向上につな

がっている。 

⑦処遇の透明性・公平性 

評価基準の明確化がモチベーションの源泉となっている。福浜大一建設(株)では賃金テーブル

の公開と目標管理制度（MBO）を連動させ、評価の納得感を高めている。熱海運送(株)では年功序

列を排し、能力に基づき若手女性を積極的に管理職へ登用する実力主義を徹底しており、公正な

機会提供が組織の活性化と従業員の挑戦意欲を引き出している。 

⑧DX 

テクノロジーを「従業員の負担軽減」と「付加価値向上」のために活用している。(株)野地組

や福浜大一建設(株)では、ドローン測量や ICT 建機の導入、事務作業の自動化により、現場技術

者が本業に注力できる環境を整備した。心愛会による見守りセンサーの導入は、夜勤時の心理的

不安を解消する「人間中心の DX」であり、労働環境の質を抜本的に改善している。 

■結論 

これらの実践事例は、従業員の成長と幸せを追求することが、結果として企業の生産性と持続

可能性を向上させるという人的資本経営の本質を体現している。 

また、本調査を通じて、地域密着型の採用、柔軟な労働環境の整備、体系的な育成プログラム、

地域との信頼構築、理念の共有、健康経営、公平な評価、そして DXによる効率化という、令和６

年度調査・研究事業でも明らかにした人的資本経営８項目の有効性が、各社の「経営トップの明

確なコミットの下で実現されてきている」具体的な成果を通じて改めて強力に確認されたと結論

付けるものである。 
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   コラム 人的資本経営 × 中小企業 × 心理学 で化学反応がおこる？ 

昨年度と今年度にわたり、人的資本経営について調査研究を行ってきたなかで、仲間との議

論、事業者さまへのヒアリングの場面においてよく思い出していたことがあります。私が 13

年間携わった企業内研修など人材育成の分野で多くの実務家や研究者に支持され、私自身も

長年指針としてきた「自己決定理論」という考えです。 

心理学や社会心理学においては、人がどのように動機づけられるのかは古くから様々なアプ

ローチで研究されており、多くの理論が提唱されてきました。それらの中で、私にとって理解

がしやすく、しっくりくる考えが「自己決定理論」という考え方であり、人材育成の仕組みや

実行策を考える際に繰り返し参照してきました。 

自己決定理論は、心理学者であるエドワード・L・デシ（Edward L. Deci）とリチャード・

M・ライアン（Richard M. Ryan）によって 1980年代に体系化された、人間のモチベーション

や人格発達に関する理論です。従来の動機づけ研究では、報酬や罰などの外発的要因が行動の

主な決定要因と考えられていたところ、人間には生まれつき三つの基本的心理欲求が存在し、

これらが満たされることで内発的動機づけが高まると考えます。従来の「アメとムチ」による

外発的な動機づけではなく、人の内側から湧き上がる「内発的動機づけ」こそが、持続的な成

長と幸福の源泉であるとする考え方です。 

  ＜三つの基本的心理欲求と意味＞ 

自律性： 

・自分の行動は自分自身の意思で選んでいると感じたいという欲求 

・「やらされている」のではなく、「自分の意志でやっている」という感覚（自己決

定感）が重要 

・裁量権の付与や、仕事の進め方を自分で決められる環境がこれに寄与すると考えら

れる 

・対話を通じて目標を設定し、達成手段は本人の裁量に任せる方法が自律性を支える

とされる 

有能感： 

・自分の能力を発揮し、環境に対して効果的に関わりたいという欲求 

・困難な課題を達成したり、スキルが向上しているという実感（成長実感）を求めた

りするもの 

・適切なフィードバックや、スキルに見合った適度な難易度の課題設定がこの欲求を

満たすとされる 

・有能感が満たされると、人は課題に挑戦する意欲や継続的な学習意欲が高まると考

えられる 

関係性： 

・他者と結びつき、互いに尊重し合いたいという欲求 

・組織やコミュニティに所属し、安心して自分を表現できる感覚（所属感、心理的安

全性） 

・チームワークや、上司／同僚との信頼関係がこれに該当する 

・良好な人間関係は内発的動機づけを支えるだけでなく、組織への帰属意識やコミッ

トメントを高めると考えられる 
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２年間の調査研究の中で接した実例や情報の中で「うまくいっている」状況においては、そ

の取り組みは違えども、三つの基本的心理欲求（自律性・有能感・関係性）が一定以上に充足

されている従業員の皆さんの姿が容易に想像されることが多くありました。 

このことを振り返りつつ整理すると、人事制度や人材育成などにおける具体策は異なって

も、目指すのは「従業員が高く動機づけられた状態」であると言えるのではないかと思います。

すなわち、「経営者の想いや経営理念」と「従業員の幸福や満足、動機付け」は、人事制度や

人材育成の取り組みや工夫という「触媒」によって化学反応を起こすことができると考えるこ

とができそうです。 

化学反応は、どのような「触媒」を用意するかによって、起こる反応の質や速度、生成物の

種類が変わります。であるならば、「触媒」である人事制度や人材育成などを設計、検討する

にあたり、「この触媒（制度や取り組み）は、従業員の三つの基本的心理欲求（自律性・有能

感・関係性）にどのように影響を与えるだろうか」と思いを巡らせることも重要なアプローチ

になるのではないでしょうか。 

かつて人材は管理すべき「資源（Resource）」であり、そのコストを最小化することが経営

の効率化と同義と考えられてきました。しかし、VUCA（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）

と形容される現代のビジネス環境においては、企業価値の源泉は有形資産から無形資産へと

劇的にシフトしていると言われています。イノベーション、レジリエンス、顧客体験の質とい

った競争優位の源泉は、そのほとんどが「人間」の創造性と意欲に依存しているとも言われて

います。まさに「人」に関してパラダイムシフトが起こっているといえるでしょう。 

人的資本経営という視点では、開示項目の数字や制度設計が注目されがちですが、外から見

える外形的なことよりも、従業員一人ひとりの「内なる動機」と向き合い、高め、それを組織

の力として発揮、活用できるようにしていくことこそが、人的資本経営の成否を分ける決定的

な要因となりうるのではないでしょうか。 

「いかに従業員の基本的心理欲求を満たし、組織の力を高めていくか」 

これに心を尽くすことは、経営者と従業員の距離が近い、顔の見える関係にある中小企業こ

そが得意とする領域ではないでしょうか。 

                    一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                        代表理事副会長 段林 孝信 

  

122



122 

２年間の調査研究の中で接した実例や情報の中で「うまくいっている」状況においては、そ

の取り組みは違えども、三つの基本的心理欲求（自律性・有能感・関係性）が一定以上に充足

されている従業員の皆さんの姿が容易に想像されることが多くありました。 

このことを振り返りつつ整理すると、人事制度や人材育成などにおける具体策は異なって

も、目指すのは「従業員が高く動機づけられた状態」であると言えるのではないかと思います。

すなわち、「経営者の想いや経営理念」と「従業員の幸福や満足、動機付け」は、人事制度や

人材育成の取り組みや工夫という「触媒」によって化学反応を起こすことができると考えるこ

とができそうです。 

化学反応は、どのような「触媒」を用意するかによって、起こる反応の質や速度、生成物の

種類が変わります。であるならば、「触媒」である人事制度や人材育成などを設計、検討する

にあたり、「この触媒（制度や取り組み）は、従業員の三つの基本的心理欲求（自律性・有能

感・関係性）にどのように影響を与えるだろうか」と思いを巡らせることも重要なアプローチ

になるのではないでしょうか。 

かつて人材は管理すべき「資源（Resource）」であり、そのコストを最小化することが経営

の効率化と同義と考えられてきました。しかし、VUCA（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）

と形容される現代のビジネス環境においては、企業価値の源泉は有形資産から無形資産へと

劇的にシフトしていると言われています。イノベーション、レジリエンス、顧客体験の質とい

った競争優位の源泉は、そのほとんどが「人間」の創造性と意欲に依存しているとも言われて

います。まさに「人」に関してパラダイムシフトが起こっているといえるでしょう。 

人的資本経営という視点では、開示項目の数字や制度設計が注目されがちですが、外から見

える外形的なことよりも、従業員一人ひとりの「内なる動機」と向き合い、高め、それを組織

の力として発揮、活用できるようにしていくことこそが、人的資本経営の成否を分ける決定的

な要因となりうるのではないでしょうか。 

「いかに従業員の基本的心理欲求を満たし、組織の力を高めていくか」 

これに心を尽くすことは、経営者と従業員の距離が近い、顔の見える関係にある中小企業こ

そが得意とする領域ではないでしょうか。 

                    一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                        代表理事副会長 段林 孝信 

  

123 

◇Photo by Tesla / CC BY 3.0 

第４章 

ヒューマノイド・ロボットの展望 
 

１. ヒューマノイド・ロボットを巡る動向 

「ジェネレーティブ AI（Generative AI）」の進

化、すなわち大規模言語モデル（LLM：Large Language 

Model）やマルチモーダルモデル51（例えば画像・音

声・テキストを扱うモデル）による知的作業の自動

化が加速している。これらが、実際の物理環境で操

作やタスク遂行を行うロボットと融合することで、

知的側面・物理側面双方の人材不足・作業性低下と

いう課題に対して解決の可能性を持っている。 

本技術融合は、単なる技術進歩にとどまらず、産

業構造や労働市場を根本から再編し得る「物理的知

性（physical-intelligence）革命52」と位置付ける

ことができる。 

特に、近年注目されている「ビジョン・ランゲー

ジ・アクション（Vision-Language-Action, VLA）モデル53」は、視覚・言語・行動を統合し、ロ

ボットにとっての“知る・理解する・動く”という一連の能力を内包する基盤モデルとして登場

しており、これがヒューマノイド・ロボットへ適用されれば、従来のロボティクスが苦手として

きた非構造化環境（例：変化の多い物流倉庫、建設現場、サービス現場）に対して汎用的な労働

力を提供する可能性がある。 

米国の投資銀行であるゴールドマン・サックス社は、ヒューマノイド・ロボットの市場規模に

ついて、2035 年までに約 380億ドルに達すると予測54している。また、モルガン・スタンレー社

は、2050年までにヒューマノイド・ロボット市場が年間５兆ドル規模に達する可能性があるとの

見解55を示している。 

これらの予測における初期市場の多くは製造業や物流業を対象としており、日本国内において

 
51 テキスト、画像、音声、数値データなど、異なる種類の情報を統合して処理・生成できる AIモデルのこと。 
52 物理的環境で動作する AI（Embodied AI）を指す。大規模言語モデルが「脳」として、ロボットの「体（ハードウェア）」を

介して物理世界に干渉する概念。単なる情報処理ではなく、物理的な試行錯誤を通じて学習を深める点が特徴。 
53 視覚情報（Vision）と言語指示（Language）を処理し、ロボットの具体的な動作（Action）を直接出力するエンドツーエンド

の学習モデルを指す。 
54 Goldman Sachs Research, "The global market for humanoid robots could reach $38 billion by 2035", February 2024. 
55 Morgan Stanley Research,“Humanoids: A $5 Trillion Market”, May 2025. 
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も、地方に分散する工場や物流拠点への導入が比較的早期に進むと考えられる。地方の製造業や

建設業において人材不足が顕著であるためである。ヒューマノイド・ロボットは、従来の単機能

な専用ロボットでは対応が困難であった柔軟な作業を担う可能性を秘めていると言える。 

(1) 国内外におけるヒューマノイド・ロボットの開発・量産体制 

○日本 

安全規格・国際標準を重視する傾向にある。汎用量産型の商用化ペースは欧米・中国に比較し

て慎重だが、特定用途や精密制御、安全面での技術蓄積に強みを持つ。主な動きとして、川崎重

工業のヒューマノイド「Kaleido」シリーズの実証実験や、本田技研工業による「Hondaアバター

ロボット」開発、産業技術総合研究所（AIST）による人間拡張技術の研究が挙げられる。 

○中国 

国家主導体制を背景に、地方実装のスピードが速い点が特徴である。標準化・補助金・産業ク

ラスター形成を並行して進めており、世界市場の大きなシェアを占める可能性がある一方、機微

データの取り扱いやセキュリティ基準への適合が、国内導入における検討事項となる。 

 ・Zhiyuan Robotics（智元機器人） 

  「遠征 A1（Expedition A1）」及び改良版を発表し、量産化を推進。 

 ・Kepler Robotics（開普勒機器人） 

「先行者 K1（Forerunner K1）」を発表し、物流倉庫などでの活用を目指している。 

 ・Unitree Robotics（宇樹科技） 

  「Unitree G1」を発表。約 1.6万ドル56という低価格帯で市場に注目を集める。 

 ・Deep Robotics（雲深処科技） 

AI強化学習を用いたヒューマノイドなどの研究開発を展開。 

○米国 

  主に民間企業が競争を牽引。量産体制の確立及び AI統合のスピードは非常に速い。 

 ・Agility Robotics 

  「Digit」の商業量産を開始し、Amazonなどの倉庫で実証運用を展開。 

 ・Apptronik 

  「Apollo」を発表。メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）と提携し、製造現場への導入を推進。 

 ・Figure 

  「Figure 01」を展開。OpenAIとの提携により、高度な音声会話と作業能力の統合を実現。 

 ・Tesla 

 
56 Unitree Robotics 公式発表データ（2024年 5月時点）。価格は為替レートや仕様により変動する。 
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  「Optimus Gen 2」の開発を加速。自社工場への導入を皮切りに、2026年頃の外部販売開始を

目指す。 

ヒューマノイド・ロボットの機体は、農業から行政に至るまで多岐にわたる業務を担える可能

性を秘めている。ただし、技術的・社会的ハードル（バッテリー寿命、アクチュエータ性能、知

識転送、耐久性・安全性など）は依然として存在する。  

政策的支援・社会受容性が伴えば、2030年代には、人口減少下の地方において「技術融合によ

る地域自立」「持続可能な地方モデル」の実現が現実味を帯びていくものと考えられる。 

(2) 人間労働力と比較した際のヒューマノイド・ロボットの優位性 

ヒューマノイド・ロボットが人間労働力に対して持つと想定される優位性は、以下のとおり整

理できる。ただし、これらの優位性は“想定される”ものであり、現状のヒューマノイド技術水

準（速度、耐久性、コスト、安全性、稼働時間、リアルタイム制御）と現場環境の多様性・非構

造化性を踏まえると、直ちに人間を完全代替する段階に至っているものとは言い難い。 

 ○休憩・休日を必要とせず、24 時間稼働が可能である。シフト管理・労働法規の制約を受けず、

連続稼働による生産性向上が期待される。 

 ○人間が敬遠し危険を伴う「単純・危険・負荷の大きい作業」を代替できる。放射線、高温、災

害現場など人命に危険の及ぶ環境でも稼働可能であり、人を労務リスクから解放できる。 

 ○人間社会では業務知識の習得に教育・OJT が不可欠であり、世代交代・離職によるノウハウ喪

失が常に課題となる。ヒューマノイド・ロボットは AI・クラウドと連携し、一度学習した知識・

技能を複数機体へ瞬時に共有できる。「知識のコピー」によって教育コストを大幅に削減し、

業務の標準化を実現し得る。 

(3) 特定用途専用ロボットと比較した際のヒューマノイド・ロボットの優位性 

ヒューマノイド・ロボットと、特定用途専用ロボット（例：搬送ロボット、ピッキングロボッ

ト等）とを比較した際の想定される優位性は以下のとおりである。 

 ○ヒューマノイド・ロボットは人間と同様の身体構造を有するため、既存の社会インフラ（机、

ドア、工具、エレベーターなど）が人間仕様で設計されている環境に、そのまま適応可能であ

る。追加の改修をほとんど要せずに利用できる。 

 ○ソフトウェアの切り替え・機能アップデートによって、横断的な業務をこなせる。例えば、同

一機体が物流センターで荷物運搬、オフィスで受付業務、災害時には救援活動を行うという“マ

ルチユース”が可能である。複数種類の専用ロボットを導入する必要を軽減し、長期的には設

備投資総額の効率化につながる。 
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これらも但し書きが必要で、現実には「万能ヒューマノイド」が実用段階にあるわけではなく、

専用ロボットに比べてコスト・耐久性・速度などで不利な場面もある。導入・運用環境に応じて、

ヒューマノイド・ロボット・専用ロボットを“使い分ける設計”が現実的と考えられる。 

２. 中小企業経営に与える影響 

ヒューマノイド・ロボットの国内市場への本格的な普及には一定の期間を要すると予測される

ものの、調査研究プロジェクトチームでは、地方の中小企業経営に与える潜在的な影響について、

以下のとおり考察を試みた。 

○生産性向上と人材不足対応 

ヒューマノイド・ロボットを導入することで、荷物搬送・定型補助作業・危険現場作業などを

代替し、従来の人手を要していた部分を機械化・自動化できる。これにより、人的資源をより高

度かつ付加価値の高い業務（例：顧客対応、創造的な企画、高度な意思決定など）へ集中させる

ことが可能となり、企業全体の生産性を抜本的に向上させる。 

○導入コストと経営判断への影響 

従来、ロボット導入には高額な初期投資が課題であったが、今後は「Robotics as a Service

（RaaS）」というサービス型提供モデルや、国・地方自治体による補助金／助成金制度の整備に

よって、初期負担の軽減が見込まれる。「いつ・どの業務に・どのように導入するか」を事業戦

略の一環として、投資対効果（ROI）を冷静に判断すべき状況にあると言える。 

○新たな事業機会の創出 

単純な人手不足の解消や既存業務効率化にとどまらず、農業・介護福祉・観光・公共サービス

など地方特有の産業分野において、新しい付加価値を創出する契機となり得る。また、夜間や人

件費の高騰で運営が困難だったサービスを、ヒューマノイド・ロボットが代行することで可能に

するなど、地域経済の活性化にも貢献する可能性がある。 

○労務管理・業務設計の見直し 

短期的には人的資本経営（採用・育成、職場環境、人材育成、地域連携、経営理念浸透、健康

経営、透明性・公平性、DX）や外国人材活用が主軸であるが、中期～長期においてはヒューマノ

イド・ロボットが特定業務の代替を担い始め、地域中小企業においても実用化が進む可能性が高

いものと考える。 

経営者は、技術進展の動向を注視するとともに、ロボット導入を見据えた労務管理・業務設計

を今から段階的に進めておくことが、中長期的な競争力維持の観点から重要である。  
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○新たな事業機会の創出 

単純な人手不足の解消や既存業務効率化にとどまらず、農業・介護福祉・観光・公共サービス

など地方特有の産業分野において、新しい付加価値を創出する契機となり得る。また、夜間や人
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○労務管理・業務設計の見直し 
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イド・ロボットが特定業務の代替を担い始め、地域中小企業においても実用化が進む可能性が高

いものと考える。 

経営者は、技術進展の動向を注視するとともに、ロボット導入を見据えた労務管理・業務設計

を今から段階的に進めておくことが、中長期的な競争力維持の観点から重要である。  
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◇「人とロボットが共に働く未来」のイメージ 

 画像生成：Microsoft Designer (MAI-Image-1) 
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(1) タスクの分解・可視化と代替可能性評価の実施 
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来的なロボットへの動作学習（ティーチング）用データセット構築を目的とした初期工程である。 

業種 Action（例） 

製造業 動作分析（モーションキャプチャ）を導入し、部品供給、検査、梱包ラインに
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特にサイクルタイム57の変動が大きい作業や、人為的介入により品質バラツキ

が生じる作業を特定し、機械化の優先順位を決定する。 

建設業 作業員の位置情報やウェアラブルデバイスの生体データを活用し、資材の搬

入、運搬などの単純作業における移動距離、作業待機時間（非付加価値時間）

を定量化する。 

高所・重筋作業や、季節・天候により危険度が増す作業を「リスク回避型代替

候補」として分類し、データは BIM/CIMと連携させ、将来的なロボットの動線

設計に利用する。 

 
57 工程の開始から完了までに実際にかかる時間 
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運輸業 倉庫内でのピッキング、仕分け、積み込み/積み下ろし作業を対象に、バーコ

ードスキャンや RFID データを用いて、作業員の動線、非稼働時間、エラー発

生頻度を定量的に分析する。 

トラックの長時間運転や深夜シフトの身体的負荷を定量化し、長距離・定型ル

ートの自動化及びラストワンマイル配送の効率化を見据えた業務プロセスの

再構築に着手する。 

卸売・小売業 品出し・棚卸し・在庫チェック・バックヤードでの値付け/梱包作業など、顧客

と非対面で行うルーチン業務を、ビデオ録画やタイムスタディで計測し、タス

クごとの年間人時コストを詳細に算出し、業務効率化のベースラインとする。 

このデータに基づき、SKU（最小在庫管理単位）58のハンドリング頻度も考慮し

た、ロボットの動作に最適な店舗レイアウト変更の検討を開始する。 

飲食サービス業 調理補助（カット、計量）、皿洗い、テーブルの清掃・片付けなどのルーチン

作業について、AIカメラ等を用いてタスク遂行時間の標準偏差を測定し、変動

性の高い作業を特定する。 

ピーク時の急激な負荷に対応するため、どのタスクをヒューマノイド・ロボッ

トに委ねることで、キッチンワークフロー全体が安定し、人間が高いホスピタ

リティを発揮できるかをシミュレーションする。 

医療福祉 患者の移動支援（見守りを含む）、リネン交換、排泄介助の準備、巡回時の記

録入力といった定型的な間接業務を特定する。 

これらの業務について、IoTセンサーや電子カルテシステムのログに基づき、

スタッフの動線・作業時間・負荷を定量分析する。特に夜間や早朝シフトにお

ける負担を算出し、ヒューマノイド・ロボットの動作学習データセットとする。 

(2) 暗黙知の排除と全作業のデジタル標準化（デジタイゼーション） 

  ヒューマノイド・ロボットの確実な動作と品質の均一化を図るため、熟練者に依存する暗黙知

を排除し、全ての作業手順を機械学習に利用可能な形式で言語化・デジタル化する。これにより、

導入後のシームレスな移行と品質安定化を実現する。 

業種 Action（例） 

製造業 熟練工の勘と経験に頼る微細なトルク値、温度、目視検査判断（例：色度、欠

陥サイズ）を、数値データに置き換える。 

全ての作業手順を標準的な業務プロセスモデリング記法（例：BPMN）を用いて

構造化し、ヒューマノイド・ロボットへの動作命令コードの基礎となる機械可

読仕様書を作成する。 

建設業 標準的な施工手順、安全確認手順、資材のハンドリング方法をクラウドベース

のデジタルマニュアルに集約する。 

非定型状況（天候急変、地盤変化等）における意思決定のロジックツリーを明

確に言語化し、AI判断のベースとなるデータセットを構築するとともに、品質

保証（QA）プロトコルとの整合性を確保する。 

 
58 SKU（Stock Keeping Unit）：在庫管理における最小の単位。単品ごとに割り振られる管理番号を指し、ロボットが商品を識別

する際の基本単位となる。 
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運輸業 トラックへの積載順序、梱包方法、効率的な荷物配置に関するノウハウを、積

載率の計算、荷物の重心、頻度データに基づいてアルゴリズム化し、倉庫管理

システム（WMS）へ組み込む。 

これと並行し、刻々と変化する交通状況に対応するための動的ルーティングデ

ータを準備する。 

卸売・小売業 商品陳列ゴールデンゾーンのルール、鮮度チェックの閾値など、VMD（ビジュ

アル・マーチャンダイジング）に関するノウハウを画像、動画、テキストデー

タとしてナレッジベース化する。 

店舗間の手順の差異を排除するため、AI による自動監査が可能な水準で業務

プロセスを標準化する。 

飲食サービス業 レシピ、盛り付け、提供までの時間、清掃手順を全てキッチンディスプレイシ

ステム（KDS）などで管理し、ヒューマノイド・ロボットの制御パラメータと

なる時間経過や温度変化に関する情報を明記する。 

食品安全管理（HACCPなど）のデータと連携させ、顧客フィードバックを基に、

手順を迅速に改訂・更新可能なアジャイル型マニュアル管理体制を構築する。 

医療福祉 標準的な介助手順、褥瘡予防のための体位変換の角度、清潔保持の手順を、セ

ンサーや画像で確認可能な数値データとしてデジタル手順書に落とし込む。 

緊急時対応の判断フローチャートを構造化し、国が定める介護・看護基準に準

拠したシミュレーション訓練及び AI学習用データとして活用する。 

(3) 作業工程の機能別モジュール化とインターフェースの標準化 

  業務を独立した機能単位に分割（モジュール化）し、技術進化や投資計画に応じて特定のモジ

ュールのみを柔軟に自動化、またはロボット機種の入れ替えを容易にする設計思想を導入する。

これにより、技術リスクを抑制しつつ段階的な自動化投資を可能とする。 

業種 Action（例） 

製造業 一連の組立作業を、部品供給、ネジ締め、検査など、開始点と終了点が明確な

独立した作業ブロックに再設計する。 

メーカーや OS、機器の種類に依存せずにロボット同士の接続性を確保するた

め、産業用機器やシステム間でデータを安全かつ統一的にやり取りするための

共通規格を策定する。 

建設業 型枠、鉄筋、コンクリート打設といった作業を、搬入・配置・組立・検査など

の機能単位に分割する。 

各モジュールで必要な資材と工具を明確にし、プレファブリケーション（事前

製作）の論理的な接続も考慮に入れたモジュール単位での自動化の実現可能性

を評価する。 

運輸業 トラックからの荷下ろし、クロスドッキング（積み替え）、検品・仕分け、一

時保管棚への移動、最終梱包といった工程を独立したモジュールとして定義

し、モジュール間のデータ連携を検討する。 

サプライチェーン全体のボトルネックとなっている基本単位から優先的に自

動化できる準備を整える。 
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卸売・小売業 納品処理（チェック）、在庫置き場への移動、売り場への品出し、POSへの登

録といった、物理的移動やシステム操作を伴うタスクを明確に分離する。 

レジ・会計処理や顧客誘導・キュー管理を独立したモジュールとみなし、時間

帯や混雑状況に基づき、人間とロボットへのタスク割り当てを動的に変更する

シフト管理モデルをシミュレーションする。 

飲食サービス業 オーダー受け付け、調理（コールド・ホット）、盛り付け、配膳、テーブル清

掃などを機能単位とし、人間の創造性や判断が不要な定型モジュール（例：皿

洗い、定量のカット）を抽出する。 

これらを RaaS（Robot as a Service）としての外部リソース活用可能性をシ

ミュレーションする。 

医療福祉 患者の移動介助、バイタル測定、臥位変換、記録入力など、同時並行で発生す

るケアを独立した機能単位に分け、各モジュールで必要なセンサーやデータ形

式を定義する。 

特にバイタルサインのモニタリングと記録のモジュール化を優先する。 

(4) コボット（Co-bot）化の推進と、協働を前提とした職務設計（ジョブデザイン）の確立 

  ヒューマノイド・ロボットを単なる代替ではなく、人間の能力を拡張するツールと位置づけ、

人間が創造性、感情的知性、非定型な判断に集中できる職務設計を確立する。これにより、人間

が知的業務を担い、ヒューマノイド・ロボットが身体的・反復的作業を担う協働体制を構築する。 

業種 Action（例） 

製造業 単純組立や検査をヒューマノイド・ロボットに任せることで創出された人間の

時間を、製品のカスタマイズ対応、サプライヤーとの高度な交渉、設備保全の

計画・監督といった付加価値の高い業務に振り替える。 

建設業 重量物の運搬や危険な高所作業をヒューマノイド・ロボットが担うことで、人

間は複雑な施工管理、設計変更への迅速な対応、VE（バリューエンジニアリン

グ）の実施、顧客や住民との高度なコミュニケーションといった知的監督業務

へシフトする。 

運輸業 倉庫内のピッキングやトラックへの積み込みを自動化し、人間は AI が導き出

した在庫データや運行データを分析し、イレギュラーな配送の例外処理（エク

セプションハンドリング）を判断する業務、及び顧客満足度の高い物流サービ

スの企画といった業務に移行する。 

卸売・小売業 品出し・棚卸しをヒューマノイド・ロボットに任せ、人間は顧客の潜在的なニ

ーズを引き出す接客、商品の陳列センス向上、地域コミュニティ連携の企画な

ど、人間ならではの感性が求められる業務を深化させる。 

飲食サービス業 調理や配膳をヒューマノイド・ロボットがサポートする前提で、人間の役割を、

味の最終調整、顧客の体調や好みに合わせた提案、空間の雰囲気づくりといっ

た、食を通じた付加価値の提供に特化させる。 

医療福祉 定期的な見守りや記録入力をヒューマノイド・ロボットに任せ、人間は患者・

利用者の精神的サポート、個別性の高いリハビリ支援、家族へのきめ細かな対

応など、心のケアの質向上に特化した人員配置を推進する。 
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これらを RaaS（Robot as a Service）としての外部リソース活用可能性をシ

ミュレーションする。 

医療福祉 患者の移動介助、バイタル測定、臥位変換、記録入力など、同時並行で発生す

るケアを独立した機能単位に分け、各モジュールで必要なセンサーやデータ形

式を定義する。 
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業種 Action（例） 

製造業 単純組立や検査をヒューマノイド・ロボットに任せることで創出された人間の

時間を、製品のカスタマイズ対応、サプライヤーとの高度な交渉、設備保全の

計画・監督といった付加価値の高い業務に振り替える。 

建設業 重量物の運搬や危険な高所作業をヒューマノイド・ロボットが担うことで、人

間は複雑な施工管理、設計変更への迅速な対応、VE（バリューエンジニアリン

グ）の実施、顧客や住民との高度なコミュニケーションといった知的監督業務

へシフトする。 

運輸業 倉庫内のピッキングやトラックへの積み込みを自動化し、人間は AI が導き出

した在庫データや運行データを分析し、イレギュラーな配送の例外処理（エク

セプションハンドリング）を判断する業務、及び顧客満足度の高い物流サービ

スの企画といった業務に移行する。 

卸売・小売業 品出し・棚卸しをヒューマノイド・ロボットに任せ、人間は顧客の潜在的なニ

ーズを引き出す接客、商品の陳列センス向上、地域コミュニティ連携の企画な

ど、人間ならではの感性が求められる業務を深化させる。 

飲食サービス業 調理や配膳をヒューマノイド・ロボットがサポートする前提で、人間の役割を、

味の最終調整、顧客の体調や好みに合わせた提案、空間の雰囲気づくりといっ

た、食を通じた付加価値の提供に特化させる。 

医療福祉 定期的な見守りや記録入力をヒューマノイド・ロボットに任せ、人間は患者・

利用者の精神的サポート、個別性の高いリハビリ支援、家族へのきめ細かな対

応など、心のケアの質向上に特化した人員配置を推進する。 
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(5) 安全管理体制の再構築と、労災リスク及び保守・運用責任の明確化 

  ヒューマノイド・ロボット導入に伴う新たな労災リスクや情報セキュリティリスクに対応する

ため、既存の安全管理体制を法規制と照合し、人命及び資産保護のための具体的なガイドライン

を策定する。RaaS契約における保守・運用責任の所在も明確化する。 

業種 Action（例） 

製造業 ISO 10218（産業用ロボットの安全）59などに基づき、既存の作業場におけるフ

ェンスレスエリアの設計、安全センサーの設置位置の検討を行う。 

ヒューマノイド・ロボットとの接触・挟まれ事故を想定した緊急停止プロトコ

ルの雛形を策定し、保守・点検時の LOTO（ロックアウト・タグアウト）60手順

を明確化する。 

建設業 建機・重機と作業員が協働する際の安全対策に加え、ドローンや遠隔操作ロボ

ットの落下・誤操作リスクを評価し、通信障害時の代替手順を策定する。 

OSHA や JIS などの安全基準に基づき、現場データや BIM/CIM データ等の情報

漏洩を防ぐため、クラウド連携に関するセキュリティ管理体制を強化する。 

運輸業 自動搬送車（AGV）や将来的なヒューマノイド・ロボットの動線が、作業員や

フォークリフトと交錯する際のリスクアセスメントを実施する。 

衝突回避システム（CAS）のプロトコルを定め、センサー故障時のロボット停

止手順を明確化するとともに、RaaS契約におけるシステムの保守・運用責任を

明確化する。 

卸売・小売業 顧客がいる店内でのロボット稼働を想定し、転倒、接触事故、盗難リスクを防

ぐための監視・センサー技術に関する情報を収集する。 

プライバシー保護のため、カメラやセンサーが収集するデータの利用目的と保

管期間に関する方針を策定し、緊急時のロボット退避・停止手順を定める。 

飲食サービス業 高温・高湿なキッチン環境におけるヒューマノイド・ロボットの故障リスクを

評価し、故障時の食品衛生管理に関する緊急手順を策定する。 

特に、ヒューマノイド・ロボットが関与する調理プロセスにおける異物混入や

二次汚染（クロスコンタミネーション）防止プロトコルを整備する。 

医療福祉 医療機器規制（薬機法61）の遵守と患者プライバシー保護を最優先事項とし、

ヒューマノイド・ロボットが収集・処理するバイタルデータや介護記録の暗号

化・アクセス権限の管理体制を構築する。 

「データ最小化の原則62」に基づき、誤作動やデータ漏洩が人命に関わるリス

クを想定した BCP（事業継続計画）63を策定する。 

 
59 ISO 10218-1:2011 (Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 1: Robots) 及び

Part 2: Robot systems and integration. 
60 LOTO（ロックアウト・タグアウト）：機械の修理・保守時に、誤操作による起動を防ぐため、動力源（スイッチなど）を施錠

し、作業中である旨の標識（タグ）を掲示する安全手順。 
61 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145号）。 
62 データ処理の目的に対して適切・妥当で、必要最小限の個人データのみを収集・利用・保存すべきという、EUの一般データ保

護規則（GDPR）などに代表される基本原則 
63 災害等の緊急事態において、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平時に策定しておく行動計画。 
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(6) 従業員教育への「ロボット協働スキル」の組み込みとデジタルリテラシーの底上げ 

  職務が肉体労働中心からデジタルオペレーションへと転換することを見据え、導入前に全従業

員のデジタルリテラシーを向上させる。これにより、ヒューマノイド・ロボットの運用効率を最

大化し、異常発生時の迅速な対応能力を確保する。 

業種 Action（例） 

製造業 CAD/CAM ソフトの基本操作、データ分析ツール（BI ツールなど）、MES（製造

実行システム）の操作研修を全従業員に義務化する。 

また、ロボットの診断メッセージやアラートを理解し、予知保全（Predictive 

Maintenance）を含む初動対応を行う能力を新たな評価指標として組み込む。 

建設業 BIM/CIM、ドローン操作、現場の写真・動画管理アプリの操作訓練を導入し、

図面や情報をデジタルで迅速に共有・処理する習慣を徹底する。 

AR/VRを活用した安全教育の導入や、非定型作業に対応するための基本的なプ

ログラミングロジックに関する研修も検討する。 

運輸業 WMS、配車システム、GPSロガーなどから出力されるデータ（在庫量、稼働率、

配送時間）を理解し、モバイル端末からの正確なデータ入力と異常報告ができ

るよう、実践的な OJTを強化する。 

ヒューマノイド・ロボットの HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）

の操作訓練を必須化する。 

卸売・小売業 POSデータ分析、在庫管理システム、顧客管理（CRM）の操作を習熟させる。 

AI レコメンド機能の出力を解釈し、データ可視化ツールから得られる示唆を

対面接客へ応用する能力を評価項目とする。 

飲食サービス業 モバイルオーダー、予約管理、勤怠管理 RPAなど、既存のデジタルツールの利

用率と正確性を向上させる。 

また、ヒューマノイド・ロボットの操作インターフェースに慣れるためのシミ

ュレーション環境を用意するとともに、ロボットが生成する調理結果に対する

官能評価（味覚・視覚）の品質管理研修を導入する。 

医療福祉 電子カルテ、介護記録アプリ、バイタル測定データの入力に加え、AI問診・見

守りシステムが生成する異常アラートを正確に解釈し、適切な初期対応につな

げるための研修を必須化する。 

多職種連携（IPC）をデータで促進するためのスキル育成にも注力する。 

(7) 人件費予測とヒューマノイド・ロボット導入による投資対効果（ROI）の定量的試算 

  ヒューマノイド・ロボット導入を経営戦略として正当化するため、感情的な要素を排し、デー

タに基づいて明確な投資対効果を算出する。これは、人件費上昇率予測と比較した投資回収期間

（Payback Period）のシミュレーション、及び資金調達や補助金申請の根拠となる。 

業種 Action（例） 

製造業 最も代替効果が高い単一作業を選定し、その作業員の年間総コスト（給与、福

利厚生、採用・研修費、離職コスト）を算出する。 
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ヒューマノイド・ロボットの RaaS 費用やリース費用と比較し、投資回収期間

を具体的な年数でシミュレーションするとともに、OEE（総合設備効率）64の向

上による生産性向上効果を明確化する。 

建設業 危険作業を担う熟練工の人件費と、過去の労災発生時の損失額（保険料率の変

動を含む）を数値化する。 

人件費削減、工期短縮、安全性向上といった定性的・定量的効果を総合的に評

価し、遅延による違約金回避効果も定量的に加味して財務的メリットを立証す

る。 

運輸業 現行体制における時間外手当や深夜割増賃金が発生している作業（夜間ピッキ

ングなど）のコストを算出し、ヒューマノイド・ロボット導入による 24 時間

稼働体制の構築と、それに伴う人件費削減効果を分析する。 

卸売・小売業 棚卸しや品出し、レジ応援にかかる人時コストを詳細に算出し、ヒューマノイ

ド・ロボット導入による人時削減効果が、顧客満足度の維持・向上という観点

と両立するかをシミュレーションする。 

飲食サービス業 皿洗いや清掃など、ヒューマノイド・ロボットが代替可能な業務の人時コスト

を詳細に算出し、ヒューマノイド・ロボット導入による人時削減効果が、顧客

満足度の維持・向上という観点と両立するかをシミュレーションする。 

医療福祉 夜間の見守りや記録作成といった間接業務のコストを算出し、ヒューマノイ

ド・ロボットの導入費用と比較する。 

また、職員の定着率向上や離職率低下、残業代・派遣スタッフ費用削減による

間接的なコスト削減効果を最大化するための試算を行う。 

(8) 代替されにくい業務へのキャリア転換促進とリスキリング機会の提供 

  ヒューマノイド・ロボット導入に伴う従業員の雇用不安を軽減するため、経営層は明確な将来

ビジョンを共有し、リスキリング（学び直し）の機会と具体的なキャリアパスを提示する。これ

により、従業員の不安を期待へと転換し、組織全体のモチベーションを維持・向上させる。 

業種 Action（例） 

製造業 工場労働者からロボットの管理・保守、生産プロセスのデータ解析による最適

化専門職（品質工学やシックスシグマの知識を含む）などへのキャリアパスを

提示する。 

建設業 現場作業員から、ロボットやドローンを操作・管理し、現場全体の効率と安全

を監督する役割へのキャリアパスを提示する。 

また、建設業法や各種規制遵守に関する専門知識の習得を促す。 

運輸業 ドライバーや倉庫作業員から運行データ分析者、物流コンサルタント、ロボッ

ト運用管理者、サプライチェーンリスク管理、AIトレーナーなどへのキャリア

パスを提示する。 

 

 
64 OEE（Overall Equipment Effectiveness）：公益社団法人日本プラントメンテナンス協会が提唱する指標。稼働率×性能稼働

率×良品率で算出され、生産設備の有効活用度を測る。 
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◇「人とロボットが共に働く未来」のイメージ 

 画像生成：Microsoft Designer (MAI-Image-1) 

卸売・小売業 品出し・レジなどの反復作業・定型業務はヒューマノイド・ロボットに代替さ

れるため、従業員には VMD（ビジュアル・マーチャンダイジング）、顧客体験

（CX）設計、データに基づく需要予測及び仕入れ計画策定の専門性を高めるリ

スキリングプログラムを策定する。 

また、店長・マネージャー層にはオムニチャネル戦略立案能力を求める。 

飲食サービス業 調理・清掃などの反復的・定型業務はヒューマノイド・ロボットに代替される

ため、従業員に対しては高度な接客・マネジメント・食材知識（フードサイエ

ンス）に関する研修を強化し、ヒューマノイド・ロボットとの協働を前提とし

た評価基準を導入する。 

医療福祉 記録・見守りなどの反復的・定型業務はヒューマノイド・ロボットに代替され

るため、職員に対しては、ロボットが収集したバイタルデータの高度な読解力

や個別性の高いケースマネジメント、緩和ケアの専門職化などを推進する。 

また、ヒューマノイド・ロボットとの協働を前提とした評価基準を導入する。 
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４. 関係各社との意見交換結果 

調査研究プロジェクトチームは、前述の労務管理及び業務設計に関する検討を行うにあたり、

着想を得るための情報収集の一環として、国内の DX・ロボット関連企業複数社と、フィジカル AI

及びヒューマノイド・ロボットの技術動向についての意見交換を実施した。 

(1) 株式会社プレイノベーションとの意見交換結果 

○会社概要 

 会社名   株式会社プレイノベーション 

 本社所在地 福島県郡山市本町 1-14-19 

 設立    2013年５月 

 業種    プレイ・イネーブルメント事業、 

       イノベーション・デザイン事業 

 代表者氏名 菅家
かんけ

元志
もとし

  

 資本金   ７百万円（2025年３月末現在） 

 従業員数  15名 

 主な受賞歴 第６回こおりやま SDGsアワード 一般部門 

       全国ワークスタイル変革大賞 2024 支援部門 企業変革支援賞 

       TOHOKU DX 大賞 2024 ソリューション部門・優秀賞 

       （東北地域情報サービス産業懇談会長賞） 

 

 株式会社プレイノベーションは、2013 年５月に福島県郡山市で設立され、「世の中の問題

解決を加速する」を理念に掲げ、創業当初から教育・福祉分野を起点とした社会課題の解決に

取り組んできた。設立当初は、地域の子どもの体力・運動能力低下に着目し、「からだあそび」

のノウハウ提供や、子育て・保育支援アプリの開発など、保育・教育領域における実践的なサ

ービスを展開した。 

 2016 年頃からは待機児童、保育士不足、保育現場の業務負担軽減といった課題に対応すべ

く、自治体や保育園と連携したクラウド型業務支援サービスの開発・実証を進め、デジタル技

術を活用した業務効率化を推進。2017 年以降はカードゲーム型食育教材「食育モンスター」

の開発など、創造的な社会実装に取り組んでいる。また、教育・福祉領域にとどまらず、地域

企業のデジタル新規事業支援にも事業領域を拡大している。 

 2021 年には創業８周年を迎え、郡山市本町にオフィスを移転。震災後の仮設住宅材を再利

用したログハウス構造のオフィスは、地域再生と環境配慮の象徴として注目された。現在は、

AI・IoT・データ分析などのデジタル技術を活用し、交通、建設、医療、農業、小売など多様

な分野における DX推進と新規事業開発支援を展開している。 
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【第１回意見交換会 要旨】 

日程：2025年９月 29日 

先方：(株)プレイノベーション 菅家社長、小野エンジニア 

当方：福島県中小企業診断協会 小堀会長、熊田座長 

①AIによる経営分析と意思決定の進化について 

・データ活用と自動分析 

Slack 等の社内チャットツールに蓄積されたデータも活用することで、自社の内部環境を分析

すると同時に、外部環境分析を AIが深掘り（Deep Research）し、7Sや PESTLE、SWOT分析を

自動生成する仕組みが実現化しつつある。 

議事録の自動作成・要点抽出に加え、AIによる肉付けによってレポートの完成度が高まり、ホ

ワイトカラー業務の大半は近い将来 AIで代替可能である。 

・意思決定と組織構造の変容 

従来のトップダウン型の「伝言ゲーム的」な合意形成ではなく、社内コミュニケーションツー

ル上での共有データを AIが集約・分析することにより、迅速かつボトムアップ型の戦略策定が

可能になる。 

「AI上司」や「AI部長」といった仮想的な役職が意思決定の支援を担い、人間は仮説検証や創

造的対話に専念できるようになる。 

・AIの限界と人間の役割 

AIは高速かつ正確なリサーチや分析は可能だが、「探究心」「熱中」「創造性」といった人間

特有の要素を持たない。この領域は依然として人間が担うべき役割であり、AIと人間の役割分

担が重要である。 

②AIとロボットの連携による業務実行の可能性 

・AI役職者とロボット実行部隊 

AIが判断を行い、ロボットが実行役となる構図が想定される。 

営業や生産管理など特定部門に AI を導入するだけでなく、工場長や営業部長といった役割を

AIが担い、ロボットと連動して現場を動かす未来像など。 

・AI工場長のイメージ 

例えば、製造現場にて工場長の役割を担う AI（以下、「AI工場長」という。）が生産計画を立

案し、需要と供給に応じてロボットによるラインシフトや生産量調整を行う。AIの判断で人件

費や機会損失のさらなる削減が可能となるというもの。 

ダイナミックプライシングや顧客別の調整も AIが担える領域であり、徐々に AIと工場ライン

が有機的に結びついていくシナリオが想定される。 

136



136 

【第１回意見交換会 要旨】 

日程：2025年９月 29日 

先方：(株)プレイノベーション 菅家社長、小野エンジニア 

当方：福島県中小企業診断協会 小堀会長、熊田座長 

①AIによる経営分析と意思決定の進化について 

・データ活用と自動分析 

Slack 等の社内チャットツールに蓄積されたデータも活用することで、自社の内部環境を分析

すると同時に、外部環境分析を AIが深掘り（Deep Research）し、7Sや PESTLE、SWOT分析を

自動生成する仕組みが実現化しつつある。 

議事録の自動作成・要点抽出に加え、AIによる肉付けによってレポートの完成度が高まり、ホ

ワイトカラー業務の大半は近い将来 AIで代替可能である。 

・意思決定と組織構造の変容 

従来のトップダウン型の「伝言ゲーム的」な合意形成ではなく、社内コミュニケーションツー

ル上での共有データを AIが集約・分析することにより、迅速かつボトムアップ型の戦略策定が

可能になる。 

「AI上司」や「AI部長」といった仮想的な役職が意思決定の支援を担い、人間は仮説検証や創

造的対話に専念できるようになる。 

・AIの限界と人間の役割 

AIは高速かつ正確なリサーチや分析は可能だが、「探究心」「熱中」「創造性」といった人間

特有の要素を持たない。この領域は依然として人間が担うべき役割であり、AIと人間の役割分

担が重要である。 

②AIとロボットの連携による業務実行の可能性 

・AI役職者とロボット実行部隊 

AIが判断を行い、ロボットが実行役となる構図が想定される。 

営業や生産管理など特定部門に AI を導入するだけでなく、工場長や営業部長といった役割を

AIが担い、ロボットと連動して現場を動かす未来像など。 

・AI工場長のイメージ 

例えば、製造現場にて工場長の役割を担う AI（以下、「AI工場長」という。）が生産計画を立

案し、需要と供給に応じてロボットによるラインシフトや生産量調整を行う。AIの判断で人件

費や機会損失のさらなる削減が可能となるというもの。 

ダイナミックプライシングや顧客別の調整も AIが担える領域であり、徐々に AIと工場ライン

が有機的に結びついていくシナリオが想定される。 
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・地域産業戦略との関連性 

AIは地域産業の強み・弱みを横断的に分析し、産業戦略策定にも活用可能である。 

将来的には AI 工場長などの役割拡大によって、地域製造業の競争力強化に貢献することも想

定される。 

③AI活用に伴う課題と経営者の視点 

・データ経営のインフラ 

財務データは容易に収集できる一方で、人材や組織文化に関するデータは収集が難しい。AIを

効果的に活用するためには、チャットツール等を基盤としたデータ経営インフラ整備が欠かせ

ない。 

・チェンジマネジメントの必要性 

AIによる分析結果を組織に実装し、社員に浸透させるためにはチェンジマネジメントの視点が

不可欠である。単なる技術導入ではなく、組織の変革に向き合う覚悟が求められる。 

・中小企業の現状と期待 

地元企業経営者の中には AI活用に前向きな層が多い一方で、「社員がついてこない」という課

題も存在する。国のガイドライン等を参考にしながらも、各社の文化や状況に応じた導入支援

が必要である。 

④AI及びロボットに比較した人間ならではの役割 

・企画部門やエッセンシャルワーカーへのシフト 

AIが意思決定を行い、ロボットが業務遂行の主体となる社会では、人間は探究・創造といった

価値創造活動や、社会基盤を支える労働に注力することが見込まれる。 

「なぜその会社が選ばれるのか」は、企業文化や人材の個性による部分が大きい。AIはその支

援を行うが、企業文化における独自性を生み出すのは人間であり続ける。 

・福島県内産業基盤との接点 

介護ロボットや製造業ロボットの導入事例が増える中、福島県内のロボットテストフィールド

も活用しつつ、AIとロボットを組み合わせた実装のステップを検討していく余地が大きい。 

⑤総括 

AIとロボットは、経営分析・意思決定から実行に至るまでをシームレスに結び付け、中小企業

経営の在り方を大きく変えつつある。他方で、「探究心」「創造性」「組織変革のリーダーシッ

プ」は引き続き人間が担うべき領域と考えられる。AI・ロボット導入を単なる効率化の手段とす

るのではなく、経営の質を高め、地域産業全体の競争力を向上させる方向で活用していくことが

望まれる。 
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【第２回意見交換会 要旨】 

日程：2025年 10月 29日 

先方：(株)プレイノベーション 菅家社長、諸根エンジニア 

当方：福島県中小企業診断協会 小堀会長、段林副会長、熊田座長 

①ヒューマノイド・ロボットは人手不足問題の解決策となり得るか 

ヒューマノイド・ロボットは、今後の労働力不足に対する重要な解決策の一つになり得ると考

えている。とりわけ地方・中小企業では、労働力減少と人材確保難の双方に直面しており、AI＋

ヒューマノイド・ロボットを視野に入れた戦略的な活用が不可欠である。 

ただし、単なる人手不足と人材不足は異なる性質を持つ点を明確に区別する必要がある。人手

があってもスキルや経験が伴わなければ真の戦力にはならず、むしろ人材不足の方が本質的な課

題である。従って、今後はどのような能力・役割を持つ人材をどのように配置・補完するかとい

う視点がより重要になるだろう。 

国内では生産年齢人口の減少と高齢化が進行しており、労働供給量そのものが縮小している。

構造的な人材不足に対し、AIとロボット技術は有効な補助手段となり得るものである。とりわけ、

製造業、物流、介護、建設、農業といった分野では、人手の確保が困難な領域において自動化・

ロボット化が急速に進展している。 

AI の特長は、人間の能力を置き換えるのではなく拡張する点にある。生成 AI の進化により、

知的労働の一部が AIによって支援可能となり、判断や意思決定の精度・効率を高めることができ

る。一方で、ヒューマノイド・ロボットに期待される役割の一つとして、物理的作業を担うこと

で人の身体的負担を軽減し、危険・重労働の代替を行う点にある。 

このように、AIが知的領域の拡張を担い、ヒューマノイド・ロボットが物理的領域の補完を担

うという役割分担が見込まれる。 

もっとも、現時点ではヒューマノイド・ロボットが人間のように柔軟かつ多様な環境で動作す

るには技術的課題が残る。とりわけ、環境変化の激しいサービス業や介護現場など、非定型・不

確実・物理的接触を伴うタスクは依然として難易度が高い。 

人が立ち入れない危険環境での作業や、重い物体の保持、複雑なコミュニケーションを要する

判断などは、現状のヒューマノイド・ロボットでは十分に対応しきれない。また、過去の草刈り

ロボットの導入事例のように、ロボット導入より環境自体を変える方がコスト効率が高かったケ

ースも存在する。 

現時点では技術面に加え、社会的・運用的な課題も多い。ヒューマノイド・ロボットを効果的

に動かすためには、操作データや触覚フィードバック、環境認知データなどを蓄積・共有するこ

とが不可欠である。これらを一社単独で収集するのではなく、匿名化・協働によるデータ連携の
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仕組みを整備すべきと考える。データ連携は、特に製造・介護・土木といったフィジカル AI領域

で性能を高める重要なポイントと考えられる。 

ヒューマノイド・ロボット導入には設備投資・安全設計・人材育成などの初期負担が伴うため、

中小企業にとっては経営判断が難しい側面がある。「何ができるのか」「どこから導入を始める

のか」が経営者にとって見えづらいという課題は、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

導入の初期段階の課題と類似している。したがって、経営者自身が技術動向を理解し、導入効果

を定量的に把握するための支援が求められるのではないか。 

以上を踏まえ、人材不足対策としてヒューマノイド・ロボット導入のポイントを次のように整

理できる。 

・有効な適用領域 

定型的・危険・重負荷作業、あるいは認知拡張が可能な作業など、ヒトとロボットの棲み分け

が明確な分野。 

・補助型、協働型の活用 

完全自動化ではなく、人とロボットが同じツールを使いながら協働する形態が現実的。 
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・組織人材に係るデータ基盤の整備 

導入前に、自社業務の棚卸しとスキルマッピングを行い、「どの業務をロボット化すべきか」

「人材をどのように活かすか」を明確化すること。 

②企業経営者がヒューマノイド・ロボット時代の潮流を見据えて行うべき経営判断 

ヒューマノイド・ロボットの本格普及は３〜５年以内に加速すると見込んでいる。米国・中国
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＜短期的に取り組むべき環境整備＞ 

まずは、組織の意思決定プロセスや業務記録をデジタルデータとして残す体制を整えることが

重要である。当社では、経営会議の文字起こしを含め、議題・話者・背景まで一言一句データ化

しておくことを推奨している。これにより、AIが意思決定プロセスを分析し、将来的な経営判断

支援に活用できるようになる。 

また、短期的には AIを活用した働き方改革を進めることが有効である。例えば、生成 AIによ

る情報整理・議事要約・提案支援を導入することで、経営層や管理職がより創造的な業務に時間
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を振り向けられるようになる。2000年代以降、管理職の役割は従来の役割からプレイング業務や

人材育成・新規事業創出へと拡大しており、求められるレベルも高度化している。経営者は管理

職層の負担増といった状況を踏まえながら、人材育成と業務再設計を同時に進める必要がある。 

＜中期的な導入戦略＞ 

AIとヒューマノイド・ロボットの活用は、事業特性に応じた判断が求められる。 

 ・少品種大量生産型の現場では専用ロボットが有効。 

 ・多品種少量生産、変化対応力を重視する現場では、ヒューマノイドの柔軟性が優位に働く。 

以上のような専用ロボットとヒューマノイド・ロボットを使い分ける経営判断が重要である。

また、人間と AIの役割分担として、選択肢の絞り込みは AIが行い、最終判断は人間が行うとい

う運用が現実的である。当社では「会社らしさ」や「人間味」をデータ化する試みも注視してお

り、将来的には企業文化に基づいた意思決定支援も可能になると考えている。 

＜中小企業における留意点＞ 

地方の中小企業においては、労働力減少・人材確保難・設備投資余力の不足という三重苦を抱

えているとされる。このため、以下のような段階的アプローチが現実的と考えられる。 

 ・自社の業務を診断し、「どの作業がロボット化に適しているか」を明確化。 

 ・公的支援制度や実証フィールド（例：ロボットテストフィールド、デジタルツイン環境）を活

用し、段階的に導入。 

 ・経営者が生成 AI、フィジカル AI、デジタルツインなど最新技術を理解し、自社戦略に反映。 

 ・「人の役割」を再定義するとともに、ロボットを道具として使いこなす組織文化を育成。 

特に、データ連携と協働の仕組みが整っていなければ、ヒューマノイド・ロボットは高精度な

タスク遂行ができない。触覚・操作・環境データの共有を進め、匿名化・協働による産業横断的

なデータ基盤を構築することが必要である。 

＜今後３〜５年を見据えた経営判断＞ 

当社では、ヒューマノイド・ロボットの実用化が３年程度で海外から波及すると見ている。そ

の間、国内の中小企業においては、AI・データ基盤の整備を先行し、将来的なロボット導入の準

備を進めていくことが望ましい。導入対象の候補として、労働力減少が深刻な領域、定型・反復・

高負荷作業、自社価値向上が見込まれる領域などが挙げられる。 

ヒューマノイド・ロボット導入を進めるにあたっては、安全性・社会受容・法制度・倫理面へ

の配慮も重要な課題である。特に、人とロボットが協働する環境では、労働安全・データプライ

バシー・人間の尊厳といった観点を検討しておく必要がある。 
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③全体総括 

当社では、AIとヒューマノイド・ロボットを単なる労働力の代替としてではなく、人間の知的・

身体的能力を拡張する協働パートナーと考えている。地方の中小企業においても、今後は AIとヒ

ューマノイド・ロボットを戦略的に活用し、デジタルとフィジカルの両面から生産性と創造性を

高める経営への転換が求められることとなるだろう。 

■AI＋ヒューマノイド・ロボットを実装した組織イメージ(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ａ社との意見交換結果 

日程：2025年７月 

当方：福島県中小企業診断協会 熊田座長 

ヒューマノイド・ロボットの実用化において、生成 AIを中心とした複数の技術領域の統合が重

要なポイント。 

生成 AIの進化はヒューマノイド・ロボットの中核機能を支える。近年、マルチモーダル生成 AI

の高度化により、自然言語を介した指示が標準化されつつあり、自律的に計画・実行・改善を行

う AIエージェントも登場している。これらの AIエージェントがヒューマノイド・ロボットに搭

載され、人間との自然な対話を通じて高度な問題解決を行い、多言語対応や現場支援にも即応可

能になると予想される。 

相談・助言 

ｴｯｾﾝｼｬﾙﾜｰｶｰ 
〔人間〕 

参謀機能 
〔ＡＩ〕 

作業員 
〔ロボット〕 

作業員 
〔ロボット〕 

最高経営責任者 
〔人間〕 

総務部長 
〔人間・ＡＩ〕 

瞬時に調整可能 

業務部長 
〔人間・ＡＩ〕 

工場長 
〔ＡＩ〕 
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ハイパーオートメーションは業務プロセス全体の自動化を支える基盤となる。現在は RPA や

AI_OCRによる定型業務の自動化が進展しているが、いずれは申請受付から精査、決裁、報告まで

を完全自動化するエンドツーエンド無人プロセスが普及する。ヒューマノイド・ロボットは現場

で収集したデータや顧客要望を即時に自動処理基盤へ連携し、業務完了までを担う役割を果たす

ことになる。 

デジタルトラスト（AI-TRiSM）65は、ヒューマノイド・ロボットが社会に受容されるための前提

条件である。AIの透明性や説明責任、公平性確保は国際的に重視されており、2030年には AIの

監査・認証制度が確立すると見られる。ヒューマノイド・ロボットにおいても、提供する情報や

判断の根拠を説明できる「説明責任を備えたロボット」が求められる。 

デジタルツインはヒューマノイド・ロボットの予測・最適化能力を強化する。スマートシティ

や設備管理では既にデジタルツインの活用が始まっており、2030年頃には現実世界と同期した高

度なシミュレーション環境が整備される可能性がある。現場からリアルタイムデータを収集し、

デジタルツイン上で分析を行い、保守・防災・物流などにおける即応行動を実現するというもの。 

エッジコンピューティングはヒューマノイド・ロボットの自律性を高める要素である。IoT や

センサーと連携し、データを現場で処理する技術はすでに普及し始めている。2030年には超低遅

延・高セキュリティのエッジ AI が標準化し、通信環境が不安定な現場や災害時でも自律的に判

断・行動できる可能性がある。 

(3) Ｂ社との意見交換結果 

日程：2025年７月 

当方：福島県中小企業診断協会 熊田座長 

AI 開発の現状については、LLM（大規模言語モデル）の国産化は依然として困難であり、学習

コストや性能面でも海外製モデルが主流となっている。そのため、国産 AI開発の重要性は広く認

識されているものの、現実的には海外製 AIの利活用と、それに伴うリスク管理が当面の課題とな

っている。 

特に念頭に置くべきは、国内の業務データや機密情報が海外の AI プラットフォームを通じて

流出するリスクであり、「データ主権の確保」という観点から、国内や地方においても AIを動か

すインフラ（サーバーや制御環境）を自前で保有する必要性が指摘されている。 

福島県のように、既にロボットテストフィールドを有し、現場実証が可能なインフラが整って

いる地域においては、AIを単なる研究対象とするのではなく、制御系・移動系といったフィジカ

ルな実装を前提とした「ロボット＋生成 AI」の実用化フィールドとして展開していくことが現実

的であり、他地域との差別化にもつながる。 

 
65 AI Trust, Risk and Security Managementの略。AIの信頼性、リスク、セキュリティを管理するためのフレームワーク。 
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65 AI Trust, Risk and Security Managementの略。AIの信頼性、リスク、セキュリティを管理するためのフレームワーク。 

143 

AIとロボットの融合により、これまでホワイトカラー領域で進んでいた業務支援を、ブルーカ

ラー領域（配膳、接客、重機操作、巡視等）にも拡張する可能性がある。こうした動きを単発の

実証に終わらせず、産業実装や投資誘導を見据えた「フィールド研究・開発拠点」として位置付

けていくことが望まれる。 

(4) Ｃ社との意見交換結果 

日程：2025年８月 

当方：福島県中小企業診断協会 熊田座長 

複数台ロボットの衝突回避や役割分担を行う「同時制御」や空間情報の高精度共有は、低遅延

ネットワークと時空間にわたる同期されたデジタルツインが揃うことで実現可能性が高まる。 

サービスロボットや自動運転、ローカル 5G/IoT 連携といった複合システムの同時稼働検証が

重要。具体的には、現場で複数タイプのロボットが稼働する場面で、相互干渉や運用ルール設計、

運用側のオペレーション確認を行うというもので、こうした現場実証はヒューマノイド・ロボッ

ト導入の社会実装上の重要なステップとなるものと考える。 

ロボットそのものの現場普及の初期段階は、現在も一部の商業施設等で導入が進んでいる警備・

清掃など単機能サービスロボットが中心になる見込みであり、ヒューマノイド・ロボットは「多

能工」として人件費と導入コストの比較で優位性が出た領域から採用が進んでいくのではないか。 

政府における過度な安全規制は先端的技術の実装を遅らせる制約要因であり、米国や中国で加

速度的にヒューマノイド・ロボットの開発が進んでいる現状を踏まえ、技術実証そのものに対す

るスタンスの見直しが求められる。 

(5) Ｄ社との意見交換結果 

日程：2025年 11月 

当方：福島県中小企業診断協会 熊田座長 

我が国のロボティクス分野は、長年の歴史と高い技術力を有し、特に工場における精密なライ

ン構築に特化した産業用ロボットで世界的実力を誇ってきた。しかし、世界の潮流は、より複雑

なタスクを多様な環境で自律的に実行するサービスロボットへと急速に移行しており、市場への

浸透が始まっている。この変化を加速させているのが、生成 AIの勃興である。 

生成 AIはロボットの「脳」となり、従来の複雑なオペレーション設計に代わって、人の脳に近

い自律的な判断や汎用的なタスクへの対応を可能にしている。ハードウェア面でも、アクチュエ

ータ技術が著しく進展しており、QDDモーター66やハーモニックドライブ（波動歯車装置）といっ

 
66 Quasi-Direct Drive。高い逆駆動性（外力に対して柔軟に動く特性）を持つモーター。 
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た技術が可動性を向上させ、サービスロボットの経済効果を高めているのである。国内の有力企

業複数社が AIサービスロボット分野への参入を表明し、かつ注力し始めている。 

グローバル市場において、各国は異なる戦略で競争を展開している。米国は、ChatGPT の深化

にみられるように、生成 AIの基盤モデル（ロボットファンデーションモデル）といったロボット

の「ブレーン」となる技術開発に集中している。一方、中国は、強力な国家支援と既存の産業バ

リューチェーンを活かし、特にハードウェア製造で優位な地位を確立しているのが現状である。

日本はサービスロボット分野で遅れをとっているとの見方があるものの、経済産業省や NEDO に

よる大規模支援、及び AIロボット協会（AIRoA）の設立などを通じ、国産の「ロボットブレーン」

開発に向けた取組を本格化させている。しかし、この開発には数千億円のコストと膨大なデータ

の蓄積が求められる。また、メイドインジャパンのハードウェアバリューチェーンが国内で十分

に確立されていない点が、今後の市場展開における大きな課題として挙げられる。 

サービスロボットの社会への本格的な普及について、海外におけるリスクマネーの投入ペース

の高まりから、日本でも市場展開のスピードアップが見込まれる。普及に向けた国内の大きな課

題は、企業における費用対効果（ROI）の正確な算出である。多くの企業でワークフローやオペレ

ーションの可視化が進んでおらず、ロボット導入による効果を定量的に評価できていないことが、

経営判断を遅らせる要因となっている。 

しかし、人口減少・労働力不足という喫緊の課題を抱える日本にとって、ヒューマノイド・ロ

ボットは不可欠なソリューションとなり得るものであり、特にブルーカラーの労働力不足解消や

生産性向上に大きく貢献することが期待される。倉庫や流通系など限定された範囲でのパイロッ

ト導入が増加傾向にあり、将来的には家庭向けサービスロボットの大量市場への展開も期待され

ている。 

我が国ではロボットに対する高い受容度と、既存の SI（システムインテグレーション）文化や

メンテナンスインフラという強みを有しており、これらの優位性を活かした市場展開の加速が求

められる。 
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      コラム 技術革新が問いかける、「自社の強み」という原点 

◇AI活用が「日常」になった現場から 

 生成 AIやヒューマノイドといった言葉が、話題としてではなく、実際の業務の前提として

語られるようになってきた。少し前までは将来の話として捉えられていた技術が、いつの間に

か日々の仕事の選択肢の一つとして、現場の中に入り込んでいる。私自身、AI 活用が当たり

前になりつつあるシステム開発の現場に身を置き、その変化を日々肌で感じている。 

 「これから人の仕事はどうなっていくのだろうか」と考える場面は、以前より確実に増えた。

便利になりそうだという期待がある一方で、変化のスピードに戸惑いを覚える経営者も少な

くないはずだ。日々の資金繰りや人手のやりくりに追われる中で、新しい技術に向き合う余裕

が持てない――そう感じるのも自然なことだと思う。 

 こうした技術の話は、どうしても難しく聞こえがちである。専門用語や新しい概念が次々と

出てくる中で、「全てを理解しなければならない」と身構えてしまうこともあるかもしれない。

ただ、現場に身を置く中で実感するのは、「全てを理解する必要はない」ということだ。それ

よりも、変化が起きることを前提にしながら、自社として何を大切にしてきたのか、これから

どこに時間と力を注いでいきたいのかを考えることのほうが、経営にとっては重要ではない

だろうか。 

◇「浮いた時間を何に使うのか」という問い 

システム開発の現場では、生成 AIを使い始めてから、コーディング（プログラムを記述す

る作業）にかかる時間が大きく減少した。以前は人が多くの時間を費やしていた作業が、短時

間で形になる場面も増えている。効率という点では、確かな変化が起きている。 

ただ、その一方で、作業が早く進むようになったからといって、仕事が単純になったわけで

はない。むしろ、そこで改めて意識するようになったのが、「浮いた時間を何に使うのか」と

いう問いである。単に早く作れるようになるだけでは、顧客にとっての価値は高まりにくい。

現場では、品質をより高めることや、利用者にとって分かりやすく、安心して使えるデザイン

を考えることに時間を充てる方向へ、少しずつ軸を移してきた。つまり、AI で生まれた余裕

を、自社が大切にしてきた「品質」と「使いやすさ」をさらに磨く時間に回している。 

◇求められる役割とスキルの重心移動 

こうした軸の移動は、仕事の進め方だけでなく、人に求める役割にも影響している。生成 AI

の活用によって、作る作業そのものは効率化される一方で、その成果物が本当に業務に合って

いるのか、安心して使えるものになっているのかを見極める力が、これまで以上に重要になっ

てきた。 

開発に入る前の課題ヒアリングでは、顧客の業務を丁寧に聞き取り、本当に解くべき課題は

何なのかを見極めることに最も時間をかけている。作業量は減ったが、考える密度はむしろ高
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まったと言えるだろう。こうした判断や調整は、顧客の状況や表情、予算、そして言葉になら

ない感覚を読み取りながら進める「人」にしかできない領域であり、まさに私たちが真価を発

揮すべき場面だと考えている。 

このような変化を踏まえると、エンジニアに求められるスキルの重心も、少しずつ移ってき

ているように思う。これまで比重が高かった「プログラムを書く力」だけでなく、課題ヒアリ

ングを通じて顧客業務を理解し、解くべき課題を見極める力や、テストを通じて品質を高める

力、業務の流れを踏まえて画面デザインを考える力に、より多くの時間を使うようになってき

た。 

これは新しいスキルを無理に身につけてもらうというより、仕事の中で自然に求められる役

割が変わってきた結果とも言える。AI が作業を補ってくれるからこそ、人は「何を作るか」

「どこまで作り込むか」「どう使われるか」を考える役割を担うようになってきているのだ。 

◇変化の時代こそ、自社の強みに立ち返る 

人の仕事は、なくなっていくというよりも、少しずつ形を変えていく――そう捉えるほうが

自然に感じている。その変わり方は、業種や企業の規模、置かれている状況によっても異なる

だろう。だからこそ、他社の成功事例をそのまま真似る必要はないし、「乗り遅れてはいけな

い」と過度に焦る必要もないのではないだろうか。 

AI やヒューマノイドの進展は、企業に新しい選択肢をもたらしてくれる一方で、「自社の

強みは何か」「どこで価値を発揮していくのか」という問いを、これまで以上に静かに、しか

し確実に投げかけてくる存在でもある。何ができるかという機能の話だけでなく、何を大切に

し、どの部分で顧客に貢献していきたいのかを考え続けることが、これからの経営においてま

すます重要になっていくだろう。 

日々の経営の中で積み重ねてきた判断や工夫は、決して無駄にはならない。その一つ一つ

が、自社ならではの強みを形づくってきたはずである。変化の時代だからこそ、これまでの歩

みを土台にしながら次の一歩を考えていく。その姿勢自体が、すでに未来への備えになってい

るのだと思う。 

◇次の一歩は「問い」を立てることから 

次の一歩は、大きな取り組みである必要はない。たとえば次回の会議や打ち合わせで一度だ

け、「AIで浮いた時間を、私たちは何に使うのか」という問いを議題に置いてみる。それだけ

でも、十分に意味があるはずだ。変化の中で考え続けていることそのものが、すでに次の一歩

を踏み出している証に他ならない。 

                    一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                    調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 阿部 真 
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第５章 

変革への提言 ver2.0（人的資本経営 八策） 
 

１. 中小企業・小規模事業者が取るべき戦略的視点 

マクロ的調査（アンケート調査）及びミクロ的調査（先進事例の調査）を通じて、人的資本経

営の８ポイントへの取組が、中小企業等における企業価値向上に有効な効果をもたらすことを確

認した。 

この結果は、人材確保の手段、働きやすい職場環境、人材育成・スキル開発、地域貢献、経営

理念の浸透・共有、健康経営、処遇の透明性・公平性、DXといった多角的な施策が、企業の財務

的・非財務的価値を相乗的に高めることを裏付けるものである。 

しかしながら大規模な企業向けに語られる施策をそのまま中小企業等に適用することは、リソ

ースの制約から現場の負担を増大させ、結果として施策の停滞を招く可能性がある。したがって、

中小企業・小規模事業者の経営者が取るべき戦略は、複雑な分析や大規模な計画にこだわるので

はなく、「自社の経営課題に最も効果的な施策を慎重に選び、無理のない範囲で着手し、その進

捗を丁寧に確認しながら、現場の意見を取り入れて柔軟に改善していく」という、主体性と柔軟

性を尊重したアプローチであると考えられる。 

 ○課題の特定と実行の重点化 

まず、経営者は自社の現状を評価し、「最も解決が求められる経営課題」（例：採用コストの

増大、若手社員の離職傾向、特定の業務における慢性的な非効率性など）を特定することが重要

である。 

特定された課題に対し、最も効果が見込まれる人的資本経営に関わる項目を一つまたは二つに

絞り込むことが推奨される。全ての項目に一度に深く取り組む必要はなく、「選択と集中」が、

限られた資金や時間を無駄にしないための現実的な戦略となる。 

 ○施策の浸透と継続的な見直し 

制度を形式的に導入するのではなく、その施策が「従業員にとって使いやすく、実際に職場の

改善につながっているか」という実効性を重視する必要がある。 

施策の実行後には、複雑な評価プロセスを経るのではなく、従業員との定期的な対話を通じて

「この制度は実態に合っているか」「さらに改善できる点はないか」といった現場の率直な意見

を聴取することが必要である。これにより、現場の「気づき」に基づいた柔軟な修正が可能とな

り、施策がより企業の実態に合ったものへと進化していくことが期待できる。  
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２. 人的資本経営の実践提言（人的資本経営 八策） 

令和６年度調査・研究事業、並びに令和７年度調査・研究事業におけるマクロ的調査及びミク

ロ的調査等の結果を踏まえ67、以下に、中小企業・小規模事業者でも着手しやすく、効果検証も比

較的容易な実践策を提言する。 

本提言は、令和６年度調査・研究事業で提示した福島県版人的資本経営の在り方68（共感と協

働を軸にした組織文化の構築、持続可能な社会の実現を見据えた長期的視点の人材育成）を土台

とし、人的資本経営を具体的な経営サイクルへ落とし込むための道筋を示すものである。 

(1) 人材確保の手段（第一策：「人を惹きつける」採用戦略）  

中小企業が、大規模な採用資金を有する大企業と同一の土俵で人材獲得競争に臨むことは、コ

スト面から見て非現実的である。したがって、採用活動は、単なる欠員補充のための募集ではな

く、コスト効率が高く、自社の企業文化と地域性を最大限に活かした「戦略的な集客活動」とし

て再定義されるべきである。 

地域密着型の採用は、採用コストを抑制しつつ、企業文化に適合しやすく定着率の高い人材を

確保するための有効な手段となる。採用を企業の理念や魅力を地域社会に伝える広報活動と捉え、

無理のない範囲で多様なチャネルを開拓することが望まれる。 

 ○採用ターゲットの明確化とリソースの集中 

事業継続のために「最も必要不可欠なポスト」を特定し、そのポストに最低限求めるスキルを

具体的に定義することが必須となる。このポストは、人材市場で代替確保が困難な「ボトルネッ

ク業務」と連動している場合が多く、リソース投入の最優先対象となる。また、求めるスキルだ

けでなく、自社の企業文化に適合する人物像を設定すべきである。 

この明確化プロセスにより、採用活動に投入するリソースの焦点を絞り込み、全方位的な募集

によるリソースの分散を防ぎ、採用コスト対効果を高めることが可能となる。 

実践事例 02（(株)エフコム）：採用時に人事担当が特に注目しているのはコミュニケーション能力、

チャレンジ精神及び自己管理能力である。 

実践事例 14（熱海運送(株)）：採用に至らない理由は、社長が採用にあたって重視している笑顔、

やる気、向上心、協調性といった一見当たり前のことに思えるようで難しい要素を満たすことが

できない応募者が少なくないことにある。 

質問Ⅰ-10：「求めるスキルを持つ人材が少ない」（41.74%）という質の不足が非常に高い割合で挙

げられている点は重要である。 

 ○地域に根差した採用チャネルの開拓 

採用コストの抑制と定着率の向上を両立させるため、費用負担の少ない社員紹介制度（リファ

 
67 実践事例 01～10の内容は、令和６年度調査・研究事業「人口減少時代における福島県版人的資本経営」-第 2章「福島県内企

業における人的資本経営の実践事例」からの引用である。 
68 一般社団法人福島県中小企業診断協会『令和 6年度「調査・研究事業」人口減少時代における福島県版人的資本経営 報告書』

2025年 2月、p.116-117。 

148



148 

２. 人的資本経営の実践提言（人的資本経営 八策） 
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67 実践事例 01～10の内容は、令和６年度調査・研究事業「人口減少時代における福島県版人的資本経営」-第 2章「福島県内企

業における人的資本経営の実践事例」からの引用である。 
68 一般社団法人福島県中小企業診断協会『令和 6年度「調査・研究事業」人口減少時代における福島県版人的資本経営 報告書』

2025年 2月、p.116-117。 
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ラル採用）を単なる「紹介依頼」ではなく、明確なインセンティブと評価基準を持つ「制度」と

して設計し、運用を優先的に進めるべきである。また、地元の高等学校や専門学校などの教育機

関との連携を具体化する。単なる会社見学にとどまらず、学生が実務を体験できる短期インター

ンシップを少人数からでも継続的に受け入れる体制を構築し、地域社会における企業の認知度と

信頼度を高めることが重要である。 

これらの活動を通じて、地域との継続的な接点を計画的かつ無理のない範囲で増やし、将来的

な採用へとつなげていく。 

実践事例 01（あぶくま信用金庫）：職員の人的ネットワークを活用した採用を推進しており、これ

により採用時のミスマッチを防ぎ、高い定着率を実現している。 

実践事例 12（(株)野地組）：いわゆるリファラル採用が「制度として整っている」というより、「社

内文化として自然に機能している」点に強みがある。 

質問Ⅱ-１：「学校・専門機関連携」の実施率が 11.83ポイント増加しており、この施策も成功に寄

与している。 

 ○理念・仕事内容を「現場の言葉」で具体的に発信 

企業の情報発信においては、採用サイトや SNSを通じ、難解な専門用語を避け、現場の社員が

どのような思いや価値観を持って、具体的にどのような業務に取り組んでいるかを「現場の言葉」

で率直に伝えることが効果的である。現場の活気や職場の雰囲気を伝える写真や短い動画を積極

的に活用することで、抽象的な「企業理念」ではなく、具体的な「入社後のイメージ」を応募者

に持たせることが可能となる。特に中小企業においては、現場社員の生の声が何よりも説得力を

持つツールであり、これを活用することで入社後のミスマッチの防止につながる。 

実践事例 02（(株)エフコム）：実際に働く現場を見たり、先輩社員と交流したりすることで、事前

に仕事内容や社内の雰囲気が掴めるようになっている。 

実践事例 14（熱海運送(株)）：昨今の人手不足下において採用の応募が多くあるのは、Instagramや

TikTokといった SNSを活用した情報発信によるところが非常に大きい。 

質問Ⅱ-１：採用に成功している企業ほど、費用を投じてでも広範に情報を発信し、自社の魅力を能

動的に伝える戦略を採用していることを示している。 

 ○競争優位性を確立する報酬体系の構築 

中小企業が全従業員に一律で大幅な賃上げを行うことは、経営の継続性を脅かすリスクを伴う

ため、競争優位性を確立するための戦略的な報酬投下を行うべきである。具体的には、前述のと

おり会社の事業継続に不可欠でありながら、市場で人材の代替確保が困難な「ボトルネック業務」

に絞り込み、戦略的な報酬を投下する。例えば、医療・介護における夜間・緊急時のオンコール

対応69、建設業における特殊溶接や型枠作成などの高度な専門技術を要する作業、運輸業におけ

る特定の難易度の高いルート担当などが、このボトルネック業務に該当する。 

これらの役割を担う人材に報いることで、「自分のスキルが正当に評価される企業」という採

用市場での魅力を確立し、優秀な人材の獲得と流出防止を両立させ、事業継続を確実なものとす

 
69 勤務時間外であっても、緊急時に呼び出しに応じられるよう待機すること。医療・介護現場等の不可欠な業務だが負担が大き

く、ここへの正当な報償は定着率に直結する。 
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ることが可能となる。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：技能検定に合格し、これによって給料が上がり、更にモチ

ベーションが上がる、という好循環。 

実践事例 14（熱海運送(株)）：管理職を打診するにあたり、佐藤社長が「給料はいくらがいい？」

と問いかけ、女性管理職の希望通りの処遇とした。 

質問Ⅰ-12：最も選択率が高いのは「給与や福利厚生の改善による採用力の強化」（57.10%）である。

これは、人材獲得競争を勝ち抜くためには、まず「待遇の改善」という直接的な対応が不可欠で

あるという、経営判断を反映したものである。 

(2) 働きやすい職場環境（第二策：「働きたくなる」職場づくり）  

従業員の満足度と定着率を向上させるためには、「働きやすい」環境の整備が必須要件である。

これには、時間外労働の削減と、育児・介護等のライフイベントに対応できる柔軟な働き方を検

討できる体制の構築が望まれる。 

 ○業務効率化を通じた時間外労働の削減 

従業員の時間外労働につながっている「付加価値の低い業務」をリストアップし、廃止または

簡略化すべきである。具体的には、ルーチン化しているが生産性に貢献しない会議、重複する報

告書作成、承認フローの煩雑さなどを業務棚卸しの対象とする。また、使いやすい ITツール（RPA、

クラウドサービスなど）によって効率化できる定型業務を見つけ、小さな改善から継続的に取り

組むことが、生産性向上につながる。 

この「やめる」と「変える」の検討を通じて、恒常的な残業削減と、それに伴う労働コストの

適正化を目指していく必要がある。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：社内全体の適切な工程管理や労務管理により、超過勤務は

法令の範囲内に収まっている。 

実践事例 11（第一緑化工業(株)）：現場への直行直帰による労働時間の削減と現場作業時間の確保、

水曜日はノー残業デーとするなど（中略）労働時間の長さをできる限り削減しようと努めてきた。 

質問Ⅱ-８：DXが既に、労働生産性の向上と省人化を通じて「人材不足」の課題緩和に貢献し始めて

いることを示している。 

 ○柔軟な働き方制度の段階的導入と定着 

全社一律の複雑な制度ではなく、テレワークや時差出勤が可能な部署・職種から、試験的な導

入を進めるべきである。例えば、事務部門における週数回のテレワークや、通勤混雑時間帯を避

けるためのコアタイムのないフレックスタイムなど、柔軟な制度設計を行う。制度利用の際の承

認プロセスを簡素化し、申請をデジタル化することで、従業員が心理的な障壁なく制度を利用で

きる雰囲気を醸成し、結果として制度の利用率向上と優秀な人材の定着を図る。 

実践事例 10（(株)保志）：働きやすい職場を作ることが重要視され、あらゆる業務の場面で指示を

出している。 

実践事例 15（社会福祉法人心愛会）：新しい制度の導入にも積極的であり、「子連れ出勤制度」や

「産後パパ育休制度」などの制度が導入されている。 
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質問Ⅱ-２：「テレワーク・リモートワークの導入」は、高成果企業では 26.14%と、全体（12.46%）

の２倍以上の実施率となっている。 

 ○年次有給休暇の計画的取得の促進 

管理職が、業務に支障のない範囲で部下の年次有給休暇の取得予定をヒアリングし、取得を促

す「計画的な声かけ」を推奨することが効果的である。単に「取るように」促すだけでなく、部

署内の業務シェアリング体制を明確にし、取得による心理的な負荷を軽減すべきである。社員の

記念日などの具体的な奨励日を設定し、休暇取得を推奨することも、取得率向上につながる有効

な手段であり、従業員のリフレッシュと健康保持に寄与する。 

実践事例 01（あぶくま信用金庫）：有給休暇の取得率も非常に高く、2023年度の職員一人当たりの

平均取得日数は 18.2日、取得率にして 90％以上に達している。 

実践事例 12（(株)野地組）：「子どもが熱を出した時など、突発的な休みは誰にでも起こり得る。

そのときにお互い様と助け合える文化が大事」と述べており、柔軟な勤務調整や急な休みに対応

できる組織体制を意識的に作っている。 

質問Ⅱ-２：高成果企業は、「有給休暇取得の促進」と「残業削減」の実施率が全体を約 18〜20 ポ

イント上回っている。 

 ○従業員意識調査（ES）に基づく継続的改善 

大規模な調査ではなく、年に一度、シンプルな質問に絞ったアンケートを実施し、従業員の「働

きがい」に関する意見を聴取することが望まれる。この調査は、現場の不満点や改善ニーズを定

量的・定性的に把握し、経営層が従業員の現状を理解するためのデータとなる。その結果は従業

員にフィードバックした上で、特に不満の多かった点から優先的に改善に着手し、継続的な職場

環境の向上を図る仕組みを構築する。 

実践事例 06（(株)東邦銀行）：エンゲージメントサーベイ（Wevox）を導入するとともに、上司と部

下のコミュニケーションにおける量・質の向上に積極的に取り組んでいる。 

質問Ⅱ-２：労働時間と休暇に関する基本的な施策の徹底が、社員の満足度向上と定着に直結するこ

とを示唆している。 

(3) 人材育成・スキル開発（第三策：「人を育て、組織を強くする」学びの仕組み）  

人材育成は、単なる福利厚生ではなく、中長期的な事業戦略を実現し、市場の急速な変化に対

応するための不可欠な戦略的投資として位置づけられるべきである。投資の無駄を排除しつつ、

従業員の成長を最大限に促すためには、育成プログラムを企業の収益向上に直結する分野に絞り

込み、リソースを集中投下することが重要である。具体的には、AIやデータ解析といったデジタ

ル技術や、専門性の高い法規制対応スキルなど、将来的に競争優位性をもたらす分野に焦点を絞

り込む。 

これにより、外部からの人材調達に依存するリスクを抑制し、必要なスキルセットを組織内部

で育成する費用対効果の高い「自前主義」の人材ポートフォリオを確立するものとなる。 
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 ○事業貢献度に連動したリスキリングと報酬体系の確立 

事業展開を見据え、業務に直接必要なスキルや技術に関する資格取得やセミナー受講に対する

費用補助制度を、希望者から利用しやすい形で整備することが望まれる。また、資格手当は単な

る資格の保有事実ではなく、その資格が人材市場でどれだけ希少性があるかという市場価値、そ

して実際の業務における貢献度に応じて連動させる報酬体系を構築することが重要である。具体

的には、高度な専門性を有する資格保持者に対し、そのスキル活用度に応じた「専門職手当」な

どを新設し、戦略的な報酬投下を行うべきである。 

これにより、従業員自身の市場価値向上という具体的なリターンが約束され、自律的な成長意

欲を強力に引き出し、結果として投資対効果の高い組織全体のスキル向上を達成するものとなる。 

実践事例 08（(株)福島銀行）：宅建、税理士等各種資格取得の際は「資格取得奨励金」の支給等を

行い社員が積極的に自己啓発に取り組むことを奨励している。 

実践事例 11（第一緑化工業(株)）：保有資格により明確に給与面などには差をつけており、仕事上

必要となる資格取得に努力した社員には報酬面で報いており、頑張れば報われるという社風。 

質問Ⅱ-３：「新しいスキル取得の支援（リスキリング支援）」も、高成果企業では全体より 11.11

ポイント高い 31.40%で実施されている。 

 ○実践的 OJTの標準化と指導者への公正な評価 

OJT の効果を最大化するためには、指導すべき業務や手順を、文字情報だけでなく図や画像を

用いたシンプルなマニュアルやチェックリストとして文書化し、「OJT の見える化」を推進する

ことが有効である。これにより、指導内容のバラツキをなくし、新入社員の早期戦力化を可能に

する。また、指導者である先輩社員に対しては、効果的な指導方法に関する簡単なトレーニング

を行うとともに、指導にかかった時間や労力を正当な業績評価の項目に反映させる仕組みを設け

るべきである。 

これにより、指導者の負担感を軽減し、組織的な知識継承を促す健全な風土を確立させる。 

実践事例 02（(株)エフコム）：聴く力を強化する研修を受けた OJTトレーナーが１on１で新人を受

け持ち、一年間はほぼペアで動いていく。 

実践事例 15（社会福祉法人心愛会）：新入職員をサポートする「エルダー制度」によって、職員の

不安を軽減しつつ OJTによって人材育成を進めるプログラムが組まれている。 

質問Ⅱ-３：企業が実務経験や国家資格取得を通じた内製化された育成に重点を置いていることを示

している。 

 ○費用対効果を考慮した基礎研修の実施 

新入社員や管理者など、階層別に「職務遂行に最低限必要な知識・スキル」に絞った基礎研修

カリキュラムを検討することが推奨される。特に、外部のオンライン講座やデジタル学習プラッ

トフォームなどを積極的に活用することで、集合研修にかかる時間やコストを抑えつつ、従業員

に対して時間や場所を選ばない柔軟な学習環境を提供することが可能となる。また、社内エキス

パートを講師として登用し、内製コンテンツの充実を図ることで、外部委託費用を削減しながら、

企業特有の専門知識を効率的に伝えることも有効な手段である。 

これらにより、企業体力に合わせた効率的な基礎スキル定着を図るべきである。 
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実践事例 01（あぶくま信用金庫）：全職員向けには信金中央金庫が提供する Sels（eラーニングシ

ステム）の利用環境を整備することで、職員の自己成長を促進している。 

実践事例 07（東陽電気工事(株)）：公共工事が閑散期の４～６月頃にかけ新入社員の教育を集中し

て行っている。 

実践事例 11（第一緑化工業(株)）：OJT のみの従来のやり方だけでは無く、費用を掛けて社員を研

修に参加させるなどをし、工事技術と会社員として両面で成長できる環境を整備している。 

質問Ⅱ-３：企業が抱える「求めるスキルを持つ人材が少ない」という「質の不足」に対し、内部で

の教育投資が信頼できる解決策として機能していることを定量的に裏付けている。 

 ○従業員のキャリア志向と会社ニーズのマッチング 

年に一度のキャリア面談などを通じ、社員の「今後挑戦したい仕事」や「習得したいスキル」

についてヒアリングし、その情報を組織全体で共有する仕組みを導入すべきである。その希望と

会社のニーズが合致する場合に、業務内容の配置転換や、新たな部署でのプロジェクトへの割り

当てなど、スキル習得の機会を積極的に提供する。 

このマッチングを試行することで、埋もれていた才能を発見し、人材の内部流動性を高め、従

業員のエンゲージメントと主体的な学習意欲も高めることで、人材の流出防止にもつながる。 

実践事例 10（(株)保志）：行きたい部署があれば申請をしてもらい、認められれば部署異動ができ

る FA制度を行っている。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：「力量マップ（スキルマップ）」の標準化を進め、スキルアッ

プ目標を明確に示す取組を展開している。 

質問Ⅱ-３：人材育成への投資が、社員の能力開発と組織の生産性向上に直接的かつ強い好影響を与

えていることが確認される。 

(4) 地域貢献（第四策：「地域と共に成長する」共創経営）  

地域社会との継続的な信頼構築は、企業価値の向上と、特に地域密着型採用の後押しに寄与す

るものである。地域貢献活動は、単なる「奉仕活動」ではなく、将来の顧客獲得や、行政との関

係強化による事業許可・規制緩和リスクの低減を目的とした戦略的な広報活動として明確に定義

されるべきである。地域社会との関わりを深めることは、企業の持続性に不可欠な「リスク回避

（リスクヘッジ）」であり、ステークホルダー（利害関係者：顧客、取引先、地域社会、行政な

ど）の理解と信頼を獲得するための有効な手段である。この共創的な姿勢が、企業ブランドを強

化し、事業基盤の安定化につながるのである。 

 ○本業の専門スキルを活用した地域課題解決への集中 

地域貢献活動は、単なるボランティアにとどまらず、自社の技術、商品、サービスといった「本

業の専門スキル」を最大限に活かして、地域の固有の課題解決に貢献する活動に注力すべきであ

る。例えば、建設業における災害発生時の迅速な復旧協力や、IT企業による地域住民向けのデジ

タルリテラシー向上セミナー提供などがこれに該当する。 

これにより、地域社会から「なくてはならない」という存在としての評価と信頼を長期的に獲

得することが可能となる。また、本業に直結する課題に取り組むことで、活動自体が従業員の専
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門スキルを実地で磨く機会となり、新しいビジネス機会の発見や、サービス改善のヒントを得る

副次的な効果も期待できる。 

実践事例 02（(株)エフコム）：地域の方々に還元することでイノベーションの創出に一役買ってい

るところである。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：災害復旧工事といった本業を通じて地域に貢献していることを

強く発信しており、これが社員の仕事に対する誇りや責任感の醸成につながっている。 

質問Ⅱ-４：「地域団体との共同事業」は、（中略）企業の存在意義を高め、成果を実感する上で重

要であることを示唆している。 

 ○情報開示を通じたブランドイメージの構築 

地域貢献活動を実施した際には、その活動が地域社会に対してどのような具体的なメリットを

もたらしたかを、定量的・定性的に伝えることが、企業への信頼度を高める上で重要である。地

元の広報誌や、企業の公式 SNSアカウント、コーポレートサイトを通じて、活動の様子を写真や

短い文章で地道に、かつ継続的に発信すべきである。特に、活動結果だけでなく、参加した社員

の「地域への想い」や活動を通じて得られた学びといった定性的な情報も発信することで、企業

文化の浸透を促す。 

この地道かつ戦略的な情報公開により、「地域社会に必要とされている企業」というブランド

イメージを確立し、単なる認知度向上にとどまらない、企業価値の向上につなげる必要がある。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：これらの様子は当社ホームページやフェイスブックで発信

されている。 

質問Ⅱ-４：「地域メディアでの情報発信」の実施率は、高成果企業（43.84%）が全体（22.03%）の

約２倍と顕著な差（+21.81pt）が見られる。 

 ○採用・営業活動における地域共創姿勢の明示 

営業資料や会社説明会資料には、過去から現在までの具体的な地域貢献活動の実績と、「地域

と共に発展を目指す企業姿勢」を明記し、積極的かつ継続的にアピールすることが望まれる。特

に採用活動においては、面接や説明会の場で、この共創姿勢を具体的な社員のストーリーを交え

て伝えることで、地域貢献活動への意欲を志望動機の一つとして扱い、企業の理念に共感する優

秀な人材の応募を促すべきである。営業活動においても、地域を大切にする姿勢は取引先や顧客

との長期的な信頼関係構築に貢献するものとなる。 

実践事例 03（(株)くつろぎ宿）：宿を中心とした「街づくり」を重視していることに由来する。職

員のほとんどが会津出身者である。 

実践事例 15（社会福祉法人心愛会）：地域貢献としては（中略）ボランティアに参加した学生が心

愛会に就職するなど、採用につながったケースもあり、そういった職員は離職率が低い。 

質問Ⅱ-４：「地域団体との共同事業」（+9.76pt）や「社外向け企業見学会」（+7.59pt）といった、

外部へ自社の存在や価値を可視化・発信したり、地域と深く連携したりする施策の実施率が高い。 

 ○従業員の参加促進と活動へのインセンティブ設計 

地域貢献活動への社員の参加を積極的に奨励するための仕組みを組織的に構築すべきである。

従業員が参加しやすいよう、活動への参加時間を勤務時間として扱うなど、勤務体制上の柔軟な
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従業員が参加しやすいよう、活動への参加時間を勤務時間として扱うなど、勤務体制上の柔軟な
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配慮を行うことが有効である。また、参加者には、その活動の重要性を認識させ、参加意欲を継

続的に高めるため、社内表彰や感謝状の授与、または人事評価における加点措置など、具体的な

インセンティブを設ける必要がある。 

これにより、従業員にとっては「社会貢献度の高い仕事をしている」という誇り（エンゲージ

メント）となり、結果として企業への愛着を深め、定着率の向上にも貢献するものとなる。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：毎月１回全社員で行う近隣地域の清掃・除草活動は、福島

市から継続的活動に対する感謝状が授与され、また町内会や地域住民からも感謝の声が示される 
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(5) 経営理念の浸透・共有（第五策：「心を一つにする」理念経営）  

経営理念やビジョンの共有と実践は、社員のモチベーション向上、組織の一体感醸成に有効な

手段である。理念を抽象的なスローガンで終わらせるのではなく、社員の日常の具体的な行動を

律する規範として機能させるための取組が、組織全体の生産性底上げに直結する。このため、企

業の理念を「トラブル発生時の報告手順」「安全確認の指差し呼称徹底」といった、現場で即座

に実行可能な具体的な行動規範に翻訳し、簡潔に文書化することが必要である。 

この行動規範をマネジメントの中核に据えることが、従業員間の行動のばらつきを抑制し、品

質と安全性の標準化を促す費用対効果の高いマネジメントを実現するものとなる。 

 ○理念を「日常の行動」に落とし込んだ行動規範の策定 

経営理念やビジョンを、社員にとって具体的でわかりやすい「日常の行動指針」に翻訳し、簡

潔に文書化すべきである。例えば、「安全第一」という理念を「危険な場所に入る前は、必ず指

差し呼称を２回行う」といった、現場で即座に実行可能な行動に落とし込む必要がある。これは、

「お客様対応の時」「同僚との協力の時」など、具体的な場面で「どのような行動を取るべきか」

を明文化する作業であり、新しく入った人材もすぐに組織に慣れやすく、早期戦力化と離職率の

抑制につながるものとなる。また、この行動指針は、部門間の連携や緊急時の意思決定において、

従業員が迷うことなく統一された行動をとるための共通言語としての役割も担う。 

実践事例 03（(株)くつろぎ宿）：お客様が不満を感じないような方法を従業員にはまず覚えてもら

い、誰にでも再現可能な体制を整えている。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：マップに整理されるスキルは技術要素にとどまらず、現場の管

理・運営に関わる行動まで幅広い。 

質問Ⅱ-５：理念の共有が単なる伝達や唱和に終始しており、社員がその理念を自分事として捉え、

日々の業務や意思決定に結びつけるための「双方向的な対話」や「実践への紐づけ」が不足。 

 ○経営層主導による継続的な理念の語りかけと対話の創出 

朝礼、社内報、会議の冒頭など、あらゆる機会を捉えて経営トップが理念に触れ、具体的な行

動事例と共に継続的に発信することが効果的である。継続的な発信により、理念が形骸化するの

を防ぎ、従業員の意識に深く浸透させる。理念は一方的な伝達にとどまらず、年に一度は少人数
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の社員との座談会を設け、理念の解釈や実践について双方向の対話を行う場を設けることが望ま

れる。こうした対話を通じて、現場の理解度や理念の浸透状況を把握するとともに、従業員が経

営層に対し意見を述べる機会を提供し、理念に対する共感を深め、組織の一体感を醸成する。ま

た、現場のリアルな声を経営層が施策に反映させるフィードバックの構築も重要となる。 

実践事例 04（(株)こんの）：社員に経営を自分事と考えてもらうことが大切で、そのために社員と

一緒に経営理念を作り上げた。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：事業計画発表会で部門長が計画を発表する取組を実施している。

遠隔地の社員もオンラインで参加し、全員が同じ情報と方向性を持って仕事に向き合う。 

質問Ⅱ-５：経営トップが理念を自身の言葉で発信することが、理念に重みと現実味を与え、社員の

共感と目的意識を高める上で不可欠であることを示している。 

 ○行動規範の実践度を重視したプロセス評価の導入 

経営理念や行動指針の実践度合いを「プロセス評価」として人事評価の項目の一つに組み込む

ことが望まれる。特に、この行動規範の遵守度合いを、給与・昇進に直結する評価項目の中で高

いウェイトで扱うことで、従業員の行動を理念に基づくものへと誘導する。評価制度は単なる監

視ではなく、従業員の理念に基づく成長を促すためのツールとして機能させるべきである。また、

この行動規範の遵守が、長期的なキャリア形成と組織への貢献につながることを明確に説明する

必要がある。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：社員は年に２回、人格能力・社内業務能力・ダクト工事能

力・板金工事能力・自己目標達成意欲の各項目について、明示された評価基準に沿って自己判定

（点数化）を行う。 

質問Ⅱ-５：社員が自ら理念の意味を理解し、日々の業務への具体的な行動計画として落とし込むプ

ロセスを経ることで、理念の自分事化を促進している。 

 ○理念に基づく模範事例の可視化と表彰制度の確立 

行動指針に沿った模範的な社員の行動事例を、社内報や社内掲示板、社内 SNSなどで定期的に

紹介し、社内表彰制度を設けることが有効である。この取組は、理念が現場でどのように実践さ

れているかを可視化するものであり、模範となる行動を部署、職種、勤続年数などの多様性をも

って全社的に評価することで、社員のモチベーション向上と、理念への共感に基づいた自律的な

行動を奨励する効果を生む。表彰制度は、評価基準を明確にし透明性の高い運用を徹底すること

で、従業員に公平感を持たせ、「良い行動の連鎖」を組織全体に広げる文化を醸成する。 

実践事例 05（渋谷レックス(株)）：「自慢話大会」では、自分が１年間どれだけ仕事で努力したか

を発表し、投票制で順位を決めるというユニークな取組も行っている。 

実践事例 15（社会福祉法人心愛会）：この文化が、職員一人ひとりを「指示を待つ作業者」から「価

値を創るプロフェッショナル」へと変貌させている。 

質問Ⅱ-５：デジタルツールを活用することで、理念に関する成功事例や好事例などを「生きた情報」

としてリアルタイムで共有し、風化を防いでいることが示唆される。 
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(6) 健康経営（第六策：「健康が企業を支える」活力経営）  

健康経営への注力は、単なる福利厚生ではなく、従業員のエンゲージメント向上と生産性向上

に直結する取組である。従業員の心身の健康を維持することは、持続的な高いパフォーマンスを

可能にし、休職や離職による人員欠損リスクを未然に防ぎ、結果として「人材の入れ替わりによ

るコスト」を削減するという、確実な定着策となりうるものである。 

 ○データに基づいた「小さな健康目標」の設定と効果測定の連携 

「法定残業時間の超過者の割合」や「ストレスチェックの実施率」、「定期健診受診率」など、

容易に把握できる健康関連のデータをまず分析すべきである。この分析に基づき、実現可能な具

体的な改善目標（例：月の残業時間 45時間超の社員を半減、特定部門のストレス高リスク者割合

の〇%削減）を設定し、改善策を試行することが望まれる。まずは小さな目標の達成を通じて成功

体験を積み重ね、その効果を社内で共有することが重要である。 

実践事例 01（あぶくま信用金庫）：歩数カウントアプリを活用したウォーキングキャンペーンを実

施しており、歩数ランキング上位者には年２回の表彰を行っている。 

実践事例 12（(株)野地組）：非喫煙者・メタボリックシンドロームに該当しない社員に対して最大

5,000円の「健康増進手当」を支給している。 

 ○メンタルヘルスに関する「相談しやすい環境」の整備とリテラシー向上 

全社員を対象としたストレス対処法、セルフケアに関する研修を年 1回以上実施することが、

メンタルヘルス問題へのリテラシー向上につながり、早期発見に貢献する。また、外部の専門家

による匿名での電話相談窓口（EAP70：従業員支援プログラムなど）を設置し、社員が気軽に相談

できる体制を構築することが望まれる。特に重要なのは、相談内容の機密性が完全に守られるこ

とを全社員に周知徹底し、利用に対する心理的な障壁を排除することである。さらには、管理職

層に対し、部下の異変に気づき、声をかけ、相談を促すためのラインケア研修を義務付け、組織

全体で心理的安全性の高い「相談しやすい環境」を整備する。 

実践事例 03（(株)くつろぎ宿）：挨拶しても目を合わせないようなことが続く従業員に対しては、

不満や悩み事を抱えている可能性があると捉え、その上長や周囲の従業員にも最近の様子を聞く

などフォローに努めている。 

実践事例 15（社会福祉法人心愛会）：キャリアコンサルタントを正社員として採用し、メンタル的

なフォロー、カウンセリング、悩み相談などに対応している。各拠点を巡ってリアルの面談を実

施するほか、LINEや電話で相談に乗る体制を敷いており、気軽に相談することが可能。 

質問Ⅱ-６：「ストレスチェック」（28.70%）や「メンタルヘルス研修」（14.49%）といった、社員

の心身の健康を積極的に増進するための施策が十分に展開されていないことを示唆する。 

 ○産業医連携による適切なフォロー体制の構築 

法定健診後のハイリスク者（再検査・精密検査の指示があった者、生活習慣病のリスクが高い

者など）に対し、産業医などと連携し、医療機関での受診と個別面談の勧奨を、管理職も協力し

て行うことが望ましい。特に、再検査や精密検査が必要な社員に対しては、受診のための勤務時

 
70 メンタルヘルスや家庭の問題など、仕事に影響する個人的な課題について外部専門家が相談に乗る仕組み。 
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間の調整や有給休暇取得の奨励といった制度面での配慮を明確化し、健康リスクを放置させない

ためのきめ細やかなフォロー体制を整備すべきである。 

実践事例 02（(株)エフコム）：社員の精密検査受診率も約 90％と高い水準を維持しており、療養後

のフォローアップも随時実施している。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：血圧管理やインフルエンザ予防など様々なテーマに関する健康

メールを全社員に送信しており、外部カウンセリング窓口の情報なども併せて共有している。 

質問Ⅱ-６：高成果企業では、法律で義務付けられた施策や、自発的な健康行動を促し、心の健康を

サポートする施策を積極的に展開していることが分かる。 

 ○心身のリフレッシュを促す特別休暇制度の導入と経営層による戦略的投資の共有 

年次有給休暇とは別に、勤続年数や誕生日に合わせた独自の特別休暇制度を導入し、全社的に

取得を強く奨励することが有効である。制度が形骸化しないよう、特別休暇の取得率を経営指標

の一つとして設定し、管理職の目標管理に組み込む、あるいは未取得者に対して個別に取得を促

す「プッシュ型」の奨励を行うなど、実効性のある仕組みを構築することが重要となる。 

これにより、従業員のワーク・ライフ・バランスの改善と、健康に起因するエンゲージメント

の向上を図るものとする。 

実践事例 08（(株)福島銀行）：誕生日等記念日での休暇取得理由を掲げる「メモリアル休暇」制度

を導入し、社員が積極的に休暇を取得できるよう仕組み作りをしている。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：「ファミリーサポート休暇」を創設した。（中略）年間 50時間

の上限を使い切り、その後は自身の有給休暇を使用して対応するケースも見られるなど、制度が

十分に定着している。 

質問Ⅱ-６：成長企業が、健康経営を単なる義務ではなく、社員の生産性低下や離職を防ぐための「戦

略的なリスク管理・投資」として捉えていることを示唆している。 

(7) 処遇の透明性・公平性（第七策：「納得感で結束する」公正な人事）  

処遇に対する納得感は、社員のモチベーションと組織へのエンゲージメント向上に強く影響す

る要素である。このため、人事・給与制度の基本的な透明性を高め、従業員の信頼を獲得するた

めの組織的な取組が求められる。従業員の意欲と自律的な成長を促すためには、評価決定に際し、

単に「頑張ったから」という曖昧な説明ではなく、スキル習得と具体的な成果が企業の収益増加

につながり、それが個人の報酬増額に結びつくという明確な因果関係を論理的に説明することが

不可欠である。 

この透明性を高めることは、従業員の処遇に関する不満を解消し、企業への信頼感とエンゲー

ジメントを向上させる上で重要であり、結果として優秀な人材の確保につながる。 

 ○評価制度・報酬ルールの公開と説明の実施 

昇給・昇格の基準、等級ごとの賃金の目安（レンジ）など、人事評価と賃金決定の基本的なル

ールを簡潔な文書としてまとめ、全社員への説明会やイントラネットなどを通じてオープンに開

示することが望まれる。特に、制度改定や運用変更を行う際には、その背景と目的、及び従業員

に与える影響を事前に丁寧に説明し、質疑応答の機会を設けるべきである。 
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間の調整や有給休暇取得の奨励といった制度面での配慮を明確化し、健康リスクを放置させない

ためのきめ細やかなフォロー体制を整備すべきである。 

実践事例 02（(株)エフコム）：社員の精密検査受診率も約 90％と高い水準を維持しており、療養後

のフォローアップも随時実施している。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：血圧管理やインフルエンザ予防など様々なテーマに関する健康

メールを全社員に送信しており、外部カウンセリング窓口の情報なども併せて共有している。 

質問Ⅱ-６：高成果企業では、法律で義務付けられた施策や、自発的な健康行動を促し、心の健康を

サポートする施策を積極的に展開していることが分かる。 

 ○心身のリフレッシュを促す特別休暇制度の導入と経営層による戦略的投資の共有 

年次有給休暇とは別に、勤続年数や誕生日に合わせた独自の特別休暇制度を導入し、全社的に

取得を強く奨励することが有効である。制度が形骸化しないよう、特別休暇の取得率を経営指標

の一つとして設定し、管理職の目標管理に組み込む、あるいは未取得者に対して個別に取得を促

す「プッシュ型」の奨励を行うなど、実効性のある仕組みを構築することが重要となる。 

これにより、従業員のワーク・ライフ・バランスの改善と、健康に起因するエンゲージメント

の向上を図るものとする。 

実践事例 08（(株)福島銀行）：誕生日等記念日での休暇取得理由を掲げる「メモリアル休暇」制度

を導入し、社員が積極的に休暇を取得できるよう仕組み作りをしている。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：「ファミリーサポート休暇」を創設した。（中略）年間 50時間

の上限を使い切り、その後は自身の有給休暇を使用して対応するケースも見られるなど、制度が

十分に定着している。 

質問Ⅱ-６：成長企業が、健康経営を単なる義務ではなく、社員の生産性低下や離職を防ぐための「戦

略的なリスク管理・投資」として捉えていることを示唆している。 

(7) 処遇の透明性・公平性（第七策：「納得感で結束する」公正な人事）  

処遇に対する納得感は、社員のモチベーションと組織へのエンゲージメント向上に強く影響す

る要素である。このため、人事・給与制度の基本的な透明性を高め、従業員の信頼を獲得するた

めの組織的な取組が求められる。従業員の意欲と自律的な成長を促すためには、評価決定に際し、

単に「頑張ったから」という曖昧な説明ではなく、スキル習得と具体的な成果が企業の収益増加

につながり、それが個人の報酬増額に結びつくという明確な因果関係を論理的に説明することが

不可欠である。 

この透明性を高めることは、従業員の処遇に関する不満を解消し、企業への信頼感とエンゲー

ジメントを向上させる上で重要であり、結果として優秀な人材の確保につながる。 

 ○評価制度・報酬ルールの公開と説明の実施 

昇給・昇格の基準、等級ごとの賃金の目安（レンジ）など、人事評価と賃金決定の基本的なル

ールを簡潔な文書としてまとめ、全社員への説明会やイントラネットなどを通じてオープンに開

示することが望まれる。特に、制度改定や運用変更を行う際には、その背景と目的、及び従業員

に与える影響を事前に丁寧に説明し、質疑応答の機会を設けるべきである。 
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これにより、従業員が自身のキャリアパスと報酬の将来性を予見できる環境を提供し、組織へ

の信頼性の向上を図ることが重要となる。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：評価基準やプロセスを文書化し、給与体系の透明性を高めるた

めの賃金テーブルを社内で公開している。 

実践事例 15（社会福祉法人心愛会）：どの資格を取得し、どのポジションに就けば、どれだけの給

与が得られるのかが明確に示されているため、将来の設計が立てやすい構造になっている。 

質問Ⅱ-７：「賃金テーブルの社内公開」が成果実感の強力なドライバーであるとみなされる。 

 ○経営戦略に連動した目標設定（MBO）とフィードバックの運用 

期初に個人と上司が「今期最も注力する目標」を３つ程度に絞って合意し、目標設定の質を高

めることが推奨される。この目標は、個人の成長課題と会社の戦略、部門の KGI（重要目標達成指

標）が一致するよう設計すべきである。期末には評価結果と、優れていた点・改善すべき点につ

いて１対１のフィードバック面談を実施し、対話を継続することが重要となる。そこでは、評価

結果の単なる伝達だけで終わらせず、「次はどう成長するか」という次の目標設定やキャリア開

発についての建設的な対話の場と位置づけることが大切である。上司に対しては、部下の傾聴ス

キルや動機付けに焦点を当てた面談スキルに関する簡単な研修を試行的に実施することも有効で

あり、評価者としてのマネジメント能力の底上げを図る必要がある。 

実践事例 05（渋谷レックス(株)）：「成長支援制度」と呼ばれる制度を設けており、成長の指標が

記された「成長シート」で３ヶ月ごとに自己採点を行っている。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：評価プロセスの一環として上司から社員へのフィードバック面

談を実施し、社員が自身の評価に納得感を持てるようにしている。 

質問Ⅱ-７：成長企業は、「フィードバック面談」の実施率が全体より 9.79ポイント高い 41.38%と、

明確な差を示している。 

 ○成果と報酬の明確な因果関係を具体的に説明するプロセスの確立 

昇給・昇格の決定に際し、単に「頑張ったから」という曖昧な説明ではなく、「あなたが特定

のスキル（例：新在庫管理システムの操作）を習得し、具体的な成果（例：資材ピッキング効率

を 15%改善）を達成したことで、企業の収益が増加し、その結果としてあなたの報酬が増額した」

といった、成果と報酬の明確な因果関係を説明するフィードバックを必須とする。 

この説明により、従業員は「次に何を習得し、どのような成果を出せば自身の報酬が向上する

か」を明確に理解でき、自律的にスキルアップする行動を促すインセンティブとなる。 

実践事例 07（東陽電気工事(株)）：自己評価制度を設けており、昇給・賞与の査定の時期に公開し

ている評価項目に各自チェックを入れて社長と面談し、新たな目標を立て、賞与の金額等を決め

ている。 

実践事例 14（熱海運送(株)）：女性管理職の例にもあるように成果主義的な要素も取り入れており、

それが社員のモチベーションの向上につながっている。 

質問Ⅱ-７：処遇の仕組みの不明確さは、社員の不満や不信感を増幅させ、離職やモチベーションの

低下につながる要因の一つであると分析される。 

  

第５章 変革への提言 ver2.0 

第
５
章
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(8) DX（第八策：「デジタルで未来を拓く」持続可能経営）  

人口減少社会における人件費の上昇と採用難による機会損失発生リスクの増大は、企業の持続

可能性を脅かす経営課題である。この課題に立ち向かうため、DX（デジタルトランスフォーメー

ション）を単なる業務効率化ではなく、「毎年増加する人件費」や「採用難リスク」を回避する

ための「戦略的なヘッジ（リスク回避）策」として定義し、中小零細企業でも導入可能な範囲で

推進することが不可欠である。重要なのは、デジタル技術によって人材を単純作業から解放し、

より高度な判断や顧客対応など、人間固有の付加価値の高いコア業務にシフトできる時間と環境

を生み出すことである。 

 ○バックオフィス業務のクラウド化による定型業務からの解放 

請求書発行、経費精算、顧客管理（CRM）などの時間と労力を要する定型的なバックオフィス業

務から、SaaSやクラウドツールを段階的に導入する。この自動化によって、経理・総務などの管

理部門の人材は、月次のデータ入力や書類チェックといった反復作業から解放され、その時間を

予算策定、組織戦略の立案支援、従業員のエンゲージメント向上施策の推進といった、経営を支

える付加価値の高い戦略業務に集中させることが可能となる。 

実践事例 01（あぶくま信用金庫）：データ入力管理について、基幹システムから直接実績値を取得

できる仕組みを考案し、表計算ソフトの利用スキルの向上と相まって作業の大幅な効率化が実現

された。 

実践事例 12（(株)野地組）：現場の書類作成業務等を本社で一括処理する「バックオフィス支援」

体制を強化し、現場技術者が施工管理や品質管理に注力できる環境（分業化）を目指している。 

質問Ⅰ-12：採用による「量」の確保が困難であるという前提のもと、デジタル技術や設備導入等に

よる業務効率化・省人化が、事業維持のための重要な戦略として認識されていることを示唆する。 

 ○「データ活用」による戦略的思考へのシフト 

売上、在庫、顧客データなど、経営判断に必要な情報を Excelやシンプルなデータベースで一

元管理する体制を整備する。また、会議体や日常的な意思決定の場において、このデータを共有・

活用することを習慣化させ、データに基づいた意思決定の文化を醸成する。 

これにより、管理職や意思決定に関わる人材は、データの収集や整形という低付加価値作業か

ら解放され、その時間をデータの「分析」「解釈」「将来予測」という、事業の方向性を左右す

る高度な戦略的思考に集中させることが可能となる。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：当社の全データを数値化・可視化して業務に活かす社風が

相当程度、社内に浸透している。 

実践事例 14（熱海運送(株)）：根拠を持った価格交渉がなされることが少ないとされる運送業界に

おいては（中略）明確な根拠を示して価格交渉を行ったことで顧客の信頼を勝ち得る。 

質問Ⅱ-８：「経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり」の実施率（40.00%）は全体を 12.46ポ

イントと大きく上回り、製造業がデータ収集・可視化に積極的であることが示される。 

 ○オンラインチャネルの活用による営業・顧客対応の高度化 

Web 会議ツールなどを積極的に活用し、移動時間、出張費の削減、迅速な商談の実施を可能と
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(8) DX（第八策：「デジタルで未来を拓く」持続可能経営）  

人口減少社会における人件費の上昇と採用難による機会損失発生リスクの増大は、企業の持続

可能性を脅かす経営課題である。この課題に立ち向かうため、DX（デジタルトランスフォーメー

ション）を単なる業務効率化ではなく、「毎年増加する人件費」や「採用難リスク」を回避する

ための「戦略的なヘッジ（リスク回避）策」として定義し、中小零細企業でも導入可能な範囲で

推進することが不可欠である。重要なのは、デジタル技術によって人材を単純作業から解放し、

より高度な判断や顧客対応など、人間固有の付加価値の高いコア業務にシフトできる時間と環境

を生み出すことである。 

 ○バックオフィス業務のクラウド化による定型業務からの解放 

請求書発行、経費精算、顧客管理（CRM）などの時間と労力を要する定型的なバックオフィス業

務から、SaaSやクラウドツールを段階的に導入する。この自動化によって、経理・総務などの管

理部門の人材は、月次のデータ入力や書類チェックといった反復作業から解放され、その時間を

予算策定、組織戦略の立案支援、従業員のエンゲージメント向上施策の推進といった、経営を支

える付加価値の高い戦略業務に集中させることが可能となる。 

実践事例 01（あぶくま信用金庫）：データ入力管理について、基幹システムから直接実績値を取得

できる仕組みを考案し、表計算ソフトの利用スキルの向上と相まって作業の大幅な効率化が実現

された。 

実践事例 12（(株)野地組）：現場の書類作成業務等を本社で一括処理する「バックオフィス支援」

体制を強化し、現場技術者が施工管理や品質管理に注力できる環境（分業化）を目指している。 

質問Ⅰ-12：採用による「量」の確保が困難であるという前提のもと、デジタル技術や設備導入等に

よる業務効率化・省人化が、事業維持のための重要な戦略として認識されていることを示唆する。 

 ○「データ活用」による戦略的思考へのシフト 

売上、在庫、顧客データなど、経営判断に必要な情報を Excelやシンプルなデータベースで一

元管理する体制を整備する。また、会議体や日常的な意思決定の場において、このデータを共有・

活用することを習慣化させ、データに基づいた意思決定の文化を醸成する。 

これにより、管理職や意思決定に関わる人材は、データの収集や整形という低付加価値作業か

ら解放され、その時間をデータの「分析」「解釈」「将来予測」という、事業の方向性を左右す

る高度な戦略的思考に集中させることが可能となる。 

実践事例 09（福島鈑金工業グループ）：当社の全データを数値化・可視化して業務に活かす社風が

相当程度、社内に浸透している。 

実践事例 14（熱海運送(株)）：根拠を持った価格交渉がなされることが少ないとされる運送業界に

おいては（中略）明確な根拠を示して価格交渉を行ったことで顧客の信頼を勝ち得る。 

質問Ⅱ-８：「経営判断に役立つデータ活用の仕組みづくり」の実施率（40.00%）は全体を 12.46ポ

イントと大きく上回り、製造業がデータ収集・可視化に積極的であることが示される。 

 ○オンラインチャネルの活用による営業・顧客対応の高度化 

Web 会議ツールなどを積極的に活用し、移動時間、出張費の削減、迅速な商談の実施を可能と
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する。また、問い合わせフォーム、チャットサポートなど、顧客とのオンライン接点を強化する

ことで、営業効率と顧客満足度の向上を図る施策が有効である。デジタルチャネルを通じて顧客

の疑問や要望を迅速に解決することで、営業・顧客対応の人材は、移動や事務手続きに時間を奪

われることなく、顧客の潜在的なニーズを引き出すためのコンサルティング、複雑な課題解決、

及び長期的な信頼関係の構築といった、より高度な業務に集中できる。 

実践事例 08（(株)福島銀行）：次世代バンキングシステムを最大限に活用することで、リテールビ

ジネスをオンラインで完結させる方針。 

実践事例 13（福浜大一建設(株)）：オンライン会議の活用により移動時間を削減し、労働時間の縮

減と環境負荷低減を両立。 

質問Ⅱ-８：成長企業は（中略）「オンラインでの営業・サービス提供」（+12.76pt）や、「商品・

サービスの見直し/新ビジネス」（+7.68pt）といった「攻め」の DX（事業変革）の実施率も、全

体より高くなっている。 

 ○外部 IT専門家との連携を通じたコア業務へのリソース集中 

自社での DX人材の確保や育成が難しい中小企業においては、地元の ITコーディネーターや外

部の IT ベンダーを積極的に活用し、高度なシステム導入やセキュリティ管理を外部に委託する

ことも検討すべきである。外部連携を前提とすることで、自社の限られた人材は、慣れない ITシ

ステムの構築やトラブル対応に追われることなく、本業である生産、技術開発、サービス提供と

いった、企業の中核を担う付加価値の高いコア業務にリソースを集中させることが可能となる。

また、外部専門家との協働を通じて、自社にとって必要な技術やノウハウを段階的に学び取る機

会を設けることも重要となる。 

実践事例 02（(株)エフコム）：情報管理や定型業務を当社が代替することで、コストの削減や利益

源泉であるコア業務に集中させる支援をしている。 

実践事例 11（第一緑化工業(株)）：同社にあったシステム構築を進めるため専門家によるアドバイ

スなどが必要と思われる。 

質問Ⅱ-８：成長企業は、DXを成功させるための要点が「人材」にあることを認識し、育成や外部知

見の活用に積極的に投資していることが分かる。 

 【第４章（ヒューマノイド・ロボットの展望）における考察に基づく施策提案】 

 ○現場の暗黙知を、デジタル技術が理解できる作業手順へと変換し、人事制度と連動させる 

長年現場で培われてきた「ベテランの勘やコツ」といった暗黙知を、誰でも理解できる具体的

な手順書やデジタルデータ（形式知）へと変換する活動を、全社的に推進する。 

具体的な手順として、まず教育資源を、現場ノウハウを作業手順やデータとして書き出す能力

（作業手順の明確化能力）の習得に集中させる。この能力を身につけた社員は、RPA（ロボティッ

ク・プロセス・オートメーション）などの自動化ツールや、将来ロボットが円滑に業務を引き継

ぐための「橋渡し役」として機能する。この役割を担う社員を組織図上で明確に位置づけ、専門

職として評価することが望まれる。高度な AI・ロボット導入を待つことなく、現在の業務効率化

を加速させると同時に、将来の技術適応に向けた環境整備を担うための先行投資である。これは
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第４章で述べた「物理的知性（AI×ロボット）」をスムーズに受け入れるための「データの土壌

づくり」に他ならない。 

また、この作業手順の明確化能力と、RPA 活用スキルやデータ分析の基礎能力を、人事評価項

目に明記することで、社員は会社からの指示を待たずに、自らのキャリアのために必要なスキル

への自主的な学習や自己投資を促される。 

この施策は、「技術の導入」ではなく「技術を受け入れるための組織とデータの準備」に焦点

を当てている。暗黙知をデータという財産に変換することで、業務標準化による直近の生産性向

上が図れるほか、将来、どのような技術（AI、ロボット、業務システムなど）を導入する際にも、

初期の教育コストや導入時の失敗リスクを大幅に下げることができる。 

技術は導入する前に、まず人が技術と共存できる仕組みを作ることが、総体的に経営基盤のぜ

い弱な中小企業にとって、現実的でリスクの低い DX戦略であると言える。 

３. 関係機関等との意見交換結果 

(1) 東北経済産業局 

日程：2026年１月８日 

先方：東北経済産業局地域経済部 

当方：福島県中小企業診断協会 小堀会長、熊田座長、南山会員 

 （東北経済産業局からのコメント） 

「人的資本経営」の概念が普及する以前から、一部の地域や企業においては、米国マルコム・

ボルドリッジ賞の考え方をベースとした「経営品質」の向上に主眼を置く経営手法が重視されて

きた。“顧客本位”、“独自能力”、“社員重視”、“社会との調和”の４つの要素を基本理念

として経営全体の品質を高めていく活動であり、福島県内では会津若松市などにおいて先進的に

取り組まれてきた。 

現在、人的資本経営において成果を上げている事業者の中には、以前から経営品質の向上に取

り組んできた経緯があり、両者の基本的な考え方には密接な関連性が認められる。例えば、業績

回復を実現した企業の多くに共通する傾向として、従業員を単なる労働力としてではなく、価値

創造の主体として尊重する経営姿勢が挙げられる。こうした人間尊重を基盤とした経営管理が、

持続的な事業継続の原動力となっているものと推察される。 

マクロ的調査結果（アンケート調査）によれば、人的資本経営の重要性に関する認識は浸透し

つつある。一方で、内容まで含めた理解度については、「聞いたことはあるが意味はわからない」

又は「まったく知らなかった」との回答が約４割に達している。 2022 年８月に設立された「人

的資本経営コンソーシアム」の加盟企業約 600 社のうち、東北地方に本社を置く企業は約６社
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（2025年時点）にとどまっており、地方圏における認知度の向上と実践の具体化が喫緊の課題と

なっている。 

東北経済産業局による実地調査等においても、人材確保に関する状況の二極化が顕在化してい

る。人材不足が深刻化する事業者が存在する一方で、安定的な採用・定着を実現している事業者

も一定数存在しており、その背景には経営層の意識改革が寄与していると考えられる。生産年齢

人口が減少する中で人材確保に成功している事業者の特徴として、従来の「受動的な採用」から

脱却し、経営者自らが教育機関へ出向いて自社のビジョンを訴求する、あるいは保護者や地域社

会に対して就業環境の安全性や将来性を丁寧に説明するなど、戦略的な情報発信を重視している

点が挙げられる。 

人口構造の変化に伴う長期的な労働力不足が避けられない中、地域の中小企業にとって離職率

の抑制や従業員エンゲージメントの向上を含む人的資本経営の推進は、経営上の最重要課題の一

つである。 

これまで経済産業省が主導してきた普及啓発活動を、今後は各地域の産業特性に合わせて深化

させていくことが求められる。このような観点から、今年度、経済産業省では地域版人的資本経

営コンソーシアムを全国４地域（広島・福岡・仙台・名古屋）で開催した。そのうち仙台会場で

は「人手不足」を主軸に先進地域の事例共有をしながら議論がなされた。人的資本への投資が中

長期的な企業価値及び収益性の向上に資することを、より多くの経営層に共有していくことが不

可欠である。人的資本経営は一過性の潮流ではなく、持続可能な地域経済を構築するための基盤

として、今後も継続的な周知と実践支援に注力していく考えである。 

 

(2) 福島県 

日程：2026年１月 21日 

先方：福島県商工労働部経営金融課、雇用労政課 

当方：福島県中小企業診断協会 小堀会長、熊田座長 

 （福島県からのコメント） 

人的資本経営の推進にあたっては、経営トップによる強固なコミットメントが不可欠であると

の認識が改めて共有された。人的資本経営の実践は、単なる管理手法の導入にとどまらず、売上

の低迷や組織課題の表面化といった局面を契機として、経営者が人的資本への投資を最優先の経

営課題と位置づける、抜本的な意識変革から始まるものと考えられる。特に事業承継を一つの契

機とし、経営者が現場の状況を精査しながら組織風土の改善を図っていくなどの真摯な姿勢が、

変革の起点となり得るものと考える。 

このような経営者の意識変革を促進する上では、支援機関による伴走型支援の役割が引き続き

重要なものとなる。診断協会や商工団体、金融機関等の支援機関には、人的資本経営を一時的な
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流行としてではなく、企業の持続的成長に直結する戦略であるとして理解を深め、経営者の課題

認識に応じた多角的なアプローチを展開していくことが期待される。その際、特定の成功事例を

個別特殊なケースとして片付けるのではなく、課題克服のプロセスを体系的に可視化し、他企業

が参照可能な汎用性のある先行事例として提示していく視点が求められる。 

健康経営については、現状、経営者や社員の疾病・欠員リスクの回避というリスクマネジメン

トの観点から取り組む事例が見受けられる。少人数で運営される中小企業において稼働人材の喪

失は、一時的なものであれ企業存続に関わる重大なリスクとなりうるからである。 

人材の獲得と定着の観点においては、都市部に集中するプロフェッショナル人材を地方へ誘引

する視点が重要とされている。地方企業が経営理念を明確にし、従業員と価値観を共有する組織

文化を構築することができれば、副業・兼業を含む多様な形態での人材還流が促進され、結果と

して地域全体の活性化に寄与する可能性が高まる。ただしそれ以上に重要な視点は、首都圏に企

業が集中しているという事実であり、魅力ある企業の地方での創出もしくは地方への移転が進む

ことで、相対的に人材の都市部への集中は是正されていくものと考えられる。 

「働きやすい職場環境」の観点では、制度の整備状況という表面的な評価に満足せず、それが

実態として機能しているかを継続的に検証する必要がある。理念の浸透・共有、評価・処遇の透

明性を高め、「働きやすさ」を「働きがい」へと昇華させていくことで、人的資本の価値を最大

限に引き出すことが可能となるのではないか。経営者の強い意志のもと、制度と実態を整合させ、

社員が自律的に能力を発揮できる職場環境を構築することこそが、人的資本経営の目指すべき方

向性であると考える。 

 

(3) 菅野 宗徳 氏 福島県中小企業団体中央会 事務局長（中小企業診断士） 

日程：2025年 12月 19日 

当方：福島県中小企業診断協会 小堀会長、熊田座長 

 （菅野氏からのコメント） 

県内の製造業や建設業といった基幹産業において、人的資本経営への関心は次第に高まってい

るが、そのアプローチには業種や規模による差異が見られる。多くの企業が労働環境の整備、つ

まるところホワイト企業化に注力して一定の成果を上げているものの、単に働きやすい職場を作

るだけでは従業員のやりがいやエンゲージメントには直結しないという課題がある。 

制度整備が先行して目的が形骸化すると組織の推進力が失われるため、働きやすさという土台

の上に個々の従業員が自己実現を図っていくことができる「挑戦の場」をいかにして構築するか

という視点が重要である。 

今年度の調査・研究事業（マクロ的調査結果）を見て思うことは、個別施策に係る質問項目の

うち特に重要と思われるのは「経営理念の共有」であり、組織と個人が同じベクトルを向くこと
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で初めて人的資本は最大限に活用される。 

理念を単なる掲示物に終わらせないための工夫が必要である。例えば東陽電気工事(株)では経

営理念を個々の社員が自らの言葉に落とし込んでカードとして携帯し、日常の判断基準として組

み込んでいる。金銭的報酬による動機付けはハーズバーグの二要因理論71における衛生要因にと

どまり一時的な効果しかないが、価値観が経営と合致し自律的に思考する動機付け要因が整えば、

高いホスピタリティと自己決定が生まれる。 

「経営理念の共有」以外の項目では、中小企業において長年課題とされてきた社長の匙加減に

よる不透明な評価を排し、社会保険労務士等の専門家を交えて客観的かつ公平な人事評価制度を

構築することは、従業員に安心感を与え生産性向上に直結するものと考える。 

また、健康経営の推進は単なる福利厚生ではなく、会社にとって従業員が「かけがえのない存

在」であるという経営側からの強いメッセージであり、従業員の生きがいや承認欲求を満たす重

要な施策となる。 

人的資本の価値を高めるには教育機会の提供が不可欠だが、同時に教える側のアップデートも

急務である。福浜大一建設(株)のように昭和的な価値観に基づく指導を脱して現代の労働環境に

適応した指導者を育成する事例や、福島鈑金工業グループのように自らが働く意味を学び直す姿

勢が現場の士気を高めている。 

経営者には従業員が仕事を天職と感じられるような機会を創出する責務がある。入社間もない

社員に対してはスモールステップの原理72を用いて小さな成功体験を意図的に積ませ、自己効力

感を高めることが有効である。 

自らの適性に気づいていない社員に対して多様な分野でのチャレンジを促し潜在能力を引き出

すことは経営陣の役割であり、模範となるロールモデルが一人でも輩出されればその熱量は組織

全体へ伝播する。 

経営理念は不変のものではなく、時代の変化や事業承継のタイミングで再構築されるべきもの
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71 臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した理論。仕事に対する満足をもたらす「動機付け要因」と、不満足を予防

する「衛生要因（給与、対人関係、作業環境等）」の二要素から成る。 
72 心理学者スキナー（B.F. Skinner）によって提唱された。目標を細分化し、達成しやすい段階から順に学習・実行させること

で、学習者の意欲と自己効力感を高める手法。 
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        コラム 人事評価制度は、いつも悩ましい 

― 人手不足時代に「人が育つ評価」をどうつくるか ― 

 人事評価制度は、経営者や管理職にとって「これで良い」と言い切れる答えを持ちにくいテ

ーマである。評価の基準や考え方を曖昧にしたままでは、人材育成も処遇の説明も成り立たな

い。多くの企業が、制度と運用の狭間で試行錯誤を重ねているのが実情である。 

【人事評価制度が抱える構造的な難しさ】 

 かつて日本企業では、年功序列と終身雇用を前提とした人事制度が広く採用されてきた。勤

続年数を重ねることで処遇が上がり、会社に貢献し続ければ将来が見通せる。この仕組みは、

働く側に安心感をもたらすと同時に、企業にとっても人材を長期的視点で育成しやすいとい

う利点があった。とりわけ、成長過程にある組織においては、一定の合理性を持つ制度であっ

たと言える。 

 一方で、年功序列と終身雇用の人事制度は、能力や成果の差が処遇に反映されにくいという

制度上の課題も内包していた。 

 加えて、この制度は、売上や利益が拡大し続けることで昇給・昇格の原資を確保しやすく、

組織規模や事業が拡大することで管理職ポストや役割が自然に増え、昇進が「順番待ち」であ

っても詰まりにくいという前提のもとで成り立ってきたものである。また、人材を長期にわた

って雇用できるだけの経営の安定性があり、大きなリストラや事業撤退を想定せずに済むこ

と、会社と社員の間に「長く働くこと」を前提とした暗黙の信頼関係が存在していることも、

重要な条件であった。 

 さらに、業務内容や求められるスキルが比較的安定しており、経験年数を重ねるほど自然に

能力が高まり、OJT中心の育成であっても時間をかけて戦力化できるという環境も、この制度

を支えてきた要素である。 

 しかし、経済成長の鈍化や事業環境の変化により、こうした前提条件そのものが揺らぎ始め

た。その結果、多くの企業が成果主義や MBO（Management by Objectives：目標管理制度）を

導入し、「成果に応じた評価」へと舵を切ってきた。 

 ところが、制度設計の意図とは裏腹に、運用段階では別の難しさが顕在化する。目標を低く

設定すれば未達となる可能性が低くなり、結果として評価が下がりにくくなる一方で、挑戦的

な目標を掲げるほど、未達となった場合に評価上不利になるリスクが高まり、挑戦を避ける行

動につながりやすい。 

 制度としては筋が通っているように見えても、低い目標は達成しても評価が伸びにくく、高

い目標は未達でも一定の評価がつくといった運用が重なると、「では、どの水準の目標を立て

るのが正解なのか」が現場では見えにくくなり、必ずしも納得感を伴わないケースが少なくな

い。 

 近年、こうした成果主義の歪みを背景に、若手社員を中心に「成果主義一辺倒ではなく、一
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定の年功的要素を評価してほしい」という声が聞かれるようになっている。短期成果への過度

なプレッシャーや将来の不透明さに対し、安定的な成長やキャリアの見通しを重視する意識

が高まっていると考えられる。ここから見えてくるのは、年功か成果かという二者択一ではな

く、両者をどのように組み合わせ、自社に適した形に落とし込むかという経営判断の重要性で

ある。 

【評価の納得感を損なう現場の課題】 

 人事評価を巡る不満として、支援現場で耳にするのが、「評価するのが人であること」その

ものへの違和感である。特にラインによる評価では、評価者の経験や評価スキルに差が生じる

ことは避けられない。自分より業務経験の浅い上司や、業務内容を十分に把握していない上司

から評価されることに対し、納得感を持てないという声も多い。また、評価に好き嫌いが影響

しているのではないかという疑念が生まれると、制度そのものへの信頼が揺らいでしまう。 

 さらに難しいのは、「評価が高ければそれで良い」という単純な問題ではない点である。想

定以上に高い評価を受けた場合であっても、「本当に自分の仕事を正しく見ているのだろう

か」と感じる社員は少なくない。評価に至る根拠やプロセスが見えないままでは、高評価であ

っても不信感が残り、結果として次の行動意欲を削いでしまうことすらある。 

 相対評価にも同様の構造的課題がある。部署全体の業績が良好であっても、一定割合で評価

を分けなければならない制度では、必ず低評価者が生まれる。その結果、「チームとして成果

を最大化する」よりも、「自分の評価を守る行動」が優先され、協力関係が損なわれるリスク

が高まる。評価制度が、組織の力を高めるどころか、分断を生む要因になってしまうのである。 

【AIを活用した、評価と育成をつなぐ考え方】 

 こうした背景のもと、近年注目されているのが AIを活用した人事評価である。もっとも、

現場で求められているのは「AIに評価を任せること」ではない。重要なのは、AIを単なる作

業補助にとどめず、人事評価の質そのものを高めるために、どの領域で、どのように関与させ

るかという視点である。 

 まず、AI は評価業務の効率化だけでなく、評価制度そのものを点検する役割を担うことが

できる。過去の評価結果と、異動、昇進、配置転換、さらには離職といった人事データを組み

合わせて分析すれば、「高評価者がその後どのような活躍をしているのか」「評価と育成・定

着がどの程度結びついているのか」といった傾向が可視化される。これは、評価制度が、本来

の目的である人材育成や組織成果の向上に、実際に機能しているかを検証する営みであり、従

来は人事部門の経験や勘に頼らざるを得なかった領域である。AI を用いれば、評価制度その

ものをデータに基づいて見直すことが可能になる。 

 次に、AI は評価者に代わって結論を出す存在ではなく、「もう一人の第三者」として評価

プロセスに関与することができる。例えば、一次評価が入力された段階で、AI が過去の類似

事例や評価基準との整合性を参照し、「この評価は過去の傾向と比べて厳しめである」「成果

に比してプロセス評価の記述が不足している」といった論点を提示する。これにより、評価者
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は自らの判断を客観的に振り返ることができ、評価行為そのものが学習の機会へと変わって

いく。AI は評価者を置き換える存在ではなく、評価者を育てる存在として機能し始める可能

性を持っている。 

 さらに、AIの活用は評価が確定した後のプロセスにも及ぶ。評価結果や面談記録、360度評

価のコメントといった定性情報を AIで整理・要約することで、次期の育成課題や配置上の留

意点を構造的に整理することが可能となる。「成果は高いが属人化の傾向が強い」「挑戦的行

動は評価できるが目標設定が保守的である」といった傾向を抽出し、次の目標設定や育成方針

のたたき台を示すことで、人事評価はこれまでの働きぶりを評価・確認する行為から、次の成

長を設計するプロセスへと位置づけが変わっていく。 

 このように考えると、AI の活用範囲を、単なる作業補助に限定する必要は必ずしもない。

評価点を自動算出するのではなく、判断材料を整え、論点を示し、次の打ち手を考えるところ

までを支援する。そうした役割分担を明確にすることで、現場の抵抗感を抑えながら、評価制

度の質を一段引き上げることができる。 

 最終的な評価判断やフィードバックは、あくまで人が担うべき領域である。現時点では、多

くの中小企業において、AI は人事評価にほとんど使われていない、あるいは検討段階にとど

まっているのが実情ではなかろうか。一方で、一部の企業では、評価制度の点検や評価プロセ

スの整理といった限定的な領域から、AIの活用を試み始めている例も見られる。 

 評価制度の設計を見直し、評価者の判断を支え、評価と育成を結びつけるための「考える道

具」として AIをどう位置づけるかは、これからの人事評価を考えるうえで、徐々に避けて通

れない論点になりつつある。人事評価に AIをどう使うかは、技術の問題というよりも、AIを

評価に使う目的を、経営としてどう定めるのかが問われているのである。                     

                    一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                    調査研究プロジェクトチーム 

                        中小企業診断士 岡本 浩一郎 

 

  

168



168 

は自らの判断を客観的に振り返ることができ、評価行為そのものが学習の機会へと変わって

いく。AI は評価者を置き換える存在ではなく、評価者を育てる存在として機能し始める可能

性を持っている。 

 さらに、AIの活用は評価が確定した後のプロセスにも及ぶ。評価結果や面談記録、360度評

価のコメントといった定性情報を AIで整理・要約することで、次期の育成課題や配置上の留

意点を構造的に整理することが可能となる。「成果は高いが属人化の傾向が強い」「挑戦的行

動は評価できるが目標設定が保守的である」といった傾向を抽出し、次の目標設定や育成方針

のたたき台を示すことで、人事評価はこれまでの働きぶりを評価・確認する行為から、次の成

長を設計するプロセスへと位置づけが変わっていく。 

 このように考えると、AI の活用範囲を、単なる作業補助に限定する必要は必ずしもない。

評価点を自動算出するのではなく、判断材料を整え、論点を示し、次の打ち手を考えるところ

までを支援する。そうした役割分担を明確にすることで、現場の抵抗感を抑えながら、評価制

度の質を一段引き上げることができる。 

 最終的な評価判断やフィードバックは、あくまで人が担うべき領域である。現時点では、多

くの中小企業において、AI は人事評価にほとんど使われていない、あるいは検討段階にとど

まっているのが実情ではなかろうか。一方で、一部の企業では、評価制度の点検や評価プロセ

スの整理といった限定的な領域から、AIの活用を試み始めている例も見られる。 

 評価制度の設計を見直し、評価者の判断を支え、評価と育成を結びつけるための「考える道

具」として AIをどう位置づけるかは、これからの人事評価を考えるうえで、徐々に避けて通

れない論点になりつつある。人事評価に AIをどう使うかは、技術の問題というよりも、AIを

評価に使う目的を、経営としてどう定めるのかが問われているのである。                     

                    一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                    調査研究プロジェクトチーム 

                        中小企業診断士 岡本 浩一郎 

 

  

169 

第６章 

人的資本経営支援スキームの創設 
 

１. 人的資本経営支援スキーム（協働プラットフォーム）創設の必要性 

福島県内の中小企業は、東日本大震災及び原子力災害という未曾有の困難からの復興という、

過去に類を見ない過程を歩んできた。この間、懸命な努力によって多くの企業が事業継続を果た

してきたが、その先に待ち受けていたのは、生産年齢人口の構造的な減少という、経営の根幹を

揺るがす重大な局面である。 

急速な少子高齢化に加え、特に若年層や女性層がより高い自己実現の機会を求めて首都圏へ流

出する現状は、単なる労働力不足にとどまらず、地域経済基盤の空洞化を招く深刻な事態である。

県外就職を選択する若者が抱く「地元には将来のキャリアを託し、成長を実感できる魅力的な企

業が見当たらない」という認識は、企業経営者及び地域社会全体が真摯に向き合うべき構造的課

題である。この固定化された負のイメージを払拭し、人材と企業の間に新たな信頼関係を構築で

きない限り、地域経済の持続的な発展を望むことは困難と言わざるを得ない。 

深刻な労働供給制約が続く時代において、企業が持続的な成長軌道を描くためには、従来の意

識啓発や部分的な福利厚生の改善といった対症療法的な取組では到底充足しえない。人材を「管

理し消費すべきコスト」と捉える旧来の経営観から脱却し、付加価値を創出する「最大の資本」

と定義し直す必要がある。人材の潜在能力を最大限に引き出し、中長期的な企業価値向上に結び

つける「人的資本経営」への転換は、一過性の流行ではなく企業の存続に関わる必然の変革であ

ると言える。 

首都圏の大手企業とも互角に伍する、独自の価値と高い生産性を備えた「地域を牽引するフロ

ントランナー企業」を県内各地で戦略的に育成・輩出すること。この「選ばれる企業」への進化

を個々の企業が主体的に進めることが、本県経済の再生を確かなものにするための最も実効性の

高いアプローチである。 

２. 人的資本経営支援スキーム（協働プラットフォーム）の骨子案 

県内企業における人的資本経営の実効性を担保し、地域経済全体への成長波及効果を最大化さ

せるためには、単なる情報の提供にとどまらない、実効的な伴走支援体制が不可欠である。今年

度の調査・研究事業を通じて構築された連携スキーム（福島県中小企業診断協会、商工三団体、

福島県庁等の協力体制）を基盤とし、これを「個社の変革」と「地域の魅力向上」を同時に成し

遂げるための戦略的フェーズへと昇華させるべく、「福島県人的資本経営支援スキーム（協働プ

ラットフォーム）」（以下、「本プラットフォーム」）の創設を提言する。 
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(1) 戦略的意義  

 ○組織変革の実行 

人的資本経営の導入を、単なる人事制度の刷新ではなく、企業の競争優位を決定づける「経営

戦略の再構築」と位置づける。個社に対し、質・量ともに高密度な伴走支援を行うことで、経営

層のコミットメントを確固たるものとする。 

 ○モデル企業の創出 

従来の広範な啓発から一歩踏み込み、県内経済を牽引するフロントランナーとなるモデル企業

を戦略的に創出するとともに、その成功プロセスを可視化・発信する。全国区の就職ランキング

やホワイト企業認定に比肩する魅力的な企業群を県内に確立し、人材の還流を促す磁力となるこ

とを目指す。 

■人的資本経営支援スキーム（協働プラットフォーム）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) プラットフォームの推進体制  

本プラットフォームは、人的資本経営を県内に広く浸透させ、企業変革の実効性を高めるため、

複数の専門士業と経済団体、行政機関が連携する強固で体系的な推進体制をその骨子とする。 

士業団体 

福島県 

国機関 

経済団体 

 

商工団体 

◆人的資本経営＝経営戦略の再構築 

◆モデル企業の創出、プロセスの可視化・発信 

 

県内企業 
 

 

 

 

 

 

経営者 従業員 

副業 

兼業 
金融機関 

機関投資家 

（出所）一般社団法人福島県中小企業診断協会作成 

170



170 

(1) 戦略的意義  

 ○組織変革の実行 

人的資本経営の導入を、単なる人事制度の刷新ではなく、企業の競争優位を決定づける「経営

戦略の再構築」と位置づける。個社に対し、質・量ともに高密度な伴走支援を行うことで、経営

層のコミットメントを確固たるものとする。 

 ○モデル企業の創出 

従来の広範な啓発から一歩踏み込み、県内経済を牽引するフロントランナーとなるモデル企業

を戦略的に創出するとともに、その成功プロセスを可視化・発信する。全国区の就職ランキング

やホワイト企業認定に比肩する魅力的な企業群を県内に確立し、人材の還流を促す磁力となるこ

とを目指す。 

■人的資本経営支援スキーム（協働プラットフォーム）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) プラットフォームの推進体制  

本プラットフォームは、人的資本経営を県内に広く浸透させ、企業変革の実効性を高めるため、

複数の専門士業と経済団体、行政機関が連携する強固で体系的な推進体制をその骨子とする。 

士業団体 

福島県 

国機関 

経済団体 

 

商工団体 

◆人的資本経営＝経営戦略の再構築 

◆モデル企業の創出、プロセスの可視化・発信 

 

県内企業 
 

 

 

 

 

 

経営者 従業員 

副業 

兼業 
金融機関 

機関投資家 

（出所）一般社団法人福島県中小企業診断協会作成 
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 ○経済団体・各種支援機関の役割 

経済団体を始め、各種支援機関（金融機関、機関投資家、商工団体、社会保険労務士会、税理

士会、中小企業診断協会）なども巻き込み、経営者の意識を変え、県全体として働き方改革に取

り組み、人材不足に対応する機運を醸成する。働き方改革の進め方を体系的・具体的に理解する

場を提供し、モデル企業が継続的・発展的に取り組み続ける仕組みを構築する。 

特に、商工団体は、地域に密着した企業への初期的な啓発・周知、ニーズの掘り起こし、及び

士業への確実なつなぎ込みという「フロントライン」の役割を担い、現場への浸透力を担保する。 

また、金融機関は、人的資本経営への取組状況を融資判断や金利優遇（サステナビリティ・リ

ンク・ローン等）に反映させることで、企業の変革を資金面から後押しする役割を担う。 

 ○中小企業診断協会の役割 

本プラットフォームにおける中小企業診断士の役割は、既存の経営支援において培われたノウ

ハウと商工団体・行政機関とのネットワークを最大限に活用し、経営者に対する人的資本戦略の

策定及び実行支援を担うことに位置づけられる。診断士は、経営視点から「人材確保・活用」の

戦略的視点を経営改善スキームに組み込む、いわば「戦略プランナー」としての役割を果たす。 

 ○他士業との連携 

社会保険労務士、税理士、弁護士を始め他士業の専門的知見は、多様で柔軟な働き方の推進や、

女性が働きやすい環境や制度の推進といった、具体的な施策実現に不可欠である。本プラットフ

ォームは、形式的な協力関係にとどまらず、具体的な成果物を伴う確実な連携体制（シームレス

な紹介・協働）を構築することが合理的であり、中小企業診断協会は、その連携のハブ機能を担

うべきである。 

 ○行政機関との協働体制の深化 

本プラットフォームが県内企業全体への波及効果を発揮し、また、支援の現場から得られた知

見を政策に反映させる提言能力を持つためには、行政機関（福島県庁等）との強固な連携体制の

深化がポイントとなる。この連携は、単なる施策の伝達ではなく、「現場知見の政策へのフィー

ドバック」を核とする双方向のシステムとして構築されることが望まれる。 

具体的には、現場の経営者と協働する過程で得られた「人材の確保、定着、活用」に関する具

体的かつ生きた知見を、定量・定性の両面から継続的に行政側へフィードバックする体制を確立

する。これにより、県の政策目的や既存の経営支援施策と、現場企業が直面する切実なニーズと

の直結を図り、県の施策に人的資本経営の視点をより深く、実効性ある形で組み込むことが可能

となる。 

政策的な持続性や地域社会の共存共栄に配慮が必要な論点については、本プラットフォームが

集約した現場の声を基に、現実的かつ建設的な政策提言として整理し、行政との政策的な対話を

継続的に深化させていくことを重要な目的の一つとすべきである。 

  

第６章 人的資本経営支援スキームの創設 
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第７章 

人的資本管理支援ツール 
 

○人的資本管理支援ツールの趣旨 

本ツールは、経営資源が制約される中小企業・零細企業が、複雑な専門知識を要することなく

人的資本経営を実践し、持続的な企業価値向上を達成することを目的として開発された。 

主な目標は、自社の人的資本の現状を簡易かつ客観的に可視化し、その分析結果に基づき、具

体的な改善行動（アクションプラン）の立案と実行に直結させることである。 

本ツールでは、人的資本経営を推進する上で不可欠な要素を、経営戦略に直結する８つの主要

指標（人的資本経営のポイント）に集約している。 

経営者は、本ツールを活用することで、人的資本経営という概念を具体的な経営活動へと落と

し込み（ブレイクダウン）し、データに基づいた戦略的な人材投資と企業価値向上の取組を効率

的に推進することが可能となる。 

○ツールの構成と運用フレームワーク 

本ツールは Excelファイル形式で提供され、人的資本管理の標準的な運用フレームワークの構

築と継続的な改善活動を支援するために、以下の３つのシートで構成されている。 

シート名 役割 目的 

02_人的資本経

営 

インプット： 

 現状分析 

 （Do/Check） 

人的資本経営８項目に関する企業の取組水

準を自己評価（Level 選択）し、現状把握を

行う。 

03_人員配置表 インプット： 

 人材ポートフォリオ管理 

 （Do/Check） 

全社員のスキル、評価、個別最適な育成・処

遇方針を入力し、人材の構造と活用計画を可

視化する。 

01_スコア アウトプット： 

 課題特定・計画策定 

 （Check/Plan） 

上記２シートの入力結果を集計し、客観的な

評価スコアや人員配置の状況を表示し、改善

策の根拠とする。 

 

利用者は主にシート「02」及びシート「03」にデータを入力し、その結果がシート「01」に反

映される。各社の事業特性や組織規模に応じて、柔軟に評価項目や目標値をカスタマイズするこ

とが望まれる。  
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とが望まれる。  
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 シート「02 人的資本経営」＜入力例＞ 

 

本シートは、８つの主要指標における企業の戦略的取組の進捗状況を自己評価するためのイン

プットシートであり、合計 40の具体的な取組項目で構成されている。 

 ・構成と評価項目 

８つの主要指標それぞれについて、５つの具体的な取組項目（Ａ～Ｅ）が設定されている。 

 ・評価方法（Level選択） 

各取組項目に対して、Level１（最低水準）から Level５（先進水準）までの５段階の具体的な

取組例が提示されている。経営者または担当者は、バイアスを排した客観的な検証に基づき、

自社の実態に最も近い Levelを選択する。 

 ・Levelの定義 

Level１・２：主に法定義務の遵守や、取組の検討を開始した段階を示す。この水準の企業は、

法令遵守リスク及び人材競争力低下リスクへの対応として、速やかな改善活動の着

手が必要とされる。 

Level３・４：制度が整備され、利用実績が一定程度存在する段階を示す。Level４では、効果

測定（KPIモニタリング）や継続的な制度改善活動が実施されていることを示唆する。 

Level５：当該取組が、生産性の向上、定着率の改善、エンゲージメントの向上など、組織の成

果に定量的に結びついていることが確認できている段階を示す。単なる施策の実行

にとどまらず、人的資本への投資対効果（ROI）の最大化を目指す、戦略的なゴール

（出所）一般社団法人福島県中小企業診断協会作成 
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を提示している。 

 ・入力例 

項目「1-A 採用計画は、事業計画と連動した明確な目標人数とスケジュールで策定されている」

において、事業計画に基づき３～５年後を見据えた採用計画を逆算し、定期的に見直している

場合は「Level５」を選択する。 

 シート「03 人員配置表」＜入力例＞ 

 

本シートは、個別の人材情報（タレントデータ）を一覧で管理するためのインプットシートで

あり、人材ポートフォリオの俯瞰と戦略的な人材戦略の推進を支援する。 

全社員のスキル情報、評価実績、及び将来の処遇方針を集約することで、経営者は「現状の人

材構成」「潜在的なタレント」「今後の育成ニーズ」という三つの側面を統合的に把握できる。 

 ・基本属性 

社員 ID、職種、年齢、勤続年数、人件費（年額）などの基礎情報。 

 ・評価とスキル 

直近の人事評価結果（例：Ａ, Ｂ, Ｃの三段階評価）と、当該社員が現在保有する主要スキル、

保有資格、及び将来的に期待される役割。 

 ・処遇方針（個別アクションプラン） 

現状の処遇にとどまらず、今後期待される役割、具体的な育成計画（研修、OJT、上位資格の取

得支援）、昇格・昇進の方向性など、個別最適なキャリアパスを記述する。 

 ・実務上の有用性 

例えば、評価Ａの若手社員に対して「次期リーダー候補。専門知識習得のための研修に参加」

といった具体的な方針を記述することで、後継者育成の計画が明確化され、人材戦略の実行可

能性が向上する。 

（出所）一般社団法人福島県中小企業診断協会作成 
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得支援）、昇格・昇進の方向性など、個別最適なキャリアパスを記述する。 

 ・実務上の有用性 

例えば、評価Ａの若手社員に対して「次期リーダー候補。専門知識習得のための研修に参加」
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（出所）一般社団法人福島県中小企業診断協会作成 
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 シート「01 スコア」＜入力例＞ 

 

本シートは、シート「02人的資本経営」とシート「03人員配置表」で入力されたデータに基づ

き、自動的に集計結果を表示するアウトプットシートである。 

 ・人的資本経営スコア 

８つの主要指標それぞれについて、シート「02人的資本経営」の入力に基づき、目標達成率（%）

を算出する。 

活用例：目標達成率が低い指標は、経営課題として優先的に資源を投下すべき領域である。例

えば、「DX」のスコアが低い場合、優先的に取り組むべき施策として RPA導入や ITリ

テラシー研修の実施などを検討する。 

 ・人員配置に関する評価 

シート「03人員配置表」のデータに基づき、平均年齢、平均勤続年数、有資格者数、評価分布

などの指標を表示する。 

活用例：組織の硬直化リスクや、特定技術を持つ人材の不足といった構造的な課題を可視化す

る。例えば、有資格者数において目標値との乖離が大きい場合、資格取得奨励制度の

拡充を検討する根拠となる。  

（出所）一般社団法人福島県中小企業診断協会作成 
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おわりに 

令和７年度調査研究事業「人口減少時代における福島県版人的資本経営 2.0」の締めくくりにあ

たり、本プロジェクトの一員として、また日頃から福島県内の中小企業・小規模事業者の皆様の経

営に寄り添う独立診断士としての想いをまとめさせていただきます。 

1.「意識」と「行動」の乖離を埋める伴走支援 

今回のマクロ的調査において最も衝撃的だったのは、「人的資本経営」を重要だと考える企業が

８割（83.77%）を超えている一方で、具体的な内容を知っている、あるいは既に取り組んでいる企

業がわずか２割（20.58%）にとどまっているという事実です。 

この「高い意識」と「低い行動」の間の巨大な溝は、決して経営者の皆様の怠慢ではありません。

日々の資金繰りや現場のトラブル対応に追われ、将来のための「人への投資」に割く時間もリソー

スも枯渇しているという、地方中小企業が置かれた過酷な現実の現れです。 

私が日頃のコンサルティング活動を通じて痛感しているのは、多くの中小企業にとって人的資本

経営とは、決してキラキラした流行語ではなく、「明日、自社を支える若手が辞めないために、今

何をすべきか」という、生存をかけた切実な闘いであるということです。 

2.「見えない資産」を可視化する勇気 

本報告書で紹介した事例企業の皆様は、その闘いにおいて一つの光を示してくれました。 

* 株式会社野地組の「仕事は人生の幸せのための手段」という確固たる哲学。 

* 熱海運送株式会社が 2024年問題に正面から向き合い、属人化を廃して実現した「男女ともに輝け

る環境」。 

* 東陽電気工事株式会社の、若手の離職率 100%という絶望から生まれた「安心して失敗できる場

所」。 

これらの企業に共通しているのは、経営者が社員を「コスト」ではなく「会社の価値を高める最

大の資本」と定義し直し、自らの弱みや組織の課題をさらけ出して変革に挑んだ勇気です。 

私が診断士として活動する中で、最も大切にしているのは、財務諸表には表れないこの「見えな

い資産」を掘り起こすことです。今回の調査で「処遇の透明性・公平性」が最も立ち遅れている（成

果平均 2.60）という結果が出ましたが、これは逆に言えば、評価基準を明確にし、社員と対話する

だけで、組織のエンゲージメントが劇的に向上する「伸び代」が残されていることを意味します。 

3.デジタルと人間が共創する「福島モデル」の構築 

第４章で展望したヒューマノイド・ロボットの台頭は、地方中小企業の風景を一変させる可能性

を秘めています。しかし、テクノロジーが進歩すればするほど、問われるのは「人間にしかできな

い価値」です。 

定型的な物理作業をロボットが担う未来において、人間の役割は「創造的対話」や「現場の暗黙
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知を形式知に変えるエンジニアリング」へとシフトしていきます。本報告書で提案した「人的資本

管理支援ツール」は、まさにそのシフトを支援するための「羅針盤」です。 

社員一人ひとりのスキルや想いを可視化し、適切な場所へ配置する。この地道な「人材ポートフ

ォリオ管理」こそが、人口減少という荒波を乗り越えるための唯一の生存戦略であると確信してい

ます。 

4.結びに代えて：福島から、経営の未来を拓く 

福島県は、震災からの復興という未曾有の困難を経験しました。だからこそ、私たちは「人が集

うことの尊さ」や「信頼関係の重み」を、どの地域よりも深く知っているはずです。 

「人的資本経営 八策」は、単なる理想論ではありません。一歩踏み出せば、それは社員の笑顔に

変わり、やがて顧客の信頼へとつながり、企業の持続的な成長へと結実します。 

私たち中小企業診断士は、皆様がこの一歩を踏み出す際の「伴走者」であり続けたいと願ってい

ます。本報告書が、福島県内の経営者の皆様にとって、自社の可能性を再発見し、未来への希望を

紡ぐための一助となれば幸いです。 

「どこまで行っても、人なんだ」——。 

この普遍的な真理を胸に、私たちはこれからも福島の企業の変革を全力で支援してまいります。 

                       令和８年２月 

                      一般社団法人福島県中小企業診断協会 

                      調査研究プロジェクトチーム 

                          中小企業診断士 土屋 俊博 
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■『感働！ふくしま』プロジェクト

ポータルサイト 

参考資料 

１. 福島県における関連施策（2025年 12月現在） 

(1)『感働！ふくしま』プロジェクト  所管: 商工労働部雇用労政課  

【施策の趣旨】 

福島県内には、国内はもとより国際的な競争

力を有し、世界的なシェアを誇る製品やサービ

スを提供する魅力的な企業が多数存在してい

る。しかしながら、これらの県内企業の魅力や福

島で働く魅力を若い世代が十分に認知しないま

ま、進学等のタイミングで福島を離れ、そのまま

県外に就職している現状がある。 

本プロジェクトでは、県内企業の魅力やそこ

で働く人々の姿を若い世代を始めとした幅広い世代に向けて発信するとともに、学生や若者を対

象とした体験プログラムや企業体験ツアーなどを実施しており、若者の定着・還流を促進してい

る。 

【事業内容】 

本施策では、①情報発信の強化、②未来の産業人材確保のための体験プログラム、③県内製造

業の認知度向上、④若者還流・定着促進の四つの柱で構成し、若い世代に向けて県内企業や福島

で働く魅力を発信し、本県での就労に興味を持つきっかけをつくる。 

 ①多様な媒体を活用した情報発信の強化 

  SNS など、各世代に応じた広報媒体による戦略的な情報発信を行っており、福島の企業・就職

情報の入口である『感働！ふくしま』プロジェクトポータルサイトへ誘導を行う。 

ポータルサイトでは、県内企業や就職情報、県のみならず国や市町村で主催する就職のイベン

ト情報等を集約し、掲載する。 

・ポータルサイトの機能 

学生、一般求職者、移住希望者、及び企業関係者といったターゲット層別の専用入口を設定

し、ユーザーが求める情報へ手軽にアクセスできる動線設計に配慮している。 

企業検索及び求人検索の機能は、勤務地、職種、業種といった基本条件に加え、「経験不問」

「正社員」「Uターン」「学歴不問」といったキーワードによる詳細な絞り込み検索に対応し

ている。なお、今年度にポータルサイトのリニューアルに取り組んでおり、更に使い勝手の

良いポータルサイトに生まれ変わる予定である。 

・LINE雇用労政課公式アカウントを活用した情報伝達の最適化 

LINE雇用労政課公式アカウント「『感働！ふくしま』プロジェクト」を開設しており、就職
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イベントの開催情報や、福島県内の企業情報など、有益な情報が随時配信される。また、リ

ッチメニュー機能を組み込むことで、ポータルサイトの企業検索・求人検索ページへダイレ

クトにアクセス可能としている。 

 ②未来の産業人材確保のための体験プログラム 

小中高校生及びその保護者を対象に県内企業の認知度を高めるため、様々な取組を実施する。 

・小中学生向け取組 

県内企業への関心を高め、将来の産業人材の確保するための「小中学生向け工場見学」や、

子どもの職業・社会体験施設キッザニアと連携し、小中学生を対象に地元企業等の体験がで

きる「Out of KidZania」を開催し、地域への愛着や興味を喚起するとともに、職業意識の醸

成を促し、ひいては将来の地域産業を担う人材の確保につなげる。 

  ・高校生向け取組 

   高校生とその保護者に県内企業を知ってもらうための企業説明会を開催するとともに、高校

生以下の子どもがいる保護者を対象に子どもが地元に戻って働くことの魅力や子どもの就職

活動に対する親としての心構えや関わり方に関するセミナーを開催することで、幅広い層へ

県内就職の魅力について知ってもらう。 

③県内製造業の認知度向上 

高校生や理系大学生を対象に、県内製造業への理解醸成や技術に触れる体験機会を提供し、製

造業の魅力を発信することで、県内製造業への理解促進を図り就職や定着に繋げていく。 

  ・高校生向け取組 

企業ガイダンスや見学会の実施に加え、進学校の生徒を対象として、県内企業の若手社員を

講師に招き自身の体験を踏まえた「社会人講話」を開催することで、県内製造業への理解醸

成を図るとともに、県立テクノアカデミーと連携した「技術体験」による技術に触れる機会

の提供や、県内製造業の魅力紹介や製造技術に関する映像の制作・発信により、県内製造業

への理解促進を図っている。 

・理系大学生に対する取組 

就活セミナーや企業説明会、マッチングイベントの開催のほか、理系大卒若手技術者による

クロストークの収録・発信により、県内製造業への就職に向けた意識形成を支援する取組を

行うとともに、参加企業に対しては、採用力向上セミナーの開催や理系大学生との個別マッ

チングに向けたスカウトサービスによる支援を行うことで、理系大学生の県内への環流・定

着の促進に取り組んでいる。 

 ④若者還流・県内定着促進 

県内大学生の県内定着、首都圏等の大学生及び転職者の県内企業への還流を促進するための取

組を行う。 
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・若者に選ばれるための県内企業の魅力 

大卒者採用等を希望する県内企業の魅力向上のためのセミナー及び伴走支援を実施するとと

もに、県内外学生が県内企業を取材し、若者目線で魅力に感じた内容を動画にし、ＳＮＳで

発信する取組を行うなど、県内企業の魅力向上や魅力発信の支援に取り組んでいる。 

・首都圏大学生や社会人転職者向け取組 

就職情報サイトと連携し、転職者向けの県内企業の求人情報発信や、新卒者向けに県内企業

に触れる機会を増やすことで認知度向上を図る取組に加えて、大卒者採用予定企業や地元の

小売店等を訪問し、福島で働き暮らす魅力を直接体感できる企業体験ツアーを実施し、県外

からの若者の還流・定着を促進している。 

(2)『感働！ふくしま』ワーク・ライフ・バランス大賞  所管: 商工労働部雇用労政課  

【施策の趣旨】 

従業員が仕事と私生活の調和（ワーク・ライフ・バランス、WLB）を実現できる働きやすい職場

環境づくりに積極的に取り組み、特に優れた実績と先進的な成果を上げている県内企業・事業所

を表彰することにより、その取組を広く周知・奨励することを目的とする。 

本大賞は、県が推進する「福島県次世代育成支援企業認証制度」に基づき認証された企業のう

ち、ワーク・ライフ・バランスに関する取組が特に顕著な事業所を選定するものであり、県内に

おける働き方改革の牽引役となる企業の優良事例を行政が公的に評価・可視化するための重要な

政策ツールとして位置づけられる。 

【事業内容】 

本大賞の選定に際しては、企業の取組の総合性、先進性、独自性、及び実効性を多角的に評価

するため、以下の部門を設定している。 

 ○『感働！ふくしま』ワーク・ライフ・バランス大賞（総合的に優れた取組をしている企業） 

 ○『感働！ふくしま』ワーク・ライフ・バランス先進的取組大賞（先進的で特徴的な取組をして

いる企業） 

 ○『感働！ふくしま』ワーク・ライフ・バランス男女共同参画大賞（男女が共に働きやすい環境

づくりに積極的に取り組む企業） 

主な評価項目は以下のとおり。 

 ○法令に基づく行動計画の策定および届出状況 

 ○育児・介護支援制度の充実度と実績 

 ○多様な働き方の推進と労働時間管理 
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・若者に選ばれるための県内企業の魅力 
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■事業スキーム 

(公財)福島県産業振興センターHP 

(3) 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業  所管: 商工労働部経営金融課  

【施策の趣旨】 

福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業は、県内中堅・中小企業の攻めの経営や経営革新

を促すことを主たる趣旨として実施している。 

企業の潜在的な成長力を最大限に引き出し、競争力を強化するために必要な専門的な知見を持

つプロフェッショナル人材の確保と活用を促進するもので、具体的には、新規事業の創出や既存

事業の拡大、生産性の向上などの実績を有する人材を県内の企業に紹介し、これにより、外部の

高度なノウハウや経営経験等を使った「攻めの経営」への意欲を喚起する。単に人材を仲介する

ことを目的とするものではなく、企業と地域全体の持続的な成長戦略を具現化し、地域産業の復

興と発展に寄与することにより、地方創生の実現を図るものである。 

【事業内容】 

本事業は、公益財団法人福島県産業振興セ

ンター内に設置された福島県プロフェッショ

ナル人材戦略拠点が中心となり、具体的な支

援を展開している。 

戦略拠点のマネージャーが無料で企業を訪

問し、企業の経営課題と、その解決に必要な人

材像を明確化する。その上で、「企業情報シー

ト」を作成し、拠点に登録された民間人材ビジ

ネス事業者へ情報を取り次ぎ、適切なプロ人

材とのマッチングを図る仕組みである。 

プロ人材の活用を財政面から支援するため、複数の補助金制度が用意されている。 

 ○福島県プロフェッショナル人材確保支援事業補助金 

戦略拠点を通じて県外からの移住を伴うプロ人材を正規雇用した場合に、紹介手数料の一部を

支援する。 

 ○福島県県外副業・兼業プロフェッショナル人材交通費等補助金 

県外居住のプロ人材を副業・兼業形態で活用した場合に、県外から県内への移動に伴う交通費

および宿泊費の一部を支援する。 

○福島県副業・兼業プロフェッショナル人材活用促進事業補助金 

プロ人材を初めて副業・兼業で活用した場合に、紹介手数料や報酬、交通費等の経費の一部を

支援する。 
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◇中小企業診断士の日 2025 

開催案内 

２. 中小企業診断士の日イベント 2025 ～社員が輝く会社が人手不足時代を勝ち抜く～ 

【基調講演】 

 ○東陽電気工事株式会社 代表取締役 石川 格子（いしかわ のりこ）さん 

  「安心して失敗できる環境づくりを目指して ～時速 140kmの道のり～」 

2025 年 11 月 7 日に福島市内で開催された当

協会主催「中小企業診断士の日イベント」にお

いて、東陽電気工事株式会社 代表取締役の石川

格子さんをお招きし、人的資本経営をテーマに

ご講演いただきました。同社は、調査・研究事

業「人口減少時代における福島県版人的資本経

営」において、昨年度のヒアリング調査にご協

力いただいた企業です。 

電気工事業界においても、若年人口の減少や

大学進学率の上昇に伴う構造的な人手不足が深

刻化し、技術継承が喫緊の課題となっています。

本講演では、同族企業の後継者として経営を引

き継いだ石川さんが、就任直後に直面した「離

職率 100%」という危機的状況をいかにして乗り

越え、人材育成の新たなモデルを構築したのか。

その実践的な取組について語られました。 

東陽電気工事株式会社は、92年の歴史を誇る

福島県西郷村（JR新白河駅前）に立地する老舗

企業であり、電気・通信・消防設備工事などを

幅広く手がけています。現在、同社の舵を取る

石川さんは、大学で心理学を専攻し、塾講師を経て家業に入ったという異色の経歴の持ち主です。

顧客からの厳しい指摘や先代との葛藤を乗り越え、大学院での MBA 取得など経営への研鑽を積み

ながら、2013年に代表取締役社長に就任されました。しかし、当時の組織は男性中心の職人社会

であり、新しいリーダーシップの確立は困難を極めました。 

就任後、石川さんが直面した最大の課題は、若手社員の定着率の低さでした。2015～2021年に

かけての「３年以内の離職率」及び 2021～2023 年にかけての「１年以内の離職率」は共に 100%

という異常事態に陥っており、採用しても即座に退職してしまう「教育の失敗」が繰り返されて

いたのです。 

退職の原因を探ると、現場における構造的な悪循環が浮き彫りになりました。工期に追われる
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◇講演資料 

中堅社員には若手を指導する余裕がなく、「失敗は許されない」というプレッシャーから作業を

任せることができません。その結果、若手社員は「教えてもらえない」「怒られるばかりで成長

実感がない」と意欲を喪失し、離職へとつながっていました。石川さんは、この状況の本質を「若

手が失敗を恐れて萎縮していること」、そして「失敗を許容し、リカバリーさせる仕組みが現場

にないこと」にあると分析しました。 

この連鎖を断ち切るため、石川さんは「教育の時間をつくること」と「安心して失敗できる環

境をつくること」を決断します。その象徴が、2021年に竣工した研修棟「大地」です。現場の閑

散期を教育に充て、現場とは切り離されたこの施設で、徹底的な実地研修を行う仕組みを整えま

した。 

研修において最も重視されたのが「心理的安全性」の確保です。組織の中で自分の意見や弱音

を安心して吐き出せる状態を作り、あえて失敗を経験させ、そこからのリカバリー方法を指導す

ることで、若手の「失敗への恐怖」を取り除きました。また、入社後３ヶ月間のプログラムには、

技術指導に加え、一人暮らしの家事（炊事・洗濯・掃除）を含む生活研修も組み込まれており、

社会人としての自立を全方位から支援する体制を敷いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした「失敗を許容する教育」は着実に成果を上げています。入社２年目の女性社員が全日

電工連技能競技全国大会で活躍するなど、研修施設での集中教育が、現場での即戦力化と自信の

醸成に直結していることが証明されました。 

同社の取組は社内にとどまりません。地元の工業高校への課外授業支援や、小中学生向けの職

業体験イベント（Out of Kidzania in しらかわ等）への参画など、地域全体のキャリア教育にも

尽力しています。若いうちから仕事のやりがいや将来像をイメージさせることで、建設業全体の

担い手不足解消に貢献しようとするものです。さらに、「健康経営優良法人」の認定や、公益性

の高い企業に与えられる国際認証「B Corp」の取得など、企業価値向上への積極的な姿勢は、地

域社会からも高く評価されています。 

東陽電気工事株式会社の事例は、地方の中小企業が直面する人材難に対し、ハード（研修施設）
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とソフト（心理的安全性）の両面からの投資で解決を図った好事例です。「現場では失敗できな

い」というジレンマに対し、「現場以外で安心して失敗できる場所を作る」という逆転の発想で

挑み、社員の定着と自律的な成長を実現しました。この「人を育て、地域と共に歩む」経営モデ

ルは、同様の課題を抱える多くの企業にとって、重要な示唆を与えるものと言えるでしょう。 

184



184 

とソフト（心理的安全性）の両面からの投資で解決を図った好事例です。「現場では失敗できな

い」というジレンマに対し、「現場以外で安心して失敗できる場所を作る」という逆転の発想で

挑み、社員の定着と自律的な成長を実現しました。この「人を育て、地域と共に歩む」経営モデ

ルは、同様の課題を抱える多くの企業にとって、重要な示唆を与えるものと言えるでしょう。 

3

人口減少時代における福島県版人的資本経営 2.0 

発行日： 

発行者： 

印 刷： 

令和８年２月 

一般社団法人 福島県中小企業診断協会 

〒960-8053  福島県福島市三河南町 1-20 

コラッセふくしま７階 

TEL 024-573-6370 

E-mail info@f-smeca.com 

株式会社阿部紙工 

〒960-2195  福島県福島市庄野字柿場 1-11 







令
和
7
年
度 「
調
査・研
究
事
業
」
人
口
減
少
時
代
に
お
け
る
福
島
県
版
人
的
資
本
経
営
　  

報
告
書

令
和
8
年
2
月

一
般
社
団
法
人 

福
島
県
中
小
企
業
診
断
協
会

令和7年度  「調査・研究事業」

一般社団法人
福島県中小企業診断協会

－報告書－

人口減少時代における
福島県版人的資本経営2.0

2.0

一般社団法人 福島県中小企業診断協会一般社団法人 福島県中小企業診断協会
令和８年２月令和８年２月


	空白ページ
	空白ページ

